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090010

保育室を共用
する場合にお
ける幼稚園と
保育所の施設
全体の定員に
よる面積按分
の容認

・「幼稚園と保育所の施
設の共用化等に関する
指針について」（平成10
年３月10日文初幼第476
号・児発第130号）
・幼稚園と保育所の保育
室の共用化の特例（平
成１５年９月１２日構造
改革特別区域推進本部
決定）

共用化指針に基づき設置された施設にお
いて、幼稚園児・保育所児が合同活動を行
う保育室について、次の要件に該当する場
合、幼稚園と保育所の保育室を共用するこ
とを認める。
(１)幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計に
より児童福祉施設最低基準（面積・職員配
置）を満たしていること
（2）幼稚園における幼稚園児と保育所児等
の合同活動の特例（幼稚園設置基準第５
条第１項の専任規定の特例）の認定を受け
ること
（3）職員は、幼稚園教諭免許と保育士資格
を併有し、幼稚園教諭及び保育士を兼務し
ていること
（4）合同活動の内容は、幼稚園教育要領と
保育所保育指針に沿ったものであること
（5）当該保育室は合同活動を行う幼稚園児
及び保育所児それぞれの定員数で按分し
て管理すること

E Ⅳ

○　幼稚園と保育所の保育室の共用化の特例を利用するための一つの条
件である「当該保育室は合同活動を行う幼稚園児及び保育所児それぞれ
の定員数で按分して管理すること」は共用する保育室をどのように保育所と
幼稚園の間で管理するかという観点から設定したものであり、当該保育室
で合同活動を行う保育所児と幼稚園児の割合を規定したものではない。
○　当該保育室で合同活動を行う保育所児と幼稚園児が満たすべき基準
は「幼児（幼稚園児・保育所児）数の合計により児童福祉施設最低基準（面
積・職員配置）を満たしていること」という基準である。
○　よって、御指摘のような「保育室を共用する場合、幼稚園と保育所それ
ぞれの定員が各保育室内で硬直化し、幼と保の園児の割合が変更できな
い」という事態は生じないと考えられる。

共用化の特例を適用する保育室で合同活
動を行う保育所児と幼稚園児の数の割合
が変更されることに伴って、保育所と幼稚園
との間での当該保育室の按分管理に関し
て、実務的にどのような手続き等が必要と
なるか、明確化されたい。なお、文部科学省
は同一の提案に対して、「共用化する保育
室の面積は、共用保育室全体において合
同活動を行う幼稚園児数の合計と、保育所
児数の合計により按分して管理することとし
ている。このため、（３～５歳児において合
同活動を実施している場合）幼稚園の３～５
歳児までの定員の合計が変わらない限り、
その定員の範囲内で各学級の幼児数が増
減しても、按分の比率を変える必要はな
い。」として、「D-1」と回答している。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

共用する保育室をどのように保育所と幼稚園の間で管理するか
は定員数で按分されることとなることから、例えば、保育所児と
幼稚園児の割合が共用開始時に想定した割合と大幅に異なっ
てきた場合、定員変更によって財産処分が必要となり、事務的
に大きな負担となる。また、保育室が共用されないと、3歳児から
合同活動を行う場合に、既存施設を使用すると保育室の増築が
必要となってしまう。

Ｄ－２

○　共用化する保育室の面積は、共用保育室全体において合
同活動を行う保育所児数及び幼稚園児数それぞれの定員によ
り按分管理することとしている。
○　よって、合同活動を行う各クラスの幼児数が、設定した定員
の範囲内において増減しても、共用保育室全体における合同活
動を行う保育所児数及び幼稚園児数の定員の範囲内である限
りは、財産処分の手続きは必要ない。

2002010 瑞浪市 幼児教保育特区 保育室の共用について

090020

私立保育所に
おける給食の
外部搬入方式
の容認

・児童福祉施設最低基
準第３２条第１号及び第
５号
・保育所における調理業
務の委託について（平成
10年２月18日児発第86
号）
・公立保育所における給
食の外部搬入方式の容
認（平成１５年９月１２日
構造改革特別区域推進
本部決定）

保育所には調理室を設けなければ
ならず、また、保育所の施設外にお
いて調理し搬入することは原則認め
ない。

Ｃ Ⅳ

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠くことができ
ない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ細やかな対応ができ
ること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく食事ができること、が必
要。
○　このような認識の下、保育所の調理室については、①一人ひとりの子ど
もの状況に応じたきめ細やかな対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食
育を通じた児童の健全育成、を図る観点から、必要であると考える。
○　私立保育所の給食の外部搬入については、特区第3次提案を受けて先
般認めた公立保育所における給食の外部搬入の実施状況等を検証したう
えで、慎重に判断することが必要であり、公立保育所における外部搬入方
式が実施されていない現段階においては、私立保育所において外部搬入
方式を認めることは困難である。

公立保育所について認められる給食の外
部搬入方式が、私立保育所については認
められない理由を明確化されたい。その際
に、提案では、私立保育所において給食の
外部搬入方式の導入の必要性が高く、か
つ、適切に事業を実施する能力も十分であ
ることが述べられていることを踏まえ、認め
られない理由が提案の事例にも当てはまる
ことについて具体的に説明されたい。以上
の理由等を明確化できない場合は、提案を
特区において実現できないか、検討し回答
されたい。併せて、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答されたい。

　特区第３次提案で、公立保育所にのみ外部搬入を容認した理
由は、公立保育所の経費の軽減と共に、公立保育所と搬入先で
ある学校給食センター等との運営主体が同じである事の優位性
を強調し、私立保育所における連携の困難さを主張していたと
認識している。従って、不安視していた事項の改善の程度によ
り、外部搬入容認の可否を決すべきであり、その説明がない。ま
た、特区による規制の緩和を提案しているのに、特区における
実施状況を検証した上で判断すると言う回答は、構造改革特区
制度の主旨に合わないと思うし、民間でできるものは民間で、民
間の活力を活用しようとする、構造改革に逆行することにならな
いか。

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠く
ことができない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ
細やかな対応ができること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、
おいしく食事ができること、が必要。
○　このような認識の下、保育所の調理室については、①一人
ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やかな対応、②多様な保
育ニーズへの対応、③食育を通じた児童の健全育成、を図る観
点から、必要であると考える。
○　公立保育所における給食の外部搬入については、公立保育
所が私立保育所に比べて、運営コストがかかるという指摘があ
る中で、公立保育所の運営合理化を図る観点から、特区第3次
提案を受けて先般認めたものである。
○　私立保育所の給食の外部搬入については、公立保育所に
おける給食の外部搬入の実施状況等を検証したうえで、慎重に
判断することが必要であり、公立保育所における外部搬入方式
が実施されていない現段階においては、私立保育所において外
部搬入方式を認めることは困難である。

提案では、私立保育所において給食
の外部搬入方式の導入の必要性が
高く、かつ、適切に事業を実施する能
力も十分であることが述べられてい
ることを踏まえ、提案を特区において
実現できないか、検討し回答された
い。

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠くことができな
い重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ細やかな対応ができるこ
と、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく食事ができること、が必要。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やか
な対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食育を通じた児童の健全育成、
を図る観点から、保育所の調理室における調理が必要であると考える。
○　公立保育所における給食の外部搬入については、公立保育所が私立保
育所に比べて、運営コストがかかるという指摘がある中で、公立保育所の運
営合理化を図る観点から、特区第3次提案を受けて先般認めたものである。
○　私立保育所の給食の外部搬入については、上記の点から公立保育所
における給食の外部搬入の実施状況等を特区評価委員会の評価なども踏
まえつつ検証したうえで、慎重に判断することが必要であり、公立保育所に
おける外部搬入方式が実施されていない現段階においては、私立保育所に
おいて外部搬入方式を認めることは困難である。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施
設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の
子育てニーズに応える観点から検討を進めているところである。具体的に
は、特区における保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等
も踏まえ、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を
取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要な法整備
を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度からの本格実施を目指
す、こととしている。

1003010 稚内市
過疎地域における保育
所と幼稚園との「幼保
一元化特区」

私立保育所における調理業務
の外部搬入の容認

090030
保育所の調理
室の必置規制
の撤廃

児童福祉施設最低基準
第３２条第１号及び第５
号

保育所には調理室を設けなければ
ならない。

Ｃ Ⅲ

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠くことができ
ない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ細やかな対応ができ
ること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく食事ができること、が必
要。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やか
な対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食育を通じた児童の健全育成、
を図る観点から、保育所の調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

3歳以上児のみを対象として保育所児と幼
稚園児の合同活動を行う幼保共用化施設
において、同年齢の幼稚園児が学校給食
センターからの搬入により給食を食べてい
る場合については、保育所児も同じ給食を
食べることにより、調理室の必置規制を撤
廃できないか、検討し回答されたい。仮に認
められない場合は、同年齢の幼稚園児が食
べている給食を保育所児が食べることにつ
いて、具体的にどのような問題が生じるか、
明確化されたい。

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠く
ことができない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ
細やかな対応ができること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、
おいしく食事ができること、が必要。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じた
きめ細やかな対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食育を通
じた児童の健全育成、を図る観点から、保育所の調理室の必置
規制を撤廃することは困難である。

1003020 稚内市
過疎地域における保育
所と幼稚園との「幼保
一元化特区」

保育所の調理施設設置要件
の緩和

090030
保育所の調理
室の必置規制
の撤廃

児童福祉施設最低基準
第３２条第１号及び第５
号

保育所には調理室を設けなければ
ならない。

Ｃ Ⅲ

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠くことができ
ない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ細やかな対応ができ
ること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、おいしく食事ができること、が必
要。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じたきめ細やか
な対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食育を通じた児童の健全育成、
を図る観点から、保育所の調理室の必置規制を撤廃することは困難であ
る。

3歳以上児のみを対象として保育所児と幼
稚園児の合同活動を行う幼保共用化施設
において、同年齢の幼稚園児が学校給食
センターからの搬入により給食を食べてい
る場合については、保育所児も同じ給食を
食べることにより、調理室の必置規制を撤
廃できないか、検討し回答されたい。仮に認
められない場合は、同年齢の幼稚園児が食
べている給食を保育所児が食べることにつ
いて、具体的にどのような問題が生じるか、
明確化されたい。

○　保育所における食事については、子どもの発育・発達に欠く
ことができない重要なものであり、①離乳食等一人ひとりにきめ
細やかな対応ができること、②楽しい家庭的な雰囲気の中で、
おいしく食事ができること、が必要。
○　このような認識の下、①一人ひとりの子どもの状況に応じた
きめ細やかな対応、②多様な保育ニーズへの対応、③食育を通
じた児童の健全育成、を図る観点から、保育所の調理室の必置
規制を撤廃することは困難である。

5076001 愛知県津島市
保育園調理室の必置規制の
撤廃

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第１号

乳児又は満二歳に満たない幼児を
入所させる保育所には、乳児室又は
ほふく室、医務室、調理室、便所を
設けること。

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

3061010
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第１号

乳児又は満二歳に満たない幼児を
入所させる保育所には、乳児室又は
ほふく室、医務室、調理室、便所を
設けること。

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

5150028
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和
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コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第２号

乳児室の面積は乳児又は前号の幼
児(満二歳に満たない幼児）一人に
つき一・六五平方メートル以上である
こと。

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

3061020
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第２号

乳児室の面積は乳児又は前号の幼
児(満二歳に満たない幼児）一人に
つき一・六五平方メートル以上である
こと。

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

5150029
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第３号

ほふく室の面積は、乳児又は第一号
の幼児一人につき三・三平方メート
ル以上であること

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

3061030
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第３号

ほふく室の面積は、乳児又は第一号
の幼児一人につき三・三平方メート
ル以上であること

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

5150030
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第５号

満二歳以上の幼児を入所させる保
育所には、保育室又は遊戯室、屋外
遊技場(保育所付近にある屋外遊技
場をに代わる施設を含む。）、調理室
及び便所を設けることと

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

3061040
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第５号

満二歳以上の幼児を入所させる保
育所には、保育室又は遊戯室、屋外
遊技場(保育所付近にある屋外遊技
場をに代わる施設を含む。）、調理室
及び便所を設けることと

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

5150031
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第４号

乳児室又はほふく室には保育に必
要な用具を備えること

Ｄ－１ Ⅲ

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室には保育に
必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」ということで
あれば、上記条件は満たすため現行制度において対応可能である。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室に
は保育に必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」と
いうことであれば、上記条件は満たすため現行制度において対
応可能である。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室に
は保育に必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」と
いうことであれば、上記条件は満たすため現行制度において対
応可能である。

3061050
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和
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コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第４号

乳児室又はほふく室には保育に必
要な用具を備えること

Ｄ－１ Ⅲ

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室には保育に
必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」ということで
あれば、上記条件は満たすため現行制度において対応可能である。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室に
は保育に必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」と
いうことであれば、上記条件は満たすため現行制度において対
応可能である。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　児童福祉施設最低基準においては、乳児室又はほふく室に
は保育に必要な用具を備えることとなっている。
○　御提案のように「乳児室には保育に必要な用具を備える」と
いうことであれば、上記条件は満たすため現行制度において対
応可能である。

5150032
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第６号

保育室又は遊戯室の面積は、前号
の幼児一人につき一・九八平方メー
トル以上、屋外遊戯場の面積は、前
号の幼児一人につき三・三平方メー
トル以上であること

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

3061060
株式会社東京
リーガルマイン
ド

チャイルド・ナイト・ケア
（宿泊保育）事業特区

児童福祉施設最低基準におけ
る設備基準の緩和

090040

宿泊保育を行
う場合における
保育所の設備
基準の緩和

児童福祉施設最低基準
第３２条第６号

保育室又は遊戯室の面積は、前号
の幼児一人につき一・九八平方メー
トル以上、屋外遊戯場の面積は、前
号の幼児一人につき三・三平方メー
トル以上であること

Ｃ Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。

昼間と比べて保育所児の活動が少なくなる
と考えられる夜間保育について、昼間の保
育を想定している現行の児童福祉施設設
備基準と異なる夜間用の基準を考えること
はできないか、検討し回答されたい。併せ
て、右の提案主体からの意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

今回の弊社の特区提案は、夜間に行う宿泊保育に限って、設備
基準などの緩和を提案するものであり、昼間の保育と比べ、宿
泊を主たる業務とする宿泊保育は児童福祉施設設備基準の最
低限のレベルを２／３にすることは保育の質、強いては保育環
境の悪化には即座につながらないと考えられます。たとえ、児童
福祉施設設備基準の緩和により、保育環境が変化したとしても
保育士の育成に力を注ぐことで保育の質の維持を図り、利用者
のニーズを的確に把握し反映させるので、貴省のご回答にあっ
た児童の健康、心身の健全な育成に支障が生じることは少ない
と考えられます。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、この基準を緩和することは、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成に支障が生じることが考えられるた
め、適当ではない。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている。

昼間と比べて保育所児の活動が少
なくなると考えられる、宿泊中心の夜
間保育のみを行う保育所のあり方に
ついて、厚生労働省の考え方を示さ
れたい。仮に夜間保育のみを行う保
育所に対する一定のニーズがあると
すれば、昼間の保育を想定している
現行の児童福祉施設設備基準と異
なる夜間用の基準を考えることはで
きないか、検討し回答されたい。

○　保育所に係る児童福祉施設最低基準は、劣悪な保育環境
を排除し、子どもの健全な発達のために必要とされるべき最低
限のものであり、夜間の保育であったとしても、その基準に対す
る考え方には変わりがない。よって、基準を緩和することについ
ては、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が生じ
ることが考えられるため、適当ではないと考える。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　　利用者のニーズに応える多様な保育サービスの提供につ
いては、　新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日保育、
低年齢児の受入れの拡大、乳幼児健康支援一時預かり事業等
についてその実施の推進に努めている

5150033
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準にお
ける設備基準の緩和

090050

幼稚園教諭に
よる保育士の
補助業務の容
認

児童福祉施設最低基準
第３３条

保育所には保育士を置かなければ
ならず、その数は、乳児については３
人に１人以上、満１歳以上満３歳未
満の幼児については６人に１人以
上、満３歳以上満４歳未満の幼児に
ついては２０人に１人、満４歳以上の
幼児については、３０人に１人以上と
する

Ｃ、Ｄ-
１

Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものである。
○　保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所は幼稚園
と異なり低年齢児を受け入れているなどの差があることから、求められる専
門性が異なるため、基準を緩和して、幼稚園教諭に保育士の補助業務を行
わせることは適当ではないが、相互の資格取得を促進するため、①平成１
４年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を見直し、
さらに、②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が
保育士資格を取得しやすいように措置したところである。
○　なお、児童福祉施設最低基準による職員配置基準を満たし、かつ、幼
稚園における業務に支障のない範囲内であれば、幼稚園教諭に保育士の
補助業務を行われせることは差し支えがない。

3059030
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
児童福祉施設最低基準第三
十三条の要件緩和

090050

幼稚園教諭に
よる保育士の
補助業務の容
認

児童福祉施設最低基準
第３３条

保育所には保育士を置かなければ
ならず、その数は、乳児については３
人に１人以上、満１歳以上満３歳未
満の幼児については６人に１人以
上、満３歳以上満４歳未満の幼児に
ついては２０人に１人、満４歳以上の
幼児については、３０人に１人以上と
する

Ｃ、Ｄ-
１

Ⅲ

○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものである。
○　保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所は幼稚園
と異なり低年齢児を受け入れているなどの差があることから、求められる専
門性が異なるため、基準を緩和して、幼稚園教諭に保育士の補助業務を行
わせることは適当ではないが、相互の資格取得を促進するため、①平成１
４年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を見直し、
さらに、②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所有者が
保育士資格を取得しやすいように措置したところである。
○　なお、児童福祉施設最低基準による職員配置基準を満たし、かつ、幼
稚園における業務に支障のない範囲内であれば、幼稚園教諭に保育士の
補助業務を行われせることは差し支えがない。

5150043
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉施設最低基準第三
十三条の要件緩和

090060

地方公共団体
による独自の
保育士資格付
与基準の設定
の容認

児童福祉法第１８条の６

保育士となる資格を有する者は、①
厚生労働大臣の指定する保育士養
成施設を卒業した者、②保育士試験
に合格した者である。

C Ⅰ

○保育に係る業務は、児童の心身の成長に大きな影響を与えるものであ
り、その中で保育の実施を担う専門職としての保育士の役割は重要であ
り、全国的に一定の質の確保が必要である。
○　そのような認識の下、先般保育士の資格を法定化し、保育士の質の向
上に努めているところである。○　地方公共団体が独自の基準により保育
士資格を付与することについては、保育士の質が確保できず、地方公共団
体によって格差が生じる可能性があり適当でない。

地域再生推進の観点から、国から地方公共
団体への権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

別紙参照

○保育に係る業務は、児童の心身の成長に大きな影響を与える
ものであり、その中で保育の実施を担う専門職としての保育士
の役割は重要であり、全国的に一定の質の確保が必要である。
○　このような認識のもと、規制改革推進３か年計画（平成１３年
３月３０日閣議決定）において、保育サービスの質の確保の観点
から、「保育士の国家資格についても、資格の在り方等を含め検
討を行う」とされたことも踏まえ、先般保育士の資格を法定化し、
保育士の質の向上に努めているところである。
○　地方公共団体が独自の基準により保育士資格を付与するこ
とについては、保育士の質が確保できず、地方公共団体によっ
て格差が生じる可能性があり適当でない。

3059040
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区 保育士資格付与の要件緩和

090060

地方公共団体
による独自の
保育士資格付
与基準の設定
の容認

児童福祉法第１８条の６

保育士となる資格を有する者は、①
厚生労働大臣の指定する保育士養
成施設を卒業した者、②保育士試験
に合格した者である。

C Ⅰ

○保育に係る業務は、児童の心身の成長に大きな影響を与えるものであ
り、その中で保育の実施を担う専門職としての保育士の役割は重要であ
り、全国的に一定の質の確保が必要である。
○　そのような認識の下、先般保育士の資格を法定化し、保育士の質の向
上に努めているところである。
○　地方公共団体が独自の基準により保育士資格を付与することについて
は、保育士の質が確保できず、地方公共団体によって格差が生じる可能性
があり適当でない。

地域再生推進の観点から、国から地方公共
団体への権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

別紙参照

○保育に係る業務は、児童の心身の成長に大きな影響を与える
ものであり、その中で保育の実施を担う専門職としての保育士
の役割は重要であり、全国的に一定の質の確保が必要である。
○　このような認識のもと、規制改革推進３か年計画（平成１３年
３月３０日閣議決定）において、保育サービスの質の確保の観点
から、「保育士の国家資格についても、資格の在り方等を含め検
討を行う」とされたことも踏まえ、先般保育士の資格を法定化し、
保育士の質の向上に努めているところである。
○　地方公共団体が独自の基準により保育士資格を付与するこ
とについては、保育士の質が確保できず、地方公共団体によっ
て格差が生じる可能性があり適当でない。

5150044
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

保育士資格付与の要件緩和

090070

地方公共団体
による独自の
保育所認可基
準の設定の容
認

・児童福祉法第３５条第
４項
・認可保育所の設置認
可等について

国、都道府県及び市町村以外の者
は、都道府県の知事の認可を経て
保育所を設置することができる

Ｄ－１ Ⅰ

○　児童福祉施設である保育所については、児童の健康を守り、その心身
の健全な育成を図るため、面積基準や職員配置基準を定めた児童福祉施
設最低基準等を満たすことが必要である。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満たす認可保
育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体制限の撤廃、定員規
模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々な認可要件に係る規制緩和措置
や平成１４年度から実施している認可外保育施設が認可保育所に移行す
るための支援事業を行っているところである。
○　なお、地方公共団体が独自の基準を設定し、当該基準を満たした施設
を認証し、独自で補助を行うことは現状でも可能である。

地域再生推進の観点から、国から地方公共
団体への権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

弊社の提案の趣旨は地方公共団体による認可基準の作成を可
能とするのことであり、地方公共団体が独自の基準で認可外保
育所を認証できるよう求めているのではありません。万が一、弊
社の提案が不可能と判断されるのであれば、各地で保育事情
が異なるにも関わらず、①地方公共団体が認可基準を作成する
ことが妥当ではないのか、②画一化した基準を堅持しようとして
いるのか、その正当性と妥当性の明確な根拠を示すようお願い
いたします。

○　児童福祉施設である保育所については、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成を図るため、面積基準や職員配置基
準を定めた児童福祉施設最低基準等を満たすことが必要であ
り、国としては、その基準を満たした保育所に対して運営費を補
助している。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。
○　なお、地方公共団体が独自の基準を設定し、当該基準を満
たした施設を認証し、独自で補助を行うことは現状でも可能であ
る。

3059100
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
地方自治体による保育所認可
基準の作成
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090070

地方公共団体
による独自の
保育所認可基
準の設定の容
認

児童福祉法
保育所は、保育に欠ける乳幼児を保
育することを目的とする施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○　児童福祉施設である保育所については、児童の健康を守り、その心身
の健全な育成を図るため、面積基準や職員配置基準を定めた児童福祉施
設最低基準等を満たすことが必要である。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満たす認可保
育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体制限の撤廃、定員規
模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々な認可要件に係る規制緩和措置
や平成１４年度から実施している認可外保育施設が認可保育所に移行す
るための支援事業を行っているところである。

地域再生推進の観点から、国から地方公共
団体への権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。

○　児童福祉施設である保育所については、児童の健康を守
り、その心身の健全な育成を図るため、面積基準や職員配置基
準を定めた児童福祉施設最低基準等を満たすことが必要であ
り、国としては、その基準を満たした保育所に対して運営費を補
助している。
○　認可外保育施設については、児童福祉施設最低基準を満た
す認可保育所へ移行を推進するため、認可保育所の設置主体
制限の撤廃、定員規模の引き下げ（３０人→２０人）などの様々
な認可要件に係る規制緩和措置や平成１４年度から実施してい
る認可外保育施設が認可保育所に移行するための支援事業を
行っているところである。

5145001 東京都 認証保育所の制度化

090080

放課後児童健
全育成事業の
年齢制限の緩
和

児童福祉法第６条の２第
１２項

放課後児童健全育成事業の対象児
童については「おおむね１０歳未満」
とされており、提案にあるような年齢
制限要件として規定しているわけで
はない。

E ー

放課後児童健全育成事業の対象は、小学校に就学しているおおむね１０歳
未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもので
あり、対象年齢は限定されておらず、１０歳以上の児童であっても放課後児
童健全育成事業の対象とすることは可能である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

弊社の提案の趣旨は放課後児童健全育成事業によるサービス
を小学校就学前の児童にも受けられるように規制改革すること
です。弊社は、保育所、幼稚園、放課後児童健全育成事業の各
児童保育施設の機能を備えた「こども園」の設立を考えておりま
す。当園では、年齢に関係なく保護者の要望に応え、柔軟な保
育サービスを提供する予定です。それにも関わらず、貴省が放
課後児童健全育成事業は就学後の児童を対象とするという立
場に固辞するのであれば、その明確な根拠を示すようお願いい
たします。

D-1 ー

○　小学校就学前の児童の保育等の場としては、保育の実施、
一時保育事業の実施等により、既に対応しているところである。
また、異年齢交流の場である児童館については、本年４月から
株式会社などの設置運営が可能となるよう規制を緩和する予定
である、
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

3059090
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
放課後児童健全育成事業の
年齢制限を緩和

090080

放課後児童健
全育成事業の
年齢制限の緩
和

児童福祉法第６条の２第
１２項

放課後児童健全育成事業の対象児
童については「おおむね１０歳未満」
とされており、提案にあるような年齢
制限要件として規定しているわけで
はない。

E ー

放課後児童健全育成事業の対象は、小学校に就学しているおおむね１０歳
未満の児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもので
あり、対象年齢は限定されておらず、１０歳以上の児童であっても放課後児
童健全育成事業の対象とすることは可能である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

弊社の提案の趣旨は放課後児童健全育成事業によるサービス
を小学校就学前の児童にも受けられるように規制改革すること
です。弊社は、保育所、幼稚園、放課後児童健全育成事業の各
児童保育施設の機能を備えた「こども園」の設立を考えておりま
す。当園では、年齢に関係なく保護者の要望に応え、柔軟な保
育サービスを提供する予定です。それにも関わらず、貴省が放
課後児童健全育成事業は就学後の児童を対象とするという立
場に固辞するのであれば、その明確な根拠を示すようお願いい
たします。

D-1 ー

○　小学校就学前の児童の保育等の場としては、保育の実施、
一時保育事業の実施等により、既に対応しているところである。
また、異年齢交流の場である児童館については、本年４月から
株式会社などの設置運営が可能となるよう規制を緩和する予定
である、
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

5150049
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

放課後児童健全育成事業の
年齢制限を緩和

090090

夜間、休日等
における保育
所の保育時間
の延長

・少子化対策基本方針
（平成１１年１２月１７日
少子化対策推進関係閣
僚会議決定）
・新エンゼルプラン（平成
１１年１２月１９日６大臣
合意）

新エンゼルプランに基づき、延長保
育、休日保育についてその実施の推
進に努めている。

Ｄ-１
○　御提案の「夜間保育や休日保育の実施を含めた保育時間の延長を図
る政策」については、現在、新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日
保育についてその実施の推進に努めているところである。

3004060

多摩市を考え
つくる市民の会
開発事務局、A
学校法人

総合子育て学園と学校
構造改革

総合子育て学園の預かり保育
時間の規制緩和

090090

夜間、休日等
における保育
所の保育時間
の延長

・少子化対策基本方針
（平成１１年１２月１７日
少子化対策推進関係閣
僚会議決定）
・新エンゼルプラン（平成
１１年１２月１９日６大臣
合意）

新エンゼルプランに基づき、延長保
育、休日保育についてその実施の推
進に努めている。

Ｄ-１
○　御提案の「夜間保育や休日保育の実施を含めた保育時間の延長を図
る政策」については、現在、新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日
保育についてその実施の推進に努めているところである。

5085008
オリックス株
式会社

保育所に関する制度改正
（保育時間の延長）

090090

夜間、休日等
における保育
所の保育時間
の延長

・少子化対策基本方針
（平成１１年１２月１７日
少子化対策推進関係閣
僚会議決定）
・新エンゼルプラン（平成
１１年１２月１９日６大臣
合意）

新エンゼルプランに基づき、延長保
育、休日保育についてその実施の推
進に努めている。

Ｄ-１
○　御提案の「夜間保育や休日保育の実施を含めた保育時間の延長を図
る政策」については、現在、新エンゼルプラン等に基づき、延長保育、休日
保育についてその実施の推進に努めているところである。

5086008
社団法人リー
ス事業協会

保育所に関する制度改正
（保育時間の延長）

090100
保育料徴収事
務の私人への
委託の容認

地方自治法第２４３条

保育料は公金であり、公金の収納に
ついては、地方自治法に基づき、原
則これを私人に行わせることができ
ないこととなっている

Ｂ Ⅰ
○　次期通常国会提出予定の児童福祉法改正において、保育料の収納事
務を私人に委託できる旨の規定を設ける予定である。

3025010
個人、個人、個
人

保育料徴収率向上に
係わる特区

私立保育園職員による私人の
公金取り扱いの制限緩和

090100
保育料徴収事
務の私人への
委託の容認

地方自治法第２４３条

保育料は公金であり、公金の収納に
ついては、地方自治法に基づき、原
則これを私人に行わせることができ
ないこととなっている

Ｂ Ⅰ
○　次期通常国会提出予定の児童福祉法改正において、保育料の収納事
務を私人に委託できる旨の規定を設ける予定である。

5121001 埼玉県戸田市 保育料収納事務の私人委託
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090110

ＮＰＯ法人等に
よる商店街の
空き店舗等に
おける一時保
育事業の実施
の容認

・特別保育事業の実施
について（平成１２年３月
２９日　児発第２４７号）
・「特別保育事業の実施
について」の取扱いにつ
いて（平成１２年３月２９
日児保第９号）

一時保育事業の実施場所について
は、保育所内に事業を実施するため
の専用の部屋を確保できない場合
は、児童館等の公共的施設の空き
部屋等を利用して実施しても差し支
えない。

Ｄ-１ Ⅳ

○　一時保育事業については、保育所内に事業を実施するための専用の
部屋を確保できない場合、①建築基準法の規定における建物の耐火性
能、階段数、構造、内装等に係る児童福祉施設の基準②児童福祉施設最
低基準第３２条第８号の基準を共に満たしている児童館等の公共的施設の
空き部屋等を利用し、実施しても差し支えないこととされている。
○　よって、認可保育所を経営するＮＰＯ法人等が公共的施設の空き部屋
等を利用して一時保育を実施することは、現行可能である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

一時保育事業は、需要が増大しており、現状の保育所で提供し
ているサービス量では対応ができない。また、施設及び人的な
面から保育所や児童館等の公共的施設の空き部屋での新たな
事業実施は困難な状況にある。そこで、認可保育所を経営して
いないＮＰＯ法人等が商店街の空き店舗等を活用し一時保育の
実施を可能とし、その拡大を図るものである。

○　一時保育事業については、保育所内に事業を実施するため
の専用の部屋を確保できない場合、①建築基準法の規定にお
ける建物の耐火性能、階段数、構造、内装等に係る児童福祉施
設の基準②児童福祉施設最低基準第３２条第８号の基準を共
に満たしている児童館等の公共的施設の空き部屋等を利用し、
実施しても差し支えないこととされている。よって、認可保育所を
経営するＮＰＯ法人等が商店街の空き店舗等を利用して一時保
育を実施することは可能であり、それを支援するため、中小企業
庁とタイアップして、改装費用等の補助を行っている。
○　国として、認可保育所を経営していないＮＰＯ法人等に対し
て、一時保育に関する補助金を支出することは、適切な保育が
提供できるのかなどの問題があり、適当でないと考える。
○　なお、認可保育所を経営していないＮＰＯが幼児を一時的に
預かることについて、市町村が独自の基準を設定し、当該基準
を満たした施設を認証し、独自で補助を行うことは現状でも可能
である。

1049010 町田市 一時保育推進特区
一時保育促進事業実施要綱
の実施場所の規制緩和

090121

保育所の施設
整備費の補助
対象者の拡大
（学校法人）

児童福祉法第５６条の２
補助制度において、保育所の施設
設備の整備については、補助対象
が社会福祉法人に限られている。

Ｄ-１ Ⅰ

○　幼稚園を設置している学校法人が保育所を建設する場合について、施
設整備費の補助対象とすることは、新たな補助制度の創設を求めるもので
ある。
○　現行制度においても、幼稚園設置者が保育所の整備を円滑に進める
ため、ＰＦＩ制度が存在しており、これの活用によりご要望の趣旨に沿うもの
と考える。

地域再生推進の観点から、施策の利便性
の向上のうち補助金等の対象等に係る要
件の改善が重要であることを踏まえ、提案
を実現できないか、検討し回答されたい。

Ｃ

○　社会福祉事業については、質の高いサービスの継続的・安
定的な提供を確保する必要があり、このため、社会福祉法人制
度を創設し、支援と規制・監督を一体的に行ってきたところであ
る。
・支援：社会福祉施設整備費等国庫補助金等
・規制：役員の解職請求や法人の解散命令等
○　しかし、学校法人については、教育を目的とする法人であ
り、社会福祉事業を行うという観点から行政は適正な規制・監督
ができないため、表裏一体の関係である社会福祉施設整備費を
補助することは困難である。

1142010 仙台市
幼稚園と保育所の施設
の共用化による待機児
童対策特区

幼稚園に保育所を設置する場
合の施設整備対象者の緩和

090122

保育所の施設
整備費の補助
対象者の拡大
（株式会社等）

憲法第８９条
児童福祉法第５６条の２

補助制度において、保育所の施設
設備の整備については、補助対象
が社会福祉法人に限られている。

Ｄー１ Ⅰ

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合については、
憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、（中略）公の支配に属し
ない慈善若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供して
はならない。」と規定されていることから、施設整備費の補助対象とすること
はできない。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に進めるた
め、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要望の趣旨に沿うもの
と考える。

株式会社立の認可保育所に対して、運営費
を交付しているにも関わらず、施設整備費
については、公の支配に属さないために交
付することができない理由を明確化された
い。また、株式会社等に新たな法規制をか
けることによって、公の支配に属することが
担保されれば、憲法第89条に抵触すること
はないが、そのような前提の下で、株式会
社等を施設整備費補助の対象とすることが
できないか、検討し回答されたい。併せて、
右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚労省からの回答は、①憲法８９条に抵触するので株式会社は
施設整備費の補助対象とできない、②ＰＦＩ方式を用いれば現行
制度でも対応可能ということである。しかし①については、保育
所運営費は国からの補助金でありながら株式会社立の認可保
育所も交付対象に含まれていることから、児童福祉法上の認可
要件を満たした認可保育所は憲法第８９条で規定されている「公
の支配」に属すると解していると考えられるが、一方で認可保育
所を設置する株式会社に対して施設整備費を交付することが憲
法８９条に抵触するとするのはなぜか回答いただきたい。②につ
いては、本提案はそもそも社会福祉法人立の認可保育所と株式
会社立の認可保育所は、施設設備基準・職員配置基準等何ら
変わらないにも関わらず、株式会社立の認可保育所に対しては
施設整備費が出ていないということで、両者のイコール・フッティ
ングを図ることを要望したものであり、単に施設整備費の補助を
受けようとするものではない。このためＰＦＩ方式ではなく株式会
社が主体的に保育所を建設する場合を想定して特区提案を行っ
ており、株式会社立の認可保育所についても施設整備費の交付
対象とできるような方向で検討いただきたい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、最終的に利益として株主等に配分される民間企業に
税を財源とする公金を施設整備費として支出することについて
は、適当ではないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　なお、保育所運営費については、保育サービスの提供の対
価として、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８
９条の公金の支出には該当しない。

①児童福祉法第56条の２第１号に株
式会社等を追加すれば、都道府県知
事等による予算変更指示権及び職
員解職指示権が、当該株式会社等
にも及ぶことになるため、公の支配に
属すことになり、施設整備費の補助
対象とすることができるのではない
か、②保育所運営費から余剰金を積
み立て、施設整備費の1/4等の借入
の返済金に充てることが認められて
おり、これが憲法第89条に抵触しな
いのであれば、施設整備費の残りの
3/4も運営費に積むことはできない
か、それぞれについて、待機児童解
消のために株式会社立認可保育所
を活用する観点及びイコールフィッ
ティングの観点から、検討し回答され
たい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、解散した場合において、社会福祉法人とは異なり、最
終的に財産が株主等に帰属する株式会社に対して、税を財源と
する公金を施設整備費として支出することについては、適当では
ないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　保育所運営費については、保育サービスの提供の対価とし
て、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８９条の
公金の支出には該当しない。
○　保育所運営費は、法令上、保育の実施につき最低基準を維
持するための費用であり、その余剰金について、一定の範囲内
に限り、例外的に弾力的運用を認めている。このため、運営費に
施設整備に係る経費が積まれているものではなく、御指摘の「施
設整備費の残りの3/4も運営費に積むこと」は不適切であると考
える。

3094010
株式会社ポピ
ンズコーポレー
ション

保育所設置促進特区

株式会社・ＮＰＯ・学校法人等
が認可保育所を新設・修理・
改造・拡張・整備する際の施設
整備費補助の容認

090122

保育所の施設
整備費の補助
対象者の拡大
（株式会社等）

憲法第８９条
児童福祉法第５６条の２

補助制度において、保育所の施設
設備の整備については、補助対象
が社会福祉法人に限られている。

Ｄー１ Ⅰ

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合については、
憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、（中略）公の支配に属し
ない慈善若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供して
はならない。」と規定されていることから、施設整備費の補助対象とすること
はできない。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に進めるた
め、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要望の趣旨に沿うもの
と考える。

株式会社立の認可保育所に対して、運営費
を交付しているにも関わらず、施設整備費
については、公の支配に属さないために交
付することができない理由を明確化された
い。また、株式会社等に新たな法規制をか
けることによって、公の支配に属することが
担保されれば、憲法第89条に抵触すること
はないが、そのような前提の下で、株式会
社等を施設整備費補助の対象とすることが
できないか、検討し回答されたい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、最終的に利益として株主等に配分される民間企業に
税を財源とする公金を施設整備費として支出することについて
は、適当ではないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　なお、保育所運営費については、保育サービスの提供の対
価として、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８
９条の公金の支出には該当しない。

①児童福祉法第56条の２第１号に株
式会社等を追加すれば、都道府県知
事等による予算変更指示権及び職
員解職指示権が、当該株式会社等
にも及ぶことになるため、公の支配に
属すことになり、施設整備費の補助
対象とすることができるのではない
か、②保育所運営費から余剰金を積
み立て、施設整備費の1/4等の借入
の返済金に充てることが認められて
おり、これが憲法第89条に抵触しな
いのであれば、施設整備費の残りの
3/4も運営費に積むことはできない
か、それぞれについて、待機児童解
消のために株式会社立認可保育所
を活用する観点及びイコールフィッ
ティングの観点から、検討し回答され
たい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、解散した場合において、社会福祉法人とは異なり、最
終的に財産が株主等に帰属する株式会社に対して、税を財源と
する公金を施設整備費として支出することについては、適当では
ないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　保育所運営費については、保育サービスの提供の対価とし
て、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８９条の
公金の支出には該当しない。
○　保育所運営費は、法令上、保育の実施につき最低基準を維
持するための費用であり、その余剰金について、一定の範囲内
に限り、例外的に弾力的運用を認めている。このため、運営費に
施設整備に係る経費が積まれているものではなく、御指摘の「施
設整備費の残りの3/4も運営費に積むこと」は不適切であると考
える。

3122010
株式会社　女
たちの会社ポ
レ・ポレ

　保育事業における社
会福祉法人と民間企業
の助成策差別の撤廃

保育事業における社会福祉法
人と民間企業の助成処置の差
別撤廃

090122

保育所の施設
整備費の補助
対象者の拡大
（株式会社等）

憲法第８９条
児童福祉法第５６条の２

補助制度において、保育所の施設
設備の整備については、補助対象
が社会福祉法人に限られている。

Ｄー１ Ⅰ

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合については、
憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、（中略）公の支配に属し
ない慈善若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供して
はならない。」と規定されていることから、施設整備費の補助対象とすること
はできない。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に進めるた
め、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要望の趣旨に沿うもの
と考える。

株式会社立の認可保育所に対して、運営費
を交付しているにも関わらず、施設整備費
については、公の支配に属さないために交
付することができない理由を明確化された
い。また、株式会社等に新たな法規制をか
けることによって、公の支配に属することが
担保されれば、憲法第89条に抵触すること
はないが、そのような前提の下で、株式会
社等を施設整備費補助の対象とすることが
できないか、検討し回答されたい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、最終的に利益として株主等に配分される民間企業に
税を財源とする公金を施設整備費として支出することについて
は、適当ではないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　なお、保育所運営費については、保育サービスの提供の対
価として、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８
９条の公金の支出には該当しない。

①児童福祉法第56条の２第１号に株
式会社等を追加すれば、都道府県知
事等による予算変更指示権及び職
員解職指示権が、当該株式会社等
にも及ぶことになるため、公の支配に
属すことになり、施設整備費の補助
対象とすることができるのではない
か、②保育所運営費から余剰金を積
み立て、施設整備費の1/4等の借入
の返済金に充てることが認められて
おり、これが憲法第89条に抵触しな
いのであれば、施設整備費の残りの
3/4も運営費に積むことはできない
か、それぞれについて、待機児童解
消のために株式会社立認可保育所
を活用する観点及びイコールフィッ
ティングの観点から、検討し回答され
たい。

○　公の支配に属さない株式会社等が保育所を建設する場合に
ついては、憲法第８９条において「公金その他の公の財産は、
（中略）公の支配に属しない慈善若しくは博愛の事業に対し、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。」と規定されて
いることから、施設整備費の補助対象とすることはできない。
○　また、解散した場合において、社会福祉法人とは異なり、最
終的に財産が株主等に帰属する株式会社に対して、税を財源と
する公金を施設整備費として支出することについては、適当では
ないと考える。
○　現行制度においても、株式会社等が保育所の整備を円滑に
進めるため、ＰＦＩ制度が存在しており、これらの活用によりご要
望の趣旨に沿うものと考える。
○　保育所運営費については、保育サービスの提供の対価とし
て、委託費の位置づけで支出されるものであり、憲法第８９条の
公金の支出には該当しない。
○　保育所運営費は、法令上、保育の実施につき最低基準を維
持するための費用であり、その余剰金について、一定の範囲内
に限り、例外的に弾力的運用を認めている。このため、運営費に
施設整備に係る経費が積まれているものではなく、御指摘の「施
設整備費の残りの3/4も運営費に積むこと」は不適切であると考
える。

5145002 東京都 認可保育所制度の改革

090130

社会福祉法人
以外の者が保
育所を設置す
る場合におけ
る市有地の提
供の容認

・　「保育所の設置認可
等について」（平成１２年
３月３０日児発第２９５
号）
・　「保育所の設置認可
等について」の取扱いに
ついて」（平成１２年３月
３０日児発第２９５号）

社会福祉法人以外の者は、地方公
共団体から土地を貸与して保育所を
設置することができる。

Ｄ－１ Ⅳ

○　以下のとおり現行制度において対応可能である。
・　保育所の設置認可に際しての審査基準等を定めた「保育所の設置認可
等について」（平成１２年３月３０日児発第２９５号）において、社会福祉法人
以外の者が保育所の設置認可を受けようとする場合、当該法人は「保育所
を経営するために必要な経済的基礎があること」とされている。
・　「保育所を経営するために必要な経済的基礎があること」とは、具体的に
は、「「保育所の設置認可等について」の取扱いについて」（平成１２年３月
３０日児発第２９５号）において、「保育所の経営を行うために必要なすべて
の物件について所有権を有しているか、又は国若しくは地方公共団体から
貸与若しくは使用許可を受けていること」とされており、　地方公共団体から
土地の貸与を受けて保育所を設置することは現行制度上可能である。

3122020
株式会社　女
たちの会社ポ
レ・ポレ

　保育事業における社
会福祉法人と民間企業
の助成策差別の撤廃

保育事業における社会福祉法
人と民間企業の助成処置の差
別撤廃
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措置の
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措置の
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措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
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類」の
見直し

「措置
の内
容」の
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各府省庁からの再検討要請に対する回答
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改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
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見直し
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規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090140

幼保一元化施
設における「保
育に欠ける」児
童への保育所
並みの補助の
実施

児童福祉法第５０条第６
号の２、第５１条第４号、
第５２条

保育所運営費は、保育の実施につ
き最低基準を維持するために要する
費用として負担している。

Ｄ－２ Ⅰ

○　保育所は、児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を
満たすことが原則であり、保育所運営費については最低基準を維持するた
めに要する費用として、国はその一部を負担している。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の「幼保一元化施設における「保
育に欠ける」児童への保育所並みの補助の実施」は実現できると考える。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本区の提案は、幼稚園認可・保育所認可に関係なく、認可保育
所としての施設基準や職員配置基準を満たしている幼保一元化
施設の「保育に欠ける」要件を満たす児童へ運営費を支給すべ
きであるとの主張である。厚生労働省の回答は保育所認可施設
を前提としたものであり、先般閣議決定された「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」の理念にそぐわないものと
思われる。

○　保育所は、児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設
最低基準を満たすことが原則であり、保育所運営費については
最低基準を維持するために要する費用として、国はその一部を
負担している。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の「幼保一元化施設における「保育に欠ける」児童への保育所
並みの補助の実施」は実現できると考える。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

1097060 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

三位一体改革を視野に入れた
幼保一元化施設における「保
育に欠ける」児童への保育所
並み補助の措置

090140

幼保一元化施
設における「保
育に欠ける」児
童への保育所
並みの補助の
実施

児童福祉法第５０条第６
号の２、第５１条第４号、
第５２条

保育所運営費は、保育の実施につ
き最低基準を維持するために要する
費用として負担している。

Ｄ－２ Ⅰ

○　保育所は、児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設最低基準を
満たすことが原則であり、保育所運営費については最低基準を維持するた
めに要する費用として、国はその一部を負担している。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の「幼保一元化施設における「保
育に欠ける」児童への保育所並みの補助の実施」は実現できると考える。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

本区の提案は、幼稚園認可・保育所認可に関係なく、認可保育
所としての施設基準や職員配置基準を満たしている幼保一元化
施設の「保育に欠ける」要件を満たす児童へ運営費を支給すべ
きであるとの主張である。厚生労働省の回答は保育所認可施設
を前提としたものであり、先般閣議決定された「経済財政運営と
構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」の理念にそぐわないものと
思われる。

○　保育所は、児童の健全育成を図る観点から、児童福祉施設
最低基準を満たすことが原則であり、保育所運営費については
最低基準を維持するために要する費用として、国はその一部を
負担している。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の「幼保一元化施設における「保育に欠ける」児童への保育所
並みの補助の実施」は実現できると考える。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

5146006
東京都千代田
区

三位一体改革を視野に入れ
た幼保一元化施設における
「保育に欠ける」児童への
保育所並み補助の措置

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は第１・２・３次提案時と同様、現行の幼稚
園・保育所の制度を前提にしたもので、本区の提案趣旨にそぐ
わない。本区は、子どもの育成環境が、保護者の就労形態等だ
けで「幼稚園」と「保育所」に区分されていること自体を問題とし
ているのである。  「保育に欠ける」要件だけでは、複雑多様化
する現代社会において、真に保育を必要としているものを括れ
ない。ゆえに、厚生労働省も、保育所における「子育て短期支援
事業」「乳幼児健康支援事業」「一時保育事業」「特定保育事業」
の充実を求めているのだと考える。

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れにつ
いては、一時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内で
の私的契約児としての入所による対応、地方単独施策による対
応等が可能となっている。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

1097070 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

「保育所」入所にあたっての
「保育に欠ける」要件の緩和

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は第１・２・３次提案時と同様、現行の幼稚
園・保育所の制度を前提にしたもので、本区の提案趣旨にそぐ
わない。本区は、子どもの育成環境が、保護者の就労形態等だ
けで「幼稚園」と「保育所」に区分されていること自体を問題とし
ているのである。  「保育に欠ける」要件だけでは、複雑多様化
する現代社会において、真に保育を必要としているものを括れ
ない。ゆえに、厚生労働省も、保育所における「子育て短期支援
事業」「乳幼児健康支援事業」「一時保育事業」「特定保育事業」
の充実を求めているのだと考える。

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れにつ
いては、一時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内で
の私的契約児としての入所による対応、地方単独施策による対
応等が可能となっている。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

5146007
東京都千代田
区

「保育所」入所にあたって
の「保育に欠ける」要件の
緩和

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

1011010 山北町

過疎地域の保育園に
おける「幼稚園の機能
を取り入れた幼保一元
化特区」

保育に欠ける入所要件の緩和

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　提案は、保育所を保育に不安を抱いたり、育児に対するストレ
スを感じているなど多様化している親の保育ニーズに対応でき
る子育て支援施設とすることが、親が子どもを産み育てやすい
環境をつくるきっかけになり、少子化対策につながると想定され
る。しかし、回答は、現行の保育所制度のなかでの対応策であ
り、「一時保育、特定保育事業」は短期の保育であり、「私的契
約児」は保育料の負担が高額になる。また、「地方単独施策」で
は、財源的に困難である。したがって、実際には現行制度での
対応が困難であるので、保育所入所要件の根本的な緩和を検
討していただきたい。
 　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされている総合施設が、今回提案した内容での
施設になるか不透明である。また、提案した施設を想定している
のであれば、平成１８年度からの実施予定を前倒しで、特区制
度としていくことが親にとっての子育て支援になり、少子化対策
となるのではないかと考えられる。

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れにつ
いては、一時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内で
の私的契約児としての入所による対応、地方単独施策による対
応等が可能となっている。
○　なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」
において検討することとされた「就学前の教育・保育を一体とし
て捉えた一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとと
もに、待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点
から検討を進めているところである。具体的には、特区における
保育所と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏ま
え、①平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え
方を取りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するな
ど、必要な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１
８年度からの本格実施を目指す、こととしている。

1042010 山梨市
山梨市すくすく子育て
特区

保育所の入所要件の緩和

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

3059060
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
児童福祉法第二十四条の「保
育に欠ける」要件の一部除外
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

5150046
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉法第二十四条の
「保育に欠ける」要件の一
部除外

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

3059070
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
児童福祉法第三十九条の「保
育に欠ける」要件の一部除外

090150
保育所入所要
件の緩和

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

5150047
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

児童福祉法第三十九条の
「保育に欠ける」要件の一
部除外

090160
保育所児と幼
稚園児の資格
の併有の容認

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

3059010
株式会社東京
リーガルマイン
ド

保育クラスター特区
保育園児と幼稚園児の資格融
合

090160
保育所児と幼
稚園児の資格
の併有の容認

児童福祉法第２４条第１
項

保育所は、保育に欠ける児童を保育
することを目的とする施設である。

Ｄー１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○保育所入所要件を満たさない児童の保育所への受入れについては、一
時保育、特定保育事業による対応、定員の範囲内での私的契約児としての
入所による対応、地方単独施策による対応等が可能となっている。
○なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検
討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合
施設」については、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域
の子育てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を
目指している。

5150037
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

保育園児と幼稚園児の資格融
合

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを堅持し
たうえでのものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、
「幼稚園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなって
おり、両者の融合・一元化が強く求められているのである。子ど
もの育成環境を保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育
所」に区分する現行制度は２０世紀の遺物である。もし、抜本的
な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に
明白に示すべきである。  また、閣議決定された「経済財政運営
と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」について、早急かつ前向き
に検討されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共
用化や資格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的
な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

1097010 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

幼稚園と保育所の機能を統合
した第三の制度（幼保一元化
施設）の創設

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを堅持し
たうえでのものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、
「幼稚園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなって
おり、両者の融合・一元化が強く求められているのである。子ど
もの育成環境を保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育
所」に区分する現行制度は２０世紀の遺物である。もし、抜本的
な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の前に
明白に示すべきである。  また、閣議決定された「経済財政運営
と構造改革に関する基本方針２００３」において平成１８年度まで
に検討することとされた「総合施設」について、早急かつ前向き
に検討されたい。

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共
用化や資格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的
な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

5146001
東京都千代田
区

幼稚園と保育所の機能を統
合した第三の制度（幼保一
元化施設）の創設

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

1080010 港区
豊かな都心居住と子育
て活動を支えるすこや
か特区

幼稚園と保育所制度の一元化
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厚生労働省
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コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

3004040

多摩市を考え
つくる市民の会
開発事務局、A
学校法人

総合子育て学園と学校
構造改革

教育と保育の二つの機能を兼
ね備える総合子育て学園

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

3004050

多摩市を考え
つくる市民の会
開発事務局、A
学校法人

総合子育て学園と学校
構造改革

幼小一貫保育教育と学校構造
改革

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

5085008
オリックス株
式会社

保育所に関する制度改正
（保育所と幼稚園の一元
化）

090170
幼稚園と保育
所の制度の一
元化

児童福祉法、学校教育
法

保育所は児童福祉法に基づく児童
福祉施設であり、幼稚園は学校教育
法に基づく教育施設である。

Ｄ－１ Ⅰ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、施設の共用化や資
格の相互取得の促進等、地域の実情に応じた弾力的な設置・運営が可能
となるよう連携を図ってきている。
○保育所と幼稚園の制度を統合した新たな施設については、地方単独事
業であれば現行制度でも創設可能である。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

5086008
社団法人リー
ス事業協会

保育所に関する制度改正
（保育所と幼稚園の一元
化）

090180
幼稚園教育要
領と保育所保
育指針の統合

保育所保育指針につい
て（平成１１年１０月２９
日児発第７９９号）
幼稚園教育要領（平成１
０年１２月１４日文部省
告示第１７４号）

保育所の保育内容については、保
育所保育指針に定められている。

Ｄ－１ Ⅳ

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育
所保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行している。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚
園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、
両者の融合・一元化が強く求められている。子どもの育成環境
が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分さ
れ、一貫した育成方針による養護・教育を受けられないことを問
題にしているのである。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉え
ているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  本
区が平成１４年４月に創設した幼保一元施設「いずみこども園」
では、「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」を統合した独自
の「乳幼児育成方針」に基づき、児童の健全育成にあたっている
が、国として、幼稚園や保育所に区分されない、０歳から就学前
までを見通す一環した育成方針を策定するべきである。

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られる
よう保育所保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行しており、
現行、地方公共団体において、保育所保育指針と幼稚園教育要
領を統合した独自の指針を策定することは可能である。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

1097020 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

「幼稚園教育要領」と「保育所
保育指針」の統合

090180
幼稚園教育要
領と保育所保
育指針の統合

保育所保育指針につい
て（平成１１年１０月２９
日児発第７９９号）
幼稚園教育要領（平成１
０年１２月１４日文部省
告示第１７４号）

保育所の保育内容については、保
育所保育指針に定められている。

Ｄ－１ Ⅳ

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育
所保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行している。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚
園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、
両者の融合・一元化が強く求められている。子どもの育成環境
が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に区分さ
れ、一貫した育成方針による養護・教育を受けられないことを問
題にしているのである。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉え
ているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  本
区が平成１４年４月に創設した幼保一元施設「いずみこども園」
では、「幼稚園教育要領」と「保育所保育指針」を統合した独自
の「乳幼児育成方針」に基づき、児童の健全育成にあたっている
が、国として、幼稚園や保育所に区分されない、０歳から就学前
までを見通す一環した育成方針を策定するべきである。

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られる
よう保育所保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行しており、
現行、地方公共団体において、保育所保育指針と幼稚園教育要
領を統合した独自の指針を策定することは可能である。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

5146002
東京都千代田
区

「幼稚園教育要領」と「保
育所保育指針」の統合

090180
幼稚園教育要
領と保育所保
育指針の統合

保育所保育指針につい
て（平成１１年１０月２９
日児発第７９９号）
幼稚園教育要領（平成１
０年１２月１４日文部省
告示第１７４号）

保育所の保育内容については、保
育所保育指針に定められている。

Ｄ－１ Ⅳ

○保育内容については、幼稚園教育要領との整合性が図られるよう保育
所保育指針を改訂し、平成１２年４月より施行している。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

1011020 山北町

過疎地域の保育園に
おける「幼稚園の機能
を取り入れた幼保一元
化特区」

保育所保育指針と幼稚園教育
要領との統合

090190

幼稚園と保育
所の施設基準
の統一と柔軟
化

児童福祉施設最低基準
第３２条

保育所の施設の最低基準について
は、児童福祉施設最低基準によって
規定されている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の制度を前提にし
たもので、本区の提案趣旨にそぐわない。本区は、子どもの育
成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に
区分され、それぞれ別の施設基準が設けられていること自体を
問題としているのである。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉
えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。
究極的には、施設基準は、社会情勢や地域特性、住民の意見
等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画
一的に定めるべきものではないと考える（現行の保育所制度に
おける全国画一の面積基準などは都市部の実情とまったく適合
していない。ゆえに、東京都や横浜市などは独自の基準を用い
た保育所制度を構築している。）。

Ｄ－２

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の趣旨は実現できると考える。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

1097050 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

「幼稚園」と「保育所」の施設基
準の統一と柔軟化

8 / 33 



厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090190

幼稚園と保育
所の施設基準
の統一と柔軟
化

児童福祉施設最低基準
第３２条

保育所の施設の最低基準について
は、児童福祉施設最低基準によって
規定されている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の制度を前提にし
たもので、本区の提案趣旨にそぐわない。本区は、子どもの育
成環境が、保護者の就労形態等だけで「幼稚園」と「保育所」に
区分され、それぞれ別の施設基準が設けられていること自体を
問題としているのである。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉
えているなら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。
究極的には、施設基準は、社会情勢や地域特性、住民の意見
等を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画
一的に定めるべきものではないと考える（現行の保育所制度に
おける全国画一の面積基準などは都市部の実情とまったく適合
していない。ゆえに、東京都や横浜市などは独自の基準を用い
た保育所制度を構築している。）。

Ｄ－２

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の趣旨は実現できると考える。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

5146005
東京都千代田
区

「幼稚園」と「保育所」の
施設基準の統一と柔軟化

090190

幼稚園と保育
所の施設基準
の統一と柔軟
化

児童福祉施設最低基準
第３２条

保育所の施設の最低基準について
は、児童福祉施設最低基準によって
規定されている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

1011030 山北町

過疎地域の保育園に
おける「幼稚園の機能
を取り入れた幼保一元
化特区」

保育所と幼稚園の施設設備基
準の統一

090200

幼稚園と保育
所の職員配置
基準の統一と
柔軟化

児童福祉施設最低基準
第３３条

保育所においては３歳児２０人、４・５
歳児３０人につき保育士１名をおくこ
ととなっている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚
園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、
両者の融合・一元化が強く求められており、本項はそのための
一手法である。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えている
なら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  究極的に
は、職員の配置基準は、社会情勢や地域特性、住民の意見等
を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画一
的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－２

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の趣旨は実現できると考える。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

1097040 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

幼稚園教諭・保育士配置基準
の統一と柔軟化

090200

幼稚園と保育
所の職員配置
基準の統一と
柔軟化

児童福祉施設最低基準
第３３条

保育所においては３歳児２０人、４・５
歳児３０人につき保育士１名をおくこ
ととなっている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。現在、「幼稚
園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなくなっており、
両者の融合・一元化が強く求められており、本項はそのための
一手法である。もし、抜本的な幼保一元を否定的に捉えている
なら、その論拠を国民の前に明白に示すべきである。  究極的に
は、職員の配置基準は、社会情勢や地域特性、住民の意見等
を勘案しながら、各自治体が定めるべきであり、国が全国画一
的に定めるべきものではないと考える。

Ｄ－２

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施す
るために、構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、
特例措置を設けたところであり、この制度の活用により、御提案
の趣旨は実現できると考える。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

5146004
東京都千代田
区

幼稚園教諭・保育士配置基
準の統一と柔軟化

090200

幼稚園と保育
所の職員配置
基準の統一と
柔軟化

児童福祉施設最低基準
第３３条

保育所においては３歳児２０人、４・５
歳児３０人につき保育士１名をおくこ
ととなっている。

Ｃ、Ｄー
２

Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○　保育所に係る児童福祉施設設備基準は、劣悪な保育環境を排除し、子
どもの健全な発達のために必要とされるべき最低限のものであり、この基
準を緩和することは、児童の健康を守り、その心身の健全な育成に支障が
生じることが考えられるため、適当ではない。
○　保育所と幼稚園の共用化施設において、合同保育を実施するために、
構造改革特区第２次提案及び第３次提案において、特例措置を設けたとこ
ろであり、この制度の活用により、御提案の趣旨は実現できると考える。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

1011040 山北町

過疎地域の保育園に
おける「幼稚園の機能
を取り入れた幼保一元
化特区」

保育所と幼稚園の職員配置基
準の統一

9 / 33 



厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090210
幼稚園教諭と
保育士の資格
の一元化

児童福祉法第１８条の６
保育士は保育士資格を、幼稚園教
諭は幼稚園教諭免許をそれぞれ有
することが必要

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所は幼稚園と
異なり低年齢児を受け入れているなどの差があることから、求められる専門
性が異なり、資格の一元化は困難であるが、相互の取得を促進するため、
①平成１４年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を
見直し、さらに、②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所
有者が保育士資格を取得しやすいように措置したところである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。「幼稚園教
諭」といえども低年齢児に関する専門知識を持つべきである。現
在、「幼稚園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなく
なっており、両者の融合・一元化が強く求められている。もし、抜
本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の
前に明白に示すべきである。  既取得者については、もう一つの
資格を取得しやすくする経過措置を設ける一方、今後の資格取
得については、カリキュラム等を統一し一本化するべきである。
また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされた
「総合施設」においても、統一資格者が求められることになると
思われる。

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所
は幼稚園と異なり低年齢児を受け入れているなどの差があるこ
とから、求められる専門性が異なり、資格の一元化は困難であ
るが、相互の取得を促進するため、①平成１４年度に養成課程
の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を見直し、さらに、
②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財政運
営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭
免許所有者が保育士資格を取得しやすいように措置したところ
である。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

1097030 千代田区
子育て特区（幼保一元
施設設置）

「幼稚園教諭」と「保育士」の資
格の一元化

090210
幼稚園教諭と
保育士の資格
の一元化

児童福祉法第１８条の６
保育士は保育士資格を、幼稚園教
諭は幼稚園教諭免許をそれぞれ有
することが必要

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所は幼稚園と
異なり低年齢児を受け入れているなどの差があることから、求められる専門
性が異なり、資格の一元化は困難であるが、相互の取得を促進するため、
①平成１４年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を
見直し、さらに、②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所
有者が保育士資格を取得しやすいように措置したところである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

厚生労働省の回答は、現行の幼稚園・保育所の枠組みを前提
にしたものであり、本区提案の趣旨にそぐわない。「幼稚園教
諭」といえども低年齢児に関する専門知識を持つべきである。現
在、「幼稚園」と「保育所」は実状として機能の差がみられなく
なっており、両者の融合・一元化が強く求められている。もし、抜
本的な幼保一元を否定的に捉えているなら、その論拠を国民の
前に明白に示すべきである。  既取得者については、もう一つの
資格を取得しやすくする経過措置を設ける一方、今後の資格取
得については、カリキュラム等を統一し一本化するべきである。
また、閣議決定された「経済財政運営と構造改革に関する基本
方針２００３」において平成１８年度までに検討することとされた
「総合施設」においても、統一資格者が求められることになると
思われる。

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実
情に応じた弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってき
ている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所
は幼稚園と異なり低年齢児を受け入れているなどの差があるこ
とから、求められる専門性が異なり、資格の一元化は困難であ
るが、相互の取得を促進するため、①平成１４年度に養成課程
の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を見直し、さらに、
②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財政運
営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭
免許所有者が保育士資格を取得しやすいように措置したところ
である。
○　「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」におい
て検討することとされた「就学前の教育・保育を一体として捉え
た一貫した総合施設」については、児童の視点に立つとともに、
待機児童解消を始め、地域の子育てニーズに応える観点から検
討を進めているところである。具体的には、特区における保育所
と幼稚園の保育室の共用化の措置の実施状況等も踏まえ、①
平成１６年度中に総合施設の在り方について基本的考え方を取
りまとめ、②平成１７年度に試行事業を先行実施するなど、必要
な法整備を行うことも含め様々な準備を行い、③平成１８年度か
らの本格実施を目指す、こととしている。

5146003
東京都千代田
区

「幼稚園教諭」と「保育
士」の資格の一元化

090210
幼稚園教諭と
保育士の資格
の一元化

児童福祉法第１８条の６
保育士は保育士資格を、幼稚園教
諭は幼稚園教諭免許をそれぞれ有
することが必要

Ｃ Ⅲ

○保育所と幼稚園は、それぞれ整備充実を図る中で、地域の実情に応じた
弾力的な設置・運営が可能となるよう連携を図ってきている。
○保育士及び幼稚園教諭の資格については、たとえば、保育所は幼稚園と
異なり低年齢児を受け入れているなどの差があることから、求められる専門
性が異なり、資格の一元化は困難であるが、相互の取得を促進するため、
①平成１４年度に養成課程の整合性が図られるよう、保育士の養成課程を
見直し、さらに、②今年度「規制改革推進３ヶ年計画（再改定）」や「経済財
政運営と構造改革に関する基本方針２００３」に基づき、幼稚園教諭免許所
有者が保育士資格を取得しやすいように措置したところである。
○「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００３」において検討する
こととされた「就学前の教育・保育を一体として捉えた一貫した総合施設」に
ついては、児童の視点に立つとともに、待機児童解消を始め、地域の子育
てニーズに応える観点から検討を行い、平成１８年度からの実現を目指して
いる。

1011050 山北町

過疎地域の保育園に
おける「幼稚園の機能
を取り入れた幼保一元
化特区」

保育士と幼稚園教諭の資格の
一元化

090220

市町村介護保
険事業計画に
基づく痴呆対
応型共同生活
介護及び特定
施設入所者生
活介護の指定
権限の導入

-

市町村介護保険事業計画に基づく
痴呆対応型共同生活介護及び特定
施設入所者生活介護の指定に関す
る制限はない。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険制度については、法律の附則で施行後５年を目途として制度
全般について見直しを行うこととされており、現在、社会保障審議会介護保
険部会において検討を行っているところである。
○　ご提案は、保険者である市町村が事業者の参入の調整を行うことがで
きることとするものであるが、こうした仕組みを導入することは、利用者の多
様な選択に資するという観点から事業者の自由な参入を認めるという介護
保険制度の基本的な考え方を変更するものであり、このような場合は制度
全般の議論が必要であると考える。

痴呆性高齢者グループホーム、有料老人
ホーム等について、市町村の介護保険事業
計画にかかわりなく、都道府県の事業者指
定により地域のニーズと乖離した供給が行
われるために、計画的な介護のまちづくり
が阻害されるとともに保険料が高騰すると
いう、不可逆的で制度全般の見直しの議論
の結論を待つゆとりがない問題に対する解
決策について、基本的な考え方を示された
い。解決策を示すことができない場合は、提
案を特区において実現できないか、検討し
回答されたい。併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討し回答された
い。

「利用者の多様な選択に資する観点から事業者の自由な参入を認めるとい
う介護保険の基本的な考え方を変更するもの」とあるが、現行制度において
も居所を伴なう施設サービスについては事業者の自由な参入を認めておら
ず、「地域の介護ニーズを超えた痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入
所者生活介護について介護保険事業計画を超えた場合に指定しない」とす
るこの特区の考え方は、現行の介護保険の基本的な考え方を変えることに
はならない。
地域保険である介護保険は、基本的に地域に住む高齢者等を被保険者と
し、また利用者となることを想定するものであり、地域の介護ニーズを超えた
痴呆対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護の供給によって、
区域外の要介護高齢者等の転入が増高し、またこれを前提とした過剰な介
護サービスの供給がなされることは介護保険事業計画に基づく計画的な介
護基盤の整備が阻害されるものである。こうした課題を抱えている特定区域
は都市近郊で比較的地価が安価な地域に多い問題であり、全国一律に生じ
ている問題ではないため、制度の見直しではなく、特区で実施することが適
当である。
「介護のまちづくり特区」は、居所を伴なう痴呆対応型共同生活介護及び特
定施設入所者生活介護について、全国一律の居宅サービス事業者の指定
方法ではなく、市町村介護保険事業計画に沿った事業者指定がなされるこ
とにより、より地域に密接な介護サービス拠点となってコミュニティビジネス
の創造へと発展が期待されるものである。このような大事な介護サービスを
丁寧に育てることが重要であると考えているが、現状を見た場合、既に一部
では乱立が進んでいるため、制度見直しを待つゆとりはないと考えている。
制度見直しの議論を促進させるためにも特区の実現を求めるものである。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険は、事業者間の競争のもとで質の高いサービスが
提供されるよう、在宅サービスにおける民間事業者の自由な参
入を認めて、利用者が多様なサービスを選択できるようにしてい
る。市町村が民間事業者の参入を制限して供給調整を行うこと
は、こうした利用者の多様な選択という介護保険の趣旨を損な
い、利用者が求める以上のサービス供給が生まれない結果、
サービスの質に関する競争を阻害するものである。このような制
度の基本的な考え方を変更することにつながる場合、制度全般
の議論が必要であると考えている。

制度全般の議論が必要であるとの回
答であるが、提案内容を含め、制度
全般に関してどのような検討をしてい
るか、具体的に示されたい。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険は、事業者間の競争のもとで質の高いサービスが
提供されるよう、在宅サービスにおける民間事業者の自由な参
入を認めて、利用者が多様なサービスを選択できるようにしてい
る。市町村が民間事業者の参入を制限して供給調整を行うこと
は、こうした利用者の多様な選択という介護保険の趣旨を損な
い、利用者が求める以上のサービス供給が生まれない結果、
サービスの質に関する競争を阻害するものである。このような制
度の基本的な考え方を変更することにつながる場合、制度全般
の議論が必要であると考えている。
○　制度全般の検討については、本提案の背景にある課題を含
め、介護保険部会において、幅広く精力的に議論を行っていると
ころである。

1063010

戸田市、鶴ヶ
島市、青梅市、
昭島市、町田
市、国分寺市、
国立市、多摩
市、稲城市、羽
村市、瑞穂町、
日の出町、檜
原村、奥多摩
町、秦野市

介護のまちづくり特区

市町村介護保険事業計画に
基づく痴呆対応型共同生活介
護及び特定施設入所者生活
介護の指定権限の導入

090230

指定居宅サー
ビス事業者の
指定権限の都
道府県知事か
ら市町村長へ
の委譲

（１） 介護保険法第７０条
（２）地方自治法第２５２
条の１７の２第１項

○指定居宅サービス事業者の指定
は、都道府県知事が行うこととされて
いる。
○都道府県は、都道府県知事の権
限に属する事務の一部を、条例が定
めるところにより、市町村が処理する
こととすることができる。

Ｄ－１ -
地方自治法第２５２条の１７の２第１項の規定に基づき、指定居宅サービス
事業者の指定権限の市町村への委譲が認められている。

痴呆性高齢者グループホーム、有料老人
ホーム等について、市町村の介護保険事業
計画にかかわりなく、都道府県の事業者指
定により地域のニーズと乖離した供給が行
われるために、計画的な介護のまちづくり
が阻害されるとともに保険料が高騰すると
いう、不可逆的で制度全般の見直しの議論
の結論を待つゆとりがない問題に対する解
決策について、基本的な考え方を示された
い。解決策を示すことができない場合は、提
案を特区において実現できないか、検討し
回答されたい。また、地域再生推進の観点
から、地方公共団体における権限委譲が重
要であることを踏まえ、提案を実現できない
か、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

都道府県が、広域的な観点から居宅サービス事業者の指定を
行なうことは、地域を越えて介護サービスを供給する事業者が
多いという実情から考えて、事務の効率性の観点からも合理的
であると考えられる。しかし、居所を伴なう痴呆対応型共同生活
介護及び特定施設入所者生活介護は地域ケア体制の整備など
と一体的に、身近な市町村が指定することがより適切であると考
える。特に、地域の介護ニーズを超えた痴呆対応型共同生活介
護及び特定施設入所者生活介護の供給によって、区域外の要
介護高齢者等の転入が増高し、またこれを前提とした過剰な介
護サービスの供給がなされる恐れのある特定の市町村におい
ては、そのサービス供給のコントロール権を保険者機能として備
えることが必要であると考える。つまり、市町村（保険者）が希望
する場合にあっては、地方自治法第２５２条の１７の２第１項の
規定に基づく、都道府県の権限に属する事務の一部を市町村へ
委譲ではなく､市町村（保険者）固有の権限とすべきである。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険においては、都道府県が居宅サービスを行う事業
所を指定する権限を有しているが、この権限は、地方自治法第２
５２条の１７の２第１項の規定に基づき、市町村に委譲すること
が認められている。指定権限を「市町村（保険者）固有の権限」と
することは認められていないものの、都道府県と事務の在り方に
ついて調整いただくことで、市町村がこの権限を持つこと自体は
可能であり、現に実例もあるところである。

1063020

戸田市、鶴ヶ
島市、青梅市、
昭島市、町田
市、国分寺市、
国立市、多摩
市、稲城市、羽
村市、瑞穂町、
日の出町、檜
原村、奥多摩
町、秦野市

介護のまちづくり特区
指定居宅サービス事業者の指
定権限の市町村長への委譲

090240

痴呆対応型共
同生活介護及
び特定施設入
所者生活の介
護報酬につい
て国の基準額
を上限とした市
町村による独
自設定の可能
化

介護保険法（平成９年法
律第１２３号）第４１条第
４項第２号、同条第５項、
第５３条第２項第２号、同
条第3項

○介護報酬は、サービスに要する平
均的な費用を勘案して、厚生労働大
臣が定める基準により算定した費用
の額とされており、地域差も勘案す
ることとしている。また、当該基準（介
護報酬）を定めるときは、あらかじめ
社会保障審議会の意見を聴くことと
されている。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険制度については、法律の附則で施行後５年を目途として制度
全般について見直しを行うこととされており、現在、社会保障審議会介護保
険部会において検討を行っているところである。
○　ご提案は、保険者である市町村が事業者の参入の調整を行うことがで
きることとするものであるが、こうした仕組みを導入することは、利用者の多
様な選択に資するという観点から事業者の自由な参入を認めるという介護
保険制度の基本的な考え方を変更するものであり、このような場合は制度
全般の議論が必要であると考える。

痴呆性高齢者グループホーム、有料老人
ホーム等について、市町村の介護保険事業
計画にかかわりなく、都道府県の事業者指
定により地域のニーズと乖離した供給が行
われるために、計画的な介護のまちづくり
が阻害されるとともに保険料が高騰すると
いう、不可逆的で制度全般の見直しの議論
の結論を待つゆとりがない問題に対する解
決策について、基本的な考え方を示された
い。解決策を示すことができない場合は、提
案を特区において実現できないか、検討し
回答されたい。併せて、右の提案主体から
の意見も踏まえ、再度検討し回答された
い。

「介護報酬は、サービスに要する平均的な費用を勘案して、厚生
労働大臣が定める基準により算定した費用の額とされており、
地域差も勘案することとしている。」とあるが介護保険は地域保
険であることから、保険者が介護報酬の設定に関与することも
可能とすべきであり、地域の介護ニーズを超えた痴呆対応型共
同生活介護及び特定施設入所者生活介護の供給によって、区
域外の要介護高齢者等の転入が増高し、またこれを前提とした
過剰な介護サービスの供給がなされる恐れのある特定の市町
村においては、その市町村の希望に基づき、介護報酬を国の基
準額を上限として、自ら設定することを可能とすべきである。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険は、事業者間の競争のもとで質の高いサービスが
提供されるよう、在宅サービスにおける民間事業者の自由な参
入を認めて、利用者が多様なサービスを選択できるようにしてい
る。市町村が独自に介護報酬を下げることは、新たに事業者が
参入することを阻害し、利用者の多様な選択という介護保険の
趣旨を損なうことになる。このような制度の基本的な考え方を変
更することにつながる場合、制度全般の議論が必要であると考
えている。

制度全般の議論が必要であるとの回
答であるが、提案内容を含め、制度
全般に関してどのような検討をしてい
るか、具体的に示されたい。

Ｃ Ⅰ

○　介護保険は、事業者間の競争のもとで質の高いサービスが
提供されるよう、在宅サービスにおける民間事業者の自由な参
入を認めて、利用者が多様なサービスを選択できるようにしてい
る。市町村が民間事業者の参入を制限して供給調整を行うこと
は、こうした利用者の多様な選択という介護保険の趣旨を損な
い、利用者が求める以上のサービス供給が生まれない結果、
サービスの質に関する競争を阻害するものである。このような制
度の基本的な考え方を変更することにつながる場合、制度全般
の議論が必要であると考えている。
○　制度全般の検討については、本提案の背景にある課題を含
め、介護保険部会において、幅広く精力的に議論を行っていると
ころである。

1063030

戸田市、鶴ヶ
島市、青梅市、
昭島市、町田
市、国分寺市、
国立市、多摩
市、稲城市、羽
村市、瑞穂町、
日の出町、檜
原村、奥多摩
町、秦野市

介護のまちづくり特区

痴呆対応型共同生活介護及
び特定施設入所者生活の介
護報酬について国の基準額を
上限とした市町村による独自
設定の可能化
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特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090250
要介護認定の
有効期間の延
長

介護保険法施行規則
（平成１１年厚生省令第
３６号）第２条、第３条、
第３８条、第４１条、第５
２条及び第５５条

要介護・要支援状態の有効期間は、
原則6月間・最大12月間である。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

○　要介護認定については、事務の効率化を図る観点から、更新認定の有
効期間を原則１２ヶ月とし、その上限を２４ヶ月まで延長できることとする予
定である（１２ヶ月を越える有効期間については、重度の要介護状態（要介
護度４又は５）であって前回認定と変更のないものが可能）。ご提案の趣旨
は認定事務の効率化にあるものと考えるが、要介護認定の事務の大部分
は更新認定であることから、更新期間の見直しによって、かなりの効率化が
図られるものと考えている。
○　なお、新規認定を受けて新たに介護サービスを利用する高齢者につい
ては、これまで継続的に利用していた高齢者に比べて、要介護状態の変化
が見込まれること、また、初めて作成されたケアプランにより提供された
サービスの有効性の確認にもつながること等により、現行の有効期間を維
持することが必要と考えている。

要支援から要介護3までの更新認定につい
て、最大24ヶ月までの延長を認められない
理由を明確化されたい。認定申請件数の減
少により、1次判定に係る調査を受託してい
るケアマネジャー等の負担が軽減される等
の効果があることを踏まえ、新規認定及び
要支援から要介護3までの更新認定につい
ても、最大24ヶ月までの延長を実現できな
いか、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

当市の平成14年度の更新認定件数１，３８８件の有効期間は、
６７％に当たる９４０件が１２ヶ月に延長している。また、今回提
案の12ヶ月を越える有効期間にできる者は、要介護4又は5の者
で前回の認定と変化のない者となっているが、これに該当する
者は、６０件しかいない。これらの状況から勘案すると平成14年
度申請総件数実績１，８５７件中90件程度の減少が考えられる
が、この件数であればあまり事務の効率化や財政的軽減が図ら
れない。さらに当市の状況でH15.7現在要介護認定者が１，３００
人程度いるがその内3回以上認定を受けている者（最初認定を
うけてから1年以上が経過している者）が941人で、2回目の認定
と3回目の認定結果を比較すると変化のない者660人で７０％で
ある。この状況を勘案し新規認定者を含め要介護認定期間の原
則6ヶ月を12ヶ月に延長すべききである。なお、要介護認定者に
はケアマネジャー等がついており、毎月の訪問を義務つけてい
る点からも認定者本人の要介護状態の確認等も行っていること
からアセスメント等にも影響がでないものと考える。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

○　重度の要介護状態でない又は重度であっても認定において
要介護度が変更された者は、比較的今後の要介護状態の変化
が見込まれる。このため、被保険者の要介護状態の定期的なモ
ニタリングを確保する観点から、有効期間の原則を６ヶ月から１
２ヶ月に延長しつつも、要支援・要介護度１～３である者または
状態の変化がある者の有効期間の上限は１２ヶ月とすることが
適当である。
○　また、新規認定を受けて新たに介護サービスを利用する高
齢者は、これまで継続的に利用していた高齢者に比べて、要介
護状態の変化が見込まれること、また、初めて作成されたケアプ
ランにより提供された介護サービスの有効性の確認にもつなが
ること等により、現行の有効期間を維持することが必要と考えて
いる。

１２ヶ月の有効期間を延長できる場
合については、要介護４又は５であっ
て前回認定と変更のない者とすると
いう画一的な運用をするのではなく、
個々の具体的事例に則した運用がで
きないか。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

認定審査会において、原則の有効期間である１２ヶ月より長く有
効期間を設定する考え方は、身体上又は精神上の障害の程度
が安定し、審査判定時の状況が長期間にわたって変化しないと
見込まれる場合とするものである。具体的には、重度の要介護
状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則の１２ヶ
月より長期間要介護状態が継続すると見込まれるかどうかを認
定審査会で判断するものとする方向で検討しているところであ
る。

1152010 石狩市
介護保険要介護等認
定期間延長特区

介護保険要介護等認定期間
延長特区

090250
要介護認定の
有効期間の延
長

介護保険法施行規則
（平成１１年厚生省令第
３６号）第２条、第３条、
第３８条、第４１条、第５
２条及び第５５条

要介護・要支援状態の有効期間は、
原則6月間・最大12月間である。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

○　要介護認定については、事務の効率化を図る観点から、更新認定の有
効期間を原則１２ヶ月とし、その上限を２４ヶ月まで延長できることとする予
定である（１２ヶ月を越える有効期間については、重度の要介護状態（要介
護度４又は５）であって前回認定と変更のないものが可能）。ご提案の趣旨
は認定事務の効率化にあるものと考えるが、要介護認定の事務の大部分
は更新認定であることから、更新期間の見直しによって、かなりの効率化が
図られるものと考えている。
○　なお、新規認定を受けて新たに介護サービスを利用する高齢者につい
ては、これまで継続的に利用していた高齢者に比べて、要介護状態の変化
が見込まれること、また、初めて作成されたケアプランにより提供された
サービスの有効性の確認にもつながること等により、現行の有効期間を維
持することが必要と考えている。

要支援から要介護3までの更新認定につい
て、最大24ヶ月までの延長を認められない
理由を明確化されたい。認定申請件数の減
少により、1次判定に係る調査を受託してい
るケアマネジャー等の負担が軽減される等
の効果があることを踏まえ、新規認定及び
要支援から要介護3までの更新認定につい
ても、最大24ヶ月までの延長を実現できな
いか、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

更新認定の有効期間の上限を要介護度４又は５で前回認定と
変更がないものに限り、２４ケ月まで延長可能とすることを予定
しているとの回答であるが、事務の効率化の観点からいっても
不十分であると考える。本市の場合、この条件に該当するケー
スは総認定件数の１０％程度であると予想されるが、申請件数
はこれを上回るペースで増加している。このため、要介護度を限
定せずに介護認定審査会の判断で２４ケ月まで可能とするな
ど、延長可能の範囲を拡大していただきたいと考える。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

○　重度の要介護状態でない又は重度であっても認定において
要介護度が変更された者は、比較的今後の要介護状態の変化
が見込まれる。このため、被保険者の要介護状態の定期的なモ
ニタリングを確保する観点から、有効期間の原則を６ヶ月から１
２ヶ月に延長しつつも、要支援・要介護度１～３である者または
状態の変化がある者の有効期間の上限は１２ヶ月とすることが
適当である。
○　また、新規認定を受けて新たに介護サービスを利用する高
齢者は、これまで継続的に利用していた高齢者に比べて、要介
護状態の変化が見込まれること、また、初めて作成されたケアプ
ランにより提供された介護サービスの有効性の確認にもつなが
ること等により、現行の有効期間を維持することが必要と考えて
いる。

１２ヶ月の有効期間を延長できる場
合については、要介護４又は５であっ
て前回認定と変更のない者とすると
いう画一的な運用をするのではなく、
個々の具体的事例に則した運用がで
きないか。

新規に
ついて
はＣ

更新に
ついて
はＢ

Ⅲ

認定審査会において、原則の有効期間である１２ヶ月より長く有
効期間を設定する考え方は、身体上又は精神上の障害の程度
が安定し、審査判定時の状況が長期間にわたって変化しないと
見込まれる場合とするものである。具体的には、重度の要介護
状態にある場合を基本とするが、個々の事例ごとに原則の１２ヶ
月より長期間要介護状態が継続すると見込まれるかどうかを認
定審査会で判断するものとする方向で検討しているところであ
る。

5127002
福岡県北九州
市

介護保険要介護認定の有効
期間の延長

090260

3回目の要介
護5の要介護
認定の有効期
間の撤廃

介護保険法（平成９年法
律第１２３号）第２８条及
び第３３条、介護保険法
施行規則（平成１１年厚
生省令第３６号）第２条、
第３条、第３８条、第３９
条、第４０条、第４１条、
第５２条及び第５５条

要介護・要支援状態の有効期間は、
原則6月間・最大12月間である。

Ｃ Ⅰ

○　要介護認定については、事務の効率化を図る観点から、更新認定の有
効期間を原則１２ヶ月とし、その上限を２４ヶ月まで延長できることとする予
定である（１２ヶ月を越える有効期間については、重度の要介護状態（要介
護度４又は５）であって前回認定と変更のないものが可能）。ご提案の趣旨
は認定事務の効率化にあるものと考えるが、要介護認定の事務の大部分
は更新認定であることから、更新期間の見直しによって、かなりの効率化が
図られるものと考えている。
○　無期限の更新期間の設定は、①高齢者の状態像は一定期間を経て変
化する可能性があること、②要介護状態の軽減または悪化の防止のため
に必要な療養に関することなどを利用者に意見するという認定審査会の機
能が損なわれる等の問題があると考えている。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

○ 本市の「介護保険特区」は、３回目の要介護５の要介護認定の有
効期間の撤廃に伴う認定事務の効率化もさることながら、介護更新認
定手続きに係る要介護者の家族の負担を軽減し、関わっている家族
の社会活動の活性化を図ることが重要な趣旨の一つであります。現
在厚生労働省で予定している介護更新認定の有効期間の延長は、有
効期間の上限を単に1年から2年に延長したもので、抜本的な要介護
者の家族に対する負担の軽減とはなりえません。
○また、御指摘にある「① 高齢者の状態像は一定期間を経て変化す
る可能性がある」についてでありますが、（1）最重度である要介護５の
第1号被保険者は、年月が経過すればするほど状態像は固定的とな
り、改善することは極めて困難な状況であります。
本市の場合、2回の介護更新認定（新規を含めて3回目の介護認定）
を経てなお要介護５の状態像に変化がない第1号被保険者を対象とし
ています。現在厚生労働省で予定している最大2年の有効期間を適
用した場合、2年6ヵ月を経過してなお要介護５の状態像に変更がない
第1号被保険者となりますが、2年6ヵ月（3回目の介護認定）という期
間を経過してもなお状態像に変化がない第1号被保険者については、
以降の状態像の改善は極めて少ないと考えます。
仮に状態像に変化があった場合に、要介護認定の有効期間が撤廃さ
れていたとしても、（2）本人や家族からの要介護状態区分の変更申請
等は随時可能であるため、状態像が改善に向かった要介護者の要介
護状態区分の変更は常時可能であります。

Ｃ Ⅰ

○　重度の要介護状態でない又は重度であっても認定において
要介護度が変更された者は、比較的今後の要介護状態の変化
が見込まれる。このため、被保険者の要介護状態の定期的なモ
ニタリングを確保する観点から、有効期間の原則を６ヶ月から１
２ヶ月に延長しつつも、要支援・要介護度１～３である者または
状態の変化がある者の有効期間の上限は１２ヶ月とすることが
適当である。
○　要介護認定は、自立支援の観点から、高齢者の適切な介護
サービスの需要を客観的に判断するために行っているものであ
る。有効期間を無期限にし、本人の申し出があったときにだけ要
介護認定の更新を行うことは、適切な介護サービスの需要を客
観的に判断する機会が失われることになり、その人にあった適
切な介護サービスを提供することが困難になる。

1067010 横須賀市 介護保険特区
介護保険要介護5の第1号被
保険者に対する要介護認定有
効期間の緩和

090260.1

○次に、「②要介護状態の軽減または悪化の防止のために必要な療
養に関することなどを利用者に意見するという認定審査会の機能が
損なわれる」とのことについてでありますが、認定審査会からの利用
者に対する意見は、状態像が固定する以前の意見が重要でありま
す。本市の場合、要介護認定の有効期間の撤廃は、3回目の介護認
定を受けた上でなお要介護５の状態像に変更がないことが条件です
が、3回目の介護認定（2年6ヵ月）の期間を経過してもなお状態像に変
化がない第1号被保険者については、以降の状態像の改善は極めて
少ないと考えられます。このため、3回目の介護認定までの間に認定
審査会の意見を十分に反映することにより、認定審査会の機能は実
質的に損なわれることはないと考えます。
○以上の観点から、本市の「介護保険特区」の規制の特例事項であ
る３回目の要介護５の第1号被保険者の要介護認定の有効期間の撤
廃を改めて要望するものです。

1067010

090270
要介護認定の
有効期間の撤
廃

介護保険法（平成９年法
律第１２３号）第２８条及
び第３３条、介護保険法
施行規則（平成１１年厚
生省令第３６号）第２条、
第３条、第３８条、第３９
条、第４０条、第４１条、
第５２条及び第５５条

要介護・要支援状態の有効期間は、
原則6月間・最大12月間である。

Ｃ Ⅰ

○　要介護認定については、事務の効率化を図る観点から、更新認定の有
効期間を原則１２ヶ月とし、その上限を２４ヶ月まで延長できることとする予
定である（１２ヶ月を越える有効期間については、重度の要介護状態（要介
護度４又は５）であって前回認定と変更のないものが可能）。ご提案の趣旨
は認定事務の効率化にあるものと考えるが、要介護認定の事務の大部分
は更新認定であることから、更新期間の見直しによって、かなりの効率化が
図られるものと考えている。
○　無期限の更新期間の設定は、①高齢者の状態像は一定期間を経て変
化する可能性があること、②要介護状態の軽減または悪化の防止のため
に必要な療養に関することなどを利用者に意見するという認定審査会の機
能が損なわれる等の問題があると考えている。

1133010 出雲市 要介護認定特区
要介護（要支援）認定の有効
期間の撤廃

090280

更新の要介護
認定に係る介
護認定審査会
による二次判
定の簡素化

介護保険法（平成９年法
律第１２３号）第２７条第
６項、第７項、第８項、第
９項、第１０項及び第１２
項、要介護認定等に係
る審査及び判定の基準
等に関する省令（平成１
１年厚生省令第５８号）
第１条及び第２条

要介護認定においては、一次判定と
して高齢者の心身の状況調査に基
づくコンピュータ判定が行われ、２次
判定として、保健・医療・福祉の学識
経験者より構成される介護認定審査
会が１次判定の結果と主治医の意
見書等に基づいて審査判定を行う。

Ｃ Ⅰ

○　要介護認定については、事務の効率化を図る観点から、更新認定の有
効期間を原則１２ヶ月とし、その上限を２４ヶ月まで延長できることとする予
定である（１２ヶ月を越える有効期間については、重度の要介護状態（要介
護度４又は５）であって前回認定と変更のないものが可能）。ご提案の趣旨
は認定事務の効率化にあるものと考えるが、要介護認定の事務の大部分
は更新認定であることから、更新期間の見直しによって、かなりの効率化が
図られるものと考えている。
○　要介護認定は、一次判定の結果に特記事項、主治医意見書を加味し
て行なわれるべきものであるが、これらの内容を十分に精査できる方法を
確保しながら、適正な審査判定ができる場合には、介護認定審査会の具体
的な進め方についてそれぞれの介護認定審査会において判断することは
可能である。

1062010 大垣市
介護認定審査会の簡
素化特区

介護認定審査会の簡素化
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「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し
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規制の特例事項（事項名）

090290

介護保険料徴
収事務の私人
への委託の容
認

地方自治法第243条
介護保険法

介護保険の普通徴収保険料は､地
方自治法第243条の適用を受け私人
への徴収委託を禁止されている

Ｃ Ⅰ
○　本件について、介護保険法施行後５年を目途とした介護保険制度の見
直しの際に全国的に措置する予定である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

①　介護保険料の規制緩和は、法施行後５年を目途の法改正
時に措置するというが、具体的にいつから実施できるのか、施行
時期が明示されていない。　国保、税は既に措置されており、ま
た、保育料も今通常国会で改正されようとしている。介護保険の
第一号被保険者は、医療保険は国保に加入している人がほと
んどであり、国保料、税金等は便利なコンビニで納められるが、
介護保険料だけは納められないという事態が生ずることになる。
　こうした実態を考えれば、法施行５年後の制度見直しではなく、
早期に規制緩和に係る法改正を実施すべきであると考える。
②　仮に、制度見直しのときに法改正を行うとしても、本区にお
いては今年の６月から国保でのコンビ二収納を開始することに
なっていること、また、介護保険料の徴収も国保主管課で行って
いるという他自治体にない特別な事情があることから、法改正を
待つことなく、特区で実施する意義があると考える。
　以上のことから再度、意見を申し出る。

Ｃ Ⅰ

○　本件は全国的に対応すべき事柄であり、介護保険法施行後
５年を目途とした見直しの際に措置する予定である。特に本件
提案を早急に実施することが必要であれば、次の特区法の改正
とあわせて、当該提案を全国対応できるよう介護保険法を一括
して改正することについて、特区室において検討をお願いした
い。

1123010 品川区
介護保険料徴収事務
の私人への委託

介護保険料の私人への徴収
委託

090290

介護保険料徴
収事務の私人
への委託の容
認

地方自治法第243条
介護保険法

介護保険の普通徴収保険料は､地
方自治法第243条の適用を受け私人
への徴収委託を禁止されている

Ｃ Ⅰ
○　本件について、介護保険法施行後５年を目途とした介護保険制度の見
直しの際に全国的に措置する予定である。

5121001 埼玉県戸田市
介護保険料収納事務の私人
委託

090300

老人デイサー
ビスセンターを
運営する学校
法人に対する
施設整備費補
助等の実施

社会福祉施設等施設整
備費及び社会福祉施設
等設備整備費の国庫負
担（補助）について（平成
１５年９月２６日厚生労
働省発社援第0926001
号）

ＰＦＩ事業者が老人デイサービスセン
ターを設置し、それを地方自治体が
買い取る場合に自治体に対し補助を
行っている。

Ｄ－１
　現行制度において、学校法人が老人デイサービスセンターの整備を円滑
に進めるため、ＰＦＩ制度の活用が可能であり、これらの活用によりご要望の
趣旨に沿うものと考える。

地域再生推進の観点から、施策の利便性
の向上のうち補助金等の対象等に係る要
件の改善が重要であることを踏まえ、提案
を実現できないか、検討し回答されたい。

C Ⅳ

　社会福祉事業については、質の高いサービスの継続的・安定
的な提供を確保する必要があり、このため、社会福祉法人制度
を創設し、支援と規制・監督を一体的に行ってきたところである。
支援：社会福祉施設整備費等国庫補助金等
規制：役員の解職勧告や法人の解散命令等
　しかし、学校法人については、教育を目的とする法人であり、
社会福祉事業を行うという観点から行政は適正な規制・監督が
できないため、表裏一体の関係である社会福祉施設整備費を補
助することは困難である。

1073010 新城市
大学による福祉モデル
特区

学校法人が福祉施設を開設し
運営できるようにする

090311

理学療法士又
は作業療法士
による病院等
に所属しない
介護保険の訪
問リハビリテー
ション事業所の
開設の容認

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準（平成
１１年厚生省令第３７号）
第７７条

指定訪問リハビリテーション事業所
は、病院、診療所又は介護老人保健
施設であって、事業の運営を行うた
めに必要な広さを有する専用の区画
を設けているとともに、指定訪問リハ
ビリテーションの提供に必要な設備
及び備品等を備えているものでなけ
ればならないこととされている。

C

○今回のご提案は、理学療法士又は作業療法士が、看護師と同様に、病
院や診療所等からではなく、ステーションから在宅に出向き、リハビリテー
ションを行うことができるように指定基準を緩和すべきとの内容である。
○リハビリテーションは、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、そ
れぞれの専門性に応じた役割分担の下で提供しているが、各専門職種の
教育、養成体系は、これに沿ったものとなっており、現在の訪問リハビリ
テーションの指定基準も、これに沿ったものを定めている。
○ご提案に関しては、どのような体系や役割分担でリハビリテーションが適
切に提供されるかという、リハビリテーションの提供の在り方に関わる問題
であると考えている。
○従って、単に指定基準の緩和等を行っても、適切なリハビリテーションの
提供が実施されるとは考えられず、より全体的な検討を加えた上で対処す
べきものと考えられる。
○現時点で、ご提案のような対応を行うことは不適当であり、ご提案の内容
を含め、適切なリハビリテーションの提供の在り方について、介護保険制度
の見直しの中で、検討していきたい。

適切な訪問リハビリテーションを提供する際
に、医師、看護師及び理学療法士又は作業
療法士が、それぞれの専門性に応じてどの
ような役割分担をしているか明確化するとと
もに、理学療法士又は作業療法士が病院
等に所属せずに医師の指示を受けて訪問
リハビリテーションを提供すると、適切な代
替措置を講じたとしても、当該役割分担が
機能しなくなることを具体的に説明された
い。仮にそのような明確化及び説明が十分
にできないのであれば、特区において提案
を実現できないか、検討し回答されたい。

　理学療法士又は作業療法士については、主治医の指示のもと
にリハビリ計画を作成し、主治医と連携をとりながら実施するも
ので、看護師などの資格を持って実施する看護と同様に、医療・
介護分野での役割・位置付けについては、ケア内容の相違はあ
るものの同等のものであり、特に問題や支障があるとは考えにく
いと思います。現に、訪問看護ステーションについては、理学療
法士及び作業療法士を実情に応じて適当数の配置を認めてい
ます。
　ご指摘の点については、リハビリを指示する側である医師に事
前に意見を伺ったところ、リハビリは介護にとって重要なもので
あり、この特区構想を実施するに当たっては、特に問題はないと
いうことで逆に賛同をいただいております。
　また、第２期介護保険事業計画の策定にあたり、居宅サービス
部門の中で、特に訪問リハビリテーションが不足しており、早急
に充実させるようにという指摘も受けております。
　構造改革特区構想については、市民サービス・ニーズが必要
とされる特定の地区に対し、規制緩和をすることで可能な限り実
現させていこうというのが基本理念だと思いますので、まずは特
区構想の中で実現できるように、再度検討及びご配慮していた
だきますようお願いいたします。

C

○  医師は、診療全般、看護師は、診療の補助全般を行ってい
るのに対し、理学療法士又作業療法士は、診療の補助のうち理
学療法又は作業療法のみを専門的に行っているところである。
○　そのため、現在においては、医学的管理を踏まえた適切なリ
ハビリテショーンの実施の観点から、訪問リハビリテショーンにお
いては、医師と理学療法士又は作業療法士が実施計画を共同
して作成し、リハビリテショーンを行った後の速やかな医師への
報告等を求めているところである。
○　ご提案のケースのような理学療法士又作業療法士と別の事
業所の医師との連携について、現在と同等に連携がとれる方法
等があるのかについて、適切なリハビリテショーンの在り方とい
う観点から検討する必要がある。
○　ご提案の内容を含め、適切なリハビリテーションの提供の在
り方について、介護保険制度の見直しの中で、検討していきた
い。

医学的管理を踏まえた適切な訪問リ
ハビリを実施するには医師の随時関
与が必要としても、独立開業した理
学療法士等が別の事業所の主治医
等と連携して訪問リハビリ計画を作
成し、訪問リハビリ実施後のEメール
等による速やかな主治医等への報
告等を行うことにより、適切な訪問リ
ハビリの実施は可能ではないか、検
討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

○訪問リハビリテーションについて規制緩和を行うというご提案
であるが、現行制度においても、ご提案の、単独型の訪問リハビ
リテーション事業所を設置すること自体は可能であり、また、市
町村特別給付とすることにより介護保険から給付することも可能
である。
○また、介護保険制度においては、費用負担の大部分は全国
共通の財源でまかなっており、特定の地域の特定のメニューを
随時定めることは認められない。さらに、訪問リハビリテーション
事業所の拡大については、平成１５年４月の介護報酬の改定に
おいて、介護給付費分科会の議論を踏まえて、介護老人保健施
設まで拡大したところであるが、その以上の拡大については関
係者の合意がない。
○単独型の訪問リハビリテーション事業所については、医療に
おける経験・実績、現場のニーズ、チーム連携が図れるかどうか
を慎重に踏まえて検討する必要があり、適切なリハビリテーショ
ンのあり方について、次回の介護報酬改定または制度見直しの
中で検討してまいりたい。

1061010 大垣市
訪問リハビリテーション
の指定特区

指定居宅サービス等の事業の
人員，設備及び運営に関する
基準の緩和

090312

理学療法士に
よる病院等に
所属しない医
療保険の訪問
リハビリテー
ション事業所の
開設の容認

理学療法士及び作業療
法士法（昭和４０年法律
第１３７号）

理学療法士及び作業療法士法の規
定上は、理学療法士が病院又は診
療所に所属せずに、医師の指示の
下に訪問リハビリテーションを行うこ
とは可能。

Ｄー１
理学療法士及び作業療法士法の規定上は、理学療法士が病院又は診療
所に所属せずに、医師の指示の下に訪問リハビリテーションを行うことは可
能。

健康保険法等の医療保険関係の規定上
は、理学療法士が病院又は診療所に所属
せずに、医師の指示の下に訪問リハビリ
テーションを行った場合に、診療報酬を算定
できないか、検討し回答されたい。併せて、
右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。

理学療法士の活動は全て医師の指示の下に行われなければな
らないか。（予防活動等について独自の判断で行うことは可能
か。）

Ｃ Ⅰ

理学療法士が理学療法を行うためには医師の指示が必要で
あり、また、健康保険制度は患者の疾病又は負傷の治療に
ついて給付を行う制度であることから、診療報酬制度にお
いては医師が患者の状態を個別に判断して理学療法士に指
示して行われる理学療法について評価しているものであ
る。

医学的管理を踏まえた適切な訪問リ
ハビリを実施するには医師の随時関
与が必要としても、独立開業した理
学療法士等が別の事業所の主治医
等と連携して訪問リハビリ計画を作
成し、訪問リハビリ実施後のEメール
等による速やかな主治医等への報
告等を行うことにより、適切な訪問リ
ハビリの実施は可能ではないか、検
討し回答されたい。

Ｃ、Ｄ
－１

Ⅰ

理学療法士及び作業療法士の規定上は、理学療法士が病院又
は診療所に所属せずに、医師の指示の下に訪問リハビリテー
ションを行うことは可能であるが、医療保険制度におけるリハビ
リテーションは患者の疾病又は負傷の治療について給付を行う
制度であることから、診療報酬上は、医師が患者の状態を個別
に判断した上で理学療法士に指示し、保険医療機関の専門施
設等において行う理学療法について評価するものであり、訪問リ
ハビリテーションについては、通院リハビリテーションが困難な患
者について、診療に基づき計画的な医学管理を継続して行うこと
を要件とし、当該医学管理に基づき、リハビリテーションの観点
から療養上必要な指導を行った場合に指導管理料を算定するこ
とができるに過ぎず、在宅リハビリテーションを直接疾病又は負
傷の治療として評価しているものではない。このため、病院又は
診療所に属しない独立の理学療法士が、医師の指示の下に訪
問リハビリを行ったとしても、医療保険制度においてはその報酬
はリハビリテーション指導管理料として、医師の所属する保険医
療機関に支払われることとなる。

1107010 小田原市 理学療法士活動特区
理学療法士の独立活動の容
認

090320

介護予防施設
における通所
介護事業の実
施

(1)介護保険法（平成９年
法律第１２３号）第４１
条、第５３条
(2)「介護予防・地域支え
合い事業の実施につい
て（平成１３年５月２５日
老発第２１３号厚生労働
省老健局長通知）」の別
紙「介護予防・地域支え
合い事業実施要綱」の
別記の１の（２）のオ（オ）

○「指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準」を
満たすことが要件となっている。
○介護予防・地域支え合い事業の中
の「生きがい活動支援通所事業」
は、家に閉じこもりがちなひとり暮ら
し高齢者等に対し、通所によって、そ
の希望及び身体状況に応じた日常
動作訓練、趣味活動等のきめ細かな
サービスを提供することとされてい
る。

Ｄ－１ -

○　介護保険制度は、全国の被保険者から徴収している保険料及び公費を
財源として運営されているため、全国的に保険給付の対象としてふさわしい
サービスを法定しており、その実施は、一定の基準を満たし、都道府県知事
等が指定した事業者のみが提供できることとしている。
○　したがって、事業所がこの基準を満たしている場合には、介護保険サー
ビスの提供が可能である。
○　なお、ご提案の「介護予防拠点施設」に対して、生きがい活動支援通所
事業を行うことを目的として、国庫補助金が交付されている場合でも、本来
の目的に支障がない範囲で、上記基準を満たせば、介護保険の通所介護
を実施することは可能である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

介護予防･地域支え合い事業の中の｢生きがい活動支援通所事業｣は、家に
閉じこもりがちな一人暮し高齢者に対し、通所によって、その希望及び身体
状況に応じた日常動作訓練、趣味活動等のきめ細かなサービスを提供する
こととされており、今後も利用者の増加が見込まれる。しかし、通所利用者
が介護認定を受けた場合、現在の状況では本人又は家族の意向に関係な
くケアマネージャーはディサービス又は通所リハビリへのプランを策定し、介
護保険施設へ転所を余儀なくされる状況である。丸岡町としては、各地区に
｢介護予防拠点施設｣を配置するとともに、それ以外にも地区公民館や集会
所等を利用して｢生きがい活動支援通所事業｣をＮＰＯや地域ボランティア等
により実施し、地域に密着したかたちで通所者が要介護者とならないための
介護予防事業を積極的に行っている。今後、高齢者人口増に伴う介護保険
の給付費の増高が必至な状況にあって、介護保険給付費を抑える施策の
一つとして、特区として介護給付費を特別に設定（単独型通所介護費：所要
時間３時間以上４時間未満２００単位、４時間以上６時間未満４００単位）し、
このことによって、介護予防施設を運営するＮＰＯ、地域ボランティア活動を
盛んにし、在宅介護が推進できると考える。このように、自立の通所者が軽
度の要介護者となった場合でもそれ以上に進めない活動を介護予防事業の
｢生きがい活動支援通所事業｣を主体としながら、要介護者にはその発展型
のサービスを提供することにより、自立者と要介護者の差別化をしないで要
介護者に対する｢介護保険事業｣を進め、更なる進行を抑えることが、介護
保険を含めた介護予防事業につながると考える。

Ｄ－１ -

○　介護保険制度は、全国の被保険者から徴収している保険料
及び公費を財源として運営されているため、全国的に保険給付
の対象としてふさわしいサービスを法定しており、その実施は、
一定の基準を満たし、都道府県知事等が指定した事業者のみ
が提供できることとしている。
○　したがって、事業所がこの基準を満たしている場合には、介
護保険サービスの提供が可能である。
○　また、御提案の「介護予防拠点施設」に対して、生きがい活
動支援通所事業を行うことを目的として、国庫補助金が交付され
ている場合でも、本来の目的に支障がない範囲で、上記基準を
満たせば、介護保険の通所介護を実施することは可能であり、
生きがい活動支援通所事業を要介護者が利用することも可能で
ある。

1192010 丸岡町
いきいきふれあいサー
ビス特区

介護予防施設での介護通所
事業の実施
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「措置
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「措置
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各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要
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「措置
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「措置
の内
容」の
見直し
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規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090330

要介護度が改
善された場合
における成功
報酬の介護報
酬体系への導
入

介護保険法４１条・４６
条・４８条・５３条・５８条

○介護報酬は、サービスに要する平
均的な費用を勘案して、厚生労働大
臣が定める基準により算定した費用
の額とされている。また、当該基準
（介護報酬）を定めるときは、あらか
じめ社会保障審議会の意見を聴くこ
ととされている。

Ｃ Ⅰ

○　要介護度が改善した場合に成功報酬として介護報酬を支払うことにつ
いては、介護保険創設時の議論においても、介護保険におけるサービスは
成功報酬がなくとも当然に要介護度の改善に資するべきものであること、ど
の介護サービスによるものかどうかの特定が困難であることなどの問題点
の指摘がなされているところである。
○　要介護状態の改善をどのように進めるかは大変重要な課題と考えてお
り、自立支援の観点から高齢者のリハビリテーションの在り方等について研
究を進めているところであり、要介護度の改善など質の向上の観点からの
介護サービスの評価についても検討を行ってまいりたい。

施設サービスについては、要介護度の改善
がどの介護サービスによるものかの特定が
容易であることから、要介護度の改善への
事業者のインセンティブを高めるために、成
功報酬を導入することができないか、検討し
回答されたい。また、介護サービスの評価
についての検討状況及び今後のスケジュー
ルを明確化されたい。併せて、右の提案主
体からの意見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

　この「規制の特例事項」への否定根拠とされる「～介護保険におけるサー
ビスは成功報酬がなくとも当然に要介護度の改善に資するべきものである
～」との指摘についての意見。　現実に、現行の介護サービスによる「要介
護度の改善」は進んでいない。従って、現行制度下において「要介護度の改
善」を進めるには、何らかの促進策が必要になるはずである。本提案はこの
促進策を提示したものである。よって、促進策の有効性についての判断をせ
ずに、促進策そのものを否定するのは、否定根拠として妥当性を欠くものと
考えられる。この点についての回答を明確に示していただきたい。
　この「規制の特例事項」への否定根拠とされる「～（要介護度の改善という
結果が）どの介護サービスによるものかどうかの特定が困難である～」との
指摘についての意見。　この指摘により、本提案が特区として認められるに
当たっての一つの大きな“ハードル”が示されたものと解される。この点から
考えると、逆に言えば、「どの介護サービスによるものかどうかの特定」につ
いての有効な対策・方法を示せれば、本提案は特区として認められることと
なるのかどうか、伺いたい。この“ハードル”だけで認められないというのであ
れば、他に解消すべき条件として何と何があるのか、明確に回答していただ
きたい。

Ｃ Ⅰ

○　要介護状態の改善をどのように進めるかは重要な課題であ
り、介護サービスの評価の在り方についても、平成１８年４月に
予定される次回の介護報酬の改定に向けた議論の中で、検討し
てまいりたい。
○　介護事業者に要介護度の改善について成功報酬を設けると
いう提案については、介護保険のサービスは成功報酬がなくとも
当然に要介護度の改善に資するべきものであること、要介護度
が改善しそうな利用者のみを事業者が選別するおそれがあるこ
と、成功報酬を設けた場合一割負担の利用者負担も増加するこ
となどの問題点が指摘されている。

3047010 個人
健康・自立を促す「介
護保険」構造改革特区

自治体の要介護状態改善施
策における、介護報酬支払規
定の弾力化

090330.1

　この「規制の特例事項」への否定根拠とされる「～高齢者のリハビリテー
ションの在り方等について～要介護度の改善など質の向上の観点からの介
護サービス評価についても検討を行ってまいりたい」との指摘についての意
見。　要介護度の改善という結果を達成するには、提供される介護サービ
ス・手法の有効性・適切性もさることながら、そのサービスを利用する介護対
象者（利用者）の意欲も不可欠と考える。「元気になりたい」「改善したい」と
の意欲の小さい介護対象者に対しては、どのようなサービス・手法を提供し
ても、効果は限定的であると考える。効果が限定的なサービスを広く提供し
ていけば、厚生労働省の目標の一つである「介護費用の抑制」とは逆に、
「介護費用の増大」がさらに進む恐れがある。本提案は、効果を最大限に出
す策として、事業者への成功報酬の他、介護対象者への成功報酬を制度に
盛り込むものである。「介護対象者への成功報酬」の有効性・必要性（要介
護度改善策としての手法の有効性の観点から）について、認識・判断を明確
に示していただきたい。
　この「規制の特例事項」に対して、全体として否定的な見解を示されたこと
についての意見。　介護保険制度は、保険者が自治体であり、各自治体が
地域の実情において運営するものとされている制度である。従って、地方自
治の精神が大きく反映されるべき制度と考える。この観点から考えると、本
提案の施策についても、自治体の判断・裁量が優先されるのが妥当と考え
る（国・都道府県・他の自治体等に特に負担を求めるものではない、自己完
結的な施策のため）。このような「地方自治の精神」から、本提案が認められ
るべきか否かについて、明確に回答していただきたい。

3047010

090340

要介護度が改
善された場合
における介護
保険料の減免

介護保険法第142条
市町村は条例により保険料を減免
し、又は徴収を猶予することができる

Ｅ

○ 介護保険制度の第１号保険料は、所得段階別の定額保険料とされてお
り、介護保険料の減免については、制度の趣旨を踏まえ、地域の実情に応
じて各市町村の条例に基づき行うことができる。
○ なお、介護保険は、相互扶助の精神により、現在要介護状態にあるか
否かや、受給状況等にかかわらず、全ての被保険者が所得段階別の定額
保険料を負担し、必要な給付を賄うものであり、特定の方について保険料を
免除するということは、このような助け合いの精神と相反することから、適当
ではないと考えている。

「地域の実情に応じて各市町村の条例に基
づき行うことができる」とあるが、市町村の
判断により、提案内容を実現できるものと解
してよいか、回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　この「規制の特例事項」への「措置の分類」をＥと示されたことについての
意見。　Ｅの内容を明示していただきたい。仮に「規制自体が存在しない」と
いう意味であれば、各自治体の独自判断で、本提案の内容を実施してもよ
いものと解釈される。もし実施が不可との場合、なぜ不可なのかの法令上の
根拠を明示していただきたい（提案者は、適当不適当の是非論ではなく、可
能不可能の明確な根拠が存在するか否かを認識したい）。
　この「規制の特例事項」への否定根拠とされる「～特定の方について保険
料を免除するということは、このような助け合いの精神と相反することから、
適当ではない～」との指摘についての意見。　「助け合いの精神」の前提とし
て、当該自治体・地域住民についての「住民全体の利益の追求」が重要な
価値として存在するものと考える。本提案は、特定個人の利益追求をめざし
ているのではなく、個人の利益を通じて、「全体の介護費用の抑制→全体の
介護保険料の引き下げ（上昇の抑制）」をめざすものであり、「住民全体の利
益の追求」に合致するものである。表面的な「助け合い」に固執して、全体の
利益が損なわれてしまっては、本末転倒と言っても過言ではない。従って、
本提案は、根本的な点で「助け合いの精神」に反するものではないと考え
る。これらの点について、特に、「住民全体の利益の観点を別にしても、助け
合いの精神を優先するのか」という点を含め、明確な見解を示していただき
たい。
　この「規制の特例事項」に対して、全体として否定的な見解を示されたこと
についての意見。　介護保険制度は、保険者が自治体であり、各自治体が
地域の実情において運営するものとされている制度である。従って、地方自
治の精神が大きく反映されるべき制度と考える。この観点から考えると、本
提案の施策についても、自治体の判断・裁量が優先されるのが妥当と考え
る（国・都道府県・他の自治体等に特に負担を求めるものではない、自己完
結的な施策のため）。このような「地方自治の精神」から、本提案が認められ
るべきか否かについて、明確に回答していただきたい。

E

○　そもそも、要介護度の軽減により、受給者は身体的機能の
改善に加え、サービス利用にかかる利用者負担部分も軽減され
ることとなるなど、様々な面で受益している。
○ 介護保険料の減免については、制度の趣旨や地域の実情を
踏まえ、市町村の判断により、条例に定め、行うことができる（介
護保険法第１４２条）。
○ なお、ご提案のような保険料の減免は、介護の費用を国民全
体で支え合うという制度の趣旨に鑑み、国としては適当でないと
考えている。

3047020 個人
健康・自立を促す「介
護保険」構造改革特区

自治体の要介護状態改善施
策における、介護報酬減免規
定の弾力化

090350

介護保険利用
者1割負担分
の事業者によ
る減免

介護保険法第４１条第４
項、第４８条第２項

保険給付にあたっては、原則として
厚生労働大臣が定める基準により
算定した費用の額(その額が現に要
した費用の額を超えるときは、当該
現に要した費用の額とする。)の百分
の九十に相当する額を給付すること
とされている。

C Ⅰ

○ 介護保険制度においては、介護報酬により各介護サービスについて給
付対象とする上限額を定めているが、事業者が独自にこれよりも低い額で
介護サービスを提供することも可能である。
○ ただしその場合、当該要した費用の９割を介護保険の給付としており、
事業者判断による割引分を利用者負担の免除のみにあてることはできな
い。
○ これは、仮に利用者負担のみを免除した場合、特定の者のみが相当安
価にサービスを利用できることとなり、同じように保険料を支払っている他
の被保険者との公平を欠くことに加え、利用者負担の免除により、過大に
サービス利用が増加し、保険給付費、ひいては保険料に影響を与えること
によるものであり、社会保険方式による本制度の根本である。
○ こうした理由により、事業者の裁量により利用者負担部分のみを値引き
することを認めることはできない。
○ なお、利用者負担に関し、低所得者については、負担能力に照らして無
理のない負担という観点から、月々の利用者負担の上限額を特別に低く設
定し、施設における食事の標準負担額を引き下げるなど、すでに負担軽減
措置を図っているところである。

3020010

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

介護保険利用者1割負担分を
事業者が負担する規制を緩和
する

090360
高齢者福祉施
設等の設置規
制の緩和

老人福祉法第１５条
社会福祉法第６２条

老人福祉施設の設置については、
老人福祉法及び社会福祉法の規定
に基づき、都道府県知事等の認可
等を得なければならない。

Ｅ

　国は、各自治体が老人福祉計画等を作成する際の留意事項やサービス
に係る目標を定めるに当たっての参酌すべき標準等を示しているが、各自
治体は地域の実情を踏まえ、利用に関する意向その他の事情を考慮して、
独自にサービス見込み量を定めており、国が示す留意事項や参酌すべき
標準等は、地域の施設等の設置を制約するものではない。したがって、ご
提案の「根拠法令等」の欄にある「地域の人口、高齢者数、施設数、収容人
員等が全国整備計画に基づき規制されている。」については、国はこのよう
な「高齢者福祉施設等の整備計画」は策定していないところである。

3020050

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

高齢者福祉施設等の整備計
画要件規制の緩和措置を適用

090370

社会福祉法人
が生きがいデ
イサービス事
業を直接実施
することの容認

「介護予防・地域支え合
い事業の実施について
（平成１３年５月２５日老
発第２１３号厚生労働省
老健局長通知）」の別紙
「介護予防・地域支え合
い事業実施要綱」の別
記の１の（２）イ及びオ
（オ）

介護予防・地域支え合い事業の中の
「生きがい活動支援通所事業」の実
施主体は、市町村とされている。な
お、市町村は、地域の実情に応じ
て、利用者、サービス内容及び利用
料の決定を除き、適切な事業運営が
確保できると認められる社会福祉法
人等に委託することができる。

Ｅ
市町村は適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委
託を行うことが可能であり、また、社会福祉法人は、市町村の委託を受けな
いで、独自の事業として同様の事業を行うことも可能である。

3020060

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

生きがいディの運営規制を緩
和して社会福祉法人にも直接
任せる
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090380

既存建物を利
用して痴呆性
高齢者グルー
プホームを設
置する場合に
おける施設整
備費補助の実
施

「社会福祉施設等施設
整備及び社会福祉施設
等設備整備費の国庫負
担（補助）について（平成
３年１１月２５日厚生省
社第４０９号事務次官通
知）」の別紙の第２の７の
（２）

　「社会福祉施設等施設整備及び社
会福祉施設等設備整備費の国庫負
担（補助）について（平成３年１１月２
５日厚生省社第４０９号事務次官通
知）」の別紙の第２の７の（２）により、
既存建物を買い取った場合の方が、
建物を新築することより効率的であ
ると認められる場合には、その買取
費用を施設整備費補助の対象として
いる。

Ｄ－１

　「社会福祉施設等施設整備及び社会福祉施設等設備整備費の国庫負担
（補助）について（平成３年１１月２５日厚生省社第４０９号事務次官通知）」
の別紙の第２の７の（２）により、既存建物を買い取った場合の方が、建物を
新築することより効率的であると認められる場合には、その買取費用を施
設整備費補助の対象としている。

3020070

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

痴呆性高齢者グループホーム
等、福祉施設整備の助成金制
度の適用に関する規制要件緩
和措置

090390

施設職員によ
るデイサービス
センターからの
通院介助を通
所介護の利用
時間に算入す
ることの容認

介護保険法第４１条、第
５３条

○通院介助は通所介護サービスに
含まれない。
○通所介護の介護報酬は、通所介
護計画に位置づけられた通所介護
サービスが行われたことに対して支
払われる。

Ｃ Ⅰ

○通所介護の介護報酬は、通所介護計画に位置づけられた通所介護サー
ビスが行われたことに対して支払われるものである。
○従来から、通所サービスの提供時間帯における併設医療機関の受診は
緊急やむを得ない場合を除いて認められないとしているところであるが、今
回のご提案のケースについても、利用者が医療機関の受診を受けている時
間について、医療機関による医療サービスが行われており、通所介護サー
ビスの介助行為が行われていないので、通所介護サービスの報酬を算定
することは適当ではない。
○なお、医療機関への通院介助については、個別の利用者のニーズに基
づいて作成された通所介護計画に基づいて行われる場合には、デイサービ
スセンターと医療機関の間の通院介助を行っている時間を、通所介護サー
ビスの報酬の算定時間に組み入れることができる。

3020110

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

施設から通院介助する場合、
ディサービスセンターの利用時
間より減算しないで請求できる
システムにする

090400

地方公共団体
による介護保
険法に基づく通
院等介助に特
化した独自の
訪問介護員養
成研修基準の
設定の容認

介護保険法施行令（平
成１０年制令第４１２号）
第３条第１項第２号

訪問介護における通院等乗降介助
サービスは、訪問介護員によって行
わなければならず、訪問介護養成研
修については、厚生労働省令で定め
る基準に適合するものとされている。

Ｃ Ⅱ

訪問介護員は、要介護認定を受けた介護を必要とする利用者に対して、総
合的な訪問介護サービスを提供できるものでなくてはならない。通院等乗降
介助についても、その際に要求される具体的な介護の内容は、利用者の状
況などにより様々であるが、訪問介護員は、その様々なニーズに対応した
サービスを提供する必要がある。このように、提供すべきサービスは総合的
なものであるため、特定の行為に特化した研修を認めることは困難である。

通院等乗降介助に特化した介護サービス
についても、その際に要求される具体的な
介護の内容は利用者の状況などにより
様々であって、訪問介護員はその様々な
ニーズに対応した総合的なサービスを提供
する必要があることを、具体的な事例に即
して示されたい。また、現行の訪問介護員
養成研修過程に、通院等乗降介助の際に
必要な総合的なサービス以外の演技・実習
等の研修内容が含まれていないか、回答さ
れたい。仮に含まれているのであれば、当
該研修内容に関して提案を実現できない
か、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

　通院等乗降介助についても要求される様々なニーズに対応した介護サー
ビスを提供する必要があるため、特定の行為に特化した研修を認めることは
できないということであるが、現在の訪問介護員養成研修は、講義、演習、
実習で構成され、２級課程であっても１３０時間以上の研修を受けることと
なっており、①栄養、調理技術、食品の保存管理、調理器具等の衛生管理
など、高齢者等への生　活援助に必要な知識に関する講義、②業務におけ
る目標設定、ケア計画の作成など、ケアマネジメントの視点に立った相談援
助とケア計画の方法の講義、③食事や入浴の介護、身体の清潔の方法な
どの基本的介護技術の演習、④レクリエーションの体験学習の演習などの
通院等乗降介助のサービスを行う課程では不要な知識・技能に関する講
義・演習が含まれており、さらに同内容の実習まで受けなければならない。
しかし、介護タクシーの利用者は、通院等のためにあらかじめ介護タクシー
の利用を予約することで乗降介助等の介護内容に応じた事業者を選択し、
必要なサービスの提供を受けているのが通常である。
　このため、通院等乗降介助の過程では、排せつや発作などの緊急的な介
護の提供を要求されることは想定されるが、食事や入浴、レクリエーション等
の知識・技術が要求されるとは想定し難いという点で、一般的な在宅介護よ
りもサービス内容が類型化されている。　したがって、通院等のために利用
者側から介護タクシーの予約があり、提供すべき介護サービスが通院等乗
降介助サービスに特定されているケースであれば、必要とされる介護に関
する知識・技術に特化した研修を受けた者であれば十分に対応は可能であ
ると考えられ、食事や入浴、レクリエーション等の緊急的でない生活援助
サービスに関する知識・技術の研修を含まない、通院等介助に特化した独
自の訪問介護員養成研修基準の設定の容認を認めていただきたい。

Ｄ－１ -

○　通院等乗降の介護は、日常生活における介護と同様、生活
全般にわたる総合的な援助の知識と技術が要求されることか
ら、介護保険の給付において通院等乗降介護と身体介護とを区
別することはできない。
○　介護保険では通院等乗降介護をやること自体を制限はして
おらず、また、ご提案のように、市町村の判断により、独自の基
準を設定し、市町村特別給付（介護保険法第６２条）の中で対応
することは可能である。

（参考）現行の訪問介護員養成研修課程に要する時間
　　　　　　１級課程　２３０時間
　　　　　　２級課程　１３０時間
　　　　　　３級課程　　５０時間
　　　　※　上記のいずれかの研修を終了していれば、訪問介護
員として介護サービスを提供することが可能。

1139020 福井県 「地域の足」快適特区
介護保険法で定める訪問介護
員養成研修基準の要件緩和

090410

地方公共団体
による通院等
介助に特化し
た独自の居宅
介護従業者養
成研修課程の
設定の容認

身体障害者福祉法（昭
和２４年法律第２８３号）
第１７条の６第１項
身体障害者福祉法に基
づく指定居宅支援事業
者等の人員、設備及び
運営に関する基準（平成
１４年厚生労働省令第７
８号）第４０条
指定居宅介護及び基準
該当居宅介護の提供に
当たる者として厚生労働
大臣が定めるもの（平成
１５年厚生労働省告示第
１１０号）

通院等の介助は、身体障害者居宅
介護のうち、「身体介護」として行うこ
ととし、事業に従事する者の要件を
定めている。

Ｃ Ⅲ

 通院等の介助は、声かけ・説明から始まり、健康チェック、更衣介助、居室
からの移動・乗車介助、気分の確認、降車介助・院内の移動・受診等の手
続等であって、そのような援助がなければ通院が困難な者に対して提供さ
れるサービスであり、単なる乗降の介助に留まるものではない。
  居宅介護従業者養成研修課程は、そういった総合的な介助を行うために
必要な知識・技術を得るために研修内容を定めているものであり、要件の
緩和は認められない。

現行の居宅介護従業者養成研修過程に、
通院等の介助の際に必要な総合的なサー
ビス以外の演技・実習等の研修内容が含ま
れていないか、回答されたい。仮に含まれ
ているのであれば、当該研修内容に関して
提案を実現できないか、検討し回答された
い。併せて、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

　通院等の介助は単なる乗降の介助にとどまるものでなく、総合的な介助を行うた
めに必要な知識・技術を得るために定められた研修内容の要件の緩和はできないと
いうことであるが、現在の居宅介護従業者養成研修は、講義、演習、実習で構成さ
れ、２級課程であっても１３０時間以上の研修を受けることとなっており、①栄養、調
理技術、食品の保存管理、調理器具等の衛生管理など、高齢者等への生　活援助
に必要な知識に関する講義、②業務における目標設定、ケア計画の作成など、ケア
マネジメントの視点に立った相談援助とケア計画の方法の講義、③食事や入浴の介
護、身体の清潔の方法などの基本的介護技術の演習、④レクリエーションの体験学
習の演習などの通院等乗降介助のサービスを行う課程では不要な知識・技能に関
する講義・演習が含まれており、さらに同内容の実習まで受けなければならない。し
かし、介護タクシーの利用者は、通院等のためにあらかじめ介護タクシーの利用を
予約することで乗降介助等の介護内容に応じた事業者を選択し、必要なサービスの
提供を受けているのが通常である。
　このため、通院等乗降介助の過程では、排せつや発作などの緊急的な介護の提
供を要求されることは想定されるが、食事や入浴、レクリエーション等の知識・技術
が要求されるとは想定し難いという点で、一般的な在宅介護よりもサービス内容が
類型化されている。　したがって、通院等のために利用者側から介護タクシーの予
約があり、提供すべき介護サービスが通院等乗降介助サービスに特定されている
ケースであれば、必要とされる介護に関する知識・技術に特化した研修を受けた者
であれば十分に対応は可能であると考えらる。　同法では、移動介護の従業者養成
研修については視覚障害者や全身性障害者などの障害区分に特化した研修を定
めており、同様に、食事や入浴、レクリエーション等の緊急的でない生活援助サービ
スに関する知識・技術の研修を含まない、通院等介助に特化した独自の居宅介護
従業者養成研修課程の要件の緩和を認めていただきたい。

Ｃ Ⅲ

  現行の居宅介護従業者養成研修課程は、障害者の介助を行う
に当たり必要となる知識・技術を得るためのカリキュラムを定め
ているものであり、不要な知識・技術に関するものは含まれてい
ない。
 提案主体は二級課程を例に挙げているが、居宅介護従業者養
成研修課程は、一級課程、二級課程、三級課程等から成り立っ
ており、最低限必要となる資格の三級課程においては、合計５０
時間の研修で足りるとしているところであり、必要以上に過度の
研修内容を課しているものではない。

（参考）現行の居宅介護従業者養成研修課程に要する時間
　　　　　　１級課程　２３０時間
　　　　　　２級課程　１３０時間
　　　　　　３級課程　　５０時間
　　　　※　上記のいずれかの研修を終了していれば、居宅介護
従業者として介護サービスを提供することが可能。

1139030 福井県 「地域の足」快適特区
身体障害者福祉法で定める訪
問介護員養成研修基準の要
件緩和

090420

通院等介助に
特化した基準
該当居宅サー
ビス事業者の
指定に要する
手続の簡素化

（１）介護保険法（平成９
年法律第１２３号）第４２
条第１項第２号
（２）身体障害者福祉法
第１７条の６第１項

○支援費制度又は介護保険制度に
おいては、支援費支給又は介護給
付の対象となる事業所は、一定の基
準を満たしているものについて、都
道府県知事等が指定したものに限っ
ているが、例外的に、地域の実状に
応じて、多様な事業者の参入を可能
とし、利用者の選択肢を増やすとい
う観点から、事業者指定に係る基準
の一部を満たしていない事業者のう
ち一定の水準を満たすサービスの提
供を行うものについて、基準該当居
宅支援又は基準該当居宅サービス
として、市町村の判断により支援費
支給又は介護給付の対象としてい
る。

Ｃ Ⅰ

○介護保険制度又は支援費制度においては、介護給付又は支援費支給の対象となる事
業所は、各々の制度が要求している一定の基準を満たしているものについて、都道府県
知事等が指定したものに限っているが、例外的に、地域の実状に応じて、多様な事業者
の参入を可能とし、利用者の選択肢を増やすという観点から、事業者指定に係る基準の
一部を満たしていない事業者のうち一定の水準を満たすサービスの提供を行うものにつ
いて、基準該当居宅サービス又は基準該当居宅支援として、市町村の判断により介護給
付又は支援費支給の対象としている。
○基準該当居宅サービスを行う事業者又は基準該当居宅支援事業者として認めるか否
かは、サービス需要やサービス供給状況などの地域の実状に応じて、地域の事情に精通
した市町村が判断すべき事項であり、また、介護給付又は支援費の支給決定を行う市町
村の責任において最終的に判断すべき事項である。
○これら制度の趣旨から、介護給付又は援護の実施者である市町村の判断抜きに、広
域的自治体である都道府県において、基準該当居宅サービスを行う事業者又は基準該
当居宅支援事業者として認めるか否かを一律に判断することは不適当である。
○また、通院等乗降介助に係るサービスの内容は、介護保険制度に係る利用者と、支援
費制度に係る利用者とでは異なるため、サービスの提供に当たっては、それぞれの制度
が要求している一定の基準を満たすことが不可欠である。

通院等介助に特化して同一のサービスを提
供する場合に、利用者の種別ごと、利用者
の所在市町村ごとに基準該当居宅サービ
ス等に係る申請手続きを個別に行わなけれ
ばならないという、事業者の負担を軽減す
るという提案の趣旨を踏まえ、提案を実現
できないか、検討し回答されたい。併せて、
右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　基準該当居宅サービスまたは基準該当居宅支援の事業者指定については、介護
給付または支援費支給の決定を行う市町村の責任において最終的な判断をすべき
であって、広域的な自治体である都道府県において一体的に判断を行うことは法の
趣旨に照らして不適当であるとのことであるが、都道府県が事業者指定の判断を行
う場合であっても、①特区計画の策定の段階において、関係する市町村の実情に応
じて必要とされる基準該当居宅サービスまたは基準該当居宅支援のうち都道府県
に一括して申請が可能な者の類型を特定する。②特区内の関係団体等で構成する
協議会を運営することにより、特区内の関係市町村の実情の変化に対応し、必要な
措置を講じる。③関係市町村に事業者指定についての意見照会を行い判断を求め
る。などの対応を取ることにより、関係市町村の実情に基づく判断を尊重しながら、
事業者の手続きに伴う負担を軽減し、多様な事業者の参入を容易にすることは可能
であると考える。
　本県のような人口の少ない地方では、介護タクシーを運行できる事業者が各市町
村ごとにいるわけではないうえ、大規模な病院等も都市周辺部にしかない。このた
め、介護タクシーの事業者は多数の市町村を区域として営業することになるが、こ
の場合に利用者が居住するすべての市町村に申請手続きをしなければならないと
いう手続きの煩雑さが事業参入時の支障となっているのが現状である。　本県提案
の趣旨は、こうした地域の実情を踏まえ、事業所指定を受ける申請者の手続きにか
かる負担を軽減することにある。現状の基準該当居宅サービスまたは基準該当居
宅支援制度が、介護給付等の支給者である市町村の最終的な判断により実施され
るものであるならば、本県のように病院や介護サービス事業者の絶対数や配置状
況から、介護タクシー事業者が多数の市町村を区域として広域的に営業しなければ
ならない地域においては、通院等介助サービスに特化してサービスを提供する事業
者を県が指定するできるよう、法第７０条第１項に定める事業者指定の特例として認
めていただきたい。

Ｄ－１ -
○  基準該当居宅サービス又は基準該当居宅支援事業者に該
当するかどうかを判断するかは、個々のサービスを精査して行う
ものであり、市町村の判断である。

現行制度においても、基準該当居宅
サービス又は基準該当居宅支援事
業者に該当するかどうかの判断基準
を複数の市町村で同一にして、相互
認証的な仕組みを導入すること等に
より、利用者の種別ごと、利用者の
所在市町村ごとに申請手続きを個別
に行わなければならない事業者の負
担を軽減するという提案の趣旨は実
現可能と解してよいか、確認し回答さ
れたい。

Ｄ－１ -

○  基準該当居宅サービスを行う事業者又は基準該当居宅支
援事業者として認めるか否かは、サービス需要やサービス供給
状況などの地域の実状に応じて、地域の事情に精通した市町村
が判断すべき事項であるが、事業者の負担軽減を目的とするの
であれば、県と市町村が話し合い、例えば、市町村の登録受付
窓口を県庁内にも設置するなどの手法を講じれば、提案主体が
述べているような趣旨はかなえられると考える。
○　なおその際には、管内事業者及び住民に対する十分な周知
を行われたい。

1139040 福井県 「地域の足」快適特区
通院等介助サービスの事業者
指定に要する手続きの簡素化

090430

痴呆対応型共
同生活介護と
知的障害者グ
ループホーム
の併設に伴う
施設設備基準
の緩和
痴呆対応型共
同生活介護と
知的障害者グ
ループホームと
の併設に伴う
台所、食堂、脱
衣室、風呂の
共用

指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準（平成
１１年３月３１日厚生省
令第３７号）第１５９条第
２項

「指定居宅サービス等の
事業の人員、設備及び
運営に関する基準につ
いて（平成１１年９月１７
日老企第２５号厚生省老
人保健福祉局企画課長
通知）」の第１２の３の
（１）

共同生活住居（以下、「ユニット」とい
う。）における居間、食堂及び台所等
については、それぞれ専用の設備で
なければならず、１つの事業所に複
数の共同生活住居を設ける場合に
あっても専用の設備としている。ま
た、併設の事業所において行われる
他のサービスの利用者がこれらの設
備を共用することも原則として不可と
している。

Ｃ Ⅳ

○高齢者介護研究会報告書において、痴呆性高齢者は、「外界に対して強い不安を抱く
と同時に、周りの対応によっては、焦燥感、喪失感、怒り等を覚える」こともあり、「環境の
変化に適応することがことさら難しい」とされており、「痴呆については、系統的・組織的な
ケアへの挑戦がようやくグループホームという形で始まったところ」で、痴呆性高齢者のケ
アは未だ確立されていない状況にあることが指摘されいるように、痴呆性高齢者のケアの
手法の確立は、今後検討すべき課題となっている。
○痴呆性高齢者グループホームは、小規模な居住空間と家庭的な雰囲気の中で、食事、
団らん、家事などの共同生活を送ることを通じて、痴呆性高齢者の潜在能力を引き出しな
がら、入居者一人一人の個性と生活のリズムを尊重したケアを行うものであり、また、痴
呆性高齢者が入居前の生活やなじみの人間関係を維持しながら、住み慣れた地域で生
活を続けることができるように支援を行うという特徴をもっている。
○痴呆対応型共同生活介護と知的障害者グループホームの指定基準を比較すると、人
員基準等が大きく異なっていることからも分かるように、本来提供されるサービスの内容
が異なる。このため、提案にあるように痴呆性高齢者と知的障害者が同時間に同設備を
使用することは、上述のように、未だ、痴呆性高齢者のケアが確立されていないため、認
めることは困難である。また、仮に時間差を設けて浴室などの設備を利用した場合には、
入居者一人一人の個性と生活のリズムを尊重したケアを行うことが困難になるという問題
もあることから、共用とすることは適当ではない。

痴呆性高齢者のケアの手法が確立したとは言えな
くても、居室部分を別棟とする痴呆性高齢者と知的
障害者が生活の一部分で共生することにつき、交
流が適度な刺激となる等の効果があるという見解も
一定程度あるような場合においては、特区制度の
趣旨及びこれまでに特区で実現した高齢者介護
サービス事業所における知的障害者等の受け入れ
の特例を踏まえ、提案を実現できないか、検討し回
答されたい。痴呆性高齢者グループホームでは、
元々9名の共同生活であることから入所者一人一人
の生活のリズムの一定程度の犠牲は容認されてい
るところ、居室部分を別棟とする4名の知的障害者
が加わることによって、「入居者一人一人の個性と
生活のリズムを尊重したケアを行うことが困難にな
る」という特別の理由を明確化されたい。また、痴呆
対応型共同生活介護と知的障害者グループホーム
の併設に伴う、台所食堂、脱衣室及び浴室の共用
化についても、特区において認められないか、検討
し回答されたい。併せて、右の提案主体からの意見
も踏まえ、再度検討し回答されたい。

○住み慣れた地域の暮らしを実現　住み慣れた生活環境と家庭
的な雰囲気の中で、残存能力を十分に維持しながら終末を迎え
ることが、本来の痴呆性高齢者グループホームの目的です。痴
呆性高齢者や障害者が住み慣れた生活環境の中で、安心して
地域生活を営み生涯を送るために、町内に二つの施設を併設す
る今回の提案は、小さな町ができる福祉の実現であります。
○共生でノーマライゼーションを実現　痴呆性高齢者が「環境の
変化に適応がことさら難しい」というのは１つの特性であり、それ
に十分配慮をして支援をしていくことは当然重要なことです。し
かし、特性のみを取り上げ他との共生を疎外することは、従来の
収容方式の福祉であり、年齢層の異なる障害者との共生は、福
祉の根幹としているノーマライゼーションを実現するものでありま
す。
○実社会の家庭な暮らしの実現　痴呆性高齢者グループホーム
が小規模な居住空間と家庭的雰囲気の中で、食事、団らん、家
事などの共同生活を送ることを通じて、痴呆性高齢者の潜在能
力を引き出すことが目的であります。「家庭的な雰囲気」「団ら
ん」は、実生活において痴呆性高齢者だけが集まって食事や家
事をすることではなく、年齢層の異なる同居家族との交流におい
てより一層育まれます。障害者との会話や助け合いが家庭的な
暮らしそのものであり、今回の提案は痴呆性高齢者グループ
ホームに通常の家庭を実現するものであります。

Ｃ Ⅳ

○　痴呆性高齢者と知的障害者との混合型ケアについては、年
代や認知・身体機能、行動パターンや生活リズム、ライフステー
ジにおける自立支援のあり方等の異なる両者がグループホーム
という小規模な居住空間において、昼夜を通して３６５日の共同
生活を長期にわたって送る際に、どのような課題が生じ、どのよ
うな条件を整えることが、利用者双方の権利と入居後の安定し
た生活の保障のために必要となるのかをまず検討すべきであ
り、痴呆性高齢者の共同生活支援策が確立されていない現状に
おいては慎重であるべきとの専門家からの指摘がある。
○　痴呆性高齢者のケアの確立については、今後検討すべき課
題であり、現在、高齢者痴呆介護研究・研修東京センター等にお
いて、「痴呆の人の多面的で複雑に絡み合った障害やその要因
を見極めるための全体的な視点や分析枠がつかめない」「機能
や障害別のアセスメントになりがちで、本人の暮らしの流れや暮
らしの継続性を見極めるためのアセスメントとケアプランになりに
くい」などの課題を踏まえ、痴呆性高齢者のケアマネジメントを継
続的に展開していく方法などについて調査研究事業が行われて
いるところである。

痴呆性高齢者と知的障害者の混合
型ケアについては、その課題や条件
についてまず検討すべきであり、痴
呆性高齢者の共同生活支援策が確
立されていない現状においては慎重
な対応を行うべきとの回答であるが、
そのような課題や条件の検討状況を
具体的に示されたい。

Ｃ Ⅳ

○　痴呆性高齢者と知的障害者の混合したケアについては、現
在のところ、それが両者に支障を及ぼさないこと、あるいは、有
効性に関する知見の集積（エビデンス）がなく、かつ、このような
ケアの提供については、実践者・専門家からも賛否両論ある。
○　このような状況では、痴呆性高齢者と知的障害者の混合し
たケアについて、どのような要件を備えれば、各々についてふさ
わしいサービスの質が確保できるかについては明らかでない。
特に、痴呆性高齢者については、環境変化に対する適応能力が
弱いことから、慎重な対応が必要である。
○　現在、厚生労働省において、高齢者ケアと障害者ケアの連
携についての調査研究（未来志向プロジェクト）を行っているとこ
ろであり、このような事業を通じて、前述のエビデンスの収集を、
まずは行っていきたい。
○　また、障害者のケアと高齢者のケアを、どのように考えていく
かということは、非常に重要な課題であり、エビデンスの集積等
を踏まえ、幅広く検討を行っていきたい。

1007010 大口町
おおぐち友に暮らそう
ふれ愛特区

痴呆対応型共同生活介護と知
的障害者グループホームとの
併設に伴う施設設備設置基準
の緩和
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090430.1

○グループホームの入浴の実態　痴呆性高齢者グループホー
ムの状況を調査してみるとほとんどが午後５時以降の入浴は実
施されていません。その理由としては夕食が午後６時頃でそれ
以前に夕食の準備があり、夕食前までに入浴することと、職員
の交代が午後６時から７時の間にあり夜間に職員数が少なくな
ること、さらに、痴呆性高齢者が明るく暖かい内に入浴したがる
傾向があることが上げられます。また、障害者は、昼間授産所
等で労働しており、痴呆性高齢者の生活リズムや入浴ニーズ等
の制約にはつながらないと考えます。これらの現状から、痴呆性
高齢者一人一人の個性と生活リズムを尊重したケアを行うこと
は十分可能であります。
○専門機関との連携で新しいケアを実現　痴呆性高齢者に対す
るケアは確立されていない現状でありますが、全国展開する前
のモデル地区（特区）として、一部施設の共用による痴呆性高齢
者と障害者の共生は十分に効果のあるものと考えます。当然ケ
アの質をチェックする機能や痴呆性高齢者と障害者のニーズ等
を客観的に把握することは必要であり、そのための専門的な助
言や指導等で、県内にある日本福祉大学等の研究機関の協力
を得て、痴呆性高齢者に対するケアの確立に努める考えであり
ます。

○　これらの調査研究事業の結果等を踏まえ、ケアの手法が確
立してはじめて、痴呆性高齢者と知的障害者が生活の一部分を
共有することの是非が検討できるものと考えている。
○　なお、既に特区で認められている指定通所介護事業所での
知的障害者・障害児の受入事業における通所介護は、あくまで
生活の本拠が在宅にあるもので、問題が発生した場合はすぐに
サービスの利用を中止することが可能だが、グループホームは
生活の本拠が当該グループホームへ移行するものであり、問題
が発生した場合に新たな生活の本拠を探すことは困難であり、
同一に考えることはできない。

1007010

090440090430

痴呆対応型共
同生活介護と
知的障害者グ
ループホーム
の併設に伴う
痴呆高齢者と
知的障害者の
食事等の共生
痴呆対応型共
同生活介護と
知的障害者グ
ループホームと
の併設に伴う
台所、食堂、脱
衣室、風呂の
共用

(1)指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及
び運営に関する基準（平
成１１年厚生省令第３７
号）第１５６条、第１５９条
第２項
(2)「指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及
び運営に関する基準に
ついて（平成１１年９月１
７日老企第２５号厚生省
老人保健福祉局企画課
長通知）」の第１２の３の
（１）

共同生活住居（以下、「ユニット」とい
う。）における居間、食堂及び台所等
については、それぞれ専用の設備で
なければならず、１つの事業所に複
数の共同生活住居を設ける場合に
あっても専用の設備としている。ま
た、併設の事業所において行われる
他のサービスの利用者がこれらの設
備を共用することも原則として不可と
している。

Ｃ Ⅳ

○高齢者介護研究会報告書において、痴呆性高齢者は、「外界に対して強い不安を抱く
と同時に、周りの対応によっては、焦燥感、喪失感、怒り等を覚える」こともあり、「環境の
変化に適応することがことさら難しい」とされており、「痴呆については、系統的・組織的な
ケアへの挑戦がようやくグループホームという形で始まったところ」で、痴呆性高齢者のケ
アは未だ確立されていない状況にあることが指摘されいるように、痴呆性高齢者のケアの
手法の確立は、今後検討すべき課題となっている。
○痴呆性高齢者グループホームは、小規模な居住空間と家庭的な雰囲気の中で、食事、
団らん、家事などの共同生活を送ることを通じて、痴呆性高齢者の潜在能力を引き出しな
がら、入居者一人一人の個性と生活のリズムを尊重したケアを行うものであり、また、痴
呆性高齢者が入居前の生活やなじみの人間関係を維持しながら、住み慣れた地域で生
活を続けることができるように支援を行うという特徴をもっている。
○痴呆対応型共同生活介護と知的障害者グループホームの指定基準を比較すると、人
員基準等が大きく異なっていることからも分かるように、本来提供されるサービスの内容
が異なる。このため、提案にあるように痴呆性高齢者と知的障害者が同時間に同設備を
使用することは、上述のように、未だ、痴呆性高齢者のケアが確立されていないため、認
めることは困難である。また、仮に時間差を設けて浴室などの設備を利用した場合には、
入居者一人一人の個性と生活のリズムを尊重したケアを行うことが困難になるという問題
もあることから、共用とすることは適当ではない。

痴呆性高齢者のケアの手法が確立したとは言
えなくても、居室部分を別棟とする痴呆性高齢
者と知的障害者が生活の一部分で共生するこ
とにつき、交流が適度な刺激となる等の効果が
あるという見解も一定程度あるような場合にお
いては、特区制度の趣旨及びこれまでに特区
で実現した高齢者介護サービス事業所におけ
る知的障害者等の受け入れの特例を踏まえ、
提案を実現できないか、検討し回答されたい。
痴呆性高齢者グループホームでは、元々9名の
共同生活であることから入所者一人一人の生
活のリズムの一定程度の犠牲は容認されてい
るところ、居室部分を別棟とする4名の知的障
害者が加わることによって、「入居者一人一人
の個性と生活のリズムを尊重したケアを行うこ
とが困難になる」という特別の理由を明確化さ
れたい。併せて、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

○住み慣れた地域の暮らしを実現　住み慣れた生活環境と家庭
的な雰囲気の中で、残存能力を十分に維持しながら終末を迎え
ることが、本来の痴呆性高齢者グループホームの目的です。痴
呆性高齢者や障害者が住み慣れた生活環境の中で、安心して
地域生活を営み生涯を送るために、町内に二つの施設を併設す
る今回の提案は、小さな町ができる福祉の実現であります。
○共生でノーマライゼーションを実現　痴呆性高齢者が「環境の
変化に適応がことさら難しい」というのは１つの特性であり、それ
に十分配慮をして支援をしていくことは当然重要なことです。し
かし、特性のみを取り上げ他との共生を疎外することは、従来の
収容方式の福祉であり、年齢層の異なる障害者との共生は、福
祉の根幹としているノーマライゼーションを実現するものでありま
す。
○実社会の家庭な暮らしの実現　痴呆性高齢者グループホーム
が小規模な居住空間と家庭的雰囲気の中で、食事、団らん、家
事などの共同生活を送ることを通じて、痴呆性高齢者の潜在能
力を引き出すことが目的であります。「家庭的な雰囲気」「団ら
ん」は、実生活において痴呆性高齢者だけが集まって食事や家
事をすることではなく、年齢層の異なる同居家族との交流におい
てより一層育まれます。障害者との会話や助け合いが家庭的な
暮らしそのものであり、今回の提案は痴呆性高齢者グループ
ホームに通常の家庭を実現するものであります。

○　痴呆性高齢者と知的障害者との混合型ケアについては、年
代や認知・身体機能、行動パターンや生活リズム、ライフステー
ジにおける自立支援のあり方等の異なる両者がグループホーム
という小規模な居住空間において、昼夜を通して３６５日の共同
生活を長期にわたって送る際に、どのような課題が生じ、どのよ
うな条件を整えることが、利用者双方の権利と入居後の安定し
た生活の保障のために必要となるのかをまず検討すべきであ
り、痴呆性高齢者の共同生活支援策が確立されていない現状に
おいては慎重であるべきとの専門家からの指摘がある。
○　痴呆性高齢者のケアの確立については、今後検討すべき課
題であり、現在、高齢者痴呆介護研究・研修東京センター等にお
いて、「痴呆の人の多面的で複雑に絡み合った障害やその要因
を見極めるための全体的な視点や分析枠がつかめない」「機能
や障害別のアセスメントになりがちで、本人の暮らしの流れや暮
らしの継続性を見極めるためのアセスメントとケアプランになりに
くい」などの課題を踏まえ、痴呆性高齢者のケアマネジメントを継
続的に展開していく方法などについて調査研究事業が行われて
いるところである。

痴呆性高齢者と知的障害者の混合
型ケアについては、その課題や条件
についてまず検討すべきであり、痴
呆性高齢者の共同生活支援策が確
立されていない現状においては慎重
な対応を行うべきとの回答であるが、
そのような課題や条件の検討状況を
具体的に示されたい。

Ｃ Ⅳ

○　痴呆性高齢者と知的障害者の混合したケアについては、現
在のところ、それが両者に支障を及ぼさないこと、あるいは、有
効性に関する知見の集積（エビデンス）がなく、かつ、このような
ケアの提供については、実践者・専門家からも賛否両論ある。
○　このような状況では、痴呆性高齢者と知的障害者の混合し
たケアについて、どのような要件を備えれば、各々についてふさ
わしいサービスの質が確保できるかについては明らかでない。
特に、痴呆性高齢者については、環境変化に対する適応能力が
弱いことから、慎重な対応が必要である。
○　現在、厚生労働省において、高齢者ケアと障害者ケアの連
携についての調査研究（未来志向プロジェクト）を行っているとこ
ろであり、このような事業を通じて、前述のエビデンスの収集を、
まずは行っていきたい。
○　また、障害者のケアと高齢者のケアを、どのように考えていく
かということは、非常に重要な課題であり、エビデンスの集積等
を踏まえ、幅広く検討を行っていきたい。

1007020 大口町
おおぐち友に暮らそう
ふれ愛特区

痴呆対応型共同生活介護と知
的障害者グループホームとの
併設に伴う食事等の共生

090440.1090430.1

○グループホームの入浴の実態　痴呆性高齢者グループホー
ムの状況を調査してみるとほとんどが午後５時以降の入浴は実
施されていません。その理由としては夕食が午後６時頃でそれ
以前に夕食の準備があり、夕食前までに入浴することと、職員
の交代が午後６時から７時の間にあり夜間に職員数が少なくな
ること、さらに、痴呆性高齢者が明るく暖かい内に入浴したがる
傾向があることが上げられます。また、障害者は、昼間授産所
等で労働しており、痴呆性高齢者の生活リズムや入浴ニーズ等
の制約にはつながらないと考えます。これらの現状から、痴呆性
高齢者一人一人の個性と生活リズムを尊重したケアを行うこと
は十分可能であります。
○専門機関との連携で新しいケアを実現　痴呆性高齢者に対す
るケアは確立されていない現状でありますが、全国展開する前
のモデル地区（特区）として、一部施設の共用による痴呆性高齢
者と障害者の共生は十分に効果のあるものと考えます。当然ケ
アの質をチェックする機能や痴呆性高齢者と障害者のニーズ等
を客観的に把握することは必要であり、そのための専門的な助
言や指導等で、県内にある日本福祉大学等の研究機関の協力
を得て、痴呆性高齢者に対するケアの確立に努める考えであり
ます。

○　これらの調査研究事業の結果等を踏まえ、ケアの手法が確
立してはじめて、痴呆性高齢者と知的障害者が生活の一部分を
共有することの是非が検討できるものと考えている。
○　なお、既に特区で認められている指定通所介護事業所での
知的障害者・障害児の受入事業における通所介護は、あくまで
生活の本拠が在宅にあるもので、問題が発生した場合はすぐに
サービスの利用を中止することが可能だが、グループホームは
生活の本拠が当該グループホームへ移行するものであり、問題
が発生した場合に新たな生活の本拠を探すことは困難であり、
同一に考えることはできない。

1007020

090450

介護保険法上
の基準該当短
期入所生活介
護事業所にお
ける身体障害
者等の受入の
容認

指定居宅支援事業者等
の人員、設備及び運営
に関する基準について
（平成１４年１２月２６日
障発第１２２６００２号）第
５章第１節（３）

身体障害者短期入所、知的障害者
短期入所及び児童短期入所は、身
体障害者療護施設、知的障害者更
生施設、肢体不自由児施設等に短
期間の入所をさせ、必要なサービス
を行うものであるが、事業者が満た
すべき指定基準を定め、基準を満た
した場合は、指定短期入所事業者の
指定を行っている。

Ｃ Ⅳ

  支援費制度においては、支給決定を受けた障害者・児であれば、全国ど
こであってもサービスを選ぶことができるよう、一定の基準を満たした事業
所を、都道府県知事等が指定し、サービス水準を保障することとなってい
る。
  介護保険制度においては、地域の実状に応じて、多様な事業者の参入を
可能として利用者の選択肢を増やすという観点から、事業者指定に係る基
準の一部を満たしていない事業者のうち一定の水準を満たすサービスの提
供を行うものについて、基準該当居宅支援として市町村の個別の判断によ
り保険給付の対象としている。
  基準該当短期入所生活事業所については、深夜帯において特に介護
サービスの提供（排せつの介助、水分補給、体位変換等）を必要としない対
象者が利用することを前提とし、宿直業務による対応を可としている等緩や
かな基準が設定されているため、様々な種別及び程度の障害者の利用が
想定される支援費制度における指定短期入所事業者として、一般的に事業
者指定を可能とすることは不適当である。
  なお、設備要件等を緩和した単独型の短期入所事業については、９１８及
び９２４で特例措置として行うことが可能であり、事業所が少ないのであれ
ば、こちらを検討されてはどうか。

深夜帯における介護サービスの提供体制
が確保されている20床未満の基準該当短
期入所生活事業所については、支援費制
度における短期入所事業所として指定でき
ないか、検討し回答されたい。併せて、右の
提案主体からの意見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

１　今回の提案「介護保険上の基準該当短期入所生活介護事業所における
身体障害者等の受入の容認」については、小規模多機能で共生型の良さを
生かしながら、高齢者以外に障害者、児童を同時に同じ屋根の下で処遇す
る「富山型」の事業所での事業実施を計画している。「富山型」の事業所は
介護保険法のスタートに伴い、介護保険上の通所介護事業所の指定を受け
ているが、法施行前より高齢者以外に障害者（児）の受け入れを同時に実施
しているところであり、障害者（児）の処遇については十分な実績をもってい
る。
２　「基準該当短期入所生活事業所については、深夜帯において特に介護
サービスの提供（排せつの介助、水分補給、体位変換等）を必要としない対
象者が利用することを前提とし、宿直業務による対応を可としている等緩や
かな基準が設定されている。」ということであるが、この「緩やかな基準」につ
いては、現行の介護保険に関する法令・通知上からは読み取れないと考え
ますが、当該基準の根拠規程等をご教授願いたい。
３　本市においては、基準該当短期入所生活介護事業所に係る基準につい
ては、
①厚生省令第３７号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に
関する基準」の中で、「基準該当居宅サービスに関する基準」が規定されて
おり、
②利用者への介護については上記の基準の第１４０条の３２で指定事業所
の基準を準用し、夜間勤務としての介護が行われること
と規定されていることから、この規程に基づき基準該当の登録を行ってい
る。

B Ⅳ

  事業者が保護者と緊密な連携を取り、利用者へのきめ細かな
配慮が行われる等利用者に対する適切なサービスの提供が行
われる場合には、介護保険法上の基準該当短期入所生活事業
所について、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は児童
福祉法上の指定短期入所事業所としての指定を可能とすること
とし、必要な措置を平成１６年３月中に講ずる。

1057010
富山市、富山
県

富山型福祉サービス特
区

　支援費制度における短期入
所事業所の指定基準を緩和
し、介護保険法上の基準該当
短期入所生活介護事業所も対
象に加える。（指定通所介護
事業所に併設された２床以上
から２０床未満の基準該当短
期入所生活介護事業所におい
て身体障害者、知的障害者、
障害児の受け入れを可能にす
る。）

090450.1

４　先に特区として認定を受けたデイサービス事業では、介護保険に定めら
れた人員配置の中で障害者（児）の利用を可能としている。宿泊を伴うショー
トステイについては、夜間における処遇が問題となるが、現在、本市では、
夜間勤務としての介護が行われることを要件に基準該当の登録をしており、
特例措置に際しては、このことを要件とすれば深夜帯においても必要な介護
サービスが提供できる人員配置となることから処遇については問題ないと考
えている。また、深夜帯において２０人未満の少人数の利用者を対象にすれ
ば、２０人以上よりもより手厚い処遇をすることが可能であると考える。
５　９１８及び９２４の特例措置については、単独型の施設に適用されるもの
であり、小規模多機能の「富山型」の事業所にはあてはまらない。高齢者に
加えて障害者（児）の利用を可能にすることで効率的な運営が可能となり、
この特区が認められれば参入する事業者も見込めることから、地域経済の
活性化につながる。また、身近な施設でのショートステイが可能になることは
障害者（児）の利便性の向上につながる。

1057010

090450

介護保険法上
の基準該当短
期入所生活介
護事業所にお
ける身体障害
者等の受入の
容認

指定居宅支援事業者等
の人員、設備及び運営
に関する基準について
（平成１４年１２月２６日
障発第１２２６００２号）第
５章第１節（３）

介護保険法上の指定短期入所生活
介護事業者が、身体障害者福祉法
上の指定短期入所事業者、知的障
害者福祉法上の指定短期入所事業
者及び児童福祉法上の指定短期入
所事業者として指定を受けるための
要件を定めている。

Ｃ Ⅳ

  支援費制度においては、支給決定を受けた障害者・児であれば、全国ど
こであってもサービスを選ぶことができるよう、一定の基準を満たした事業
所を、都道府県知事等が指定し、サービス水準を保障することとなってい
る。
  介護保険制度においては、地域の実状に応じて、多様な事業者の参入を
可能として利用者の選択肢を増やすという観点から、事業者指定に係る基
準の一部を満たしていない事業者のうち一定の水準を満たすサービスの提
供を行うものについて、基準該当居宅支援として市町村の個別の判断によ
り保険給付の対象としている。
  基準該当短期入所生活事業所については、深夜帯において特に介護
サービスの提供（排せつの介助、水分補給、体位変換等）を必要としない対
象者が利用することを前提とし、宿直業務による対応を可としている等緩や
かな基準が設定されているため、様々な種別及び程度の障害者の利用が
想定される支援費制度における指定短期入所事業者として、一般的に事業
者指定を可能とすることは不適当である。
  なお、設備要件等を緩和した単独型の短期入所事業については、９１８及
び９２４で特例措置として行うことが可能であり、事業所が少ないのであれ
ば、こちらを検討されてはどうか。

深夜帯における介護サービスの提供体制
が確保されている20床未満の基準該当短
期入所生活事業所については、支援費制
度における短期入所事業所として指定でき
ないか、検討し回答されたい。併せて、右の
提案主体からの意見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

　「（介護保険法上の）基準該当短期入所生活介護事業所につ
いては、深夜帯において特に介護サービスの提供（排泄の介
助、水分補給、体位変換等）を必要としない対象者が利用するこ
とを前提とし、宿直業務による対応を可としている等緩やかな基
準が設定されている」との回答であるが、基準該当短期入所生
活介護事業所の認定に当たっては、このように対象者を限定し
ておらず、また、根拠となる明確な規定も無いと思われる。　した
がって、夜間においても必要な体制が確保される基準該当短期
入所生活介護事業所においては、指定短期入所生活介護事業
所と同様に障害者の受入に支障無いものと考える。

B Ⅳ

  事業者が保護者と緊密な連携を取り、利用者へのきめ細かな
配慮が行われる等利用者に対する適切なサービスの提供が行
われる場合には、介護保険法上の基準該当短期入所生活事業
所について、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法又は児童
福祉法上の指定短期入所事業所としての指定を可能とすること
とし、必要な措置を平成１６年３月中に講ずる。

2009010 千葉県 健康福祉千葉特区
介護保険法上の基準該当短
期入所生活介護事業所におけ
る障害児等の受入の容認
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090460

知的障害者通
所更生施設に
おける精神障
害者の受入の
容認

知的障害者福祉法（昭
和３５年法律第３７号）第
２１条の６知的障害者援
護施設の設備及び運営
に関する基準（平成１５
年厚生労働省令第２２
号）第４条、第５条

知的障害者更生施設は、１８歳以上
の知的障害者を入所させて、これを
保護するとともに、その更生に必要
な指導及び訓練を行うことを目的とし
ている。

D-1

  知的障害者援護施設の設備及び運営に関する基準（平成１５年厚生労働
省令第２２号）第４条及び第５条において、入所者等の支援に支障がない
場合は、設備及び職員の専用・専従要件の例外的な取扱をしているとこ
ろ。
  このため、御提案の内容は、現行制度においても実現可能である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

・今回の提案は、既に特区として認定されている「知的障害者更
生施設における身体障害者の受入事業」と同様、精神障害者の
受入れについても特区制度の中で認定していただきたいと考え
たものである。
・今回の提案に対する回答は、現行制度の運用によって実現可
能とのことであったが、特区制度による身体障害者の受入れと
の間に取り扱いの差異がある理由が示されていない。
・また、事業を行う上での具体的な要件等についても、特区制度
による事業と比べ制約が多くなるのではないかと懸念している。
・ついては、以下の２点について御教示いただきたいもの。
①身体障害者の受入事業を特区制度によって行うこととの整合
性
②現行制度で当該提案の事業を行った場合、特区（特例措置）
で認められている身体障害者受入事業（平成15年８月29日付け
障障発第0829003）と、設備、人員、費用負担等の面でその取り
扱いに違いがあるのか

D-1

  前回回答でも申し上げたとおり、ご提案の内容については現行
制度においても実現可能であり、国として規制緩和の対象となる
べき規制は存在しないものと認識している。したがって、知的障
害者通所更生施設への精神障害者の受け入れについては、各
施設運営主体の判断に基づき、他の施設利用者に対するサー
ビスの提供に影響を及ぼさない範囲で、設備、人員等の面を含
めて自由に実施されるべきものと考える。
　なお、今回の提案が、現行の事業に加えて知的障害者通所更
生施設における精神障害者の受入れを補助金の対象としてほし
いとの要望であれば、実現された場合には、従来型の補助金が
拡大され、新たな財政支出を伴うものである。

1055010 宮城県
知的障害者通所更生
施設における精神障害
者の受け入れ特区

知的障害者通所更生施設に
おける精神障害者の受け入れ

090470

精神障害者地
域生活支援セ
ンターにおける
身体障害者及
び知的障害者
への相談支援
の容認

D-1

  精神障害者社会復帰施設の設備及び運営に関する基準（平成１２年厚生
省令第８７号）第４条及び第５条において、利用者の処遇に支障がない場
合は、設備及び職員の専用・専従要件の例外的な取扱をしているところ。こ
のため、御提案の内容は、現行制度においても実現可能である。
  なお、障害者の地域における生活を支援し、その自立と社会参加を図る
ための相談は、市町村におけるサービス提供資源の実態や地域の障害者
のニーズ等に即し、かつ、地域の創意工夫を生かして弾力的に取り組むこ
とが可能である。

1004010 塩山市
塩山市福祉あんしん相
談特区

精神障害者地域生活支援セン
ターにおいて障害の区別なく
対応できるようにする。

090480

人員及び設備
要件を緩和し
た単独型身体
障害者短期入
所事業の容認

身体障害者福祉法（昭
和２４年法律第２８３号）
第４条第３項身体障害者
福祉法施行規則（昭和２
５年厚生省令第１５号）
第１条の４民間事業者に
よる日帰り介護（デイ
サービス）事業指針及び
短期入所生活介護
（ショートステイ）事業指
針について（平成９年１２
月１７日  障障第１８３
号・老振第１３９号）

身体障害者短期入所は、身体障害
者療護施設等に短期間の入所をさ
せ、必要な保護を行うこととされてい
る。

Ｂ Ⅳ

身体障害者短期入所事業について、施設長、医師、生活支援員又は介護
員及び調理員を配置し、居室、食堂、浴室、洗面所、便所、調理室及び洗
濯室又は洗濯場を設ける場合には、実施を可能とすることとし、必要な措置
を平成１６年３月中に講ずる。

1070020 名古屋市
障害者地域生活支援
特区

　人員及び設備要件を緩和し
た単独型身体障害者短期入
所事業

090490

支援費制度の
対象施設への
小規模通所授
産施設の追加

身体障害者福祉法（昭
和２４年法律第２８３号）
第５条第５項、第１７条の
１０、第１７条の２４第２
項第１号
身体障害者福祉法施行
令（昭和２５年政令第７８
号）第１条
知的障害者福祉法(昭和
３５年法律第３７号)第５
条第４項、第１５条の１
１、第１５条の２４第２項
第１号
知的障害者福祉法施行
令(昭和３５年政令第１０
３号)第１条

小規模通所授産施設は、支援費制
度の対象外とされている。

Ｃ Ⅰ

  小規模通所授産施設は、親の会などによる自主的かつ地域に根ざした取組として、創
意工夫を凝らした活動を展開してきた法定外の小規模作業所から、法定施設への移行を
促進するため、一般の通所授産施設の定員を緩和することにより創設された施設であ
る。
  小規模通所授産施設は、これまで、行政が施設の利用に介在せず、利用者と施設との
直接の利用契約によって自由に利用者が選択できるかたちがとられてきたところである。
既に自由な選択が可能な小規模通所授産施設を支援費の対象にすると、新たに支給決
定というかたちで行政が施設と利用者の間に介在することになり、かえってサービス利用
の利便性を損なうことになるおそれがあるため、職員配置基準及び設備基準に対応した
額の補助（1か所当たり運営費１１，０００千円、施設整備２４，０００千円を上限、設備整
備８，０００千円を上限）を行っているところである。このような制度の趣旨から、支援費制
度の対象とすることは認められない。
  また、提案に「運営の安定を図る」とあるが、支援費支給を可能とすることによって、現在
の補助の拡大を提案しているのであれば、単なる財政措置を求める要望である。
  なお、支援費制度の対象として拡大することを認めない以上、ＮＰＯ法人等の経営する
小規模通所授産施設についての指定も認められない。

地域再生推進の観点から、施策の利便性
の向上のうち補助金等の対象等に係る要
件の改善が重要であることを踏まえ、提案
を実現できないか、検討し回答されたい。併
せて、右の提案主体からの意見も踏まえ、
再度検討し回答されたい。

　障害者授産施設は、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉
法それぞれにおいて「必要な訓練を行い、職業を与え自活させ
る施設」と規定され、設置目的に定員規模による差異はない。利
用者にとっての利用目的も定員により差異があるわけでなく同
様である。提案の趣旨は、法に定められた授産施設の中で、定
員規模によって支援費制度対象施設と対象外施設としている規
制（政令により規定）の緩和を求めるものである。なお、支援費
制度においても利用者の自由な選択、直接の利用契約が行わ
れるものであり、利用者の利便性に支障を生ずることはない。

Ｃ Ⅰ

  支援費制度は、個々の障害者の状況に応じて支援費の支給の要否を決定
し、支給決定を受けた方が施設との契約によりサービスを利用する制度であ
り、一定のサービス水準を確保する観点から、施設の人員配置、設備、運営
等について基準を設けている。また、同様の観点から利用定員についても一
定の基準を設けている。
  一方、小規模通所授産施設は、親の会などによる自主的かつ地域に根ざ
した取組として、創意工夫を凝らした活動を展開してきた法定外の小規模作
業所から、法定施設への移行を促進するため、一般の通所授産施設の定員
を緩和して創設された制度である。
  小規模通所授産施設は、これまで、行政が施設の利用に介在せず、利用
者と施設との直接の利用契約によって自由に利用者が選択できるかたちが
とられてきたところである。既に自由な選択が可能な小規模通所授産施設を
支援費の対象にすると、新たに支給決定というかたちで行政が施設と利用
者の間に介在することになり、かえってサービス利用の利便性を損なうこと
になるおそれがあるため、職員配置基準及び設備基準に対応した額の補助
（1か所当たり運営費１１，０００千円、施設整備２４，０００千円を上限、設備
整備８，０００千円を上限）を行っているところである。このような制度の趣旨
から、支援費制度の対象とすることは認められない。
  また、提案に「運営の安定を図る」とあるが、支援費支給を可能とすること
によって、現在の補助の拡大を提案しているのであれば、単なる財政措置を
求める要望である。
  なお、支援費制度の対象として拡大することを認めない以上、ＮＰＯ法人等
の経営する小規模通所授産施設についての指定も認められない。

1070011 名古屋市
障害者地域生活支援
特区

支援費制度の指定授産施設
サービスの対象施設の拡大及
びそれに伴う指定小規模通所
授産施設の事業主体の拡大

090490

支援費制度の
対象施設への
小規模通所授
産施設の追加

身体障害者福祉法（昭
和２４年法律第２８３号）
第５条第５項、第１７条の
１０、第１７条の２４第２
項第１号
身体障害者福祉法施行
令（昭和２５年政令第７８
号）第１条
知的障害者福祉法(昭和
３５年法律第３７号)第５
条第４項、第１５条の１
１、第１５条の２４第２項
第１号
知的障害者福祉法施行
令(昭和３５年政令第１０
３号)第１条

小規模通所授産施設は、支援費制
度の対象外とされている。

Ｃ Ⅰ

  小規模通所授産施設は、親の会などによる自主的かつ地域に根ざした取組として、創
意工夫を凝らした活動を展開してきた法定外の小規模作業所から、法定施設への移行を
促進するため、一般の通所授産施設の定員を緩和することにより創設された施設であ
る。
  小規模通所授産施設は、これまで、行政が施設の利用に介在せず、利用者と施設との
直接の利用契約によって自由に利用者が選択できるかたちがとられてきたところである。
既に自由な選択が可能な小規模通所授産施設を支援費の対象にすると、新たに支給決
定というかたちで行政が施設と利用者の間に介在することになり、かえってサービス利用
の利便性を損なうことになるおそれがあるため、職員配置基準及び設備基準に対応した
額の補助（1か所当たり運営費１１，０００千円、施設整備２４，０００千円を上限、設備整
備８，０００千円を上限）を行っているところである。このような制度の趣旨から、支援費制
度の対象とすることは認められない。
  また、提案に「運営の安定を図る」とあるが、支援費支給を可能とすることによって、現在
の補助の拡大を提案しているのであれば、単なる財政措置を求める要望である。

地域再生推進の観点から、施策の利便性
の向上のうち補助金等の対象等に係る要
件の改善が重要であることを踏まえ、提案
を実現できないか、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅰ

  支援費制度は、個々の障害者の状況に応じて支援費の支給の要否を決定
し、支給決定を受けた方が施設との契約によりサービスを利用する制度であ
り、一定のサービス水準を確保する観点から、施設の人員配置、設備、運営
等について基準を設けている。また、同様の観点から利用定員についても一
定の基準を設けている。
  一方、小規模通所授産施設は、親の会などによる自主的かつ地域に根ざ
した取組として、創意工夫を凝らした活動を展開してきた法定外の小規模作
業所から、法定施設への移行を促進するため、一般の通所授産施設の定員
を緩和して創設された制度である。
  小規模通所授産施設は、これまで、行政が施設の利用に介在せず、利用
者と施設との直接の利用契約によって自由に利用者が選択できるかたちが
とられてきたところである。既に自由な選択が可能な小規模通所授産施設を
支援費の対象にすると、新たに支給決定というかたちで行政が施設と利用
者の間に介在することになり、かえってサービス利用の利便性を損なうこと
になるおそれがあるため、職員配置基準及び設備基準に対応した額の補助
（1か所当たり運営費１１，０００千円、施設整備２４，０００千円を上限、設備
整備８，０００千円を上限）を行っているところである。このような制度の趣旨
から、支援費制度の対象とすることは認められない。
  また、提案に「運営の安定を図る」とあるが、支援費支給を可能とすること
によって、現在の補助の拡大を提案しているのであれば、単なる財政措置を
求める要望である。
  なお、支援費制度の対象として拡大することを認めない以上、ＮＰＯ法人等
の経営する小規模通所授産施設についての指定も認められない。

5121003 埼玉県戸田市
知的障害者小規模通所授産
施設の支援費対象施設化

090500

ＮＰO法人等に
よる小規模通
所授産施設の
運営の容認

社会福祉法（昭和２６年
法律第４５号）第６０条、
第６２条

国、都道府県、市町村及び社会福祉
法人以外の者は、社会福祉施設を
設置して、第一種社会福祉事業を経
営しようとするときは、その事業の開
始前に、その施設を設置しようとする
地の所轄庁の許可を受けなければ
ならないとされている。

Ｅ

社会福祉法第６２条において、国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以
外の者は、社会福祉施設を設置して、第一種社会福祉事業を経営しようと
するときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の所轄庁
の許可を受けなければならないと規定している。したがって、NPO法人で
あっても所轄庁の許可を受ければ、小規模通所授産施設の設置は可能で
ある。

1166010 会津若松市
（仮称）小規模通所授
産施設特区

ＮＰO法人による小規模授産
施設の運営

090510

デイサービス事
業所における
障害児及び知
的障害者の日
帰り短期入所
の実施

児童福祉法（昭和２２年
法律第１６４号）第６条の
２第４項児童福祉法施行
規則（昭和２３年厚生省
令第１１号）第１条の４知
的障害者福祉法（昭和３
５年法律第３７号）第４条
第４項知的障害者福祉
法施行規則（昭和３５年
厚生省令第１６号）

  知的障害者デイサービス及び児童
デイサービスは、知的障害者デイ
サービスセンター、肢体不自由児施
設等において、創作的活動、社会生
活への適応のために必要な訓練、
日常生活における基本的な動作の
指導を行うこととされている。
  また、知的障害者短期入所及び児
童短期入所は、知的障害者更生施
設、肢体不自由児施設等に短期間
の入所をさせ、必要な保護を行うこと
とされている。

Ｅ

  デイサービス事業こそ、日帰り介護そのものであり、提案にあるように、地
域に短期入所事業所がなく、デイサービス事業所があるのであれば、当該
デイサービス事業所を利用されたい。
  なお、現行の障害児通園（デイサービス）事業は、通園による指導になじ
む障害のある幼児を対象としている事業であるが、今回の提案が、現行の
事業に加えて新たに中学生についても補助金の対象としてほしいとの要望
であれば、実現された場合には、従来型の補助金が拡大され、新たな財政
支出を伴うものである。

1165010 会津若松市 （仮称）居宅支援特区
デイサービス事業所における
日帰り短期入所の受け入れ
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090520

精神保健福祉
士通信教育課
程の面接授業
の一部のビデ
オ等を利用した
授業による代
替可能化

精神保健福祉士短期養
成施設等及び精神保健
福祉士一般養成施設等
指定規則（平成１０年厚
生省令第１２号）第５条
第２号ニ、第６条第２号
ロ、別表第３

精神保健福祉士通信課程（短期及
び一般養成）カリキュラムにおいて、
演習及び実習科目を除く面接授業科
目時間数短期養成３３時間、一般養
成７２時間が必要となっている。

Ｃ Ⅲ

精神保健福祉士の養成課程においては、昼間及び夜間における通学によ
るものと通信と面接授業を合わせたものがあるが、昼間及び夜間課程の授
業は、教室における教員と学生の対面授業によって行われることとなってい
るのに対し、通信課程の授業は、自宅等での印刷教材による授業（自習形
式）と教室での面接授業によって行われることとなっている。
このため、通信課程においては、昼間及び夜間課程に比べて、教師と学生
が対面して学ぶ機会が相対的に少なく、教員と学生の交互作用による教育
効果が低下してしまうことが懸念され、精神保健福祉士として必要な知識の
習得を確実なものとするためには、現行の面接授業の時間数は、確保され
るべきものであると考える。

提案は、精神保健福祉士通信教育課程の
面接授業の一部のビデオ等を利用した授業
による代替につき、通信制高等学校におい
て認められている措置と同水準のものを要
望するものであるが、精神保健福祉士に関
して特に、「教員と学生の交互作用による教
育効果が低下してしまう」理由を明確化され
たい。仮に明確化できないのであれば、提
案を実現できないか、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

　厚生労働省の回答では、面接授業時間数を減少させることは、教員と学生の交互
作用による教育効果が低下してしまうことが懸念される。とされていましたが、以下4
点の考察事項を踏まえて再度検討をお願い致します。　①・ア　専修学校設置基準
第12条において、１　専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業
を、「多様なメディア」を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修
することができる。２　前項の授業方法による授業科目の履修は、専修学校の課程
の修了に必要な総授業時間数のうち2分の1を超えないものとする。とあり、その条
文１の「多様なメディア」とは、専修学校が履修させることができる授業（平成11年10
月25日文部省告示第185号）により、一、通信衛星、光ファイバー等を用いることに
より、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報
を一体的に扱うもので、同時かつ双方向に行われるもの。とされている。　このよう
に、法律においても2分の１までは「多様なメディア」の利用が認められている措置を
何故、精神保健福祉士の養成については同様の措置が不可能であるか疑問を生じ
ます。　①・イ　教育レベルの低下が懸念されるにもかかわらず、上記の法律が存在
することについて、精神保健福祉士養成教育固有の教育レベルの低下を具体的に
教えていただきたいと思います。　②・ア　教育効果の低下は、学生に対する教育支
援体制を築けるかどうかにあると考えられます。日頃の自宅学習で起こる教員への
学習質問事項に関して迅速な応答体制の整備が通信教育において重要であると考
えます。数少ない面接授業への参加も大切でありますが、参加できない場合の代替
措置として、メディアを使いその都度教職員とｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝを取れて疑問点を解消す
る方法を取ることも学習に有益になると考えられます。　②・イ　面接授業時数を減
らしても、その減らした時数分をレポート・メディア等に置き換えるので、精神保健福
祉士養成教育の低下を招くとは考えにくいと思います。　以上の点から法律的にも、
また、教育レベルを下げることなく通信教育をより充実させることも可能であると考え
ていますので、提案している規制緩和措置を再考していただけるようお願い致しま
す。

Ｃ Ⅲ

　精神保健福祉士の業務は、専門的知識及び技術をもって、精
神病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又
は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を
利用している者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、
日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと
であり、障害者等の福祉需要を把握する際には、直接対面（面
接）して行うことがほとんどである。したがって、精神保健福祉士
養成教育において、教員等を含む他者との直接的なコミュニ
ケーションを通しての授業の展開は、極めて重要であるため、通
信制の高等学校と同様の措置をとった場合、教員との対面授業
を減らすことによる教育効果の低下は甚大である。
　また、対面授業では、教員と生徒だけでなく、生徒間のコミュニ
ケーションも行うことにより、メディアを通した授業よりも高い教育
効果が得られると考えられる。
　なお、専修学校設置基準第１２条の規定は、総授業が教室等
の対面による授業で、その２分の１以内をメディアを利用した授
業に代替できるというものであり、総課程の大半が通信課程で
対面授業数が少ない精神保健福祉士通信課程において、これと
同様の措置をとることは適当ではない。

面接授業のうち座学を基本とする科
目については、その一部をビデオ等
を利用した授業により代替することが
できないか、通信制高等学校におい
て認められている同様の措置との比
較を踏まえ、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

  提案者は、通信制高等学校において認められている措置と同
水準のものを要望しているが、そもそも、精神保健福祉士養成
施設の入所者については、主に高卒、大卒者を対象にしており、
また、授業科目についても法学、心理学等大学において学ぶべ
き科目を指定しているため、通信制高校と比較するべきではな
く、通信制大学（福祉系）と比較して検討していくべきである。
　通信制大学の印刷教材を利用した授業と面接授業の割合は
およそ１０：１となっているが、精神保健福祉士養成施設通信課
程はおよそ２７：１となっており、後者における面接授業の割合が
著しく小さいものとなっている。これは、精神保健福祉士養成施
設においては、基本的に指定科目１科目につき面接授業が一日
で完了できるよう遠距離利用者を最大限考慮しつつ、最低限の
面接授業時間数として確保したことによる。このため、これ以上
面接授業を他の方法で代替することは困難である。

3037030
学校法人新潟
福祉医療学園

専修学校における通信
教育規制の緩和

精神保健福祉士通信教育課
程の面接授業の特例

090530

社会福祉士通
信教育課程の
面接授業の一
部のビデオ等
を利用した授
業による代替
可能化

社会福祉士介護福祉士
学校職業能力開発校等
養成施設指定規則第６
条第２号通信教育に係
る基準別表第３の面接
授業及び実習時間数

社会福祉士通信制課程カリキュラム
において、演習及び実習科目を除く
面接授業科目が13科目・時間数６６
時間必要となっている。

Ｃ Ⅲ

　社会福祉士の養成課程においては、昼間及び夜間における通学によるも
のと通信と面接授業を合わせたものがあるが、昼間及び夜間課程の授業
は、教室における教員と学生の対面授業によって行われることとなっている
のに対し、通信課程の授業は、自宅等での印刷教材による授業（自習形
式）と教室での面接授業によって行われることとなっている。
　このため、通信課程においては、昼間及び夜間課程に比べて、教師と学
生が対面して学ぶ機会が相対的に少なく、教員と学生の交互作用による教
育効果が低下してしまうことが懸念され、社会福祉士として必要な知識の習
得を確実なものとするためには、現行の面接授業の時間数は、確保される
べきものであると考える。

提案は、社会福祉士通信教育課程の面接
授業の一部のビデオ等を利用した授業によ
る代替につき、通信制高等学校において認
められている措置と同水準のものを要望す
るものであるが、社会福祉士に関して特に、
「教員と学生の交互作用による教育効果が
低下してしまう」理由を明確化されたい。仮
に明確化できないのであれば、提案を実現
できないか、検討し回答されたい。併せて、
右の提案主体からの意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　厚生労働省の回答では、面接授業時間数を減少させることは、教員と学生の交互
作用による教育効果が低下してしまうことが懸念される。とされていましたが、以下4
点の考察事項を踏まえて再度検討をお願い致します。　①・ア　専修学校設置基準
第12条において、１　専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業
を、「多様なメディア」を高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修
することができる。２　前項の授業方法による授業科目の履修は、専修学校の課程
の修了に必要な総授業時間数のうち2分の1を超えないものとする。とあり、その条
文１の「多様なメディア」とは、専修学校が履修させることができる授業（平成11年10
月25日文部省告示第185号）により、一、通信衛星、光ファイバー等を用いることに
より、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報
を一体的に扱うもので、同時かつ双方向に行われるもの。とされている。　このよう
に、法律においても2分の１までは「多様なメディア」の利用が認められている措置を
何故、社会福祉士の養成については同様の措置が不可能であるか疑問を生じま
す。　①・イ　上記の法律が存在した上で、教育レベルの低下が懸念されるとしてい
ますが、社会福祉士養成教育固有の教育レベルの低下を具体的に教えていただき
たいと思います。　②・ア　教育効果の低下は、学生に対する教育支援体制を築け
るかどうかにあると考えられます。日頃の自宅学習で起こる教員への学習質問事項
に関して迅速な応答体制の整備が通信教育において重要であると考えます。数少
ない面接授業への参加も大切でありますが、参加できない場合の代替措置として、
メディアを使いその都度教職員とｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝが取れて疑問点を解消する方法を取
ることも学習に有益になると考えられます。　②・イ　面接授業時数を減らしても、そ
の減らした時数分をレポート・メディア等に置き換えるので、社会福祉士養成教育の
低下を招くとは考えにくいと思います。　以上の点から法律的にも、また、教育レベ
ルを下げることなく通信教育をより充実させることも可能であると考えていますので、
提案している規制緩和措置を再考していただけるようお願い致します。

C Ⅲ

　社会福祉士の業務は、専門的知識及び技術をもって、身体上
若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常
生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助
言、指導その他の援助を行うことであり、障害者等の福祉需要を
把握する際には、直接対面（面接）して行うことがほとんどであ
る。したがって、社会福祉士養成教育において、教員等を含む他
者との直接的なコミュニケーションを通しての授業の展開は、極
めて重要であるため、通信制の高等学校と同様の措置をとった
場合、教員との対面授業を減らすことによる教育効果の低下は
甚大である。
　また、対面授業では、教員と生徒だけでなく、生徒間のコミュニ
ケーションも行うことにより、メディアを通した授業よりも高い教育
効果が得られると考えられる。
　なお、専修学校設置基準第１２条の規定は、総授業が教室等
の対面による授業で、その２分の１以内をメディアを利用した授
業に代替できるというものであり、総課程の大半が通信課程で
対面授業数が少ない社会福祉士通信課程において、これと同様
の措置をとることは適当ではない。

面接授業のうち座学を基本とする科
目については、その一部をビデオ等
を利用した授業により代替することが
できないか、通信制高等学校におい
て認められている同様の措置との比
較を踏まえ、検討し回答されたい。

Ｃ Ⅲ

  提案者は、通信制高等学校において認められている措置と同
水準のものを要望しているが、そもそも、社会福祉士養成施設
の入所者については、主に高卒、大卒者を対象にしており、ま
た、授業科目についても法学、心理学等大学において学ぶべき
科目を指定しているため、通信制高校と比較するべきではなく、
通信制大学（福祉系）と比較して検討していくべきである。
　通信制大学の印刷教材を利用した授業と面接授業の割合は
およそ１０：１となっているが、社会福祉士養成施設通信課程は
およそ２７：１となっており、後者における面接授業の割合が著し
く小さいものとなっている。これは、社会福祉士養成施設におい
ては、基本的に指定科目１科目につき面接授業が一日で完了で
きるよう遠距離利用者を最大限考慮しつつ、最低限の面接授業
時間数として確保したことによる。このため、これ以上面接授業
を他の方法で代替することは困難である。

3037020
学校法人新潟
福祉医療学園

専修学校における通信
教育規制の緩和

社会福祉士通信教育課程の
面接授業の特例

090540

専修学校専門
課程における
通信教育での
介護福祉士国
家試験受験資
格の取得可能
化

学校教育法
社会福祉士及び介護福
祉士法施行規則第21条
第３項（介護福祉士試験
の受験資格）法第40条
第2項第２号の厚生労働
省令で定めるもの、２
学校教育法による高等
学校又は中等教育学校
の専攻科（修業年限2年
以上のものに限る。）に
おいて別表第２に定める
科目及び単位数を修め
て卒業した者

介護福祉士の受験資格として専修
学校の専門課程における通信制は
認められていない。

Ｃ Ⅰ、Ⅲ
学校教育法上専修学校には通信制の課程を置くことはできないため、専修
学校専門課程(2年以上)において、介護福祉士の受験資格となる通信制を
設置することはできない。

提案者が現在事業を実施している、社会福
祉士及び精神保健福祉士養成の通信制課
程と同様に、介護福祉士に関しても通信制
課程により介護福祉士国家試験受験資格
を取得可能とすることを考えられないか、高
等学校卒業と同程度の学力を担保する必
要があるのであれば、例えば高卒資格を要
件とすることなども含め、検討し回答された
い。併せて、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

　厚生労働省の回答では、学校教育法上専修学校において、通
信制課程を設置することは認められない。とされていましたが、
以下4点の考察事項を踏まえて再度検討をお願い致します。
①・ア　専修学校設置基準には、「附帯教育事業」（学校教育法
の一部を改正する法律等の施行について第5の５（７）認可に
当って留意すべき事項のイ）制度があり、この制度を利用するこ
とにより、専修学校においても通信教育は可能である。①・イ
提案理由にも明記していますが、本学園専修学校においても、
この「附帯教育事業」を行い、厚生労働省指定社会福祉士及び
精神福祉士養成を「通信教育事業」としてすでに厚生労働省か
ら指定校として認可をいただいており、同様にこの「附帯教育事
業」で介護福祉士養成に関しても国家試験受験資格のみ付与を
条件として通信教育を行うことは可能であると考えられます。社
会福祉士及び精神保健福祉士で認められていることが何故、介
護福祉士では認められないのか具体的にご教授お願い致しま
す。②・ア　高校学校の通信教育で介護福祉士国家試験受験資
格授与可能なことが、何故、専修学校で行うことが不可能である
のかご教授お願い致します。②・イ　教育内容については、卒業
と同時に資格付与できる要件と同等とし、介護福祉士養成教育
レベルの低下を招かないことを代替措置の基本と考えておりま
す。　以上の点から、本学園が要望している提案事項に対して
更なる明確なご回答をお願い致します。

C Ⅲ

前回の回答のとおり、学校教育法上専修学校には通信制の課
程を置くことはできないため、専修学校専門課程(2年以上)にお
いて、介護福祉士の受験資格となる通信制を設置することはで
きない。
　また、通信制を附帯教育事業として行うことについては、当該
事業は、専修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２号）が適用
されず、教育の質が担保されないため認めることはできない。

提案者が現在、専修学校の附帯教
育事業として実施している社会福祉
士及び精神保健福祉士養成の通信
制課程と同様に、介護福祉士に関し
ても通信制課程により介護福祉士国
家試験受験資格を取得可能になるよ
うに、厚生労働大臣による新たな指
定校制度を設けられないか、検討し
回答されたい。

Ｃ Ⅲ

　介護福祉士の国家試験については、現在、「介護福祉士試験
の在り方等介護福祉士の質の向上に関する検討会」（社会・援
護局長の下の検討会）を開催し、試験の実施体制や受験資格者
等の質の向上等といった課題を踏まえた試験制度の在り方等に
ついて検討を行っているところであり、介護福祉士の通信教育で
の国家試験受験資格取得についても、この中で検討を行ってい
く予定である。（平成１６年５月を目途に検討の取りまとめを行う
予定。）

3037010
学校法人新潟
福祉医療学園

専修学校における通信
教育規制の緩和

専修学校専門課程において通
信教育で介護福祉士国家試
験受験資格を取得可能とする
規制緩和

090550

精神保健福祉
士の資格取得
に係る要件の
緩和

精神保健福祉士法（平
成９年法律第１３１号）第
７条第２号、第３号、第５
号、第６号、第８号、第９
号、第１０号及び第１１項

精神保健福祉士となる資格の一つと
して、厚生労働大臣の指定した養成
施設において一定期間以上精神保
健福祉士として必要な知識及び技能
を修得した者を規定している。
養成施設については、「精神保健福
祉士短期養成施設等及び精神保健
福祉士一般養成施設等指定規則
（平成１０年厚生省令第１２号）」等に
教育内容、教員要件、必要な施設設
備、実習に関する事項等を定め、当
該基準に基づき指定を行っている。

Ｃ Ⅰ

精神保健福祉士となる資格の一つとして、厚生労働大臣の指定した養成施
設において一定期間精神保健福祉士として必要な知識及び技能を修得し
た者を規定している。
養成施設については、「精神保健福祉士短期養成施設等及び精神保健福
祉士一般養成施設等指定規則（平成１０年厚生省令第１２号）」等に教育内
容、教員要件、必要な施設設備、実習に関する事項等を定め、当該基準に
基づき指定を行っているところであり、文京アカデミーを精神保健福祉士養
成施設としてみなすためには、精神保健福祉士養成のための必要最低限
の教育環境を整備するという観点からも、上述の要件を備える必要があ
る。
また、養成施設の受講期間についても、精神保健福祉士としての一定の質
を確保するためには省令等に定める期間は必要であり、安易に短縮するこ
とは認められない。

1095080 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

090560
社会福祉士の
資格取得に係
る要件の緩和

社会福祉士及び介護福
祉士法第７条第４，５，
６，７，８，９号

社会福祉士の受験資格として必要な
相談援助の業務について、指定施
設を「社会福祉士及び介護福祉士法
施行規則（昭和６２年厚生省令第４９
号）」、業務の範囲について「指定施
設における業務の範囲等及び介護
福祉士試験の受験資格に認定に係
る介護等の業務の範囲等について
（昭和６３年２月１２日社庶第２９号厚
生省社会局長・厚生省児童家庭局
長通知）」において定めている。

Ｃ Ⅰ

　社会福祉士としての質を担保するため、社会福祉士の受験資格として、
相談援助の業務についての一定の実務経験を必要としている場合がある
が、相談援助の業務については、職歴としての福祉に関する相談援助の実
務経験を必要としているものであり、行政や大学（生涯学習センター等）に
おける受講内容の一つとして実施された実習先等の職員の指導を受けな
がら実務を経験する実習と、明確な職責を持つ職業及びその職務に基づい
て経験した実務経験は明確に区別されるべきものであると考える。
　したがって、文京アカデミーにおける受講内容や実習経験を省令や通知
に定める実務経験と同等であると考えることは困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

措置の概要にあるように、実習施設における職員の指導による
実習と、職業として明確な職責を持つ実務経験とは区別される
べきことは十分に理解できるものです。しかし、今回の提案は単
なる実習にとどまらず、相談援助業務の最前線である福祉施設
において、実務に近い形態（インターンシップ等）での実習と文京
アカデミーでの講習を組み合わせ、密度の高い知識の習得をめ
ざすものです。また、カリキュラム等についても事前に貴省との
綿密な協議を行い実施したいと考えており、再考をお願いするも
のです。

C Ⅲ

　前回の回答のとおり、相談援助の業務については、職歴として
の福祉に関する相談援助の実務経験を必要としているものであ
り、行政や大学（生涯学習センター等）における受講内容の一つ
として実施された実習先等の職員の指導を受けながら実務を経
験する実習と、明確な職責を持つ職業及びその職務に基づいて
経験した実務経験は明確に区別されるべきものであると考える。
　したがって、文京アカデミーにおける受講内容や実習経験を省
令や通知に定める実務経験と同等であると考えることは困難で
ある。

1095090 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

090570
介護福祉士の
資格取得に係
る要件の緩和

社会福祉士及び介護福
祉士法第３９条第１～３
号

介護福祉士となる資格の一つとし
て、厚生労働大臣の指定した養成施
設において２年以上介護福祉士とし
て必要な知識及び技能を修得した者
を規定している。
養成施設については、「社会福祉士
介護福祉士学校職業能力開発校等
養成施設指定規則（昭和６２年厚生
省令第５０号）」等に教育内容、教員
要件、必要な施設設備、実習に関す
る事項等を定め、それに基づき指定
を行っている

Ｃ Ⅰ

介護福祉士となる資格の一つとして、厚生労働大臣の指定した養成施設に
おいて２年以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得した者を規定
している。
養成施設については、「社会福祉士介護福祉士学校職業能力開発校等養
成施設指定規則（昭和６２年厚生省令第５０号）」等に教育内容、教員要
件、必要な施設設備、実習に関する事項等を定め、当該基準に基づき指定
を行っているところであり、文京アカデミーを介護福祉士養成施設としてみ
なすためには、介護福祉士養成のための必要最低限の教育環境を整備す
るという観点からも、上述の要件を備える必要がある。
また、養成施設の受講期間についても、介護福祉士としての一定の質を確
保するためには省令等に定める期間は必要であり、安易に短縮することは
認められない。

1095100 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区
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規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090580

完全オゾン処
理施設を有す
る社会福祉施
設における浴
槽水の換水頻
度の緩和

「社会福祉施設における
レジオネラ症防止対策」
（平成１１年１１月２６日
付社援施第４７号）「公衆
浴場における衛生等管
理要領等について」（平
成１２年１２月１５日付社
援施第１１８１号）「社会
福祉施設等におけるレ
ジオネラ症防止対策の
徹底について」（平成１５
年７月２５日付社援基発
第０７２５００１号）

「社会福祉施設におけるレジオネラ
症防止対策」（平成１１年１１月２６日
付社援施第４７号）及び「公衆浴場に
おける衛生等管理要領等について」
（平成１２年１２月１５日付生衛発第１
８１１号通知）のほか、本年７月２５日
の「社会福祉施設等におけるレジオ
ネラ症防止対策の徹底について」
（平成１５年７月２５日付社援基発第
０７２５００１号）において、衛生管理
等について現時点における望ましい
対応方針等を技術的助言として通知
している。

Ｄ－１

循環式浴槽等におけるレジオネラ属菌汚染の防止については、「社会福祉
施設におけるレジオネラ症防止対策」（平成１１年１１月２６日付社援施第４
７号）及び「公衆浴場における衛生等管理要領等について」（平成１２年１２
月１５日付生衛発第１８１１号通知）のほか、本年７月２５日の「社会福祉施
設等におけるレジオネラ症防止対策の徹底について」（平成１５年７月２５日
付社援基発第０７２５００１号）において、衛生管理等について現時点におけ
る望ましい対応方針等を技術的助言として通知しているものであり、所轄庁
の行う指導を拘束するものではなく、政府としては、今回の要望について
は、その弾力的な運用により対応可能であると考える。

3021010
社会福祉法人
上伊那福祉協
会

非塩素完オゾ推進特
区

非塩素完オゾ推進特区

090590

社会福祉法人
が施設整備費
補助金等の助
成金の一部を
事前準備金と
して受け取るこ
との容認

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律第３条

補助金は法令及び予算で定めるとこ
ろに従って公正かつ効率的に使用さ
れるよう努めなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第３条)

Ｃ Ⅰ

国庫補助負担金は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまか
なわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定める
ところに従って公正かつ効率的に使用されなければならず、事前研究調査
費等補助目的以外に使用することは認められない。

3020090

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

各助成金の規制要件緩和（事
前研究調査設計管理事務費
の手付金制度）

090590

社会福祉法人
が施設整備費
補助金等の助
成金の一部を
事前準備金と
して受け取るこ
との容認

補助金等に係る予算の
執行の適正化に関する
法律第３条

補助金は法令及び予算で定めるとこ
ろに従って公正かつ効率的に使用さ
れるよう努めなければならない。
(補助金等に係る予算の執行の適正
化に関する法律第３条)

Ｃ Ⅰ

国庫補助負担金は、国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまか
なわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定める
ところに従って公正かつ効率的に使用されなければならず、事前研究調査
費等補助目的以外に使用することは認められない。

3020100

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

社会福祉法人法第24条（経営
の原則）の規制要件を緩和す
る

090600

鍼灸、指圧、
マッサージ、ア
ロマセラピー等
の補完・代替
医療の特定療
養費制度の対
象への追加

健康保険法、保険医療
機関及び保険医療養担
当規則

　我が国の医療保険制度は、「国民誰も
が、一定の負担で、いつでもどこでも安心し
て、必要な医療を受けられること」が原則で
ある。このため、従来から、現行の医学水
準に照らして必要適切な医療を定期的に保
険導入し、保険診療として確保してきたとこ
ろであり、一連の診療について保険外診療
との併用を無制限に認めること（混合診療）
は安全性・有効性が確保されないおそれ、
不当な患者負担が増大するおそれがあるこ
とから、原則として禁止されているところで
ある。
　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化
に対応し、患者が追加費用を負担すること
により、保険外の新しい高度医療技術や追
加的な医療サービスを受けられるよう、特
定療養費制度として「高度先進医療」と「選
定療養」を制度化しているところである。

Ｃ、Ｄ－
１

Ⅰ

　医療保険を適用するには、当該技術が科学的に確立された治療法である
ことが前提となっているが、アロマセラピー等については、現時点では科学
的に有効性や安全性が確立された治療法とはいえない。
　また、鍼灸の施術については、その治療メカニズムが未だ明らかにはなっ
ていない部分もあり、療養の給付の対象とはされていないが、一方では鎮
痛等の施術効果が認められていることから、医師による適当な治療手段の
ない疾病について、対象疾患、医師の同意書等を一定の要件とし、療養費
として給付されている。
　これらの療法、施術を特定療養費制度の枠組みにおいて保険診療と併用
することは、安全性、有効性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増
大するおそれがあることから認められない。
　なお、指圧、マッサージは、疾病又は負傷の治療上有効なものについて
は、理学療法において評価されているところである。

現在医療保険が適用されていない鍼灸、指
圧、マッサージ、アロマセラピー等の補完・
代替医療のうち、一般的に自由診療が行わ
れているため、保険診療と併用しても、「安
全性、有効性が確保されないおそれ、不当
な患者負担が増大するおそれ」があるとは
考えられないものはないか、回答されたい。
仮にそのような補完・代替医療があるので
あれば、特定療養費制度のうちの選定療養
として位置付けられないか、検討し回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

アロマセラピーや鍼灸について、保険適用することを求めるもの
ではなく、特定療養費制度の選定療養の対象とすることを求め
ているので、まずご認識いただきたい。アロマセラピーは、近年
関連学会が設立され、基礎的研究が飛躍的に進んでおり､有効
性も証明されつつある。鍼灸については、厚生労働省のご見解
のように鎮痛等の施術効果等その有効性がすでに認識されて
いる状況である。それらの治療効果等その概要については、マ
スコミで広く報じられ､国民の多くが理解しているところであり、提
案時に添付した資料からもお分かりになるとおり、多くの国民が
利用し、ニーズもある状況である。また、これらは、利用者の自
由な選択により､現在でも自由診療として一般的に実施されてお
り、ご指摘のように安全性が確保されないおそれや不当な患者
負担の増大に繋がることはないと考えている。さらに、この規制
の特例が容認されれば、医師の管理のもと、それらのより効果
的で安全な利用が期待できると考える。以上のことからご指摘
のような不安はないと考えているので､再度ご検討いただき、も
し有効性、安全性が確保されないおそれ、不当な患者負担が増
大するおそれが生じるのであれば具体的にその内容を示された
い。

Ｃ、Ｄ－
１

Ⅰ

　　御指摘の「代替医療、統合医療」については、例えば指圧・
マッサージのうち、疾病又は負傷の治療上必要で有効性が確立
されているものについては理学療法として診療報酬上評価され
ており、また、はり・きゅうについては、医師による適当な治療手
段のない疾病であって、医学的な見地から医師がはり師、きゅう
師の施術を受けることを認め、これに同意したものについては療
養費として保険給付がなされるなど、これまでから有効性、安全
性が確認できたものについては保険給付の対象としてきたところ
であるが、それ以外のものについては、未だ科学的に有効性や
安全性が確立した医療とはいえないことから、保険診療や特定
療養費の対象とするなど、医療保険制度の枠組みにおいて評価
することは適当ではない。なお、特定療養費制度は、科学的な
根拠の蓄積されつつある高度先進的な医療技術や、療養環境
の向上など保険診療と不可分に付随する医療的サービスであっ
て、患者本人の選択に委ねることが適切なものについて、保険
診療との併用を認める制度であって、無制限に保険診療とそれ
以外の行為、サービスとの併用を認める趣旨の制度ではない。

同一病院等において窓口を分けずに
同一の医師の管理の下で、保険診
療と、費用の全額を患者から徴収す
ることによるアロマセラピー等の補
完・代替医療を併用することを、現行
の特定療養費制度によることなく認
められないか、検討し回答されたい。

１． 医療保険制度においては、保険診療として適切な医療を被保険者に提
供する観点から、特殊診療を禁止するとともに、一連の診療行為を保険診
療と保険外診療に分割することなく被保険者に提供することとしている。（い
わゆる混合診療の禁止）
２． したがって、
・アロマセラピーを保険診療と一体のものとして組み込んで提供すること
・アロマセラピーを保険診療と一体のものとはしないが、事実上セットと
　して提供し、患者から差額を徴収すること
は、この混合診療の禁止の原則により、認められない。
（患者の立場からは、保険診療として適切な医療を受けること、法定の自己
負担のみで診療を受けられること、という保険制度上の権利を侵害される恐
れがある。また、医療機関としては、療養担当規則違反＝社会保険を扱う公
法上の契約としての義務違反となる。）
３． 一方、保険診療から完全に独立の形で行われる診療行為であって（一
連の診療行為の非該当性）、それが患者に明らかであり、かつ患者が保険
診療とは独立した別個の医療サービスであることについて十分説明を受け
て患者が選択するものであることが確保されている場合、これは混合診療に
当たらないと解釈される。また、医療機関が、医療機関内において医療の提
供に支障がない範囲でアロマセラピーを行うことは、一般的には関係法令上
禁止はされていない。
４． 同一の患者に対して、同一の原疾患に対する保険外の診療行為と見ら
れる行為が、同一の病院の同一の窓口で、保険診療と並行して提供される
場合は、通常は一連の診療行為と考えられ、混合診療の禁止に該当すると
考えられるため、他の場合にまして、上記に照らして厳密な条件設定が求め
られ、その厳密な条件を満たした場合には、禁止に当たらない場合が概念
上ありうるものである。
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西融合保健・医療特区

鍼灸、指圧、マッサージ、アロ
マセラピー等補完・代替医療
の特定療養費制度の対象へ
の追加

090600.1

５． すなわち、
保険診療としての診察時ではない時に（例えば、保険の診察開始前の説
明、又は待合室での掲示、事前に配布された説明書等）、
別個の保険外の診療であることを説明し、患者の理解を得て（例えば、保険
外診療であって、国が有効性、安全性から認めた保険診療に含まれていな
いこと、治療上必須の診療行為でないこと、保険外診療であって、受けるか
受けないかは患者の選択であり、費用が自己負担であること、等について誤
解のないよう説明する必要がある。）、
明確に保険診療と分離して（例えば、保険証を受け付けてから一部負担金
を受領して診療を終了し診察室を退去するまでの間とは明確に切り離して）
行うことは、混合診療の禁止に該当しないと解する余地があると考えられ
る。
（以上は例示であり、実際には、保険診療の終了が明確な場合の窓口にお
ける扱いも含め、現実の事例に即して個別の判断を要するものと考えられ
る。）
６． このような形式をとれば、同一の医療機関の同一の医師が患者に対し
て保険診療と並行してアロマセラピーを実施することが可能となる可能性が
ある。ただし、患者を誤解させ、実質的に保険診療と組み合わせたり、逆に
アロマセラピーを目的として訪れた患者に敢えて保険診療を行い、どの患者
からも保険診療の診療報酬と自由診療としてのアロマセラピーの報酬を二
重に獲得しようとした場合には、当然のことながら違法行為として保険上の
措置（指定取り消し等）を講じる可能性があることを付け加えたい。

1060010

090600.2

７． また、同一の医師が保険診療と保険外診療を担当した場合、保険診療
に関しては一定の書式の診療録を記載し保存することが義務づけられてい
るが、保険外診療に関しても、一般法としての医師法によって診療録の記載
とその保存が義務づけられているため、診療録そのものは別個に記載する
ことが必要であるが、診療記録全体について担当医のもとで一括して管理
することは可能である。（要望の趣旨も、一つの診療録に書き込むことが本
来の要望ではなく、診療関係の記録について一覧性を持たせることが可能
かどうかが、要望の趣旨、核心であると認識している。）
８． なお、敢えて保険診療との混同が起きる恐れが非常に大きいセッティン
グでアロマセラピーの施行を認めるためには、以上のような厳格な条件が求
められるものと考えられるが、
①実際上は窓口を分けることは、同一フロアまたは近接フロアであれば患者
の負担になるとは考えられず、一連の診療行為に該 当しないことが容易に
明らかになること（むしろ患者の心理的負担軽減になりうること）、また、
②診療録等の診療記録については、チーム医療や在宅医療の進展、ＩＴ化
の進展により、患者の同意を得て共有化することは進んできており、同一医
療機関で行うかどうかについては現実には問題ではないこと、
から、提案自体にどの程度意味があるのか、実施に当たって地元保健所、
地元社会保険事務所と協議していただければすむ話ではないか、という認
識を当省としては持っていることを、念のため申し添えたい。

1060010

090600.3

９．鍼灸を保険診療と併用できるかについて
①医療保険においては、はり、きゅうについては、医師による適当な治療手
段のない疾病であって、医学的な見地から医師がはり師、きゅう師の施術を
受けることを認め、これに同意したものに限り、その段階で事後的な費用償
還として、療養費として保険給付がなされる扱いとなっている。また、保険医
療機関及び保険医療養担当規則第１７条においては、「保険医は患者の疾
病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだり
に、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」と規定さ
れている。即ち、保険診療上は、通常の診療を行うことを基本として、はり、
きゅう等についてはこれを補完的なものとすることを基本的な考え方としてい
るものであり、保険医療機関が、この基本的な考え方によることなく、自らの
判断においてあえて通常の診療に加えてはり、きゅうの施術を併用する場合
には、これを禁止まではしないものの、患者から負担をとってはならない取
扱いとしている。（一部負担金等以外の差額徴収の禁止）
②このように、保険診療においては、まず通常の療養の給付を行い、はり、
きゅうについてはこれを補完するものと位置づけており、保険医療機関にお
いて、患者の負担の下に保険診療とはり、きゅうを併用した場合、これらの
規定の趣旨を没却し、実質的に脱法的な行為となるおそれがあることから、
併用は認められないと考える。

1060010
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090600.4

１０．指圧、マッサージを保険診療と併用できるかについて
①あん摩マッサージ指圧については、保険診療において疾病又は負傷の治
療の一環として理学療法として行われた場合には、理学療法として診療報
酬を算定できることとなっている。また、あん摩マッサージ指圧師による施術
として医療機関外で行われる場合には、医療上必要があって行われたと認
められる場合には事後的に療養費として費用償還が受けられる扱いとなっ
ている。
②仮に保険医療機関として診療と並行して患者の保険外の負担においてあ
んまマッサージ指圧を行った場合、療養の給付としてあん摩マッサージ指圧
を評価し、価格及びその負担割合を定めた健康保険法の趣旨を没却し、脱
法的行為であるとなるおそれがあることから、併用は認められない。
１１．なお、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧については、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による別個の国家資格が
設けられており、これらの施術が行われる場所は、法により施術所等の届出
が必要であって、一般論として言えば、法は医療機関が専らはり、きゅう及
びあん摩マッサージ指圧の施術を行うことを予定していない。

1060010

090610
保険診療と自
由診療の診療
録併記の容認

健康保険法、保険医療
機関及び保険医療養担
当規則

　我が国の医療保険制度は、「国民誰も
が、一定の負担で、いつでもどこでも安心し
て、必要な医療を受けられること」が原則で
ある。このため、従来から、現行の医学水
準に照らして必要適切な医療を定期的に保
険導入し、保険診療として確保してきたとこ
ろであり、一連の診療について保険外診療
との併用を無制限に認めること（混合診療）
は安全性・有効性が確保されないおそれ、
不当な患者負担が増大するおそれがあるこ
とから、原則として禁止されているところで
ある。
　一方、医学の進歩や患者ニーズの多様化
に対応し、患者が追加費用を負担すること
により、保険外の新しい高度医療技術や追
加的な医療サービスを受けられるよう、特
定療養費制度として「高度先進医療」と「選
定療養」を制度化しているところである。

Ｃ Ⅰ

　御指摘の「保険診療と自由診療の診療録併記の容認」は、アロマセラピー
等の特定療養費制度における評価を前提としたものと見受けられるが、そ
もそも特定療養費制度においてそれらを評価することができないことから、
診療録にそれらを併記することも認められらない。

保険診療による西洋医療と、自由診療によ
る鍼灸、指圧、マッサージ、アロマセラピー
等の補完・代替医療が一連の診療とはみな
されない場合に、患者が診療の際に複数回
受付しなければならない負担を軽減し、また
患者の診療情報を一元的に管理する観点
から、同一の診療録に併記することを認め
られないか、検討し回答されたい。仮に認
められないのであれば、同一の診療録に併
記することによって生じる問題を明確化され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

アロマセラピー等の特定療養費制度における評価を前提とした
ものではないので、ご認識いただきたい。一連の診療とは見なさ
れない状況で、統合医療の効果的かつ効率的な実施のため、
保険診療と自由診療を同一の診療録に記載できないか、検討を
求めているものであるのでその観点から回答されたい。

Ｃ Ⅰ

　医療保険制度においては、保険診療について診療録を整備さ
せ、保険診療の内容や、診療報酬請求内容の妥当性の確認の
ための証拠書類としているものである。したがって、保険診療と
保険外診療とを区別せずに記載した診療録を認めた場合には、
事後の指導、監査において、診療内容や請求内容の妥当性の
確認に大きな支障をきたすこととなり、不正請求等の立証も困難
となるおそれがある。　こうした理由から、保険医療機関及び保
険医療養担当規則第８条において、「保険医療機関は、診療録
に療養の給付の担当に関し必要な事項を記載し、これを他の診
療録と区別して整備しなければならない」と規定しているもので
あり、御指摘のように、保険診療と保険外診療とを診療録に併
記することは認められない。

事後の指導、監査において診療内容
や請求内容の妥当性が確認できるよ
うに、保険診療と全額患者負担によ
るアロマセラピー等の補完・代替医
療の診療録への記載を区別した上
で、担当医の下で一括して管理する
ことは認められないか、検討し回答さ
れたい。

１． 医療保険制度においては、保険診療として適切な医療を被保険者に提
供する観点から、特殊診療を禁止するとともに、一連の診療行為を保険診
療と保険外診療に分割することなく被保険者に提供することとしている。（い
わゆる混合診療の禁止）
２． したがって、
・アロマセラピーを保険診療と一体のものとして組み込んで提供すること
・アロマセラピーを保険診療と一体のものとはしないが、事実上セットと
　して提供し、患者から差額を徴収すること
は、この混合診療の禁止の原則により、認められない。
（患者の立場からは、保険診療として適切な医療を受けること、法定の自己
負担のみで診療を受けられること、という保険制度上の権利を侵害される恐
れがある。また、医療機関としては、療養担当規則違反＝社会保険を扱う公
法上の契約としての義務違反となる。）
３． 一方、保険診療から完全に独立の形で行われる診療行為であって（一
連の診療行為の非該当性）、それが患者に明らかであり、かつ患者が保険
診療とは独立した別個の医療サービスであることについて十分説明を受け
て患者が選択するものであることが確保されている場合、これは混合診療に
当たらないと解釈される。また、医療機関が、医療機関内において医療の提
供に支障がない範囲でアロマセラピーを行うことは、一般的には関係法令上
禁止はされていない。
４． 同一の患者に対して、同一の原疾患に対する保険外の診療行為と見ら
れる行為が、同一の病院の同一の窓口で、保険診療と並行して提供される
場合は、通常は一連の診療行為と考えられ、混合診療の禁止に該当すると
考えられるため、他の場合にまして、上記に照らして厳密な条件設定が求め
られ、その厳密な条件を満たした場合には、禁止に当たらない場合が概念
上ありうるものである。
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５． すなわち、
保険診療としての診察時ではない時に（例えば、保険の診察開始前の説
明、又は待合室での掲示、事前に配布された説明書等）、
別個の保険外の診療であることを説明し、患者の理解を得て（例えば、保険
外診療であって、国が有効性、安全性から認めた保険診療に含まれていな
いこと、治療上必須の診療行為でないこと、保険外診療であって、受けるか
受けないかは患者の選択であり、費用が自己負担であること、等について誤
解のないよう説明する必要がある。）、
明確に保険診療と分離して（例えば、保険証を受け付けてから一部負担金
を受領して診療を終了し診察室を退去するまでの間とは明確に切り離して）
行うことは、混合診療の禁止に該当しないと解する余地があると考えられ
る。
（以上は例示であり、実際には、保険診療の終了が明確な場合の窓口にお
ける扱いも含め、現実の事例に即して個別の判断を要するものと考えられ
る。）
６． このような形式をとれば、同一の医療機関の同一の医師が患者に対し
て保険診療と並行してアロマセラピーを実施することが可能となる可能性が
ある。ただし、患者を誤解させ、実質的に保険診療と組み合わせたり、逆に
アロマセラピーを目的として訪れた患者に敢えて保険診療を行い、どの患者
からも保険診療の診療報酬と自由診療としてのアロマセラピーの報酬を二
重に獲得しようとした場合には、当然のことながら違法行為として保険上の
措置（指定取り消し等）を講じる可能性があることを付け加えたい。
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090610.2

７． また、同一の医師が保険診療と保険外診療を担当した場合、保険診療
に関しては一定の書式の診療録を記載し保存することが義務づけられてい
るが、保険外診療に関しても、一般法としての医師法によって診療録の記載
とその保存が義務づけられているため、診療録そのものは別個に記載する
ことが必要であるが、診療記録全体について担当医のもとで一括して管理
することは可能である。（要望の趣旨も、一つの診療録に書き込むことが本
来の要望ではなく、診療関係の記録について一覧性を持たせることが可能
かどうかが、要望の趣旨、核心であると認識している。）
８． なお、敢えて保険診療との混同が起きる恐れが非常に大きいセッティン
グでアロマセラピーの施行を認めるためには、以上のような厳格な条件が求
められるものと考えられるが、
①実際上は窓口を分けることは、同一フロアまたは近接フロアであれば患者
の負担になるとは考えられず、一連の診療行為に該 当しないことが容易に
明らかになること（むしろ患者の心理的負担軽減になりうること）、また、
②診療録等の診療記録については、チーム医療や在宅医療の進展、ＩＴ化
の進展により、患者の同意を得て共有化することは進んできており、同一医
療機関で行うかどうかについては現実には問題ではないこと、
から、提案自体にどの程度意味があるのか、実施に当たって地元保健所、
地元社会保険事務所と協議していただければすむ話ではないか、という認
識を当省としては持っていることを、念のため申し添えたい。

1060020

090610.3

９．鍼灸を保険診療と併用できるかについて
①医療保険においては、はり、きゅうについては、医師による適当な治療手
段のない疾病であって、医学的な見地から医師がはり師、きゅう師の施術を
受けることを認め、これに同意したものに限り、その段階で事後的な費用償
還として、療養費として保険給付がなされる扱いとなっている。また、保険医
療機関及び保険医療養担当規則第１７条においては、「保険医は患者の疾
病又は負傷が自己の専門外にわたるものであるという理由によって、みだり
に、施術業者の施術を受けさせることに同意を与えてはならない」と規定さ
れている。即ち、保険診療上は、通常の診療を行うことを基本として、はり、
きゅう等についてはこれを補完的なものとすることを基本的な考え方としてい
るものであり、保険医療機関が、この基本的な考え方によることなく、自らの
判断においてあえて通常の診療に加えてはり、きゅうの施術を併用する場合
には、これを禁止まではしないものの、患者から負担をとってはならない取
扱いとしている。（一部負担金等以外の差額徴収の禁止）
②このように、保険診療においては、まず通常の療養の給付を行い、はり、
きゅうについてはこれを補完するものと位置づけており、保険医療機関にお
いて、患者の負担の下に保険診療とはり、きゅうを併用した場合、これらの
規定の趣旨を没却し、実質的に脱法的な行為となるおそれがあることから、
併用は認められないと考える。
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１０．指圧、マッサージを保険診療と併用できるかについて
①あん摩マッサージ指圧については、保険診療において疾病又は負傷の治
療の一環として理学療法として行われた場合には、理学療法として診療報
酬を算定できることとなっている。また、あん摩マッサージ指圧師による施術
として医療機関外で行われる場合には、医療上必要があって行われたと認
められる場合には事後的に療養費として費用償還が受けられる扱いとなっ
ている。
②仮に保険医療機関として診療と並行して患者の保険外の負担においてあ
んまマッサージ指圧を行った場合、療養の給付としてあん摩マッサージ指圧
を評価し、価格及びその負担割合を定めた健康保険法の趣旨を没却し、脱
法的行為であるとなるおそれがあることから、併用は認められない。
１１．なお、はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧については、あん摩マッ
サージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律による別個の国家資格が
設けられており、これらの施術が行われる場所は、法により施術所等の届出
が必要であって、一般論として言えば、法は医療機関が専らはり、きゅう及
びあん摩マッサージ指圧の施術を行うことを予定していない。
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保険医療機関
における付添
看護の禁止の
撤廃

－

　保険医療機関は、その入院患者に
対して、患者の負担により、当該保
険医療機関の従業者以外の者によ
る看護を受けさせてはならない。

Ｃ －

　家族等による付添の負担を解消するため、看護師による診療補助行為を
診療報酬上評価してきたこれまでの経緯からいえば、医療の質を担保する
ためにも、医療法に定められた看護師の配置の標準は満たす必要がある。
なお、家族等のボランティアが無償で、かつ自発的に患者の世話をすること
は禁止されていない。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

今回、当院が提出した特区申請（以下「弊申請」という）において当院が意図
していたものと厚生労働省からの平成16年12月付け回答（以下「厚労省回
答」という）との間に齟齬、及び回答の省略があることから、弊申請内容を改
めて下記致します。
①申請対象となる規制　①-(1) 付添看護の禁止　①-(2) 特定療養費（室料
差額等）及び保険診療の自己負担額の減額の禁止
②厚労省回答に対する弊意見（上記規制項目の番号に準ずる）
　②-(1)-1) 近く開院を予定する北原リハビリテーション病院（以下「当院」と
いう）においては、全ての入院患者の家族に対し、特段の事情がない限り当
院内において種々ボランティア活動を行ってもらう予定。しかし、当院では家
族による当該ボランティア活動を看護力の補充とする考えはなく、医療法に
定められた看護師の配置の標準を満たした上で、診療報酬上評価されてき
た診療補助行為は看護師・看護助手により提供する考え。
　②-(1)-2) 厚労省回答においては「家族等のボランティアが無償で、かつ
自発的に患者の世話をすることは禁止されていない」とあるが、弊申請の趣
旨は上述の通り、特段の事情がない限り「全ての入院患者の家族」に当該
ボランティア活動を行って頂くことであり、厚労省回答の前提の外にあるも
の。

Ｃ、Ｄ－
１

Ⅰ
　保険医療機関及び保険医療養担当規則第１１条の２において
は、患者の不当な負担を防止する観点から「保険医療機関は、
その入院患者に対して、患者の負担により、当該保険医療機関
の従業者以外の者による看護を受けさせてはならない。」と定め
ているものであり、今回の御提案が患者の家族等が自発的に医
療の提供に関わらないボランティア活動を行うことを想定してい
るのであれば、それ自体を禁止するものではない。しかしなが
ら、今回の御提案にあるように「全ての入院患者の家族にボラン
ティア活動を行わせる」ことについては、金銭的負担ではないと
はいえ、実質上一部負担金以外の負担を強要することにつなが
ること、また、ボランティア活動を行うことに家族が同意しない患
者について入院を認めないことは、医師法第１９条に抵触するお
それも考えられることから、不適切である。
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　②-(1)-3) 付添看護は、(a)患者の保険外負担が重いこと、(b)患者自身が
個別契約で依頼する為、チーム医療の観点から医療の質を確保する上で問
題があることを理由として、平成6年の健康保険法等の改正により原則平成
7年度末までに解消することとされ、禁止された。ここで禁止された理由をみ
ると、患者（及びその家族）の負担による私的看護要員の雇用が念頭とされ
ており、その費用負担及び第三者たる私的看護要員の活動が患者に対する
チーム医療の提供において上手くコントロールされず、種々問題となってい
たことが伺われる。しかし、現在チーム医療においては、患者のいのちとくら
しを内包する「健康」を支えるには、医療者などの高度専門職業人のみなら
ず、患者家族やボランティア、社会に生きる多くの人々の協力が欠かせない
とされている（注）。また当院は入院患者の在宅復帰を目指すリハビリテー
ション病院であり、そこでの医療において患者家族等の協力がより重要であ
ることは論を待たないと考える。この為、患者家族にボランティアとして様々
な院内活動を行ってもらうことで、チーム医療の一翼を担ってもらい、入院患
者の在宅復帰を促し、健康を支える環境を整えることは、厚労省の目指す方
向に合致しているものと考える。
　②-(2)-1) 厚労省回答に対応策がない。
　②-(2)-2) 弊申請が実現した際には、入院患者家族に院内業務の一部を
ボランティア活動として行ってもらうことで、当院はその役務の対価を患者家
族に還元したいと考える。その役務対価として、介助技術・医療知識の教授
（後述）だけでなく、特定療養費（室料差額等）を減額する事により、より多く
の患者によりよい療養環境を付与でき、また、保険診療の自己負担額の減
額（将来的には地域通貨を導入し、地域通貨による還元を目指す）をするこ
とで、現在増加傾向にある受診に伴う患者及びその家族の経済的負担を僅
かでも減少させる事ができると考えるもの。

　なお、ボランティア活動に対する役務の対価を還元するために
一部負担金を減額したいとの御提案については、例えば高額療
養費の支給に際しての一部負担金の合算においてその額が計
上されなくなり、被保険者の給付額が減少するなど、被保険者の
権利を侵害するおそれがあることなどから、一部負担金の減額
は認められないものであり、ボランティア活動に対する役務の対
価としての趣旨を明確にして別途支払うべきであると考えられ
る。いずれにしても、患者のサポートについて、家族等に対し積
極的に働きかけ・啓発を行うことは重要であると考えるが、特区
の枠組みではなく、通常の病院活動の一環として実施できると
考える。
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③弊申請についての追加説明
　(1) 弊申請における「提案理由」に述べた通り、現在の医療保険財政状況
を鑑みると、各医療機関だけでなく国民一人一人が医療費を大切にすること
を心がける必要がある。また医療法・診療報酬体系についても、現在診療報
酬上評価されている診療補助行為についても、有資格医療従事者が行う必
要があるかどうかについて見直す必要があるのではないかと思われる。この
為、当院では今回の入院患者家族ボランティア特区を利用し、院内の様々
な業務を家族ボランティア活動として実施することで当該診療補助行為の見
直しの一助となればと考えるもの。
　(2) 家族ボランティア活動の内容としては、主に家族の方々の趣味・特技を
活かした形で行って貰うことを予定（例：園芸等院内環境整備、散髪、陶芸
指導等）。また、入院患者の在宅復帰をスムーズに行う為に、麻痺やリハビ
リテーションについての講義を実施すると共に、介護技術の習得を目的とし
て入院患者（入院中の家族以外の患者を含む）の介助を行ってもらう予定。
　(3) 上記家族ボランティア活動を契機として、家族・市民が当院の運営の一
部を担うことで、当院の内容を知り、それにより家族・市民の当院への信頼
が醸成されることと考える。また同時に家族・市民が医療全般についての知
識を得ることにより、自ら医療・医療機関を選択できる様になることが期待さ
れる。こうした活動、及び前述の地域通貨の導入を通じ、医療機関と市民と
が共生する社会を実現したいと考える。
（注）社団法人日本内科学会編「内科臨床研修指導マニュアル」　IV. 医療倫
理・医療態度・コミュニケーション　3. チーム医療とコミュニケーション（東京
医科歯科大学教養部人間科学教育担当　中村千賀子著）より抜粋

3092010

090630

保険医療機関
内への保険薬
局の設置の容
認

保険医療機関及び保険
医療養担当規則、保険
薬局及び保険薬剤師療
養担当規則

　健康保険事業の健全な運営の確
保のため、保険薬局は、保険医療機
関と一体的な構造とし、又は保険医
療機関と一体的な経営を行ってはな
らない。

E －

　保険薬局が保険医療機関と一体的な構造とし、又は一体的な経営を行っ
てはならないのは、特定の保険薬局への誘導を防ぐことにより、健康保険
事業の健全な運営を確保するためであって、保険医療機関が院外処方せ
んを発行する場合に特定の保険薬局が同一建物内にあることは、このよう
な趣旨に照らして妥当とはいえない。院外処方によって保険薬局に調剤を
依頼することに何らかの支障があるのであれば、院内処方において対応す
ることが適当であると考える。

1045010 七ヶ宿町
七ヶ宿町国保診療所内
の空き部屋を活用し院
内に保険薬局を開設

七ヶ宿町国保診療所内の空き
部屋を活用し院内に保険薬局
を開設

090640

ロボットを使用
した場合にお
ける理学療法
の診療報酬算
定要件の緩和

健康保険法の規定によ
る療養に要する費用の
額の算定方法

　理学療法においては、「個別療法」
は、理学療法士と患者が１対１で
行った場合に算定し、実施単位数は
理学療法士１人につき１日１８単位を
限度とする。また、「集団療法」につ
いては、１人の理学療法士が複数の
患者に対して訓練を行うことができる
程度の症状の患者について、理学
療法士の直接的監視のもとに複数
の患者に対し行った場合に算定し、
実施単位数は理学療法士１人当たり
１日のべ５４単位を限度とする。

Ｃ Ⅲ

　理学療法における個別療法は、患者の状態を個別に注視しながらリハビ
リテーションを行うものであって、ロボットを使用して複数人に同時に行った
場合には個別療法として算定することはできない。
　なお、御指摘のロボットを利用したリハビリテーションは、当該ロボットが医
療用具として承認を受けていれば、複数人に同時に行った場合に集団療法
として算定でき、理学療法士１人あたり１日５４単位を算定することができる
ものと考える。また、当該リハビリテーションがその有効性等、効率性等に
おいて、新たな枠組みで評価されるものであれば、新規技術として診療報
酬上評価される可能性もあると考えられる。

提案書に記載されたロボットを使用した下
肢の運動療法治療（急性期における関節可
動域運動、回復期における廃用症候群予
防）について、現在個別療法として評価して
いる理学療法士が１対１で行う同様のリハ
ビリテーションと比較して、「患者の状態を
個別に注視しながらリハビリテーションを行
う」等の観点において不十分であることを、
具体的に説明されたい。仮に不十分な点を
明確化できないのであれば、提案を実現で
きないか、検討し回答されたい。併せて、右
の提案主体からの意見も踏まえ、再度検討
し回答されたい。

提案にあたって、当該ロボットは、下肢の運動療法治療（急性期における関
節可動域運動、回復期における廃用症候群予防）に関する動作について、
御省の回答にある医療用具とは異なり、理学療法士が行うリハビリメニュー
の一部を同等の技量により実施できると考えている（提案書添付資料にお
いて能力の実証がなされていると判断）。意見として、御省は「個別療法とし
た場合、患者の状態を個別に注視しながらリハビリテーションを行うもの」と
回答されているが、予め処方された当該ロボットで対応可能なリハビリ治療
を実施している間、看護補助者等を配置し患者の容態が急変した場合など
において、当該ロボットが備えている監視機能により治療の中止若しくは力
加減の変更等を行う措置を講じることとした場合、現在の個別療法と比較し
てどこが不足している点なのか明確にしていただきたい。
【当該ロボットの監視機能】
○ 患者の不意な動きに対して操作者がいつでも停止できる「本体緊急停止
スイッチ」
○ 患者が急激な痛みを感じた場合にいつでも停止できる「患者停止スイッ
チ」
○ 所定の動作から力や速度、及び位置のずれが生じた場合に、これらのず
れ量を自動的に検知し、停止する「自動停止機能」
○ 患者の不随意的な動きなどに対して患者への負荷が減少するようにロ
ボットアームが柔らかく動作する「過負荷防止機能」
○ 患者の不意な体動などに起因する装置本体の位置ずれを検出して停止
する「装置ずれ監視機能」
○ 万一、ロボットアームの隙間に手を挟んだ場合に自動停止する「挟み込
み防止機能」
○ 体温や血圧、脈拍などの外部生体情報モニターからの信号によって減
速、停止する「バイタルサイン監視機能」

Ｃ、Ｄ－
１

Ⅲ

　新たな医療技術に対する診療報酬点数の設定は、既存の点
数区分についての算定要件の緩和やあてはめという形で、この
ような場で交渉により設定すべき性格のものではなく、当該技術
の安全性、有効性や効能、効果等についてエビデンスに基づい
て中央社会保険医療協議会（中医協）において審議した上で、
必要に応じそれに相応しい評価を行うものである。従って、今回
御提案のリハビリテーションロボットについても、まず医療用具と
しての薬事法上の承認を受けた上で、中医協において審議した
結果、現行のリハビリテーションに対する評価（理学療法士によ
る個別療法、集団療法）とは別の形で診療報酬上評価すべきと
判断された場合には、それに応じた必要な点数設定がなされる
こともあり得ると考えられることから、ルールに則って有効性、安
全性等についての科学的根拠に基づいた資料とともに、必要な
手続きを取るべきである。

3109010
株式会社　安
川電機

ロボット開発・実証実験
特区

ロボットを使用した理学療法の
診療報酬算定に関する規制の
緩和

090650

慢性心不全患
者に対する家
庭内医療機器
使用の医療保
険適用化

医師法、健康保険法の
規定による療養に要す
る費用の額の算定方法

　医療従事者以外の者が自動体外
的除細動器（ＡＥＤ）を使用した場
合、医師法第１７条違反となる。

Ｃ Ⅲ

　御指摘の「遠隔操作による除細動器」の使用がどのような仕組みで行わ
れるのか、添付された資料等を拝見しても不明であるが、現在のところ、在
宅の心不全の患者に対し遠隔操作によって除細動器を操作するという行為
は、そのような医療用具が承認されておらず、なおかつ安全性、有効性等も
確立されていないことから、診療報酬上評価することは適切ではない。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　規制特例提案書２－２への記述内容のみでは正確に特区事
業全体の構想と，規制緩和項目の内容を表現できていなかった
こともありましたが，次の観点から再度ご検討いただくようお願
い申し上げます。　｢遠隔操作によって除細動器を監視・操作す
る｣という行為は最終的な慢性心不全患者に対する医療・監視
システムのイメージを示したもので、今後システム構築の研究に
取組み，有効性・安全性をさらに検討する必要があることはご指
摘のとおりです。現段階では自動体外式除細動器の家庭内配
備と患者家族の蘇生法体得および自動除細動器使用をまず実
現させ、慢性心不全患者在宅医療の安全性を高めたいと考えて
おります。すでに、国においては一定の条件を満たせば、一般
市民の自動体外式除細動器使用を認める方向で検討を開始さ
れたと聞いております。したがって今回の規制緩和の提案として
は｢在宅人工呼吸指導管理料｣等と同様に，既に医療用具として
承認されている自動体外式除細動器の在宅での使用について
も「在宅自動除細動器指導管理料」のような名称で機器設置保
守費用に対する保険適用を認めて欲しいというのが本質的な提
案内容です。これによって家庭内救命医療に取り組み、さらに安
全性と有効性を備えた救急システム構築の端緒としたいと考え
ております。ぜひとも再度ご検討を頂きますようお願いいたしま
す。

Ｃ、Ｄ－
１

Ⅲ

　新たな医療技術に対する診療報酬点数の設定は、このような
場で交渉により設定する性格のものではなく、当該技術の有効
性、安全性や効能、効果等について、エビデンスに基づいて中
央社会保険医療協議会において審議した上で、必要に応じ、そ
れに相応しい評価を行うものである。したがって、今回御提案の
システムについても、ルールに則って、有効性、安全性等につい
ての科学的根拠に基づいた資料とともに必要な手続きをとるべ
きである。なお、御提案の中にある在宅人工呼吸指導管理料と
いった在宅療養に対する指導管理は、継続的、慢性的な疾患に
対する医師の指導管理を評価しているものであり、除細動器の
ように非常の場合に使用することを想定するような機器について
の「指導管理」という考え方はなじまないと考えられる。なお、医
療従事者以外の自動体外式除細動器の使用については、現
在、当省に設置された「非医療従事者による自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）の使用のあり方検討会」において、その条件のあり方
等の検討を行っているところである。

2023050 仙台市 国際知的産業特区
慢性心不全患者に対する家庭
内医療機器使用にかかる健康
保険適用化

090660

国民健康保険
料の徴収権及
び還付請求権
の消滅時効期
間の延長

国民健康保険法第１１０
条

国民健康保険料の徴収権及び還付
請求権の消滅時効期間は２年として
いる

Ｃ Ⅰ

被保険者全体の相互扶助で成り立つ国民健康保険においては、その財源
となる保険料の収納確保は、制度を安定的に運営していく上で極めて重要
な課題である。徴収権の時効を延長することについては、時効に追われる
ことなく被保険者に対する納付相談や滞納処分を行うことができることか
ら、収納確保に資するものと考えられる。一方、不安定な債権債務関係が
長期に渡ることや徴収に係る事務が膨大となり、事務が非効率になる等、
時効の延長に問題のある市町村あることや、徴収権の時効を２年という短
期間にしている取扱いが社会保険制度共通の取扱いであることを考慮する
と延長することはさらなる検討を要するものである。

提案を認められない理由が、「徴収に係る
事務が膨大となり、事務が非効率になる
等」の市町村の側の問題であるのであれ
ば、地方公共団体の自主的な発意に基づ
いて特例が適用される特区制度において実
現できないか、検討し回答されたい。その他
の問題があるのであれば、具体的に説明さ
れたい。また、還付請求権の時効について
も徴収権と同様と考えてよいか、回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

特区は地域の特性に応じた規制の特例を導入するものであり、
それぞれの市町村が抱える実情により特例措置の申請をする
か否かは、国保料と国保税を選択すると同様に各市町村の判
断と考える。本市の場合は、国民健康保険法第７６条に基づき
国保事業に要する費用は原則保険料で賄うこととされているこ
と、さらに将来的には国保税では採用できない「住民税方式」の
導入を検討していることから、保険料制度による特区の提案を
行ったところである。また、国保料と国保税は本質的に同一の性
格のものであり、同じ社会保障制度である国保税のみ地方税と
して優先される明確な理由を示していただきたい。

Ｃ Ⅰ

消滅時効期間の延長については、
①徴収権について社会保障制度全体で２年としていることにお
ける他制度との整合性
②政策判断によって時効の期間を延長することが可能か
等の課題を抱えており、そういった課題について、今後検討して
結論を得ることとしている。

検討を前倒しできないか、回答され
たい。

消滅時効期間の延長については、
①徴収権について社会保障制度全体で２年としていることにお
ける他制度との整合性
②政策判断によって時効の期間を延長することが可能か
等の課題を抱えており、そういった課題について、今後検討を行
い、年度内を目途に結論を得ることとしている。

1065010 広島市
国民健康保険料徴収
権に関する特区

国民健康保険料の徴収権及
び還付請求権の消滅時効期
間の延長
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090670

国民健康保険
料の徴収権の
優先順位の国
税と同順位へ
の引き上げ

地方自治法第２３１条の
３

国民健康保険料の先取特権の順位
は国税及び地方税に次ぐものとして
いる

Ｃ Ⅰ

・ 徴収権の優先順位はより公的性質の高い債権を優先的に徴収すべきで
あるという考え方に基づき定められているものである。社会保険料は、租税
とならぶ公的な債権であることから、一律に国税及び地方税に次ぐ先取特
権の順位を与えられているところである。
・国民健康保険料についてのみ先取特権の順位を租税と並ばせることにつ
いては各種社会保険の中で国民健康保険制度のみ、特別に保護する必要
性があるとみなされる必要がある。現状においては社会保険の中で国民健
康保険が優先するという特段の理由もないことから認めるのは困難であ
る。

同一地方公共団体の地方税と国民健康保
険料の優先順位は、当該地方公共団体の
判断によってもよいのではないか、再度検
討し回答されたい。併せて、右の提案主体
からの意見も踏まえ、再度検討し回答され
たい。

国保料と国保税は本質的に同一の性格のものであり、国保税の
み地方税として優先される明確な理由を示していただきたい。

Ｃ Ⅰ

優先順位の引き上げについては、総務省から「国税及び地方
税は、国又は地方公共団体の収入の大部分を占めており、国等
に課せられた国民生活を維持発展させるという至上義務を遂行
するための財政的な裏付けとなっていることから、これを担保す
るためには、特別の優先権を持たせその徴収の確保を図る必要
があるため、他の債権に優先した順位が定められているところで
ある。したがって、国民健康保険料にこれらに優先する先取特権
を認めることはできない。」という見解が示されているところであ
る。

1065020 広島市
国民健康保険料徴収
権に関する特区

国民健康保険料の徴収権の
優先順位を国税と同順位にす
る。

090680

国民健康保険
料収納嘱託員
への滞納処分
権の付与

地方自治法第２３１条の
３

国民健康保険料の滞納処分権は市
町村長から委任を受けた市町村吏
員が有する

Ｃ Ⅰ

  滞納処分に従事する職員は、市町村長から委任を受けた徴収吏員である
こととしており、滞納処分は個人の財産権等に対する公権力の行使であり、
この権力を行使しうる者の範囲については限定的であるべきであることか
ら、吏員にのみ認めているところである。
・こうした考え方に基づいて、公権力の行使を嘱託員に認めることは適当で
はない。

地域再生推進の観点から、行政サービスの
民間開放等が重要であることを踏まえ、提
案を実現できないか、検討し回答されたい。
併せて、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

本市の収納嘱託員は地方公務員法第３条第３項第３号に基づく
特別職に属する地方公務員である。　収納嘱託員は、本市が定
める「広島市収納嘱託員設置要綱」（別添補足資料のとおり。）
に基づき、一般職員である所属長の指揮監督を受けることとす
るなど、一般職員と同様の服務基準でその職務を行っている。
＜具体的服務基準＞　・採用の規定　・指揮監督に関する規定
・勤務時間、休日、休暇、報酬の規定　・守秘義務の規定　・定
年、嘱託員としての適格性を欠いた場合の解職の規定等。した
がって、本市収納嘱託員に滞納処分権を付与しても、国が公権
力を行使できる職員を限定している趣旨を逸脱しないものと考え
る。

Ｃ Ⅰ

滞納処分に従事する職員等滞納処分の手続・方法については、
国内の債権のほとんどが国税徴収法の例によるものとされてお
り、債権の滞納処分の方法等は各制度において政策判断で独
自に決められるものではないものと考えられる。以下、特別職の
公務員に公権力の行使が許されるか否かについては、総務省
から「当該嘱託員に係る服務等の取扱いには提案主体の要綱
に規定されているのみであり、懲戒処分等の規定が法律上規定
されている一般職の地方公務員とは違いがある。特に一般職の
地方公務員の守秘義務違反については、更に地方公務員法上
罰則が課せられており、徴税吏員については、地方税法により、
より重い罰則が課せられるものとされており、当該嘱託員が一般
職の地方公務員と同様の服務上の取扱いとされていない。した
がって、公権力の行使に係る事務を一般職の地方公務員と同様
に当該嘱託員に行わせることができないものと考えられる。」と
いう見解が示されているところである。

1065030 広島市
国民健康保険料徴収
権に関する特区

国民健康保険料収納嘱託員
に滞納処分権を付与する。

090690

過疎地域の国
保診療所を民
営化する場合
における補助
金返還の特例

補助金等に係る予算の
適正化に関する法律第
２２条

・国保の直営診療所を民営化した場
合、財産処分を要する

D-1 Ⅰ

・ 直営診療所は、保険者が、無医地区等を解消するために運営する施設で
あり、当該施設の有効活用により、被保険者の健康管理に資する他の保健
事業の実施をも期待されるものである。
・国保の直営診療所に対する補助金は、このような趣旨に基づき適切な運
営を確保を目的としており、民営化された際には当該目的が履行されるか
不確実となるため補助金の返還義務が生じることとなる。
・ただし、条件等を付すこと等により当該補助金の目的が確保されうる場合
もありうることから、個別の事例に則して判断することとなる。

地域再生推進の観点から、施策の利便性
の向上のうち既存施設等を再生・有効活用
する場合の阻害要因の除去が重要である
ことを踏まえ、「条件等を付すこと等により
当該補助金の目的が確保されうる場合」を
明確化できないか、検討し回答されたい。

D-1 Ⅰ

今までに、直営診療所を民営化した際に、補助金の返還を免除
した前例はなく、民営化された際には前回回答中の目的が履行
されるか不確実となるため補助金の返還義務が生じることとな
る。ただし、条件等を付すこと等により当該補助金の目的が確保
されうる場合もありうることから、個別の事例に則して判断してま
いりたい。

1141010 楢川村
過疎地域国民健康保
険診療所の民営化特
区

過疎地域における国保診療所
の民営化の場合の補助金措
置の特例

090700
病院による病
理検査の受託
の容認

○医療法(昭和２３年法
律第２０５号)２１条１項
○医療法施行規則(昭和
２３年厚生省令第５０号)
２０条
○臨床検査技師、衛生
検査技師等に関する法
律(昭和３３年法律第７６
号)第２０条の３

病院が外部から検体検査業務を受
託することについては、病院本来業
務の適正な実施を確保する観点か
ら、
①営利を目的としていないこと
②業として（反復継続して）行ってい
ないこと
③病院本来の検体検査業務に支障
が生じていないこと
の要件を満たしていない場合には、
認めることは困難である。

Ｃ Ⅳ

　病院が外部から検体検査業務を受託することについては、病院本来業務
の適正な実施を確保する観点から、
①営利を目的としていないこと
②業として（反復継続して）行っていないこと
③病院本来の検体検査業務に支障が生じていないこと
の要件を満たしていない場合には、認めることは困難である。
　なお、病院本来業務の実施のための施設をそれ以外の業務のために恒
常的に使用することは適当ではない。

専門的な検体検査のニーズの増加に比べ
て、専門的な病理医や検査設備が一部の
大病院に集中しているという現状の問題を
踏まえ、「③病院本来の検体検査業務に支
障が生じていないこと」が担保されていれ
ば、提案を認められないか、検討し回答さ
れたい。仮に認められない場合は、病院は
元々非営利の主体しか認められていないに
も関わらず「①営利を目的としていないこと」
の要件を求める理由、及び業として（反復継
続して）行うことや病院本来業務の実施の
ための施設をそれ以外の業務のために恒
常的に使用することにより生じる問題を、具
体的に説明されたい。併せて、右の提案主
体からの意見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

厚生労働省による回答に掲げられた該当法令（医療法21条1項、医療
法施行規則20条、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第
20条の3）のいずれの条文にも、本提案主体が要望する規制の特例を
禁じている箇所はない。厚生労働省には、回答の「措置の概要」で示
された解釈がいずれの法令に基づいているものかを明らかにしてい
ただきたい。また、該当法令が明らかではないとすれば、厚生労働省
の回答は単に行政上の解釈であると認識するが如何か。また、第三
次募集で類似の提案（管理コード090242）に対して、「一般の病院が
検体検査業務を全て外注委託する場合には臨床検査施設を設けな
いことができることとなっており、その場合には当該病院とは別施設と
いう扱いで、当該臨床検査施設を衛生検査所として登録することは可
能である。」と回答しているが、これは病院が院内に持っている検査部
門を廃止し、別施設として衛生検査所の登録を行えば、検査の受託
が可能であると理解して良いか。回答の別の箇所で、「病院の本体業
務として、検体検査業務を受託する場合の適否については、個別の
具体的な事例に即して判断することが必要である。」としているが、こ
の場合の本体業務の定義は何か。さらに、本提案主体は受託検査の
範囲を病理検査等の専門性の高い検査としているが、このような検査
を行うための病理医、設備等が不足している社会状況を鑑みた時、大
学病院等で検査を受託することは社会的資源配分、効率性の観点か
らも望ましい状況を作り出すものであると考えるが如何か。

Ｃ Ⅳ

病院における検体検査業務の受託に関する当方の考え方は、
医療法第７条第５項及び第２１条第１項の趣旨を踏まえ、お示し
しているもの。すなわち、営利を目的とした医療機関の開設運営
を禁ずる医療法第７条第５項などの規定により医業については
非営利性を確保することが基本となる。また、病院は地域におけ
る様々な役割が期待される一方で、まずは当該病院にかかる患
者に適正な医療を提供することが本質であることから、外部から
業務の委託を受けることで、当該病院に入院・通院する患者に
適切な医療を提供する上で支障が生ずる事態はあらかじめ避け
る必要がある。このような考え方を、前回お示しした３つの要件
の形で整理しているもの。

再検討要請に対する回答によれば、
「まずは当該病院にかかる患者に適
正な医療を提供することが本質であ
ることから、外部から業務の委託を受
けることで、当該病院に入院・通院す
る患者に適切な医療を提供する上で
支障が生ずる事態はあらかじめ避け
る必要がある」とあるが、そうであれ
ば「②業として（反復継続して）行って
いないこと」、「③病院本来の検体検
査業務に支障が生じていないこと」と
いう２つの要件を独立して求める必
要はないのではないか。業として行う
かどうかにかかわらず、③の要件さ
え満たされれば、上記の考え方を担
保できると考えられることから、病院
における検体検査業務の受託に関
する要件として、②の要件を求めな
いとすることを再度検討し、回答され
たい。

Ｂ Ⅳ

御指摘を踏まえて検討した結果、「②業として（反復継続して）
行っていないこと」という要件は、「③病院本来の検体検査業務
に支障が生じていないこと」という要件を確実に担保するために
入念的に設けていたものであり、③の要件が満たされれば、②
の要件を個別に求める必要はないものと考えられることから、御
要望の病院における専門性の高い検体検査業務の受託に関し
ては、今後、「②業として（反復継続して）行っていないこと」を要
件として求めないこととし、今年度中にその旨全国に周知するこ
とする。

3085020
東京大学医学
部附属病院

健康づくり特区 病院における病理検査の受託

090710

株式会社が小
児救急医療を
自由診療で提
供することの容
認

○医療法（昭和２３年法
律第２０５号）第７条第５
項
○構造改革特別区域基
本方針（平成１５年１月２
４日閣議決定）別表１の
９１０

営利法人が病院又は診療所を開設
することは認めていない。
ただし、「特区における株式会社の
医療への参入に係る取扱いについ
て（成案）」において、「特区において
は株式会社が自由診療で高度な医
療の提供を目的とする病院または診
療所を開設することを認める」ことと
されており、これを踏まえ、現在、医
療法等の特例措置を講ずるための
特区法の改正作業を行っている。

Ｃ Ⅰ

株式会社の医療への参入については、平成１５年６月２７日に取りまとめた
「特区における株式会社の医療への参入に係る取扱いについて（成案）」に
おいて、「特区においては株式会社が自由診療で高度な医療の提供を目的
とする病院または診療所を開設することを認める」こととされ、これを踏ま
え、現在、医療法等の特例措置を講ずるための特区法の改正作業を行って
いる。上記のように、高度な医療に限定した理由は、①特区において株式
会社の医療への参入を認める趣旨が、株式会社の資金調達能力を活用す
ることにより、高度な医療の開発・普及を促進するという観点から、株式会
社による病院又は診療所の開設が適切かつ有効かどうかを検証することに
あること、②株式会社の経営戦略により、不採算部門からの撤退による地
域医療への影響を回避する必要があること、によるものであり、高度な医療
以外の医療を認めることは困難である。

休日や夜間における地域の小児救急医療
体制の不備が大きな社会問題となっている
ことを踏まえ、そのような問題の解決策の一
つとして、株式会社が小児救急医療を提供
する病院を設置することを考えられないか、
検討し回答されたい。併せて、右の提案主
体からの意見も踏まえ、再度検討し回答さ
れたい。

厚労省からの回答は、特区で株式会社病院を高度な医療に限
定した理由を①株式会社の資金調達能力を活用した形での高
度な医療の普及・促進についての検証、②株式会社が経営上
の理由から医療から撤退し、地域医療に及ぼす影響を回避する
ため、という２点から説明し、高度な医療以外は株式会社による
医療への参入は認められないという趣旨である。しかし①につ
いては、不採算による撤退が相次いでいる小児救急医療につい
ても株式会社による資金調達能力を活用した形での普及・促進
を検証する余地はあるのではないのか、②については地域医療
に及ぼす影響を回避するための代替措置（例えば?）取締役に地
域代表を加える・医療事業からの撤退にあたっては株式総会の
全会一致事項にするなどの措置により安易な撤退を防止する、
?）特区認定自治体と撤退にあたっての契約を事前に締結し、撤
退にあたっての条件等を事前に自治体と合意しておく、?）周辺
の他の小児救急医療機関への患者紹介体制を整備することで、
仮に撤退することになった場合でも患者に不都合を生じさせない
体制を整備しておく）を講ずることで対応可能なのではないの
か、という点について回答を頂きたい。

Ｃ Ⅰ

　地域における救急医療体制の確保は国や地方自治体の責務
であり、公益性の高い医療法人や公的主体が積極的に担うこと
が期待される分野である。したがって、利潤最大化をその本質と
するため不採算となった場合の撤退の可能性が高い株式会社
の導入による対応は、継続的な医療提供体制の確保等の観点
から問題がある。様々な代替措置のご提案ではあるが、株式会
社という形態を前提とすれば株主への利益の還元というその本
質に関わる制約を制度的に設けることは困難であることから、い
ずれも撤退の余地を残すものとならざるを得ず、また、医療の提
供を本質とする医療法人等とは異なって、株式会社は特段その
ような使命を負うものではないことから、御要望を認めることは
困難である。
　なお、小児救急医療の充実については、国として各都道府県
に速やかな体制確立を重ねてお願いするとともに、国としても平
成１６年度より、小児救急電話相談事業、小児救急地域医師研
修事業等を新たに開始し、一層の支援に努めることとしている。

3095010

株式会社ポピ
ンズコーポレー
ション、医療法
人社団 健育会

小児救急医療特区
株式会社が小児救急医療を自
由診療で提供することの容認

090720

株式会社が医
療法人の社員
となり社員総会
で議決権を行
使することの容
認

医療法第７条第５項、第
５４条、第５６条
健康政策局指導課長回
答（平成３．１．１７指第１
号）

営利を目的とする商法上の会社は、
医療法人に出資することにより社員
となることはできないものとされてい
る。

C Ⅰ

医療法人社団の社員たる資格については、そもそも自然人に限られると解
しているところであり、また、医療法人に出資した営利法人が当該医療法人
の社員となり、医療法人の経営に参画することは、医療法人が非営利たる
ことをその本質とする以上認められないものである。なお、提案において
「医療法人としては、新たな資金調達手段の確保が可能となる」とあるが、
現在でも、医療法人が、営利企業を含めた他の法人からの出資を受けるこ
とは禁止されていない。

農業生産法人と同様に、出資比率に一定
の限度を設けた上で、株式会社が医療法人
の社員となり社員総会で議決権を行使する
ことを認められないか、検討し回答された
い。併せて、右の提案主体からの意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

厚生労働省からの回答は
① 医療法人社団の社員たる資格については、自然人に限られると解してい
る。
② 医療法人が非営利たることをその本質としているため、営利法人が出資
して社員となり医療法人の経営に参画することは認められない。
③ 現在でも、医療法人が営利法人を含めた他の法人から出資を受け取るこ
とは禁止されていない。
という３つの理由により、本提案を認めないものとしていると理解している。
②にて、医療法人の非営利性を重視することは、医療を提供するものが営
利を追求することにより、「医療法人が利益最大化を図ると医療費が高騰す
ること」と「不採算であれば、安易に撤退すること」という弊害が生じるためと
理解しており、このような弊害が生じるならばどちらも避けるべき弊害だと認
識している。
今回の特例により、ある株式会社が医療法人に対して出資し社員となって
も、配当を得ることはできないので、医療法人が利益最大化を図るための意
志決定に対して、株式会社が医療法人の経営に影響を与える利点はなく、
「医療費の高騰に繋がる」という結論を論理的に導けないため、実証が必要
である。
また、「不採算であれば、安易に撤退すること」に関しては、医療法人におけ
る社員は出資額の多寡にかかわらず議決権は一票となるので、「医療法人
が病院事業の撤退の決定を行おうとする場合は、社員総会にて全会一致の
議決を得なければならない」「社員の過半数を株式会社法人とすることはで
きない」という代替措置を講ずることで、弊害を除去することが可能である。

Ｃ Ⅰ

　医療法人に出資した営利法人が当該医療法人の社員となり、
医療法人の経営に参画する場合には、営利追求をその本質と
する営利法人の意向が経営方針に大きく影響することが予想さ
れることから、医療法人が非営利たることをその本質とする以上
認められないものである。様々な代替措置のご提案ではある
が、医療法人制度において株式会社の本質に関わる制約を制
度的に設けることは困難であることから、御要望を認めることは
困難である。
　なお、農業生産法人は、商法、有限会社法等に基づいて設立
された営利法人であって、農地の売買、賃借などを行うために、
農業者や農協などの農業関係者から構成されているものの総称
であり、非営利たることを本質とする医療法人と同様にあては
め、議論することはできない。

提案主体からの意見等に記載された
様々な代替措置について、「医療法
人制度において株式会社の本質に
関わる制約を制度的に設けることは
困難である」ことを、具体的に説明さ
れたい。

Ｃ Ⅰ

　御提案に係る「代替措置」のうち
　①　株式会社側が講じるものとして、「医療法人に出資する株
式会社は財務情報等をホームページ上で公開する」とする点に
つい　ては、株式会社が商法上求められている財務情報開示と
の関係 が不明な上、株式会社の財務情報の公開が、医療法人
の社員として参画した場合の当該株式会社出身者の営利追求
行動の抑制につながる理由が不明。
　②　医療法人側において、「病院事業の撤退の決定は、社員
総会における全会一致の議決を得なければならない」とすること
は、医療法人の自治への過剰な介入であり、仮に営利法人から
の出資と無関係な問題で真に解散すべき事情が生じても、医療
法
人内で１名の社員でも反対者がいる限り解散できないこととな
り、不合理。
　いずれにしても、営利目的の株式会社の参入を前提と した上
での代替措置であり、株式会社の営利性そのものを完全に否定
する代替措置たり得ず、結局、医療法人の非営利性とは相容れ
ないものと考える。

3050010
医療法人社団
健育会

新型医療機関特区
株式会社が医療法人の社員と
なり社員総会で議決権を行使
することの容認。
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090720.1

以上の観点から、本提案により株式会社が医療法人の社員たる地位及び
社員総会における議決権を得ることは、医療法人における非営利性の喪失
に繋がるとは考えられないため、再度ご検討頂き、その見解及び今後の方
針について具体的に提示されたい。
さらに、株式会社が経営に参画することにより、医療法人が利益最大化を図
り、医療費の高騰に繋がるとの論理展開においては、医療法人におけるど
のような意志決定に株式会社が参画すると、「医療法人が利益最大化を図
ることによる医療費の高騰」という現象が発生するかを具体的にご呈示頂き
たい。
①に関しては、本提案は医療法人における資金調達を円滑化し、「ＩＴ化、医
療機器等の向上により、より良い医療サービスの提供すること」を目的として
おり、そのためには組織的な出資が必要との結論に至ったのは「提案理由」
として述べさせて頂いた。よって、ご回答頂いた現状の制度については理解
しているが、特区において特例的に容認して頂くよう再度ご検討頂き、その
見解及び今後の方針について具体的に提示されたい。
③に関しては、本提案は医療法人における資金調達を円滑化し、「ＩＴ化、医
療機器等の向上により、より良い医療サービスの
提供すること」だけが目的ではなく、一方で、株式会社が社員となることで医
療周辺サービスにおける経営ノウハウの蓄積を
図り、株式会社が医療法人に対して出資すると同時に医療周辺サービスを
向上するためのソリューションを提供することを可
能とすることも目的としている。
そのためには、経営に参画するための社員としての地位と社員総会におけ
る議決権の付与が不可欠と考える。
以上の観点から、再度ご検討頂きその見解及び今後の方針について具体
的に提示されたい。

3050010

090730

医療機関を経
営する医療法
人の株式会社
への組織変更

○医療法（昭和２３年法
律第２０５号）第７条第５
項

営利法人が病院又は診療所を開設
することは認めていない。
但し、「特区における株式会社の医
療への参入に係る取扱いについて
（成案）」において、「特区においては
株式会社が自由診療で高度な医療
の提供を目的とする病院または診療
所を開設することを認める」こととさ
れており、これを踏まえ、現在、医療
法等の特例措置を講ずるための特
区法の改正作業を行っている。

Ｃ Ⅰ

既存の病院又は診療所において開設主体の変更を行う場合には、新たに
開設許可を受けることが必要であるが、株式会社の医療への参入について
は、事業活動により利益が生じた場合には株主に還元しなければならない
株式会社の本質によって、①医療費の高騰を招くおそれがあり、最大の課
題の一つである医療費の抑制に支障を来しかねないこと、②利益が上がら
ない場合の撤退により、地域の適切な医療の確保に支障が生じるおそれ
があること、など様々な懸念があるため、適当でない。

3101010
医療法人果恵
会

現医療法人から株式
会社組織への変更容
認特区

現在医療機関を経営している
医療法人の株式会社への組
織変更

090740

外国人医師に
よる邦人に対
する医療行為
の容認

外国医師又は外国歯科
医師が行う臨床修練に
係る医師法第１７条及び
歯科医師法第１７条の特
例等に関する法律（昭和
６２年法律第２９号）

外国医師は、厚生労働大臣の許可
を受けて、臨床修練を行うことができ
る。

Ｄー１

本年４月より、臨床修練制度において、医療に関する知識及び技能の修得
に加え、これに付随して行う教授を目的として入国する外国医師について、
厚生労働大臣の許可を与えることを明確化したところであり、この枠組みの
中で、外国医師が日本人に対する医療行為を行い、医学交流による日本
医師のスキルアップを行うことは可能であるが、医療の提供は、患者の生
命・身体に直接影響を及ぼすものであるため、医療の専門的な知識・技能、
患者・家族や他の医療従事者等との日本語によるコミュニケーション能力な
どを有することが必要であり、それを確認する上で我が国の医師免許の取
得は不可欠であることから、外国の医師資格を有する者をそのまま我が国
に受け入れ、業務に従事させることはできない。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

「臨床修練制度にこだわらない」外国人医師の邦人に対する医
療行為の容認を提案させていただいたもので、それについての
回答をいただきたい。

Ｄー１

○　医療の提供は、患者の生命・身体に直接影響を及ぼすもの
であるため、医療の専門的な知識・技能、患者・家族や他の医
療従事者等との日本語によるコミュニケーション能力などを有す
ることが必要であり、それを確認する上で我が国の医師免許の
取得は不可欠であることから、外国の医師資格を有する者をそ
のまま我が国に受け入れ、業務に従事させることはできない。
○　なお、ご提案の医学交流による日本医師のスキルアップに
ついては、臨床修練制度により行うことが可能であるため、同制
度を活用されたい。

3002010
株式会社国際
高等研究所

国際メディカルセンター
特区

外国人医師の医療行為の容
認

090750

外国人看護師
が日本国内で
看護業務に従
事することの容
認

○保健師助産師看護師
法（昭和２３年法律第２０
３号）第３１条第１項
○出入国管理及び難民
認定法第７条第１項第２
号の基準を定める省令
（平成２年法務省令第１
６号）「法別表第１の２の
表の医療の項の下欄に
掲げる活動」

外国人看護師が、我が国で看護業
務に従事するためには、日本の看護
師免許を取得する必要がある。
外国で看護教育を受けた者について
は、「永住者」等の在留活動に制限
のない在留資格を有する場合に、国
家試験を受験し、看護師免許を取得
することにより、看護業務に従事する
ことができる。
日本の看護師学校養成所を卒業し、
日本の看護師免許を取得した外国
人は、「医療」の在留資格を取得し、
４年間研修として業務に従事するこ
とができる。

Ｃ Ⅰ

医療の提供は、患者の生命・身体に直接影響を及ぼすものであるため、医
療の専門的な知識・技能、患者・家族や他の医療従事者等との日本語によ
るコミュニケーション能力などを有することが必要であり、それを確認する上
で我が国の看護師免許の取得は不可欠であることから、外国の看護師資
格を有する者をそのまま我が国に受け入れることはできない。
なお、専門的、技術的分野の外国人労働者の受入れについては、我が国
の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点から、より積極的に推進
することとされており、ＦＴＡ交渉における諸外国からの要望も踏まえ、我が
国の労働市場への影響や相手国における同様の受入体制等を勘案しつ
つ、ＦＴＡ交渉において環境整備を検討していくこととしている。

「ＦＴＡ交渉において環境整備を検討」とある
が、現在の検討状況及び今後のスケジュー
ルを明確化するとともに、当該検討内容に
ついて、特区において先行的に実現できな
いか、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

厚生労働省の措置の概要（対応策）に、医療の提供は、患者の生命・
身体に直接影響をおよぼすものであるため、①医療の専門的な知識・
技能、　②患者・家族や他の医療従事者等との日本語によるコミニュ
ケーション能力などを有する事が必要であり、 それを確認する上で看
護師免許の取得は不可欠であることから、③ 外国の看護師資格を有
するものをそのまま我が国に受け入れることは出来ない、とある。①
の知識・技能については、諸外国にも看護師は資格としてあるし、レ
ベルの差はあるにしても基本的には問題ない。又実際の受入に際し
て、日本語の能力と一緒に看護の技能についても確認することとすれ
ばよい。②のコミニュケーション能力については、日本語の検定等を
課して一定レベル以上の看護師のみを受け入れることとし、受け入れ
前、受け入れ後の研修を受けるようにすれば十分な意思の疎通が可
能です。又、受け入れる業務についても一定の枠を設け、高度のコミ
ニケーションを必要としない介護の業務を主とし、看護も介護的な業
務とすることとすれば良い。③については看護師の資格を持っている
者をそのまま受入れるのではなく、選抜をし、教育を受けてから業務
につくようにする。教育から入国出国までの作業を補助するようなの
事業体を創り管理しつつ受入れる。以上の御指摘は確かに重大な問
題ではありますが、解決することが出来ない問題ではありません。
FTA交渉が始まっていますが、もしFTAで外国人看護師を受入れるこ
ととなってもこれらの問題はあるわけです。特区で、先行試験的に受
入れることは特区構想にあっています。

Ｃ Ⅰ

○　医療の提供は、患者の生命・身体に直接影響を及ぼすものであるため、
医療の専門的な知識・技能、患者・家族や他の医療従事者との日本語によ
るコミュニケーション能力等の確認は、全国一律に我が国の看護師免許の
取得によって行われるべきであり、特区において特別な措置を講じることに
なじみにくいと考える。
○　外国人看護師の受入れについては、ＦＴＡ交渉の中で相手国の要望も
踏まえつつ、我が国の看護師資格取得を前提に、在留資格の制限等につい
て見直しを検討しているところであり、併せて状況に応じた人数制限、受入
停止の方法についても検討している。なお、交渉スケジュールは未定であ
り、今後相手国との交渉によって具体的に進められることとなる。
○　外国資格をそのまま受け入れるのではなく、日本語能力、専門知識・能
力を試験等により確認した上で、一定の分野に限り受け入れるという御提案
であるが、そもそも患者本位の医療を実現する上で、コミュニケーションの確
保は基本であること、また、様々な病態に応じて医療チームの下で適切な看
護サービスを提供することが必要であること、さらに、緊急時には即時の対
応をとることが求められることから、特定の業務を区分して特別な措置を認
めることは困難である。
○　なお、ＦＴＡ交渉事項を特区において先行的に実施することは、交渉に悪
影響を与える恐れがあることからも慎重に取り扱う必要がある。

3009010
ガジェット　アス
ラン

外国人看護師の日本
での就労を認める規制
緩和

外国人看護師の日本での就
労を認める規制緩和

090760

あん摩ﾏｯｻｰｼﾞ
指圧師の資格
取得に係る要
件の緩和

あん摩マツサージ指圧
師、はり師、きゆう師等
に関する法律（昭和２２
年法律第２１７号）第２条
第１項

あん摩マッサージ指圧師の免許は、
３年以上養成施設において必要な知
識及び技能を修得し、あん摩マッ
サージ指圧師試験に合格した者に
対して、厚生労働大臣が与える。

Ｃ

医療関係資格は、人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがある行為を業と
するものであることから、その養成課程において一定水準の教育を確保し、
さらに、一律の国家試験を実施することにより、その資質を厳正に確保する
ことが必要である。したがって、ご提案の学習施設における教育のみをもっ
て、医療関係の国家資格を与えることは困難。

1095060 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

090770

精神保健指定
医によるＩＴビデ
オネットワーク
を利用した診
察の容認

精神保健及び精神障害
者福祉に関する法律（昭
和２５法律第１２３号）第
３３条第１項第１号、第３
３条、情報通信機器を用
いた診療(いわゆる「遠
隔診療」)について(平成
９年１２月２４日)(健政発
第１０７５号)(各都道府県
知事あて厚生省健康政
策局長通知)

精神保健指定医による診察の結果、
精神障害者であり、医療及び入院の
必要がある者であって、当該精神障
害のために第２２条の３の規定によ
る入院が行われる状態にないと判定
されたもの等については、精神病院
の管理者は、保護者の同意があると
きは、本人の同意がなくてもその者
を入院（医療保護入院）させることが
できる。

Ｃ Ⅳ

精神保健福祉法上の医療保護入院、身体拘束等の患者に対する強制力を持った措置の
実施に当たっての精神保健指定医による診察については、以下の理由からテレビ電話等
を利用した診察を行うことは認められない。
①　テレビ電話等を利用した診療は初診及び急性期の患者に対しては行うべきではない
ところ、本提案に記載された精神保健指定医の診察の対象となる精神障害者は急性期
の患者であるため、テレビ電話等を利用した診療は行うべきではない。
②　テレビ電話等を利用した診療は、あくまで直接の対面診療を補完するものとして行う
べきものであることから、その利用に当たっては患者に対する十分な説明と患者の理解
を得ることが必要である。しかし、本提案に記載された精神保健指定医の診察の対象とな
る精神障害者は、自らの精神疾患に対する病識が無く、医療を受けることに対する同意
能力すら欠く状態にあり、テレビ電話等を利用した診療を行うことについての理解を得るこ
とは困難である。
③　医療保護入院等の決定後においても、必要に応じて、患者に対する強制的拘束等に
際し精神保健指定医がその都度診断を下す必要があるが、テレビ電話を用いた診療では
的確かつ迅速な診断を行うことが困難である。

3017010
財団法人 成研
会

IT化ﾋﾞﾃﾞｵﾈｯﾄﾜｰｸを利
用した管理医療特区

ITﾋﾞﾃﾞｵﾈｯﾄﾜｰｸを利用した管
理医療特区
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提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090780

言語聴覚士及
び作業療法士
による遠隔介
護診療の医療
保険適用化

健康保険法の規定によ
る療養に要する費用の
額の算定方法

医師の指示の下に、保険医療機関
において言語聴覚士又は作業療法
士がそれぞれ言語聴覚療法又は作
業療法を行った場合には、所定の診
療報酬を請求できる。

Ｃ Ⅲ

　疾病又は負傷の治療としての言語療法、作業療法は、患者の状態を個別
に見ながら、直接に行うものを診療報酬上評価しているものであり、現在の
ところ、テレビ電話により行われる言語聴覚療法、作業療法は、医学的な有
効性、普及性等が確立しておらず、診療報酬上評価することは困難であ
る。

3077010
株式会社ノ
ヴァ

遠隔介護医療の診療
報酬認定の緩和

遠隔介護医療の診療報酬認
定の緩和

090790

未承認ヒト細胞
組織医療機器
を使用した臨
床研究の容認

薬事法　第１４条 医薬品・医療用具の製造等の際に
は品目毎の承認を必要とする。

D-1 III

　未承認医療機器を医療機関で臨床研究するという要望の目的を達成する
ためには、患者に対する倫理的な保護等の観点からも薬事法上の治験とし
て提供されるべきと考える。
　特に、細胞組織医療機器については、感染症等に関するリスクもあり、患
者に対する補償等の責任を明確にした治験の対応を検討する必要がある。

ヒト細胞組織を使用した再生医療技術を製
品化する際には、治験を開始する前に、細
胞と足場（スキャフォールド）の組み合わせ
の最適化研究等が必要となるが、試行錯誤
を繰り返す当該臨床研究段階においては、
治験申請に必要な症例数を集めることは非
現実的であり、結果として、未承認ヒト細胞
組織医療機器を治験として提供されること
は行われていないことを踏まえ、医療機関
の倫理委員会による承認や患者に対する
補償の責任の明確化などの適切な代替措
置を講じる場合には、提案を実現できない
か、検討し回答されたい。併せて、右の提
案主体からの意見も踏まえ、再度検討し回
答されたい。

再生医療は細胞を扱うという特殊性があるにも関わらず、すでに臨床の現場におい
て臨床研究という形で実際に治療が行われている。この臨床研究は、細胞の培養だ
けではなく、同時に使用する足場(スカフォルド)の開発が必要である。足場は細胞と
組織を橋渡しする重要な役目を担っており、より効果の高い組織(骨など)再生能を
得る為には、細胞と足場の組み合わせ技術の開発が必須である。足場は、既に厚
生労働省の承認を受けたものも含めて多くの候補(素材)があり、細胞との相性など
選定するには多くの検討項目がある。現在、再生医療の臨床研究は医療機関で細
胞と足場との組み合わせの最適化研究が実施されている段階であり、最適な足場
の成分、形状、配合比等決定されていない。数例の実施では統計学的に無意味が
なく実質申請データとしては不十分であるため、医療機器での必要症例数(最低60
例)の実施が求められる治験申請の段階までは至っていない。また、最善の状況を
追求する為に足場の種類、形状、量等を変えての比較試験等の必要性もある。よっ
て、再生医療を発展させる為には、これらの問題点を解決する目的で医療機関の医
師主導の治験前の臨床研究の継続が不可欠である。
臨床研究はいくつかの大学病院等で既に実施されているが、そこには優れた医療
スタッフ、治療実績が存在するものの、細胞培養という特殊過程が存在する。医師
主導治験であっても作製される医療機器は、GMP管理下で品質を保証されたもので
なければならない為、品質管理上ソフト及びハードの両面で充実した設備を整えた
施設(GMP準拠)が必要となるが、医療施設内にはほとんど整備されていないのが現
状である。近年、医療機関自体が医療機器メーカー同様に高い品質基準(GMPグ
レード)の設備を備えようとする動きはあるが、多忙な医療スタッフのみでこれを維持
していくことは人的、財政的にも実質的に困難である。従って患者は感染や細胞の
取り違え等の危険性と隣り合わせにいる。よって、優れた医療スタッフ及び高度なイ
ンフラを整備した医療特区内の医療機関が、高いクリーン度の培養設備と製造管理
体制を有する近隣の企業に細胞培養工程を委託して臨床研究を実施することは現
状の臨床研究の質を向上させ、高水準の先端医療が期待される。

D-1 III

　未承認医療機器を医療機関で臨床研究するという要望の目的
を達成するためには、患者に対する倫理的な保護等の観点から
も薬事法上の治験として提供されるべきと考える。
　特に、細胞組織医療機器については、感染症等に関するリス
クもあり、患者に対する補償等の責任を明確にした治験の対応
を検討する必要がある。
なお、平成１７年４月１日から医療機器ＧＣＰ（省令）を施行予定
であり、その中で医師主導の治験の実施を可能としている。

3036010

オステオジェネ
シス株式会
社、ステムセル
サイエンス株
式会社

再生医療分野における
実用化推進プロジェク
ト

未承認ヒト細胞組織医療機器
を使用した臨床研究の容認

090790.1

GMPグレードでの細胞の供給するに当たっての患者に対しての補償に関する代替
案として、次のことを考えている。臨床研究を実施するに当たっては、患者に対する
倫理的な配慮の為に医療機関の倫理委員会等で充分な検討がなされた後実施さ
れるべきである。また、臨床成績(本材の品質に起因しない有害事象等)に関する責
任は、医療機関(医師)が持つ、また、細胞次第の品質に関する責任(感染及び培養
中の取り違え)は製造した部署(企業)が持つべきであると考える。
再生医療の特筆すべき点はすでに臨床効果が認められており、患者が一刻も早い
治療を求めている点である。従って再生医療の普及のためには、通常の未承認の
医薬品開発ではほとんど遭遇しない臨床研究の充実が必須であり、事実医療機関
からも高い品質の細胞の供給が望まれている。また、臨床研究の段階で的確な設
備を有する企業への細胞加工の外注が認められないことが再生医療分野の発展を
妨げる大きな要因となっている。再生医療という優れた治療方法をより安全にかつ、
いち早く普及させるためにも今回の規制緩和は患者、医療関係者すべてに利益をも
たらす方策と考える。

3036010

090800

アメリカ、EU諸
国で承認され
ている医薬品、
医療材料の使
用の限定的自
由化

薬事法　第１４条 医薬品・医療用具の製造等の際に
は品目毎の承認を必要とする。

D-1 III

　薬物の使用については、当該薬物の有効性と安全性が評価された医薬
品として承認されたものを用いるべきであり、企業が当該薬物の薬事法上
の承認を得るべきである。未承認医薬品等を保険適用の下で使用するとい
う要望の目的を達成するためには、患者に対する倫理的な保護等の観点
からも薬事法上の医師主導治験を含めた治験として提供されるべきと考え
る。
　
　なお、抗がん剤の適応外使用については、国民のニーズにすみやかに対
応する観点から、特定療養費制度を活用して、承認前から保険診療と併用
できるよう措置することとしたところである。

アメリカやEU諸国において有効性と安全性
が評価された上で承認されている医薬品等
を、日本で使用することが認められない理
由を明確化されたい。アメリカやEU諸国に
おける医薬品等の承認に係る審査の基準、
体制等が、日本と比較して不十分である場
合は、その点についても説明されたい。併
せて、右の提案主体からの意見も踏まえ、
再度検討し回答されたい。

本提案主体は、提案時にその他（特記事項）として、「厚生労働省側がアメリ
カ、EU諸国の審査体制にばらつきがあることを疑問視するのであれば、具
体的に当該国の中から国名を指定し、指定された国において承認されたも
のについて輸入、使用を行うということでもよい。また本提案で「2カ国以上で
承認」としていることが不十分であれば、承認国数を増加させるなどの対応
を考えられたい。」としているが、この事項に関する回答をされたい。あくまで
も薬事法の承認を取得すべきであるとするならば、現在、我が国における医
療材料等の価格が諸外国と比較して著しく高くなっていることの国民経済に
対する影響について、どのように対処される意向があるのか示されたい。こ
の時に、経済性に限らず、有効性、安全性を確保することが厚生行政上の
要請であるとは理解しているが、これはアメリカ、ＥＵ諸国でも同様の要請で
あると考える。当然のことながら、個々の医療機関でも有効性、安全性は重
大な問題として認識されている。したがって、アメリカ、ＥＵ諸国で承認されて
いるものを輸入、使用することに関して、具体的にどのような弊害があるの
かを明らかにすべきと考えるが如何か。また、医師主導の治験並びに治験
によって患者に未承認医薬品等を提供すれば良いという旨の回答がある
が、治験とは本来一部の患者に対して先進的な医療行為を提供するために
設けられている手段ではないと理解している。我が国の制度では、患者が医
療を受ける機会を等しくするということが主旨の一つであるはずであるから、
本来他の目的で用意されている手段を用いた結果、医療提供に関して不平
等な状態を作り出すことを示唆するのは、行政の立場上、問題があると考え
るが如何か。

D-1 III

未承認医薬品等を治験の中で用いれば、当該医薬品等にかか
る費用を除き保険適用下で使用することが可能である。
外国で使用されている医薬品であっても、国内で使用する際に、
有効性、安全性の確保の観点から、その用法用量や効能効果
を外国での用法用量や効能効果と異なるものとする必要がある
場合もあることから、当該医薬品について、日本においても欧米
の諸国と同様に行政機関が独自に審査を行い、承認を得た上で
使用されるべきものである。　医療機器にあっては、各国での規
制が異なり、規制の同一性の確保が困難であることからも、行政
機関が独自に審査を行い、承認を得た上で使用されるべきもの
である。
　したがって、医薬品又は医療機器の有効性、安全性の確保に
おいて、国内未承認の医薬品又は医療機器は、薬事法に基づく
治験により提供するか、又は薬事法に基づく承認を取得した上
で使用されるべきである。
　なお、医薬品の承認審査における外国の臨床試験データの取
扱いについては、可能な限り承認申請の資料に利用できるよう
運用しているところである。

3085010
東京大学医学
部附属病院

健康づくり特区
アメリカ、EU諸国で承認されて
いる医薬品、医療材料の使用
の限定的自由化

090810

アメリカ、EU諸
国で承認され
ている国内未
承認の抗がん
剤の使用の容
認

薬事法　第１４条 医薬品・医療用具の製造等の際に
は品目毎の承認を必要とする。

D-3 IV

　薬物の使用については、当該薬物の有効性と安全性が評価された医薬
品として承認されたものを用いるべきであり、企業が当該薬物の薬事法上
の承認を得るべきである。承認までの未承認薬の提供については、患者に
対する倫理的な保護等の観点からも薬事法上の医師主導治験を含めた治
験として提供されるべきと考える。
　なお、国際的にも効果が認められているとされている抗がん剤の適応外
使用については、厚生労働省においても有効性等の根拠が明らかなもの
から順次迅速な承認申請を促す方針を平成15年11月21日の薬事・食品衛
生審議会において示しており、今後適用外の効能追加を進める予定。
　なお、抗がん剤の適応外使用については、国民のニーズにすみやかに対
応する観点から、特定療養費制度を活用して、承認前から保険診療と併用
できるよう措置することとしたところである。

アメリカやEU諸国において有効性と安全性
が評価された上で承認されている医薬品等
を、日本で使用することが認められない理
由を明確化されたい。アメリカやEU諸国に
おける医薬品等の承認に係る審査の基準、
体制等が、日本と比較して不十分である場
合は、その点についても説明されたい。併
せて、右の提案主体からの意見も踏まえ、
再度検討し回答されたい。

「医薬品に関する治験データ-の国際的な相互受け入れ（ICH)を
積極的に行い、特に根拠が明確と思われない「民族的要因」の
壁を取り除きアメリカ、EU諸国において承認され実績のある標
準薬の使用を可能とし、併せて、医薬品の開発において革新的
な新薬の開発は日本よりもアメリカ、EU諸国の方が多く、かつア
メリカや英国などで開発された医薬品は自国よりも他国での販
売の実績が多く、むしろ使用を認めたほうがメリットがある」とし
てアメリカ、EU諸国の承認薬に関するデータ-の国際的な相互受
け入れにより使用を認めていただきたく提案させていただきまし
た。この件についての回答をいただきたい。

D-1 IV

未承認医薬品等を治験の中で用いれば、当該医薬品等にかか
る費用を除き保険適用下で使用することが可能である。
外国で使用されている医薬品であっても、国内で使用する際に、
有効性、安全性の確保の観点から、その用法用量や効能効果
を外国での用法用量や効能効果と異なるものとする必要がある
場合もあることから、当該医薬品について、日本においても欧米
の諸国と同様に行政機関が独自に審査を行い、承認を得た上で
使用されるべきものである。　医療機器にあっては、各国での規
制が異なり、規制の同一性の確保が困難であることからも、行政
機関が独自に審査を行い、承認を得た上で使用されるべきもの
である。
　したがって、医薬品又は医療機器の有効性、安全性の確保に
おいて、国内未承認の医薬品又は医療機器は、薬事法に基づく
治験により提供するか、又は薬事法に基づく承認を取得した上
で使用されるべきである。
　なお、医薬品の承認審査における外国の臨床試験データの取
扱いについては、可能な限り承認申請の資料に利用できるよう
運用しているところである。

3002020
株式会社国際
高等研究所

国際メディカルセンター
特区

米国、EU諸国で承認されてい
る国内未承認の抗がん剤の使
用

090820

大麻取締法第
1条に規定する
「大麻」の定義
からの低毒性
産業用大麻品
種の除外

大麻取締法（昭和23年
法律第124号）第1条

大麻取締法第１条で「大麻とは、大
麻草（カンナビス・サティバ・エル）及
びその製品をいう。ただし、大麻草の
成熟した茎及びその製品（樹脂を除
く。）並びに大麻草の種子及びその
製品を除く」と規定されている

C Ⅰ

　大麻の幻覚成分は微量の摂取で精神作用が発現することから、たとえ低
濃度であっても、乱用のおそれがある。また、幻覚成分含有量の少ない大
麻から含有量の多い大麻への転換も容易にできる。そのため、大麻乱用に
よる保健衛生上の危害を防止するため、幻覚成分の多寡にかかわらずす
べての大麻を大麻取締法で規制する必要がある。

1048010 美麻村
産業用大麻を活用した
新産業創造特区

大麻取締法第1条に規定する
「大麻」の定義からの低毒性産
業用大麻品種の除外
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090830
産業用大麻の
栽培に係る免
許要件の緩和

大麻栽培者免許に係る
疑義について（平成13年
3月13日付け医薬監麻
発第293号）

大麻取扱者の免許交付審査におい
ては、その栽培目的が伝統文化の
継承や一般に使用されている生活
必需品として生活に密着した必要不
可欠な場合に限り免許すべきと解し
ている

C Ⅳ

　大麻の幻覚成分は微量の摂取で精神作用が発現することから、たとえ低
濃度であっても、乱用のおそれがある。また、幻覚成分含有量の少ない大
麻から含有量の多い大麻への転換も容易にできる。そのため、大麻乱用に
よる保健衛生上の危害を防止するため、幻覚成分の多寡にかかわらずす
べての大麻を大麻取締法で規制する必要がある。
　
　大麻に関しては、その有害作用から栽培等の行為は厳重に規制し最小限
なものとする必要がある。大麻の栽培を安易に認めると、不適正な栽培、盗
難、乱用の助長の問題等が起こりうることから、保健衛生上の危害を防止
するためにも、必要不可欠な場合に限定して栽培免許を付与することは必
要である。

　いわゆる産業用大麻といわれるものもその実態は大麻そのものであり、
乱用のおそれがあることには変わりないことからも、いわゆる産業用大麻の
栽培をその他の大麻栽培と区別することは適切でない。

幻覚成分の多寡にかかわらずすべての大
麻を大麻取締法で規制した上で、幻覚成分
が微量の産業用大麻をその他の大麻と区
別して、保健衛生上の危害を防止するため
の適切な代替措置を講じる場合において
は、現在全ての大麻について栽培を認めて
いる「必要不可欠な場合」よりも広く、産業
用大麻の栽培を認められないか、検討し回
答されたい。併せて、右の提案主体からの
意見も踏まえ、再度検討し回答されたい。

「大麻の幻覚成分は微量の採取で精神作用が発現する」との指摘につい
て、どのような研究結果に基づくものか開示願いたい。その開示されたデー
ターに基き、本件品種が具体的に精神作用を及ぼす科学的事実を判明させ
ていただきたい。
1998年6月のフランス国立保健医療研究所による「麻薬の危険度調査」にお
いて、大麻がヘロインやコカインといった他の薬物は勿論のことながら、アル
コールやたばこよりも危険度が低いとされた（1998/6/17共同通信ニュース
より）ことや、世界的に著名な医学書である「メルクマニュアル」において
「（大麻が）重篤な生物学的影響があるとする主張の大部分は、比較的大量
の使用者、免疫学的、生殖機能についての積極的な研究においても、ほと
んど立証されていない（万有製薬㈱提供　メルクマニュアル第17版日本語版
より引用）。」と指摘している点について、貴省の見解を伺いたい。
｢幻覚成分含有量の少ない大麻から含有量の多い大麻への転換も容易に
できる」との指摘があるが、欧州やカナダ等でも同様の状況にある中で、政
府による一定の規制のもとで、広く産業用の大麻栽培が行われており、我が
国においても保健衛生上の危害を防止しつつ、健全な大麻産業を興すこと
は可能であると思われる。貴省の回答を見るに、それが不可能であるほど
我が国の行政・治安が欧州各国やカナダなどに比べて劣っているとの指摘
とも受け取れるが、そのような解釈でよろしいか。

C Ⅳ

大麻の幻覚成分であるＴＨＣについては、「体重６０Ｋｇの人間が３ミリグラム相当を
吸煙摂取しただけで作用がある」との報告（依存性薬物情報研究班編「依存性薬物
情報シリーズ　大麻」）があり、ＴＨＣ含有量が０．３％以下のいわゆる産業用大麻で
あっても１グラム摂取すれば大麻の作用が現れる。また、ＴＨＣ含有率を高める大麻
の栽培方法やＴＨＣを大麻草から抽出・濃縮する方法が一般書籍にも掲載されてい
る。さらに、ＴＨＣ含有量が低い大麻といわれるＣＢＤＡ種は劣性遺伝であり、在来種
との交配により幻覚成分含有量が通常の大麻と同様になり、恒常的にＴＨＣ含有量
が低く保たれるものではない。したがって、ＴＨＣ含有量が多い大麻と少ない大麻を
区別して規制することはできない。
 「メルクマニュアル」の「大麻が重篤な生物学的影響があるとの主張はほとんど立証
されていない」との記述の「重篤な生物学的影響」が何を指すのかは明らかでない
が、他方、同書では「大麻の慢性ないし定期的使用は精神依存を引き起こす」、「吸
われた大麻は夢幻様状態をうむが、その状態では観念がばらばらになり、不安定と
なり、自由に流動するようである」、「精神分裂病様症状が、抗精神薬（例、クロルプ
ロマジン）で治療を受けている患者においてさえ、マリファナによって悪化する場合が
ある」、「多量使用者は肺の症状（急性気管支炎、喘鳴、咳、粘液分泌過多のエピ
ソード）を発生し、さらに肺機能が障害されることがある」、「長期多量使用者の少数
サンプルにおいて認知機能低下が一部の検査で同定された」といった記述があり、
大麻の人体への有害な影響を示唆している。また、フランス国立保健医療研究所の
「麻薬の危険度調査」で大麻が、アルコールやたばこよりも危険度が低いとされたと
あるが、マリファナの吸引によって幻覚等の作用が生じうるのに対して、たばこやア
ルコールでは通常の喫煙、飲酒で幻覚を生じることはない。ＷＨＯの１９９７年報告
では大麻乱用の急性効果として知覚発達と精神運動作業の悪化等、慢性的効果と
して知覚機能の選択的低下や大麻依存症候群等の健康被害が指摘されている。
「1961年の麻薬に関する単一条約」でも大麻はヘロイン等と同様に最も厳重に規制
すべき附表Ⅳの薬物に分類されている。

1048020 美麻村
産業用大麻を活用した
新産業創造特区

産業用大麻の免許要件の緩
和

090830.1

そもそも、構造改革特区制度は、様々な規制を地域を限って緩和することに
より、当該地域の事業者の創意工夫による新たな産業の創出を主な目的と
して実施されているものと認識しており、現在の規制状況をそのまま回答し
ている姿勢は、ほかに産業の創出の難しい山間地の現状を全く省みない姿
勢であると認識せざるを得ず、納得しかねる。
「大麻の栽培を安易に認める」との指摘であるが、本提案は、あくまでもカナ
ダ政府の事例を参考としており、中央または地方政府の統制下における規
制緩和といった意味からして「安易な栽培容認」とは言い難く、逆に栽培用
途は限定されているものの、その品種については幻覚成分の多寡に関わら
ず許可されている我が国の大麻栽培の現状を改め、栽培用途の限定を緩
和する代替措置として、幻覚成分の極めて少ない品種に限定することを求
めていることからして、保健衛生上の危害を防止するための安全策を十分
に講じた上での提案であると考える。欧州や、カナダに於ける産業資材とし
ての大麻の活躍はめざましいものがあり、石油に頼らないバイオマス資源
の開発は、広範な業種に新しい道を拓くものであり、安易に規制を考える姿
勢は、石油輸入国である我が国の国益を阻害していると言わざるを得ない。
もとより「幻覚成分の多寡にかかわらずすべての大麻を大麻取締法で規制
する」ことに異論はないが、その規制のもとで、地域の事業者の創意工夫に
よる健全な大麻産業を創出するためにも、法によらない本提案については、
上記の措置を講じた上で緩和していただくことを希望する。

このような大麻自身の有害性に加え、大麻はゲートウェードラッグとも呼ばれ、米国
の調査では「大麻経験者の２６％が５～６月後にはＬＳＤ等の経験者となっていた
が、未経験者ではわずか１％であった」との報告がある。大麻乱用を防止することは
他の薬物乱用を抑止する手段としても有効である。我が国の大麻の生涯経験率は
２００１年調査では１．１％で、欧米（１０～３０％台）に比べて抑制されているものの、
１９９５年（０．５％）から２００１年（１．１％）の間に倍増しており、一層厳格な規制・取
締が必要である。昨年７月には「薬物乱用防止新５か年戦略」が策定され、政府一
体となって大麻等の薬物乱用対策を一層強力に推進することとされている。また、昨
年１２月に犯罪対策閣僚会議において決定された行動計画でも薬物乱用のない社
会の実現を目指して取締の強化を図ることとしている。このような状況の下、大麻栽
培の規制を緩和することは論外である。大麻栽培について、伝統的文化の継承や
一般に使用されている生活必需品として生活に密着した必要不可欠な場合に限っ
て免許を与えているのは、大麻の栽培を極力限定することによって大麻乱用を防止
するためであり、ＴＨＣ含有量の低い大麻であっても通常の大麻と区別して規制でき
ない以上、「必要不可欠な場合」に限って栽培を認め、その栽培を厳重に規制するこ
とが必要である。 1048020

090840

大麻栽培者に
よる産業用大
麻栽培用種子
の輸入解禁

輸入のけし、大麻種子の
取扱いについて（昭和４
０年９月１５日付け薬発
第７０８号通知）

大麻の違法な栽培を防止するため、
輸入する種子については発芽不能
処理を行うこととしている

C Ⅳ

　大麻の幻覚成分は微量の摂取で精神作用が発現することから、たとえ低
濃度であっても、乱用のおそれがある。また、幻覚成分含有量の少ない大
麻から含有量の多い大麻への転換も容易にできる。そのため、大麻乱用に
よる保健衛生上の危害を防止するため、幻覚成分の多寡にかかわらずす
べての大麻を大麻取締法で規制する必要がある。

　種子の輸入を認めることは、全国的な大麻の違法な栽培を助長すること
になりかねず、その防止のためにも、種子の輸入について現行の規制を行
うことは必要である。

幻覚成分の多寡にかかわらずすべての大
麻を大麻取締法で規制した上で、幻覚成分
が微量の産業用大麻をその他の大麻と区
別して、保健衛生上の危害を防止するため
の適切な代替措置を講じる場合において
は、大麻栽培者による産業用大麻栽培用
種子の輸入を認められないか、検討し回答
されたい。併せて、右の提案主体からの意
見も踏まえ、再度検討し回答されたい。

「種子の輸入を認めることは、全国的な大麻の違法な栽培を助
長することになりかねない」との指摘であるが、大麻研究者の輸
入許可と同等の規制を設けるとともに、輸入可能品種を限定す
ることにより、ご指摘の状況を防ぐことは、十分に可能であるに
も拘らず、合法的な麻産業の育成を積極的に退ける姿勢は、
『バイオマス日本』を打ち出した政府の方針と同じ路線上にある
とは考えられず、納得できない。
もとより「幻覚成分の多寡にかかわらずすべての大麻を大麻取
締法で規制する」ことに異論はないが、その規制のもとで、地域
の事業者の創意工夫による健全な大麻産業を創出するために
も、法によらない本提案については、現行法と同程度の規制と
いった措置を講じた上で緩和していただくことを希望する。

C Ⅳ

大麻の幻覚成分であるＴＨＣは「体重６０Ｋｇの人間が３ミリグラ
ム相当を吸煙摂取しただけで作用がある」との報告が大麻の薬
理等に詳しい専門家グループ「依存性薬物情報研究班」からあ
り、ＴＨＣ含有量が０．３％以下の大麻であっても１グラム摂取す
れば大麻の作用が現れる。また、ＴＨＣ含有率を高める大麻の栽
培方法やＴＨＣを大麻草から抽出・濃縮する方法が一般書籍にも
掲載されている。さらに、ＴＨＣ含有量が低い大麻といわれるＣＢ
ＤＡ種は劣性遺伝であり、在来種との交配により幻覚成分含有
量が通常の大麻と同様になり、恒常的にＴＨＣ含有量が低く保た
れるものではない。したがって、ＴＨＣ含有量が多い大麻と少ない
大麻を区別して規制することはできない。近年、我が国の大麻経
験率が増加し、規制・取締の必要性が増している。政府は昨年７
月、「薬物乱用防止新５か年戦略」を策定し、大麻等の薬物乱用
防止対策の一層の推進を図ることとしている。昨年１２月に犯罪
対策閣僚会議において決定された行動計画でも薬物乱用のな
い社会の実現を目指して取締の強化を図ることとしている。この
ような状況の下、大麻栽培の規制を緩和することは論外である。
ＴＨＣ含有量の低い大麻であっても違法な栽培を防止するため、
その種子の輸入について現行の規制が必要である。

1048030 美麻村
産業用大麻を活用した
新産業創造特区

大麻栽培者による産業用大麻
栽培用種子の輸入解禁

090850

産業用大麻栽
培者の免許権
限の都道府県
知事から市町
村長への委譲

大麻取締法（昭和24年
法律第124号）第5条第1
項

都道府県知事免許 C Ⅰ

　大麻の幻覚成分は微量の摂取で精神作用が発現することから、たとえ低
濃度であっても、乱用のおそれがある。また、幻覚成分含有量の少ない大
麻から含有量の多い大麻への転換も容易にできる。そのため、大麻乱用に
よる保健衛生上の危害を防止するため、幻覚成分の多寡にかかわらずす
べての大麻を大麻取締法で規制する必要がある。
　
　いわゆる産業用大麻といわれるものもその実態は大麻そのものであり、
乱用のおそれがあることには変わりないことからも、いわゆる産業用大麻の
栽培をその他の大麻栽培と区別することは適切でない。

地域再生推進の観点から、地方公共団体
における権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。

C Ⅰ

大麻の幻覚成分であるＴＨＣは「体重６０Ｋｇの人間が３ミリグラム相当を吸煙
摂取しただけで作用がある」との報告が大麻の薬理等に詳しい専門家グ
ループ「依存性薬物情報研究班」からあり、ＴＨＣ含有量が０．３％以下の大
麻であっても１グラム摂取すれば大麻の作用が現れる。また、ＴＨＣ含有率を
高める大麻の栽培方法やＴＨＣを大麻草から抽出・濃縮する方法が一般書
籍にも掲載されている。さらに、ＴＨＣ含有量が低い大麻といわれるＣＢＤＡ種
は劣性遺伝であり、在来種との交配により幻覚成分含有量が通常の大麻と
同様になり、恒常的にＴＨＣ含有量が低く保たれるものではない。したがっ
て、ＴＨＣ含有量が多い大麻と少ない大麻を区別して規制することはできな
い。近年、我が国における大麻経験率が増加し、規制・取締の必要性が増し
ている。政府は昨年７月、「薬物乱用防止新５か年戦略」を策定し、大麻等の
薬物乱用防止対策の一層の推進を図ることとしている。昨年１２月に犯罪対
策閣僚会議において決定された行動計画でも薬物乱用のない社会の実現
を目指して取締の強化を図ることとしている。このような状況の下、大麻栽培
の規制を緩和することは論外である。ＴＨＣ含有量の低い大麻についてもそ
の他の大麻と同様に栽培を厳重に規制し、乱用を防止する必要がある。現
在、大麻栽培者は全国で１００名弱であり、また、都道府県には大麻取締法
等の捜査権を有する麻薬取締員が配置され、厳正な監視取締体制が整備
されていることから、都道府県知事が栽培目的や地域の現状を審査して大
麻栽培免許を与え、統一的な管理を行うことが最も適当である。

1048040 美麻村
産業用大麻を活用した
新産業創造特区

産業用大麻栽培者の免許権
限の村長への移行

090860
検疫飛行場の
指定基準に係
る特例

検疫法第３条、検疫法施
行令第1条

　検疫飛行場とは、外国から来航し
た航空機の長が検疫所長の許可な
しに着陸させることができる飛行場と
して、指定されているものであり、国
際定期便が就航している飛行場を指
定している。検疫飛行場において
は、航空機で来航したヒトの検疫の
みならず、航空機内及び飛行場の衛
生調査等を総合的に実施し、検疫感
染症等の病原体が国内に侵入する
ことを防いでいるものである。

Ｄ－１

　中部国際空港開港にあたっては「空港整備七箇年計画について」
（H8.12.13閣議決定）により、定期航空路線の一元化が前提とされている
が、名古屋空港から国際線定期路線全てが中部国際空港に移転する場合
には、名古屋空港において検疫に対するまとまった行政需要を見込むこと
が出来ない。このため検疫飛行場として指定することは行政需要に対して
過剰な機構・定員の措置を行う必要が生じることとなり、非効率である。
　なお、検疫飛行場となっていない他の地方空港と同様、国際ビジネス機等
の運行に関し、原則として、運航日の２週間前までにＣＩＱ機関に連絡があ
れば、ＣＩＱ機関とも要望に沿った対応をすることとなっているが、その運用
に当たっては連絡の期間等も含め、柔軟に対応してまいりたい。

一定の需要が見込めれるのであれば検疫
飛行場として位置づけてもよいのではない
か、検討し、回答されたい。この際、農林水
産省の回答では「今後も国際便の入港が見
込まれ、畜産物類の輸入要望があるのであ
れば引き続き指定港とすることについて検
討する」とあり、同様に検討されたい。また、
貴省の回答では２週間前までのＣＩＱ機関へ
の連絡について「柔軟に対応」とあるが、国
際ビジネス機の特性及びそれに特化する空
港の特性を踏まえ、執務時間外における対
応も含め、直前の審査要請や時間変更に
適切に対応するものと解してよろしいか、回
答されたい。

１　「定期航空路線一元化により検疫に関する纏まった行政需要を見込むことがで
きない」「行政需要に対して過剰な機構・定員の措置を行う必要が生じることとなり、
非効率」との見解について
　　中部国際空港開港により現名古屋空港の国内・国際定期航空路線は一元化さ
れるが、国際ビジネス機は対象外である。
　　本特区提案においては年間50機（離着陸100回）以上のビジネス機の飛来が見
込まれる場合を指定要件としていることから、国際定期便が一時的に不在で年間32
機（航空局監修：数字で見る航空2003による）の国際チャーター機の飛来しか無かっ
た熊本空港が検疫飛行場であり続けたことに比べれば、はるかに行政需要があると
考えられる。
　　また、本提案では、審査体制についても、本特区構想に係る規制の特例
（090870）の中で、別途、効率的な手法をあわせて提案しているものである。
　　わが国ではこれまで定期便中心の出入国行政が行われてきており、海外から
「ビジネス機鎖国」との汚名まで受けているため、視点を変えて特区において要望を
実現できないか、再度検討し、回答されたい。
２　「国際ビジネス機の運航に関し、…運用に当たっては連絡の期間等も含め、柔軟
に対応してまいりたい」との見解について
　　国際チャーター便とは異なり、前日の離着陸決定や時間変更が頻繁に行われる
国際ビジネス機の特性に鑑みて、現行制度の枠内では実質的に運航を行うことが
できなくなるために今回の特区提案を行っているところである。
　　また、特区においては、将来の名古屋空港を「国際ビジネス機の拠点」とすること
を目指しており、原則自由に国際ビジネス機が離着陸できる制度環境整備を求めて
いるものであり、非検疫飛行場における例外的対応には馴染まない。
　　なお、原則2週間とされる「連絡の期間等も含め、柔軟に対応」するとのことであ
るが、上述のようなビジネス機特有の運航に、どう対応していただけるのかお示しい
ただきたい。

Ｄ－１

　検疫飛行場の指定については国際定期便等の運行状況等の
行政需要に照らし、官署を設置し行っているものであるが、現状
では、国際定期便の運航便数が最も少ない検疫飛行場におい
てでさえ、週２便（年間１００便）に加え国際旅客チャーター便等
の運航がされており、名古屋空港で運行が見込まれる年間５０
便の２倍を超える需要がある。
　また、不定期に入港する国際ビジネス機に３６５日対応する体
制としては、検疫飛行場の指定により出張所をおくよりも、近隣
の検疫所本所の体制を充実させることにより、限られた行政資
源の中では効率的に行政需要に応えることが可能であり、指定
港として指定しない限り動物、植物を輸入することができない農
林水産省の機関と同様の対応は必要ではない。
　なお、検疫飛行場でなくなった場合の具体的な対応について
は、要員確保等の観点から一定の制約はあるが、名古屋空港
及び国際ビジネス機の特性等を踏まえ、可能な範囲で円滑な運
航に支障を来さないように配慮してまいりたい。

貴省の回答では「可能な範囲で円滑
な運行に支障を来さないように配慮
してまいりたい」とあるが、内容につ
いて明確化できないか、具体的に検
討し回答されたい。

Ｄ－１

　検疫飛行場の指定については国際定期便等の運行状況等の
行政需要に照らし、官署を設置し行っているものであるが、現状
では、国際定期便の運航便数が最も少ない検疫飛行場におい
てでさえ、週２便（年間１００便）に加え国際旅客チャーター便等
の運航がされており、名古屋空港で運行が見込まれる年間５０
便の２倍を超える需要がある。
　また、不定期に入港する国際ビジネス機に３６５日対応する体
制としては、検疫飛行場の指定により出張所をおくよりも、近隣
の検疫所本所の体制を充実させることにより、限られた行政資
源の中では効率的に行政需要に応えることが可能であり、指定
港として指定しない限り動物、植物を輸入することができない農
林水産省の機関と同様の対応は必要ではない。
　検疫飛行場でなくなった場合の対応については、要員確保等
の観点から一定の制約はあるが、国土交通省の外国航空機の
出入国許可等に係る航空法施行規則の改正内容を念頭に、名
古屋空港及び国際ビジネス機の特性等を踏まえ、可能な範囲で
円滑な運航に支障を来たさないよう配慮する。
　なお、具体的対応については、名古屋空港を担当する関係各
省の地方官署及び愛知県等関係者との間で早期に協議・検討
を進めることとする。

1078060

愛知県、名古
屋市、春日井
市、小牧市、豊
山町、名古屋
空港活用促進
協議会、日本
貿易振興機
構、日本ビジネ
ス航空協会

開国！国際ビジネス機
特区

検疫飛行場の指定基準に係る
特例
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090870

ＣＩＱ審査業務
の適正規模化
と機内における
審査実施に係
る規制の特例

検疫法

　検疫感染症の病原体が国内に侵
入することを防止することを目的とし
て、入国者に対し質問、診察、検査
等を行い、その結果に応じ隔離、停
留等、様々な措置をとることとしてい
る。

Ｃ

　検疫業務を行うにあたっては、検疫感染症に関する知識のみならず、診
察、採血等の医療行為、感染症の拡大を防ぐための応急措置等、医師とし
ての判断等を必要とすることもあることから、検疫所に医師を配置している
ところであり、税関職員に権限を委任し、対応することは不可能である。

国際ビジネス機旅客の多くは、著名な財界
人や文化人等であり、審査対象の属性、規
模も限定されている。職員が併任し、其々
の業務遂行に必要な専門性を備えればよ
いのではないか。法令上、一人の職員に税
関、出入国管理、検疫の審査を委任するこ
とができないこととなっているのか確認され
たい。提案には「米国では、入管、検疫から
権限委任を受けた税関職員が一人で機内
まで出向いて審査」しているとあり、これも
踏まえて、提案が実現できないか、検討さ
れたい。
また、地域再生の推進のため施策の連携
は重要であることから、これを踏まえ本提案
が実現できないか再度検討し回答された
い。

１　「検疫業務を行うに当たっては、検疫感染症に関する知識のみならず、…医療行
為、…応急措置等、医師としての判断等を必要とすることもあることから検疫所に医
師を配置しているところであり、…権限委任は不可能」との見解について
　　特区においてはビジネス航空旅客のみを対象とし、国際貨物の輸入などは伴わ
ないため、対象は乗員及び旅客とその携行物等であり、限定的である。
　　実際の業務を行う「検疫官」には特段の資格は求められておらず、その業務は、
「明告書、乗員乗客名簿等による有症者の確認（第11条）」「質問票による有症者の
確認（第12条）」「患者の隔離・消毒（第14条）」等、高度な専門性は求められていな
いため、実態上も事務官が「検疫官」としてその職務に当たっている。
　　また、「有症者の診察や病原体の検査」（第13条）については、現行の運用でも
嘱託医等非常勤医師を確保して行っていることから、引き続き同様の手立てをとれ
ば支障は無い。
　　実際、検疫飛行場である熊本空港では、福岡検疫所から国際便があるたび「検
疫官」１名が出張対応し、旅客から申告があった場合のみ空港近隣在住の嘱託医
に往診に来てもらっており、旅客が希望すれば、健康票を配付することで嘱託医の
往診も無いまま帰宅もしくは病院に行かせている。
なお、検疫業務は「検疫所長」が「検疫官をして行わせる」ものであり、あくまで権限
の所在は「検疫所長」にあるため、「検疫官」以外の者による実際の業務実施にも馴
染み、業務に強制力も伴わないため、税関職員においても実施が可能である。
　　今回の特区提案の内容については、米国では国際ビジネス機に対して一般的に
行われている方法であり、特区において実現できないか再度検討の上ご回答いただ
きたい。
２　なお、今回提案した機内における検疫実施は可能と考えてよいか。

Ｃ
Ｄ－１

　検疫所における検疫業務は、検疫官（医師、看護師、衛生検査技師等の
技官、事務官）が航空機の発航地等の感染症の流行状況に応じ、業務を分
担して実施しているものであるが、検疫法に基づく感染症の患者等について
の隔離、停留等の判断には、検疫官からの報告が重要な要件となるため、
検疫官は高度の専門性を身につけ、的確な判断を行えることが検疫法の運
用上求められている。
　従って、検疫官の補職条件として大学等で専門教育を受けた技術系職員
若しくは２年以上の検疫業務を経験した事務系職員と定め、少人数で検疫を
行う際には数年の経験を積んだ検疫官で対応しているところであり、検査、
消毒等が必要と予想される場合においては、技術系職員がその対応にあ
たっているところである。
　さらに、ＳＡＲＳ等感染症が問題となっている今、厚生労働省本省、他の検
疫所、地方自治体等との連絡協力体制が重要であり、平常時から患者発生
を想定した措置訓練等により、この体制の構築を図っているところであるが、
検疫業務を検疫所職員以外が行った場合、特に緊急時に混乱を生じる事が
予想される。
以上のことから、税関職員に権限を委任し、対応することは不可能である。
　なお、機内での検疫については、入国者の状況（健康状態、人数等）、空
港、航空機の設備等に応じて、可能な限り対応を実施したいと考える。

1078090

愛知県、名古
屋市、春日井
市、小牧市、豊
山町、名古屋
空港活用促進
協議会、日本
貿易振興機
構、日本ビジネ
ス航空協会

開国！国際ビジネス機
特区

ＣＩＱ審査業務の適正規模化と
機内における審査実施に係る
規制の特例

090880

検疫所におけ
る輸入食品の
検査体制の強
化・充実

食品衛生法

検疫所では、輸入食品等について幅
広く監視（モニター）し、違反が発見さ
れた場合には検査を強化するなど、
必要に応じた輸入時の検査体制を
構築することを目的としてモニタリン
グ検査制度を導入している。

Ｄ－１

モニタリング検査は検体の収去のみを行い、その試験結果の判定を待たず
に輸入手続きを進めることができるもので、執務時間外の検査を行わなくて
も貨物の流通を妨げるものではない。また、検査に先立って必要な食品等
輸入届出手続についても、多くの場合は事前届出制度等により、食品等の
輸入貨物が港に滞留することはないことから、本事項については、現行制
度で対応可能である。

検疫所の執務時間外の輸入食品の検査体
制の強化、充実の要望についても、回答さ
れたい。

Ｄ－１

　モニタリング検査は、試験結果の判定を待たずに輸入手続き
を進めることができるもので、貨物の流通を妨げるものではな
い。また、食品等輸入届出手続について、多くの場合は事前届
出制度等により、食品等の輸入貨物が港に滞留することはない
が、全国における平成15年の届出件数約168万件に対し、執務
時間外対応が約400件と多少なりとも要望があることから、今後
も事前届出制度の活用等、現行制度の効率化を図りつつ適切
に対応するとともに、平成16年度予算（案）においても、24時間フ
ルオープン化に対応できるよう輸入食品監視支援システム
（FAINS）の更改、主要港湾の食品衛生監視員の増員等、行政
需要に見合った適正な人員配置を図ることとしている。

2004020 神戸市 国際みなと経済特区
輸入食品の検査体制の強化・
充実

090890

化製場の移
転・増設・継承
等の手続きの
簡易化

化製場等に関する法律
第３条及び第４条

化製場を設けようとする者は、化製
場法において都道府県知事の許可
を受けなければならないこととしてお
り、都道府県知事は、化製場の設置
の場所が①人家が密集している場
所、②飲料水が汚染されるおそれの
ある場所、③その他都道府県知事
が公衆衛生上害を生ずるおそれの
ある場所として指定する場所のいず
れかに該当するときは、設置の許可
を与えないことができる。
また同法では、化製場設置の変更届
出については、条例で定める事項に
つき届出を要することとしている。

Ｄ－１

ご要望の趣旨は、一定の事例について、より簡易な許可手続とすることを
求めるものであると思料するが、化製場においては、許可をするか否かの
判断は都道府県知事にあり、許可の基準の詳細部分や許可の手続につい
ても条例に委ねられている。

地域再生推進の観点から、地方公共団体
における権限委譲が重要であることを踏ま
え、提案を実現できないか、検討し回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

現行法及び県条例に基づく手続きには制約や制限が多く化成
場設置者にとっては時間と労力を必要としている現状にある。既
に草加市は埼玉県から権限移譲を受け、条例等の運用を実施
しているところであるが、さらに手続きの簡素化を図るため、特
区による草加市独自の条例制定を可能としたい。（地方自治法
２５２条の２の１７の２に基づく権限移譲は県の担当は現在のと
ころ考えていない。）

Ｄ－１

　化製場の設置等の手続に関する事項は都道府県等の規則に
より規定されているため、手続の簡素化を求めるご要望の趣旨
は地方自治法に基づく権限委譲により実現が可能である。
　なお、条例制定権を求める点についてであるが、化製場規制
について条例で定める事項は、化製場の構造設備の基準等と
いう、化製場設置にあたっての権利義務規制を行うための基本
的部分であり、手続の簡素化という趣旨とは異なるものであると
考える。

1185010 草加市

安全で活力あるまちづ
くり特区（草加市はアジ
アのフィレンツェを目指
す）

化製場の移転・増設・継承等
の手続きを簡易にする

090900

猟場で捕殺し
た狩猟物の食
肉処理業施設
への搬入の容
認

食品衛生法施行令第５
条

食肉処理業は、食用の目的で食鳥
若しくは獣畜（食鳥検査法にいう食
鳥及びと畜場法にいう獣畜を除く。）
をとさつし、若しくは解体する営業で
ある。
なお、と畜場法で規定する「獣畜」
は、牛、馬、豚、めん羊、山羊をい
い、食鳥処理の事業の規制及び食
鳥検査に関する法律で規定する「食
鳥」は、鶏、あひる、七面鳥をいう。

Ｄ－１

食肉処理業を営む施設における処理工程においては、処理物が生体でな
ければ処理してはならないとの規定はない（食品衛生法施行令第５条第８
号の３）ことから、捕殺した狩猟物を当該施設に持ち込み、解体・処理するこ
とは現行規定でも対応可能である。

1068030 阿仁町 マタギ特区構想 猟場での捕殺等

090910

普通民家で民
宿を経営する
場合における
自家水道によ
る未消毒の水
の使用の容認

（飲食店営業に関して）
食品衛生法第２０条

飲食店営業等の営業を営もうとする
者は、都道府県が条例で定める基
準を満たし、都道府県知事等の許可
を得なければならない。

Ｄ－１ 　

飲食店営業等の施設の基準や使用する水については、都道府県が条例で
定めている。
なお、提案主体が所在する自治体の条例では、水道水以外に、塩素殺菌と
同等以上の効力を有するの殺菌方法により処理された飲用適の水の使用
を認めているものと承知している。
また、食品の規格基準において、清涼飲料水の原水等は水道水又は飲用
適の水を用いることとされており、必ずしも塩素殺菌した水であることを求め
ていない。

1143015 神流町
かんな田舎体験交流
特区

普通民家での民宿経営（食品
衛生法関連）

090920

普通民家で民
宿を経営する
場合における
旅館業法上の
規制の緩和

旅館業法第３条、旅館業
法施行令第１条、第２
条、旅館業法施行規則
第５条

民宿（簡易宿所営業）を経営しようと
する者は都道府県知事等の許可を
得る必要であるところ、客室の延床
面積が３３㎡以上であること、適当な
数の便所を有すること等が構造設備
の要件として旅館業法施行令に定め
られている。しかし、農林漁業者が農
林漁業体験民宿業を営む場合に
は、上記客室の延床面積要件は適
用されないこととされている（旅館業
法施行規則第５条）。

Ｄ－１ Ⅲ

　簡易宿所営業の施設の構造設備要件につき、旅館業法施行令上、トイレ
については適当な数を有することというように抽象的にしか規定されておら
ず（同令第１条第３項第６号）、さらに、調理場及び玄関帳場にいたっては要
件は規定されておらず、具体的要件は、都道府県が条例で定めている（同
第７号）。また、最低客室延床面積要件については、農林漁業者が農林漁
業体験民宿業を営む施設、特定の季節に限り営業を営む場合及び交通が
著しく不便な施設であって利用度が低い場合は、適用除外とされている（旅
館業法施行規則第５条第２項）。

1143011 神流町
かんな田舎体験交流
特区

普通民家での民宿経営(旅館
業法関連）
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措置の
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措置の
内容

措置の概要(対応策)
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「措置
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見直し

「措置
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容」の
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各府省庁からの再検討要請に対する回答
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「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し
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規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090930

一定の期間に
限る農家への
有償宿泊に対
する旅館業法
の適用除外

旅館業法第１条、第２
条、旅館業法施行令第１
条、第２条、旅館業法施
行規則第５条

宿泊料又は室料を受けて人を宿泊さ
せる営業は、旅館業法の適用対象と
なる。宿泊料等とは、食費の実費以
上のものを指す（昭和２７年１０月２９
日付け衛環第９２号厚生省環境衛生
課長回答）。

C Ⅰ

　提案の場合であっても、宿泊料を受けて不特定多数に対し役務を提供す
る以上、ホテル、旅館と同様の衛生規制を課す必要があるため、要望の実
現は困難。なお、季節的営業に関しては、客室の数及び最低延床面積、玄
関帳場等の設置条件の適用がなく（旅館業法施行規則第５条第２項）、さら
に、季節的状況等によって、旅館業法施行令に定める浴室、暖房設備及び
便所の設置条件による必要がない場合又は当該条件によることができない
場合であって、かつ、公衆衛生の維持に支障がないときは、当該条件を満
たさなくてもよいとされている（同第３項）。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　現段階の規制緩和の中においても、農林漁村体験施設として許可
を得るためには、延べ床面積は緩和されているものの、お客専用の
洗面所、炊事場等の設置は義務づけられている。現況の農家の住宅
設備からみてこうした新たな設備は必要なく、衛生面も確保されてい
るものと思われる。また、今回の提案概要「通年的受け入れるまでに
至らない農村体験の一環としての宿泊については、旅館業法上の業
とはみなさずに、農家の届け出による有償での受け入れを可能とす
る。」について注釈させていただきます。①通年的に受け入れるまでに
至らないというガイドラインは季節的な受け入ればかりでなく、農業収
入を基準として一定のラインを設定する内容も含まれております。こ
れは本来の農業収入を超えない範囲内で設定することで受け入れを
規制し、旅館業により許可をとり営業している方たちとの位置づけをき
ちんとおこなうことで農家の副業としての理解を得るためのものです。
（勿論、ツーリズム活動による収入がガイドラインを超えた場合は、許
可を必要とする）②ただし、今回ご指摘ありました衛生上の確保は図
る必要があることはいうまでもありません。そのため、前記に記述した
ガイドライン以下の農家については、地方分権を推進するうえでも市
町村への届出制にし、その具体的な要件は市町村において規定する
というもである。③こうしたことでお客さんの安全・安心の確保を図りな
がら、許可営業して旅館業者等の理解を得ながらグリーン・ツーリズ
ムを推進していこうというもです。

C Ⅰ

・宿泊料を受けて不特定多数に役務を提供する以上、衛生上の
措置については、営業収入の多寡に応じて異ならせるべきもの
ではない。不特定多数に役務を提供する旅館業にあっては、業
務の適正な運営を確保するため、営業を開始する前に、公衆衛
生上又は善良な風俗の保持上必要な一定の構造設備を満たし
ているかにつき、事前に確認する必要がある。このため事後的
規制である届出制ではなく、事前規制である許可制度に係らし
めなければならない。
・よって、当該要望の実現は困難である。
・なお、旅館業法は、最小限の基準しか示しておらず、具体的要
件及び衛生措置の基準については都道府県の条例によるもの
である。　「お客専用の洗面所、炊事場等の設置が義務づけら
れている」とのことであるが、旅館業法においては、宿泊者専用
の炊事場の設置については何ら規定しておらず、また、洗面設
備については、宿泊者の需要を満たすことができる規模で足りる
としているにすぎない。

1150010

西木村、西木
村グリーン・
ツーリズム研
究会

感動創造博物館特区 感動創造博物館特区

090940
カット専門店に
おける理美容
師混在の容認

理容師法第１条の２、第
６条、第６条の２、美容師
法第２条、第６条、第７条

理容の業は、理容師でなければ行い
得ず、理容師は、理容所以外におい
て業を行い得ない。美容の業は、美
容師でなければ行い得ず、美容師
は、美容所以外において業を行い得
ない。

C Ⅰ

　理容師、美容師はそれぞれの専門の養成施設で教育を受けており、提案
理由にあるとおり、「サービスを提供する側の技術者（理美容師）にとっては
技術における得手不得手がある」ため、それぞれが提供するサービスは同
一ではない。したがって、これらの者が混在する店舗を認めることは、消費
者を無用に混乱せしめ、結果として消費者選択の利便を阻害するなど消費
者の利益につながらない。 また、業界全体の過剰な競争を招きかねず、衛
生水準の維持が保たれない可能性がある。また、当該地域の理容所及び
美容所の経営等に悪影響を及ぼしかねない。

理容師及び美容師の共通の技術であるヘア
カットのみを行う店舗について、提案を実現でき
ないか、再度検討し回答されたい。仮に認めら
れないのであれば、ヘアカットが理容師及び美
容師の共通の技術といえるか、回答されたい。
さらに、共通の技術といえない場合は、理容師
及び美容師の技術にどのような差異があるの
かについて、共通の技術といえる場合は、共通
の技術であるヘアカットのみを行う店舗が「消費
者を無用に混乱せしめ、結果として消費者選択
の利便を阻害する」ことを、それぞれ具体的な
事例に即して説明されたい。また、「業界全体
の過剰な競争を招」くと、「衛生水準の維持が保
たれない可能性がある」ことを具体的な事例に
即して説明するとともに、理容師法及び美容師
法は、理容所及び美容所業界の過剰な競争を
防止する目的を有しているかどうか、回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

理容師・美容師はそれぞれの専門の養成施設（専門学校）で教
育を受けているが、その専門の養成施設を卒業し、かつ理美容
師の資格を取得しただけでは実際の現場で消費者にサービス
（ヘアカット）を提供することはできない。当然のことながら、各理
美容所において訓練を受け技術を身に付けていくことになり、そ
の過程で得手不得手が出てくるのはその技術者個人の問題で
ある。したがって、カットサービスのみにおける理容・美容は資格
の問題ではなく、個人技術の問題であり、消費者の混乱を招くよ
うなことは一切ない。消費者が選択をし、その結果として支持さ
れる技術者とそうでない技術者に分かれるのは当然のことであ
り、これは企業（理容所・美容所）にも当てはまる。生き残りをか
けた自由競争に勝ち残った店舗を消費者が選択できることは消
費者にとってプラスに働きこそすれ、マイナスになることは考えら
れない。また、カット専門店における理美容師の混在が衛生水
準を低下させることに結びつくとは到底考えられず、この衛生水
準にしても選ぶのは消費者であり、選ばれないものが淘汰され
ていくことは自由競争の原則である。

・　理容師・美容師のカット技術に関しては、理容師は刈込鋏等を使用した短
髪刈込技術を中心として、美容師はシザーズ（美容鋏）等を使用した長髪
カット技術を中心として、それぞれの養成施設において専門教育を受けると
ともに、個別の実技試験に合格したものであり、両者の技術はカット分野に
おいても異なるものである。このように、それぞれ異なるカット技術を身につ
けた理容師・美容師が混在する店舗を認めることは、現在、理容所、美容所
に赴くことをもってして、提供される役務を自ら選択している消費者の利便を
阻害することにつながることなどから、消費者の利益につながらない。
・　カットは、頭皮に触れる行為であるため、顧客への安全性等の観点から、
器具の持ち方、立ち位置等その技術についてそれぞれの養成施設において
専門教育を受けている。提案主体からの意見は、本来、理容師・美容師とな
る前に養成施設で行うべき教育をＯＪＴにより行おうとするものであり、消費
者利益につながらず、また、養成教育の在り方全般に関わる問題でもあるこ
とから、十分な検討を要する問題だと考える。また、こうした状況は、消費者
のより高度な技術に対する社会的要請に応えるため、理・美容所における実
地習練を廃止し、要請施設での実習８００時間も含め、養成期間を現在の２
年に延長した平成１０年４月施行の改正後の理容師法・美容師法の趣旨に
も反するものである。
・　以上のように、本提案は、消費者利便、安全性及び養成教育の在り方全
般に大きな影響を及ぼしかねないので、これを取り入れることは困難であ
る。
・　なお、理容師法及び美容師法は、公衆衛生の向上を目的としたもので
あって、過剰な競争を防止することを直接の目的とした法律ではないが、理
容業、美容業等を含む生活衛生関係営業については、過去、過度の競争に
より、衛生水準の維持向上に支障を来たしたことがあり、常に営業者の衛生
水準の向上に意欲や関心を持たせる必要があるものと考える。

ヘアカット専門店に行く利用者は、理
容師によるか美容師によるかを問わ
ず短時間・低料金のヘアカットサービ
スを受けることを選択しており、さら
に、理美容師が混在するヘアカット専
門店において、消費者が理容師と美
容師の技術を選択できるように、混
在所の表示と「理容師／美容師」の
資格の表示を義務付ければ、弊害は
ないので提案を認められないか、検
討し回答されたい。

C Ⅰ

・ 理容・美容のヘアカット技術には差異があり、それぞれの養成
課程も全く異なるものである。

・ 異なるカット技術を有する理容師・美容師の混在する店舗を認
めることは、現在、理容所、美容所に赴くことをもってして、提供
される役務を自ら選択している消費者利便を阻害し、消費者の
利益につながらないおそれがある。

・ なお、「理容師／美容師」の資格の表示等の提案に関しても、
実効性、混在を認めた場合の消費者の利便性、安全性、公衆衛
生及び養成教育への影響などの観点から、十分かつ慎重な検
討を要するものと考える。したがって、直ちにこれを取り入れるこ
とは困難であるが、多様な観点から、必要な調査を行うこととし
たい。

3019010
キュービーネッ
ト株式会社

理容師･美容師法改革
プロジェクト

カット専門店においての理美
容師混在を認める特例の設置

090950

1つのカット専
門店舗につい
て理容所と美
容所の双方で
届出を行うこと
の容認

理容師法第１条の２、第
６条、第６条の２、第１１
条、美容師法第２条、第
６条、第７条、第１１条

理容の業は、理容師でなければ行い
得ず、理容師は、理容所以外におい
て業を行い得ない。美容の業は、美
容師でなければ行い得ず、美容師
は、美容所以外において業を行い得
ない。理容の施設と美容の施設とは
別個に認めなければならない（昭和
２３年１２月８日衛発第３８２号公衆
衛生局長通知）。

C Ⅰ

　理容師、美容師はそれぞれの専門の養成施設で教育を受けており、提案
理由にあるとおり、「サービスを提供する側の技術者（理美容師）にとっては
技術における得手不得手がある」ため、それぞれが提供するサービスは同
一ではない。したがって、これらの者が混在する店舗を認めることは、消費
者を無用に混乱せしめ、結果として消費者選択の利便を阻害するなど消費
者の利益につながらない。 また、業界全体の過剰な競争を招きかねず、衛
生水準の維持が保たれない可能性がある。また、当該地域の理容所及び
美容所の経営等に悪影響を及ぼしかねない。

理容師及び美容師の共通の技術であるヘア
カットのみを行う店舗について、提案を実現でき
ないか、再度検討し回答されたい。仮に認めら
れないのであれば、ヘアカットが理容師及び美
容師の共通の技術といえるか、回答されたい。
さらに、共通の技術といえない場合は、理容師
及び美容師の技術にどのような差異があるの
かについて、共通の技術といえる場合は、共通
の技術であるヘアカットのみを行う店舗が「消費
者を無用に混乱せしめ、結果として消費者選択
の利便を阻害する」ことを、それぞれ具体的な
事例に即して説明されたい。また、「業界全体
の過剰な競争を招」くと、「衛生水準の維持が保
たれない可能性がある」ことを具体的な事例に
即して説明するとともに、理容師法及び美容師
法は、理容所及び美容所業界の過剰な競争を
防止する目的を有しているかどうか、回答され
たい。併せて、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

理容師・美容師はそれぞれの専門の養成施設（専門学校）で教
育を受けているが、その専門の養成施設を卒業し、かつ理美容
師の資格を取得しただけでは実際の現場で消費者にサービス
（ヘアカット）を提供することはできない。当然のことながら、各理
美容所において訓練を受け技術を身に付けていくことになり、そ
の過程で得手不得手が出てくるのはその技術者個人の問題で
ある。したがって、カットサービスのみにおける理容・美容は資格
の問題ではなく、個人技術の問題であり、消費者の混乱を招くよ
うなことは一切ない。消費者が選択をし、その結果として支持さ
れる技術者とそうでない技術者に分かれるのは当然のことであ
り、これは企業（理容所・美容所）にも当てはまる。生き残りをか
けた自由競争に勝ち残った店舗を消費者が選択できることは消
費者にとってプラスに働きこそすれ、マイナスになることは考えら
れない。また、カット専門店における理美容師の混在が衛生水
準を低下させることに結びつくとは到底考えられず、この衛生水
準にしても選ぶのは消費者であり、選ばれないものが淘汰され
ていくことは自由競争の原則である。

・　理容師・美容師のカット技術に関しては、理容師は刈込鋏等を使用した短
髪刈込技術を中心として、美容師はシザーズ（美容鋏）等を使用した長髪
カット技術を中心として、それぞれの養成施設において専門教育を受けると
ともに、個別の実技試験に合格したものであり、両者の技術はカット分野に
おいても異なるものである。このように、それぞれ異なるカット技術を身につ
けた理容師・美容師が混在する店舗を認めることは、現在、理容所、美容所
に赴くことをもってして、提供される役務を自ら選択している消費者の利便を
阻害することにつながることなどから、消費者の利益につながらない。
・　カットは、頭皮に触れる行為であるため、顧客への安全性等の観点から、
器具の持ち方、立ち位置等その技術についてそれぞれの養成施設において
専門教育を受けている。提案主体からの意見は、本来、理容師・美容師とな
る前に養成施設で行うべき教育をＯＪＴにより行おうとするものであり、消費
者利益につながらず、また、養成教育の在り方全般に関わる問題でもあるこ
とから、十分な検討を要する問題だと考える。また、こうした状況は、消費者
のより高度な技術に対する社会的要請に応えるため、理・美容所における実
地習練を廃止し、要請施設での実習８００時間も含め、養成期間を現在の２
年に延長した平成１０年４月施行の改正後の理容師法・美容師法の趣旨に
も反するものである。
・　以上のように、本提案は、消費者利便、安全性及び養成教育の在り方全
般に大きな影響を及ぼしかねないので、これを取り入れることは困難であ
る。
・　なお、理容師法及び美容師法は、公衆衛生の向上を目的としたもので
あって、過剰な競争を防止することを直接の目的とした法律ではないが、理
容業、美容業等を含む生活衛生関係営業については、過去、過度の競争に
より、衛生水準の維持向上に支障を来たしたことがあり、常に営業者の衛生
水準の向上に意欲や関心を持たせる必要があるものと考える。

ヘアカット専門店に行く利用者は、理
容師によるか美容師によるかを問わ
ず短時間・低料金のヘアカットサービ
スを受けることを選択しており、さら
に、理美容師が混在するヘアカット専
門店において、消費者が理容師と美
容師の技術を選択できるように、混
在所の表示と「理容師／美容師」の
資格の表示を義務付ければ、弊害は
ないので提案を認められないか、検
討し回答されたい。

C Ⅰ

・ 理容・美容のヘアカット技術には差異があり、それぞれの養成
課程も全く異なるものである。

・ 異なるカット技術を有する理容師・美容師の混在する店舗を認
めることは、現在、理容所、美容所に赴くことをもってして、提供
される役務を自ら選択している消費者利便を阻害し、消費者の
利益につながらないおそれがある。

・ なお、「理容師／美容師」の資格の表示等の提案に関しても、
実効性、混在を認めた場合の消費者の利便性、安全性、公衆衛
生及び養成教育への影響などの観点から、十分かつ慎重な検
討を要するものと考える。したがって、直ちにこれを取り入れるこ
とは困難であるが、多様な観点から、必要な調査を行うこととし
たい。

3019020
キュービーネッ
ト株式会社

理容師･美容師法改革
プロジェクト

カット専門店においては1つの
店舗を理容所、美容所双方で
届出を行うことを認める特例の
設置

090960

理美容所の洗
場（洗髪設備）
設置要件の撤
廃

理容師法第１２条、理容
師法施行規則第２５条、
美容師法第１３条、美容
師法施行規則第２５条、
理容所及び美容所にお
ける衛生管理要領第２
の１２

理容所美容所の開設者は、それぞ
れ、当該理容所又は美容所につき、
常に清潔に保つための措置を講じな
ければならない。その措置の一つと
して、洗場は、流水装置とすることと
されている。

Ｅ －
　理容師法及び美容師法上、洗場（洗髪設備）を設ける場合は流水装置と
する等の清潔保持のための措置を採るよう求めるだけであり、洗髪設備の
必置義務までは課していない。

3019030
キュービーネッ
ト株式会社

理容師･美容師法改革
プロジェクト

理美容所開設時の洗場（洗髪
設備）設置義務の撤廃

090970

「流水装置」に
給水タンク等の
簡易装置を含
める解釈の容
認

理容師法第１２条、理容
師法施行規則第２５条、
美容師法第１３条、美容
師法施行規則第２５条、
理容所及び美容所にお
ける衛生管理要領第２
の１２

理容所・美容所の開設者は、それぞ
れ、当該理容所又は美容所につき、
常に清潔に保つための措置を講じな
ければならない。その措置の一つと
して、洗場は、流水装置とすることと
されている。

C Ⅳ

　理容所・美容所の清潔保持のためには、洗場は毛髪等の汚物が蓄積した
り、悪臭等により客に不快感を与えることのないようにしなければならない。
こうした毛髪等の汚物や、手指の汚れ等を洗い流すためには一定の水量
が不可欠であり、洗場は、上下水道設備等一定の性能を有する設備でなけ
ればならない。

提案書に記載された水を使うサービスを一
切排除したサービスシステムの洗場につい
て、給水タンク等の簡易装置を認められな
いか、検討し回答されたい。仮に認められ
ないのであれば、当該サービスシステムの
洗場について、一定の水量で洗い流すこと
が必要なだけの毛髪等の汚物が蓄積した
り、悪臭等により客に不快感を与えること
を、具体的に説明されたい。併せて、右の
提案主体からの意見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

あくまで衛生水準を保つために流水装置が必要であるならば、
衛生水準が保てる流水装置であれば問題はないはずである。
流水装置における「一定の水量」とはどの程度の水量を想定し
ているのか。また、「上下水道設備等の一定の性能を有する設
備」とあるがここに書かれる「等」とはどの程度を意味しているの
か。

C Ⅳ

　カット専門店においても、肝炎ウイルス対策等の観点から、は
さみ等皮膚に直接接触して用いられる器具は、洗浄した後、消
毒しなければならないが、洗場設備を設けることなく、提案の「滅
菌器」等による器具や手指等の洗浄を行うだけでは、器具等を
十分に洗浄することができないため、感染症対策等の観点から
極めて不衛生であると言わざるを得ない。したがって、器具等を
洗浄するための洗場は、一定の水量（１０秒間以上、１リットル以
上）で器具を洗い流せるものでなければならず、汚物が洗場に
蓄積する等不衛生な状態を生じさせないよう、汚物を蓄積させな
い性能を有する上下水道設備や浄化槽といった設備を有するも
のでなければならない。
　なお、当該規制は、洗髪設備の必置義務を意図したものでは
ないことをあらかじめ申し添える。

提案者のサービスシステムでは、１
リットル以上のタンクからの流水とそ
れを受ける排水タンクの設置により、
血液の付着の疑いがないはさみの
軽微な汚れは十分に落とすことがで
き、その上で紫外線滅菌器による20
分以上の照射とエタノール消毒を
行っていることから、衛生水準は保た
れており、また、「汚物」は利用者の
髪の毛に付いていた整髪剤と毛屑で
あって、シャンプー、カラー剤、ジェル
等の薬液は一切使用しないため、化
学変化や異臭等の不衛生な状態は
生じないとのことであるが、これらを
踏まえ提案を認められないか、検討
し回答されたい。

C Ⅳ

・ カット専門店においても、肝炎ウイルス対策等の観点から、は
さみ等皮膚に直接接触して用いられる器具は、洗浄した後、消
毒しなければならないが、洗場設備を設けることなく、提案の「滅
菌器」等による器具や手指等の洗浄を行うだけでは、器具等を
十分に洗浄することができないため、感染症対策等の観点から
不衛生である。

・ 器具等を洗浄するための洗場は、一定の水量（１０秒間以上、
１リットル以上）で器具を洗い流せるものでなければならず、多数
の顧客に対応する場合にタンクでそれらの水量を確保しうるとは
考えにくい。また、頭皮、ふけ等の付着した毛髪が洗い場に蓄積
すれば、病原性菌や蚤・シラミ等の衛生害虫等の繁殖の温床と
なりうる。したがって、一般に、上下水道設備や浄化槽といった
設備を有することが求められる。

3019040
キュービーネッ
ト株式会社

理容師･美容師法改革
プロジェクト

流水装置の解釈について、給
水タンク等の簡易装置も可とし
た特例の設置
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提案主体からの意見
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各府省庁からの再検討要請に対する回答
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見直し
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規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

090980
管理栄養士の
資格取得に係
る要件の緩和

栄養士法　（昭和２２年
法律第２４５号）第５条の
３

受験資格
(1)　修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業
して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定
める施設において３年以上栄養の指導に従事した
者
(2)　修業年限が3年である栄養士養成施設を卒業
して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定
める施設において２年以上栄養の指導に従事した
者
(3)　修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業
して栄養士の免許を受けた後、厚生労働省令で定
める施設において１年以上栄養の指導に従事した
者
(4)　修業年限が4年である管理栄養士養成施設を
卒業して栄養士の免許を受けた者

厚生労働省令で定める施設
ア　寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多
数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ　食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営
業の施設
ウ　学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規
定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校
及び同法第83条第1項に規定する各種学校
エ　栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄
養に関する事務を所掌する行政機関
オ　アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関す
る知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が
行われる施設

C Ⅰ

　管理栄養士の業務は、高度の専門的知識及び技能を必要とする業務で
ある。
　管理栄養士国家試験の受験にあたり、栄養士養成施設卒業者に対して
は、管理栄養士として求められる、より高度な水準の知識・技能の修得を一
定期間の実務経験に求めるものである。
　栄養士養成施設卒業者に求める実務経験年数については、管理栄養士
として必要な知識及び技能の水準を全国一律に担保するため、修業年限に
応じて、必要最低限の期間を定めたものであり、当該実務経験年数も、平
成１２年に管理栄養士養成施設の履修カリキュラムの充実に合わせて１年
づつ延長する法改正を行ったところである。
　したがって、通常の２分の１の期間での講習・実習では、栄養士養成施設
卒業者に求めている実務経験に相応する水準の知識・技能を修得する内
容のカリキュラムを作成できるとは到底考えられず、提案は認められない。

1095070 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

090990

社会保険労務
士の資格取得
に係る要件の
緩和

社会保険労務士法第８
条

　社会保険労務士試験の受験資格
については、社会保険労務士法第８
条に規定されており、このうち学歴に
係るものについては、「学校教育法
による大学において学士の学位を得
るのに必要な一般教養科目の学習
を終わった者又は同法による短期大
学若しくは高等専門学校を卒業した
者」を認めており（同条第１号）、ま
た、厚生労働大臣がこれらと「同等
以上の知識及び能力を有すると認め
る者」にも認めている（同条第１０号）
ところである。

Ｄ-１ Ⅳ

社会保険労務士試験において、受験資格を一定の学歴又は経験を
有する者に限っているのは、社会保険労務士は、労働及び社会保険
に関する事項について、国から資格を付与された専門家としての公
の信用力を背景に業務を行う者であり、それにふさわしい経験と学
識を備えることが要請されるからである。
したがって、文京アカデミー（仮称）とは如何なるものか判然と

せず、その修了者がどの程度の知識及び能力を有することとなるの
か、現段階では不明であるが、その修了者が、学校教育法による大
学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終
わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した
者と同等以上の知識及び能力を有すると認められる場合は、社会保
険労務士法第８条第１０号の規定に基づき受験資格を認めることが
可能である。
なお、現在、社会保険労務士法第８条第１０号の規定に基づき、

厚生労働大臣が認めるものとして、修業年限が２年以上で、かつ、
課程の修了に必要な総授業時間数１，７００時間以上の専修学校の
専門課程の修了者等があるところである。

1095050 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

091000
社会保険労務
士の派遣の容
認

社会保険労務士法第２７
条

社会保険労務士又は社会保険労務
士法人でないものは、他人の求めに
応じ、報酬を得て、社会保険労務士
法第２条第１項第１号から第２号まで
に掲げる事務を業として行ってはな
らない。

Ｃ Ⅰ

　「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、「資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて
当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことから、労働者派遣の対
象とならないものとする」と規定しているのは、資格を有しない労働者派遣業者が、社会保険労
務士（以下「社労士」と略する。）との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣
先の社労士業務を取り扱うおそれがあるなど、社労士法第２７条に抵触する事態を生じることか
ら、これを禁じているものである。したがって、同規定を廃止する必要はない。
　すなわち、社労士を労働者派遣の対象とすることを認めると、労働者派遣業者が、社労士との
間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣先の社労士業務を取り扱うことになるお
それがあり、社労士法第２７条に抵触する事態が生じる。
　この点については、従前から、派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく指導・監督権限
が資格の対象となっている業務に及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にすれば資
格者の派遣は可能ではないかとの指摘がある。
しかし、雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的な指揮命令のみならず、包括的な指揮命
令も含むものであり、社労士法第２７条は、そのような包括的な指揮命令も含めて、無資格者の
社労士業務への介入のおそれを排除する規定である。
　したがって、派遣する社労士の資格の対象となっている業務については、派遣元の個別の指揮
命令が及ばない旨を契約あるいは法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が、
派遣先に社労士を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対価を得ること自体が、派遣元の包
括的な指揮命令の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして評価されて、社労士法第２７条
に抵触するおそれがある（そして、このことは、派遣先が社労士法人であるかどうかとは関係し
ないものである。）。
　なお、社労士法第２７条の規制について、特区という特定の地域内に限定してその規制対象・
範囲を変更することは、派遣先企業が他地域に所在する支店等に係る各種申請・届出を処理して
いる場合、派遣の効果が特区外に及ぶこととなることからして、場所的な限定は意味をもたない
から相当ではないことを付言する。

　派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく
指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明
確にすれば資格者の派遣は可能ではないか。この
際、改正された外国弁護士による法律事務の取扱
いに関する特別措置法の第４９条の２第１項では
「外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当
該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人
が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護
士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについ
て、不当な関与をしてはならない。」との規定があ
り、これと同様の規定を置くことにより、派遣元の指
導・監督権限が資格の対象となっている業務に及
ばないようにできるのではないか。再度検討し、回
答されたい。なお、財務省の回答では、税理士の労
働者派遣について、「労働者派遣事業者と派遣税
理士との間の雇用関係に基づく指導監督権限が税
理士業務に及ばないことが担保されているのであ
れば、税理士法人又は開業税理士に税理士を派遣
することは可能である」としているところである。

貴省のご回答に対して、弊社は次のように反論いたします。
１．貴省は、労働者派遣事業者が社会保険労務士（以下「社労士」と略す
る。）の労働者派遣事業を行うことを認めると、実質的に労働者派遣事業者
が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業務を取り扱うことになり、社労士又
は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止した社労士法第27条
に抵触することとなると指摘されます。しかし、労働者派遣事業者は社労士
を企業等に派遣するのみであり、派遣社労士は自らの責任の下、自らの名
において社労士業務を行います。つまり、派遣事業者は社労士業務の内容
についてはノータッチなのです。ですから、派遣元と派遣資格者との間の雇
用関係に基づく指導・監督権限が資格の対象となっている業務に及ばない
よう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にすれば、労働者派遣事業者が
派遣先の社労士業務を取り扱い、実質的に社労士法人と同様の機能を果た
しうるということは全く起こりません。そうだとすれば、厳格な資格要件が設け
られ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきも
のとされるなど、労働社会保険諸法令に関する専門家としての能力的・倫理
的担保を図るための諸般の措置が講じられた社労士のみが社労士業務を
行うことにより、労働者を始めとする国民の権利利益の保護を図るという社
労士法27条の趣旨に抵触するということはありません。なお、財務省も、税
理士の派遣について、「労働者派遣事業者と派遣税理士との間の雇用関係
に基づく指導監督権限が税理士業務に及ばないことが担保されているので
あれば、税理士法人又は開業税理士に税理士を派遣することは可能であ
る」としておられます（弊社はこの点さらに、一般企業への派遣も可能である
と考えます）。

　包括的指揮命令とは、助言・指導のほか、例えば、派遣先の指
定、変更及び派遣先における社会保険労務士業務への従事な
どに関する命令である。また、外国人弁護士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法第４９条の２と同様の規定を設ける
ことについては、当該規定は個別的な指揮命令の防止措置とし
ては考え得るものの包括的指揮命令を防止する担保にはならな
い。さらに、外国弁護士については法律違反等による業務停止
等の懲戒処分等が設けられ、かかる措置も含めて不当な関与の
防止が図られているが、無資格者である派遣会社については、
かかる措置を講ずることはできないものである。
　いずれにせよ、派遣という形態をとる限り、派遣元の包括的指
揮命令が行われることとなり、社会保険労務士の資格を持たな
い派遣会社が実質的に社労士業務を行うこととなるので、社会
保険労務士を労働者派遣の対象とすることはできない。

派遣元と派遣資格者との間の雇用関
係に基づく指導・監督権限が資格の
対象となっている業務に及ばないよ
う、労働者派遣契約あるいは法律で
明確にすれば資格者の派遣は可能
ではないか。再度検討し、回答された
い。

Ｃ Ⅰ

　当初回答（措置の概要（対応策）欄の記載）のとおりである。
  これまで述べてきたとおり、労働者派遣業者（派遣元）が派遣
先に社労士を派遣する場合、仮に派遣元が派遣先で社労士が
行う具体的な業務について個別的な指揮命令をしないとしても、
派遣元が派遣先に社労士を派遣して社労士業務を提供させ、当
該派遣の対価を得ること自体が、派遣元が雇用契約に基づく包
括的な指揮命令を行使して実質的に社労士業務を取り扱ってい
ると評価され得る。
　したがって、雇用契約に基づく指導・監督権限が派遣先での社
労士の業務に及ばないことを契約あるいは法律で明確にしたと
しても、社労士の労働者派遣は、派遣元が指揮命令権の行使を
介して実質的に社労士業務を取り扱っていると評価されて、社労
士法第２７条に抵触するおそれがあることに変わりはないのであ
り、このような契約あるいは法律上の措置によって、社労士を労
働者派遣業の対象とすることはできない。
  また、社労士はあっせん代理を行うものであるから、その派遣
を行うことは、法律事件に係る周旋をすることと評価され、弁護
士法第７２条違反となるおそれもあるところである。

3067010
株式会社東京
リーガルマイン
ド

士業者派遣特区
「労働者派遣事業関係業務取
扱要領」の改正

091000.1

　貴省の回答では、「派遣元の個別の指揮命令が
及ばない旨を契約あるいは法律において明確にし
たとしても、無資格者である派遣元が、派遣先に社
労士を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対
価を得ること自体が、派遣元の包括的な指揮命令
の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして
評価されて、社労士法第２７条に抵触するおそれが
ある」とあるが、派遣元の個別の指揮命令が及ばな
い旨を契約あるいは法律において明確にしたとして
も、依然として派遣元が行使するとされている「包括
的な指揮命令」とは具体的に何を示すのか明らか
にされたい。外国弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法第４９条の２第１項と同様の規
定を措置すれば、懸念されるような包括的な指揮命
令は禁止されるのではないか。検討し、回答された
い。

２．貴省は、社労士法第27条の規制について、特区という特定の地域内に
限定してその規制対象・範囲を限定することは、派遣先企業が他地域に所
在する支店等に係る各種申請届出を処理している場合、派遣の効果が特区
外に及ぶこととなることからして、場所的な限定は意味をもたないから相当
ではないと指摘されます。　この点確かに、派遣先企業が他地域に所在する
支店等に係る各種申請届出を処理している場合もあります。しかし、「効果
が特区外に及ぶ」から「場所的な限定は意味をもたないから相当ではない」
のであれば、およそすべての特区構想は無意味ということになりましょう。特
区で実現したことで、他地域に影響のないものはまずありえないからです。
例えば、特区で新しい形態の学校が実現したとして、その卒業生は全国で、
世界で活躍します。これはまさに、特区の影響が全国に、ひいては全世界に
及ぶことを意味します。このことは、派遣先企業が社労士を通じて他地域に
所在する支店等に係る各種申請届出を処理している場合も同様に考えるこ
とができます。　したがって、社労士の派遣に限って、場所的な限定は意味
をもたないとは決していえないと考えます。

3067010

091000
社会保険労務
士の派遣の容
認

社会保険労務士法第２８
条

社会保険労務士又は社会保険労務
士法人でないものは、他人の求めに
応じ、報酬を得て、社会保険労務士
法第２条第１項第１号から第２号まで
に掲げる事務を業として行ってはな
らない。

Ｃ Ⅰ

　「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、「資格者個人がそれぞれ業務の委託を受けて
当該業務を行う（当該業務については指揮命令を受けることがない）ことから、労働者派遣の対
象とならないものとする」と規定しているのは、資格を有しない労働者派遣業者が、社会保険労
務士（以下「社労士」と略する。）との間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣
先の社労士業務を取り扱うおそれがあるなど、社労士法第２７条に抵触する事態を生じることか
ら、これを禁じているものである。したがって、同規定を廃止する必要はない。
　すなわち、社労士を労働者派遣の対象とすることを認めると、労働者派遣業者が、社労士との
間の雇用契約に基づく指揮命令を通じて、実質的に派遣先の社労士業務を取り扱うことになるお
それがあり、社労士法第２７条に抵触する事態が生じる。
　この点については、従前から、派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく指導・監督権限
が資格の対象となっている業務に及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にすれば資
格者の派遣は可能ではないかとの指摘がある。
しかし、雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的な指揮命令のみならず、包括的な指揮命
令も含むものであり、社労士法第２７条は、そのような包括的な指揮命令も含めて、無資格者の
社労士業務への介入のおそれを排除する規定である。
　したがって、派遣する社労士の資格の対象となっている業務については、派遣元の個別の指揮
命令が及ばない旨を契約あるいは法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が、
派遣先に社労士を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対価を得ること自体が、派遣元の包
括的な指揮命令の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして評価されて、社労士法第２７条
に抵触するおそれがある（そして、このことは、派遣先が社労士法人であるかどうかとは関係し
ないものである。）。
　なお、社労士法第２７条の規制について、特区という特定の地域内に限定してその規制対象・
範囲を変更することは、派遣先企業が他地域に所在する支店等に係る各種申請・届出を処理して
いる場合、派遣の効果が特区外に及ぶこととなることからして、場所的な限定は意味をもたない
から相当ではないことを付言する。

　派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく
指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明
確にすれば資格者の派遣は可能ではないか。この
際、改正された外国弁護士による法律事務の取扱
いに関する特別措置法の第４９条の２第１項では
「外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、当
該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法人
が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務弁護
士の権限外法律事務に当たるものの取扱いについ
て、不当な関与をしてはならない。」との規定があ
り、これと同様の規定を置くことにより、派遣元の指
導・監督権限が資格の対象となっている業務に及
ばないようにできるのではないか。再度検討し、回
答されたい。なお、財務省の回答では、税理士の労
働者派遣について、「労働者派遣事業者と派遣税
理士との間の雇用関係に基づく指導監督権限が税
理士業務に及ばないことが担保されているのであ
れば、税理士法人又は開業税理士に税理士を派遣
することは可能である」としているところである。

貴省のご回答に対して、弊社は次のように反論いたします。
１．貴省は、労働者派遣事業者が社会保険労務士（以下「社労士」と略す
る。）の労働者派遣事業を行うことを認めると、実質的に労働者派遣事業者
が派遣社労士を通じて派遣先の社労士業務を取り扱うことになり、社労士又
は社労士法人以外の者が社労士業務を行うことを禁止した社労士法第27条
に抵触することとなると指摘されます。しかし、労働者派遣事業者は社労士
を企業等に派遣するのみであり、派遣社労士は自らの責任の下、自らの名
において社労士業務を行います。つまり、派遣事業者は社労士業務の内容
についてはノータッチなのです。ですから、派遣元と派遣資格者との間の雇
用関係に基づく指導・監督権限が資格の対象となっている業務に及ばない
よう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にすれば、労働者派遣事業者が
派遣先の社労士業務を取り扱い、実質的に社労士法人と同様の機能を果た
しうるということは全く起こりません。そうだとすれば、厳格な資格要件が設け
られ、かつ、その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服すべきも
のとされるなど、労働社会保険諸法令に関する専門家としての能力的・倫理
的担保を図るための諸般の措置が講じられた社労士のみが社労士業務を
行うことにより、労働者を始めとする国民の権利利益の保護を図るという社
労士法27条の趣旨に抵触するということはありません。なお、財務省も、税
理士の派遣について、「労働者派遣事業者と派遣税理士との間の雇用関係
に基づく指導監督権限が税理士業務に及ばないことが担保されているので
あれば、税理士法人又は開業税理士に税理士を派遣することは可能であ
る」としておられます（弊社はこの点さらに、一般企業への派遣も可能である
と考えます）。

　包括的指揮命令とは、助言・指導のほか、例えば、派遣先の指
定、変更及び派遣先における社会保険労務士業務への従事な
どに関する命令である。また、外国人弁護士による法律事務の
取扱いに関する特別措置法第４９条の２と同様の規定を設ける
ことについては、当該規定は個別的な指揮命令の防止措置とし
ては考え得るものの包括的指揮命令を防止する担保にはならな
い。さらに、外国弁護士については法律違反等による業務停止
等の懲戒処分等が設けられ、かかる措置も含めて不当な関与の
防止が図られているが、無資格者である派遣会社については、
かかる措置を講ずることはできないものである。
　いずれにせよ、派遣という形態をとる限り、派遣元の包括的指
揮命令が行われることとなり、社会保険労務士の資格を持たな
い派遣会社が実質的に社労士業務を行うこととなるので、社会
保険労務士を労働者派遣の対象とすることはできない。

派遣元と派遣資格者との間の雇用関
係に基づく指導・監督権限が資格の
対象となっている業務に及ばないよ
う、労働者派遣契約あるいは法律で
明確にすれば資格者の派遣は可能
ではないか。再度検討し、回答された
い。

Ｃ Ⅰ

　当初回答（措置の概要（対応策）欄の記載）のとおりである。
  これまで述べてきたとおり、労働者派遣業者（派遣元）が派遣
先に社労士を派遣する場合、仮に派遣元が派遣先で社労士が
行う具体的な業務について個別的な指揮命令をしないとしても、
派遣元が派遣先に社労士を派遣して社労士業務を提供させ、当
該派遣の対価を得ること自体が、派遣元が雇用契約に基づく包
括的な指揮命令を行使して実質的に社労士業務を取り扱ってい
ると評価され得る。
　したがって、雇用契約に基づく指導・監督権限が派遣先での社
労士の業務に及ばないことを契約あるいは法律で明確にしたと
しても、社労士の労働者派遣は、派遣元が指揮命令権の行使を
介して実質的に社労士業務を取り扱っていると評価されて、社労
士法第２７条に抵触するおそれがあることに変わりはないのであ
り、このような契約あるいは法律上の措置によって、社労士を労
働者派遣業の対象とすることはできない。
  また、社労士はあっせん代理を行うものであるから、その派遣
を行うことは、法律事件に係る周旋をすることと評価され、弁護
士法第７２条違反となるおそれもあるところである。

5150006
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

「労働者派遣事業関係業務
取扱要領」の改正

091000.1

　貴省の回答では、「派遣元の個別の指揮命令が
及ばない旨を契約あるいは法律において明確にし
たとしても、無資格者である派遣元が、派遣先に社
労士を派遣してサービスを提供させ、当該派遣の対
価を得ること自体が、派遣元の包括的な指揮命令
の行使による実質的な社労士業務の取扱いとして
評価されて、社労士法第２７条に抵触するおそれが
ある」とあるが、派遣元の個別の指揮命令が及ばな
い旨を契約あるいは法律において明確にしたとして
も、依然として派遣元が行使するとされている「包括
的な指揮命令」とは具体的に何を示すのか明らか
にされたい。外国弁護士による法律事務の取扱い
に関する特別措置法第４９条の２第１項と同様の規
定を措置すれば、懸念されるような包括的な指揮命
令は禁止されるのではないか。検討し、回答された
い。

２．貴省は、社労士法第27条の規制について、特区という特定の地域内に
限定してその規制対象・範囲を限定することは、派遣先企業が他地域に所
在する支店等に係る各種申請届出を処理している場合、派遣の効果が特区
外に及ぶこととなることからして、場所的な限定は意味をもたないから相当
ではないと指摘されます。　この点確かに、派遣先企業が他地域に所在する
支店等に係る各種申請届出を処理している場合もあります。しかし、「効果
が特区外に及ぶ」から「場所的な限定は意味をもたないから相当ではない」
のであれば、およそすべての特区構想は無意味ということになりましょう。特
区で実現したことで、他地域に影響のないものはまずありえないからです。
例えば、特区で新しい形態の学校が実現したとして、その卒業生は全国で、
世界で活躍します。これはまさに、特区の影響が全国に、ひいては全世界に
及ぶことを意味します。このことは、派遣先企業が社労士を通じて他地域に
所在する支店等に係る各種申請届出を処理している場合も同様に考えるこ
とができます。　したがって、社労士の派遣に限って、場所的な限定は意味
をもたないとは決していえないと考えます。

5150006
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措置の
内容
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「措置
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規制の特例事項（事項名）

091010

満15歳に満た
ない演劇子役
の就労可能時
間の午後10時
までの延長

労働基準法第５６条第２
項、第６１条第５項

　労働基準法第５６条において、義
務教育期間（満１５歳に達した年の
年度末）までの児童の使用は、原則
として、禁止されている。例外として、
製造業、建設業などの事業以外の
非工業的事業に係る職業で、児童の
健康・福祉に有害ではなく軽易なも
のについては、所轄労働基準監督
署長の許可を受けた場合には、満１
３歳以上の児童を修学時間外に使
用できることとされており、また、映
画製作・演劇の事業については満１
３歳未満の児童も修学時間外に使
用することができることとされてい
る。
　また、同法第６１条において、使用
者は児童を使用する場合には午後８
時から午前５時まで使用してはなら
ないこととされている。

Ｃ
Ｄ-３

　構造改革特区第３次提案募集において同一の要望がなされており、これ
に対しては、「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」（平成
15年9月12日構造改革特別区域推進本部決定）により、全国において実施
する規制改革事項として、平成16年度中に、「義務教育を修了するまでの
演劇子役の就労可能時間を、現行の午後８時までから午後９時までに延長
することを検討し、措置する。ただし、児童の福祉及び道徳を保護し、その
心身の正常な発育を図る等の観点から、今後必要な措置を検討する必要
があることに留意する。」ものとされたところである。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

労働基準法は昭和22年に制定された法律であり、年少者を取り
巻く社会状況は大きく変わっている。現行の規制は、年少者の
才能を伸ばし発揮する機会を奪っており、社会状況の変化や規
制に伴うマイナス面についても考慮する必要があり、演劇等の
上演時間を考慮すると午後10時までの延長が適切である。ま
た、午後９時までの規制緩和について、前倒しでの実施をお願
いしたい。

　現在、「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」
（平成１５年９月１２日構造改革特別区域推進本部決定）及び
「総合規制改革会議の『規制改革の推進に関する第３次答申』
に関する対処方針について」（平成１５年１２月２６日閣議決定）
を踏まえ、義務教育を修了するまでの演劇子役の就労可能時間
を、現行の午後８時までから午後９時までに延長することを検討
しているところである。

検討を前倒しできないか、回答され
たい。

Ｃ
Ｄ-３

  現在、「構造改革特区の第３次提案に対する政府の対応方針」
（平成１５年９月１２日構造改革特別区域推進本部決定）及び
「総合規制改革会議の『規制改革の推進に関する第３次答申』
に関する対処方針について」（平成１５年１２月２６日閣議決定）
を踏まえ、義務教育を修了するまでの演劇子役の就労可能時間
を、現行の午後８時までから午後９時までに延長することを検討
しているところである。今後は、審議会の議論等を踏まえつつ当
該検討を進めることとしており、前倒しは困難である。

1120010 横浜市
文化芸術創造交流特
区

満15歳に満たない演劇子役の
就労可能時間の延長

091020
女性消防吏員
の活動の制限
等の撤廃

労働基準法第６４条の３
に規定する女性労働基
準規則第２条及び第３条

労働基準法第６４条の３、女性労働
基準規則第２条及び第３条により、
妊婦にとっては、妊娠の正常な維
持、継続、それに引き続く出産、さら
には母乳による育児等に、産婦に
とっては母乳による育児等に、妊産
婦以外の女性にとっては、妊娠又は
出産に係る機能に有害である業務
が指定され、就業が制限されている
ところ。

Ｃ Ⅲ

重量物を取り扱う業務及び鉛、水銀等有害物を発散する場所における業務
への女性の就業については、男女の生理的機能の差異や母性保護の必要
性にかんがみ、労働基準法における最低限の基準として全国一律に制限
されているものであり、女性消防士に限って当該制限を撤廃する合理性は
ないことから、特区として対応することは不適切である。

1180010 草加市

安心で便利な行政サー
ビス特区（女性消防士
とベテラン消防士が守
るまちの安全）

女性消防吏員と再任用消防職
員の権限を拡大する

091031

有期労働契約
に係る要件の
緩和（原則3
年、一定の場
合5年）

労働基準法第１４条

第１５６回通常国会において平成１５
年６月２７日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律」において、
有期労働契約の契約期間の上限を
１年から３年に延長するとともに、高
度の専門的な知識等を有する者や
満60歳以上の者については、その期
間の上限を５年とする改正を行い、
平成16年1月1日から施行されること
となっている。

E Ⅰ

　第１５６回通常国会において平成１５年６月２７日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律」において、有期労働契約の契約期間の上限を１年
から３年に延長するとともに、高度の専門的な知識等を有する者や満60歳
以上の者については、その期間の上限を５年とする改正を行い、平成16年
1月1日から施行されることとなっている。
　したがって、御要望については既に措置が行われているので、事実誤認
である。

3076050
株式会社東京
総合研究所

い、しょく、じゅう、ゆう、
がく
外国人起業家と地域住
民が共生できる特区
（エリア）の創生

有期労働契約の要件の緩和

091032
有期労働契約
に係る要件の
緩和（5年）

労働基準法第１４条

第１５６回通常国会において平成１５
年６月２７日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律」において、
有期労働の契約期間の上限につい
ては１年から３年、高度の専門的な
知識等を有する者や満60歳以上の
者は、その期間の上限については３
年から５年へと改正し、平成16年1月
1日より、施行されることとなってい
る。

Ｃ Ⅰ

第１５６回国会において平成１５年６月２７日に成立した「労働基準法の一部を改正する法律」による有期
労働契約の期間の延長は、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、我が国の経済社会の活力を維持・
向上させていくために、労働者ひとりひとりが主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大することを
一つの目的としており、要望理由の「現行の法制度は勤労者の働き方・企業の雇い方の選択肢を狭めて
おり、雇用機会、就労機会を損ねている」との指摘に対応するものと考える。
  一方、今回の改正法では、有期労働契約の期間について原則３年（一定の場合は５年）までの延長とし
たところであるが、当該改正に対してすら、国会における改正法案の審議過程において、
・ 常用労働者が有期契約労働者へ置き換えられるといった常用代替や、事実上の若年定年制につなが
るおそれがあるのではないかといった強い懸念が示されるとともに、
・ 有期労働契約の上限の延長に伴い、拘束の度合いが強まるため、労働者に退職の自由を認めるべき
ではないかとの強い意見が出されたところである。
  このため、衆議院において、有期労働契約に関する暫定措置として、
・ 有期労働契約を締結した労働者は、一定の場合を除き、当該労働契約の期間の初日から１年を経過し
た日以後においては、いつでも退職することができることとする。
との規定を追加する旨の修正がなされたものであり、こうした経緯にかんがみると暫定措置が規定された
ことをもって有期労働契約を更に延長することは不適切であり、御要望にお応えすることは困難である。
  ５年の労働契約の締結が可能な範囲については、法律が「専門的な知識、技術又は経験であって「高
度」」な専門的知識等を有する労働者を対象としていることや、衆議院及び参議院の附帯決議において
「有期５年の対象労働者の範囲については、弁護士、公認会計士など専門的な知識、技術及び経験を有
しており、自らの労働条件を決めるにあたり、交渉上、劣位に立つことのない労働者を当該専門的な知
識、技術及び経験を必要とする業務に従事させる場合に限定すること」とされていることを踏まえ、労働政
策審議会の御意見も聞き、これらの趣旨に添った的確な範囲を定めたところである。

5021004
社団法人日本
経済団体連合
会

有期労働契約に係る規制の
緩和

091032
有期労働契約
に係る要件の
緩和（5年）

労働基準法第１４条

第１５６回通常国会において平成１５
年６月２７日に成立した「労働基準法
の一部を改正する法律」において、
有期労働の契約期間の上限につい
ては１年から３年、高度の専門的な
知識等を有する者や満60歳以上の
者は、その期間の上限については３
年から５年へと改正し、平成16年1月
1日より、施行されることとなってい
る。

Ｃ Ⅰ

第１５６回国会において平成１５年６月２７日に成立した「労働基準法の一部を改正する法律」による有期
労働契約の期間の延長は、産業・雇用構造の変化が進んでいる中で、我が国の経済社会の活力を維持・
向上させていくために、労働者ひとりひとりが主体的に多様な働き方を選択できる可能性を拡大することを
一つの目的としており、要望理由の「現行の法制度は勤労者の働き方・企業の雇い方の選択肢を狭めて
おり、雇用機会、就労機会を損ねている」との指摘に対応するものと考える。
  一方、今回の改正法では、有期労働契約の期間について原則３年（一定の場合は５年）までの延長とし
たところであるが、当該改正に対してすら、国会における改正法案の審議過程において、
・ 常用労働者が有期契約労働者へ置き換えられるといった常用代替や、事実上の若年定年制につなが
るおそれがあるのではないかといった強い懸念が示されるとともに、
・ 有期労働契約の上限の延長に伴い、拘束の度合いが強まるため、労働者に退職の自由を認めるべき
ではないかとの強い意見が出されたところである。
  このため、衆議院において、有期労働契約に関する暫定措置として、
・ 有期労働契約を締結した労働者は、一定の場合を除き、当該労働契約の期間の初日から１年を経過し
た日以後においては、いつでも退職することができることとする。
との規定を追加する旨の修正がなされたものであり、こうした経緯にかんがみると暫定措置が規定された
ことをもって有期労働契約を更に延長することは不適切であり、御要望にお応えすることは困難である。
  ５年の労働契約の締結が可能な範囲については、法律が「専門的な知識、技術又は経験であって「高
度」」な専門的知識等を有する労働者を対象としていることや、衆議院及び参議院の附帯決議において
「有期５年の対象労働者の範囲については、弁護士、公認会計士など専門的な知識、技術及び経験を有
しており、自らの労働条件を決めるにあたり、交渉上、劣位に立つことのない労働者を当該専門的な知
識、技術及び経験を必要とする業務に従事させる場合に限定すること」とされていることを踏まえ、労働政
策審議会の御意見も聞き、これらの趣旨に添った的確な範囲を定めたところである。

5111004
社団法人日本
自動車工業会

有期労働契約に係る規制の
緩和

091040

研究所等小規
模な実験施設
における作業
環境測定等の
免除

有機溶剤中毒予防規則
第２８条
特定化学物質等障害予
防規則第３６条

労働安全衛生法施行令別表第６の２
第１号から第４７号までに掲げる有
機溶剤に係る有機溶剤業務のうち
屋内作業について、６ヶ月以内に１
回定期に作業環境測定を行うことを
義務づけている。
労働安全衛生法施行令第２１条第７
号の作業場について、６ヶ月以内に
１回定期に第一類物質又は第二類
物質の空気中の濃度の測定を行うこ
とを義務づけている。

Ｃ Ⅲ

　有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則は、有機溶剤
又は特定化学物質等による労働者の健康障害防止のため、事業者が講ず
べき措置の最低基準を定めているものであり、小規模な実験施設という理
由で適用除外とすることは適当ではない。
　御要望の「局所排気装置の設置により安全性が担保されている」との御
指摘であるが、局所排気装置の構造、作業内容等によっては安全性が確
保されない場合があるため、定期的に作業環境測定を行い、継続して安全
性を確認することが必要であるので、御要望にお応えすることはできない。

小規模な実験施設の局所排気装置の構
造、作業内容等について安全性が確保され
ることを個別に認定した場合に、定期的な
作業環境測定等の規定の適用を除外する
ことは考えられないか、検討し回答された
い。

　定期的な作業環境測定により、局所排気装置の構造、作業内
容等について安全性を確認していることから、作業環境測定を
実施することなく、安全性の確保を個別に認定することはできな
い。したがって、小規模な実験施設との理由で作業環境測定を
適用除外とすることは適当ではない。

2005030
名古屋港管理
組合

名古屋港産業ハブ特
区

研究所は製造所等とは違い、
使用量が少量であるため作業
環境測定について研究所は適
用除外とする
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
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措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

091050

工場が分社化
した場合にお
ける一体的安
全管理の容認

労働安全衛生法第１０条
第１項

事業者は、労働安全衛生法施行令
第２条で定める規模の事業場ごと
に、労働安全衛生規則第２条及び第
３条で定めるところにより、総括安全
衛生管理者を選任し、その者に安全
管理者、衛生管理者又は救護に関
する技術的事項を管理する者の指
揮をさせるとともに、労働者の危険
又は健康障害を防止するための措
置に関することや労働者の安全又は
衛生のための教育の実施に関する
こと等の業務を統括管理させなけれ
ばならない。

Ｃ Ⅰ

　労働者の安全衛生の確保に関して責任を負うのは当該事業者であり、分
社化され、それぞれが組織として分離した場合には、それぞれの事業者が
それぞれ雇用する労働者の安全衛生に関し責任を負わなくてはならない。
そしてこれは、分社化後も事業場全体として一体的に稼働している場合で
あっても同様である。この場合に、仮に契約等によって本社と分社が一体で
安全衛生管理を行うこととすると、責任の所在が不明確となり、事業場にお
ける安全衛生の確保を損なうこととなる。したがって、御要望にお応えする
ことはできない。

既に特区において認められた「ボイラー及
び第一種圧力容器の連続運転の共同実施
事業（911-2）」と同様に、契約等により緊急
時の措置等の責任の所在を明確にした上
で、本社企業と分社企業が一体的に安全管
理を行うことを認められないか、検討し回答
されたい。仮に認められないのであれば、
「911-2」との比較において、本提案の方が
「責任の所在が不明確となり、事業場にお
ける安全衛生の確保を損なうこととなる」蓋
然性が高いことを、具体的に説明されたい。
併せて、右の提案主体からの意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

それぞれの事業者がそれぞれ雇用する労働者の安全衛生に関
し責任を負わなくてはならないことに関しては異議はない。ここで
いう一体管理とは、分社化した企業の全てを一体的に安全衛生
管理するものではなく、特定の部分に関して一体的に安全衛生
管理するという意味である。
経営の効率化に向けた「保全部門のみの分社化（本社からの独
立集約）」を例に取ると、関係する安全管理の中には例えば保全
管理、法定責任者選任、緊急時の対応などがある。この場合、
本社における、緊急時、事故・災害時などの対応は分社化され
た保全部門の協力なしでは対応出来ず、また、点検、自主検査
なども一体的に管理する必要があるため、電気主任技術者、エ
ネルギー管理士（電気）、計量士選任など特定の技術者に負う
必要がある。
この様に、特定の分野又は特定の人材について契約により一体
的に安全管理等されるべきだと考える。特定の分野における責
任の所在を明確にしておけば、事業場における安全衛生の確保
を損なうことにはならないため、本社企業と分社企業が一体で安
全衛生管理体制が運営できるよう柔軟化をお願いしたい。

　御指摘の内容について、対象となる業種と、具体的に企
業のどの部門を分社化し、安全衛生管理体制をどのように
変更しようとしているか不明であるため、まずこの点を明
確にしていただきたい。
　なお、「提案主体からの意見」にある電気主任技術者、
エネルギー管理士及び計量士については、当省所管の制度
ではない。

提案は、同じ敷地内で製造部門と
一体となってその設備の保守・点
検を担当する保全部門（機械、配
管、構造物、電気、計装機器等の
維持、修繕、点検・自主検査な
ど、工場の設備に関わる総合管理
を行う部門）を分社化した場合
に、安全関係の中で定期点検、検
査などの保全業務の占めるウェイ
トが大きいため、安全管理体制上
も分社化保全部門は工場全体の組
識に含めて管理されるべきであ
り、そのことがトータルの安全管
理の向上につながるというもので
あるが、これについて認められな
いか検討し、回答されたい。

Ｃ Ⅰ

　平成１５年、日本を代表する大企業での爆発・火災災害が多発
したため、政府は、化学工業界を含む業界団体に対して、爆発・
火災災害の再発防止について要請を行ったところである。この
中では、①経営トップは安全確保を企業基盤の最重要事項と位
置付ける、②安全確保のための組織、人員経費等必要な体制を
確保する、③従業員、現場作業員、管理監督者等に対する安全
教育・訓練を徹底する、④作業現場ごとの管理体制を明確化す
るといったように企業内における安全管理の強化を求めている。
 このように、政府として企業内の安全管理を強化する方向で施
策を進めている中で、責任の所在が不明確となり、事業場にお
ける安全衛生の確保を損なうこととなるような、安全管理体制を
簡素化する提案について認めることはできない。

2005050
名古屋港管理
組合

名古屋港産業ハブ特
区

工場が分社化した場合の一体
管理化（安全衛生管理組織）

091060

求職者からの
職業紹介手数
料徴収の可能
化

職業安定法第３２条の３
第２項
職業安定法施行規則第
２０条第２項

職業安定法施行規則第
２０条第２項の規定に基
づき、厚生労働大臣の
定める額を定める件（平
成14年厚生労働省告示
第26号）

有料職業紹介事業者は、原則として
求職者から手数料を徴収してはなら
ないこととされており、例外的に一定
の求職者（モデル、芸能家、年収
1,200万円を超える科学技術者及び
経営管理者）から就職後六箇月以内
に支払われた賃金の10.5/100（免税
事業者は10.2/100）に相当する額以
下の手数料を徴収する場合のみ認
められている。

Ｃ Ⅰ

○　ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点から、求職者からの
手数料徴収は原則禁止されており、①関係する労働者の利益のために、②
最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、③特定の種類
の労働者及び特定の種類のサービスについて、例外を認めることが出来る
こととしている。
○　御提案のように、求職者からの手数料徴収について、職種や給与水準
にかかわらず徴収を認めることは、求職者保護に欠けることとなるおそれが
ある。また、徴収方法や額の規制の緩和については、求職者から手数料を
徴収する場合には、求人者が採用に係るサービスをどう評価するかという
観点から考えるものではなく、また、１か月経過した時点で円滑に再就職が
図られたということは困難であり、求職者保護に欠けるおそれがある。さら
に、公共職業安定所があれば民間の職業紹介事業者への規制が不要との
考えは、必ずしも民間の職業紹介事業者が公共職業安定所の補完となっ
ていない場合もあり、求職者保護に欠けるおそれもあることから、提案要望
を実現させることは、同条約の批准国である我が国としては困難と考えてい
る。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のご回答に対し、弊社は次のように反論させていただきます。
１．貴省は、ＩＬＯ第１８１号条約の批准を理由に、本特区提案の拒否をされ
ています。しかし、条約批准は理由とはなりません。なぜなら、わが国の行
政実務では、国際法は国内法の制定を待ってはじめて国内法的効力を発生
するものとされているからです。つまり条約を公布しただけでは、その条約の
規範力は微弱であり、国家と国民を拘束するものではないとの説が採られ
ているのです。この考えに立てば、このたびの特区による職業安定法の改
正の必要性について、日本国家として、条約の抽象的規範性に鑑み、国内
の雇用状況に即した法改正をしたところで、何ら条約違反にはならないもの
と思料します。実際、民間の職業紹介事業者を認めるＩＬＯ第９６号条約を批
准した（昭和31年6月11日）後も、これに伴う国内法の改正となる職業安定
法の改正を、平成11年に至るまでしなかったのです。
２．貴省はまた、手数料徴収については、「求職者保護に欠けることとなるお
それがある」とされます。しかし、わが国では民間事業者による中間搾取が
横行していることはなく、また求職者が職を探す手段は多数あります。一方、
近年では景気が低迷し、失業率は年々増加し続け、今や5％台が続いてい
ます。そして、一向に改善しない日本の高失業率状態は、これまでのように
国家主体の雇用対策には限界があることを明確に指し示しています。国家
による雇用機会を残しつつ、これを広く民間に開放し、求職者に対して民間
の職業紹介事業者による良質の就職支援サービスによって「就職」を果たす
機会・手段を少しでも多く与えることこそが、最も有効な雇用政策であり、ま
た、求職者の望むところ、すなわち、「求職者の保護」なのです。

　 ＩＬＯ第181号条約の批准国である我が国としては、同条約の
考え方を踏まえた施策を行うべきであり、新たにこれに反する施
策を導入することは適当でないと考えている。なお、ＩＬＯ第96号
条約は、営利目的の有料職業紹介事業から生ずる弊害を除去
する目的で、有料職業紹介事業所を漸進的に廃止することを定
めた第２部、又は、有料職業紹介事業について比較的厳しい規
制を定める第３部のいずれかの規定を選択して受諾することとさ
れているところであるが、平成11年改正前の職業安定法におい
ても、同条約の第３部の内容を踏まえたものとなっていたところ
である。
　求職者からの手数料徴収について、職種や給与水準にかかわ
らず徴収を認めることは、求職者の保護に欠けることとなるおそ
れもあり、職業紹介事業者との交渉力を担保し十分に保護を図
るためには、手数料徴収の対象となる求職者の範囲についての
一定の限定が、必要であると考えている。また、求職者保護につ
いては、その保護に欠ける事態が発生してしまった場合はとりか
えしのつかないおそれがあり、また、仮に民事的損害賠償請求
等により救済を図るとしても、その救済には時間がかかり、実質
上十分に救済されないおそれもあることなどから、事前規制によ
り担保する必要があると考えている。

3069020
株式会社東京
リーガルマイン
ド

職業紹介等自由化特
区

求職者からの職業紹介手数料
徴収を可能とする

091060.1

求職者のこれまでのキャリアを生かせる企業を無料で探すことは無理であり
ます。また本人のみの努力で探すことも、複雑化した今日の日本の産業構
造の転換時代には極めて困難なことです。それは、民間の職業紹介事業者
が、そのノウハウ、データ、人材を駆使した職業紹介サービスを展開すること
によって初めて可能となるものであり、これによって利益を享受する求職者
から対価を徴収することは極めて合理性が高いものと考えます。職業紹介
業者も利益をあげ、サービスはさらに充実したものになると考えられるから
です。このように、現在の日本においては、手数料徴収の解禁は「求職者保
護に欠ける」どころか、「求職者保護に適う」ことなのです。それは、ＩＬＯ第１
８１号条約の趣旨に適い、条約尊重を謳う憲法９８条の趣旨に合致するもの
であります。この際の民間職業紹介事業者による不公正な行為に対する規
制は、事後的・補完的なセーフティネットを用意すれば足ります。
３．貴省はさらに、「必ずしも民間の職業紹介事業者が公共職業安定所の補
完となっていない場合もあ」るとされますが、公共職業安定所と民間の職業
紹介事業者とで、求人情報のほとんどをカヴァーしていると思われます。さら
に、両者はそもそも、一方が他方の補完をするという趣旨でつくられている
わけではないと考えられます。よって、ご指摘は必ずしも当たらないと考えま
す。

　なお、求職者からの手数料徴収については、「職業安定法施
行規則等の一部を改正する省令」（平成15年厚生労働省令第
178号。平成15年12月25日公布）により、手数料徴収の対象とな
る求職者に、熟練技能者（職業能力開発促進法第44条第１項に
規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格し
た者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他
の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者）の職業
に紹介した求職者を追加するとともに、「職業安定法施行規則第
二十条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定
める件の一部を改正する件」（平成15年厚生労働省告示第442
号。平成15年12月25日公布）により、有料職業紹介事業におけ
る手数料徴収の対象となる科学技術者、経営管理者又は熟練
技能者に係る年収要件について、７百万円超に引き下げたとこ
ろである。（平成16年３月１日施行）
　また、職種等によっては公共職業安定所において十分な職業
紹介を行うことが困難な場合もあり、民間の職業紹介事業者へ
の規制をなくすことについては、求職者保護に欠けるおそれがあ
る。

3069020

091060

求職者からの
職業紹介手数
料徴収の可能
化

職業安定法第３２条の３
第２項
職業安定法施行規則第
２０条第２項

職業安定法施行規則第
２０条第２項の規定に基
づき、厚生労働大臣の
定める額を定める件（平
成14年厚生労働省告示
第26号）

有料職業紹介事業者は、原則として
求職者から手数料を徴収してはなら
ないこととされており、例外的に一定
の求職者（モデル、芸能家、年収
1,200万円を超える科学技術者及び
経営管理者）から就職後六箇月以内
に支払われた賃金の10.5/100（免税
事業者は10.2/100）に相当する額以
下の手数料を徴収する場合のみ認
められている。

Ｃ Ⅰ

○　ＩＬＯ第１８１号条約においては、求職者保護の観点から、求職者からの
手数料徴収は原則禁止されており、①関係する労働者の利益のために、②
最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、③特定の種類
の労働者及び特定の種類のサービスについて、例外を認めることが出来る
こととしている。
○　御提案のように、求職者からの手数料徴収について、職種や給与水準
にかかわらず徴収を認めることは、求職者保護に欠けることとなるおそれが
ある。また、徴収方法や額の規制の緩和については、求職者から手数料を
徴収する場合には、求人者が採用に係るサービスをどう評価するかという
観点から考えるものではなく、また、１か月経過した時点で円滑に再就職が
図られたということは困難であり、求職者保護に欠けるおそれがある。さら
に、公共職業安定所があれば民間の職業紹介事業者への規制が不要との
考えは、必ずしも民間の職業紹介事業者が公共職業安定所の補完となっ
ていない場合もあり、求職者保護に欠けるおそれもあることから、提案要望
を実現させることは、同条約の批准国である我が国としては困難と考えてい
る。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のご回答に対し、弊社は次のように反論させていただきます。
１．貴省は、ＩＬＯ第１８１号条約の批准を理由に、本特区提案の拒否をされ
ています。しかし、条約批准は理由とはなりません。なぜなら、わが国の行
政実務では、国際法は国内法の制定を待ってはじめて国内法的効力を発生
するものとされているからです。つまり条約を公布しただけでは、その条約の
規範力は微弱であり、国家と国民を拘束するものではないとの説が採られ
ているのです。この考えに立てば、このたびの特区による職業安定法の改
正の必要性について、日本国家として、条約の抽象的規範性に鑑み、国内
の雇用状況に即した法改正をしたところで、何ら条約違反にはならないもの
と思料します。実際、民間の職業紹介事業者を認めるＩＬＯ第９６号条約を批
准した（昭和31年6月11日）後も、これに伴う国内法の改正となる職業安定
法の改正を、平成11年に至るまでしなかったのです。
２．貴省はまた、手数料徴収については、「求職者保護に欠けることとなるお
それがある」とされます。しかし、わが国では民間事業者による中間搾取が
横行していることはなく、また求職者が職を探す手段は多数あります。一方、
近年では景気が低迷し、失業率は年々増加し続け、今や5％台が続いてい
ます。そして、一向に改善しない日本の高失業率状態は、これまでのように
国家主体の雇用対策には限界があることを明確に指し示しています。国家
による雇用機会を残しつつ、これを広く民間に開放し、求職者に対して民間
の職業紹介事業者による良質の就職支援サービスによって「就職」を果たす
機会・手段を少しでも多く与えることこそが、最も有効な雇用政策であり、ま
た、求職者の望むところ、すなわち、「求職者の保護」なのです。

　 ＩＬＯ第181号条約の批准国である我が国としては、同条約の
考え方を踏まえた施策を行うべきであり、新たにこれに反する施
策を導入することは適当でないと考えている。なお、ＩＬＯ第96号
条約は、営利目的の有料職業紹介事業から生ずる弊害を除去
する目的で、有料職業紹介事業所を漸進的に廃止することを定
めた第２部、又は、有料職業紹介事業について比較的厳しい規
制を定める第３部のいずれかの規定を選択して受諾することとさ
れているところであるが、平成11年改正前の職業安定法におい
ても、同条約の第３部の内容を踏まえたものとなっていたところ
である。
　求職者からの手数料徴収について、職種や給与水準にかかわ
らず徴収を認めることは、求職者の保護に欠けることとなるおそ
れもあり、職業紹介事業者との交渉力を担保し十分に保護を図
るためには、手数料徴収の対象となる求職者の範囲についての
一定の限定が、必要であると考えている。また、求職者保護につ
いては、その保護に欠ける事態が発生してしまった場合はとりか
えしのつかないおそれがあり、また、仮に民事的損害賠償請求
等により救済を図るとしても、その救済には時間がかかり、実質
上十分に救済されないおそれもあることなどから、事前規制によ
り担保する必要があると考えている。

5150003
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

求職者からの職業紹介手数
料徴収を可能とする

091060.1

求職者のこれまでのキャリアを生かせる企業を無料で探すことは無理であり
ます。また本人のみの努力で探すことも、複雑化した今日の日本の産業構
造の転換時代には極めて困難なことです。それは、民間の職業紹介事業者
が、そのノウハウ、データ、人材を駆使した職業紹介サービスを展開すること
によって初めて可能となるものであり、これによって利益を享受する求職者
から対価を徴収することは極めて合理性が高いものと考えます。職業紹介
業者も利益をあげ、サービスはさらに充実したものになると考えられるから
です。このように、現在の日本においては、手数料徴収の解禁は「求職者保
護に欠ける」どころか、「求職者保護に適う」ことなのです。それは、ＩＬＯ第１
８１号条約の趣旨に適い、条約尊重を謳う憲法９８条の趣旨に合致するもの
であります。この際の民間職業紹介事業者による不公正な行為に対する規
制は、事後的・補完的なセーフティネットを用意すれば足ります。
３．貴省はさらに、「必ずしも民間の職業紹介事業者が公共職業安定所の補
完となっていない場合もあ」るとされますが、公共職業安定所と民間の職業
紹介事業者とで、求人情報のほとんどをカヴァーしていると思われます。さら
に、両者はそもそも、一方が他方の補完をするという趣旨でつくられている
わけではないと考えられます。よって、ご指摘は必ずしも当たらないと考えま
す。

　なお、求職者からの手数料徴収については、「職業安定法施
行規則等の一部を改正する省令」（平成15年厚生労働省令第
178号。平成15年12月25日公布）により、手数料徴収の対象とな
る求職者に、熟練技能者（職業能力開発促進法第44条第１項に
規定する技能検定のうち特級若しくは一級の技能検定に合格し
た者が有する技能又はこれに相当する技能を有し、生産その他
の事業活動において当該技能を活用した業務を行う者）の職業
に紹介した求職者を追加するとともに、「職業安定法施行規則第
二十条第二項の規定に基づき、厚生労働大臣の定める額を定
める件の一部を改正する件」（平成15年厚生労働省告示第442
号。平成15年12月25日公布）により、有料職業紹介事業におけ
る手数料徴収の対象となる科学技術者、経営管理者又は熟練
技能者に係る年収要件について、７百万円超に引き下げたとこ
ろである。（平成16年３月１日施行）
　また、職種等によっては公共職業安定所において十分な職業
紹介を行うことが困難な場合もあり、民間の職業紹介事業者へ
の規制をなくすことについては、求職者保護に欠けるおそれがあ
る。

5150003

091070
無料職業紹介
事業の届出制
化

職業安定法第３３条第１
項

無料職業紹介事業を行おうとする者
は、事業所ごとに、厚生労働大臣の
許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄー３
Ｅ

Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審議会において
平成１３年８月より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直
しの中で検討したところであるが、不適格な事業者の参入を排除することにより、事業運
営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持する
ことが必要であるとされたところである。
○　一方、職業紹介事業者が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下で、許可
の単位については、事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届出制
とすることが適当であるとの結論が出され、本年６月これを踏まえた職業安定法の改正が
行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　本規制を特区において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場合、適
切な代替措置を講じることは困難であると考えている。
○　なお、有料職業紹介事業者については、届け出られた手数料表又は法で定められた
上限の範囲内で職業紹介事業を行うこと、例えば、手数料を徴収しないで職業紹介を行
うこと（つまり、無料で職業紹介を行うこと）自体は、特段規制されておらず、実施しても職
業安定法上特段問題は生じない。
○　また、営利法人であっても、社会貢献等の目的から無料職業紹介事業を行うことも想
定され、適格紹介の担保等のための適切な措置が講じられることを条件として、無料職業
紹介事業を行うことが認められており、無料職業紹介事業の許可要件中の「営利法人に
あっては、無料職業紹介事業を本来の営利活動に資する目的で行おうとするものでない
こと」については、実質的に有料職業紹介事業に当たるものを排除する趣旨であり、例え
ば、パソコン教室をおこなう事業者が当該教室で訓練を受けた者の就職の円滑化のため
に無料職業紹介事業を行うことは可能となっている。

3069010
株式会社東京
リーガルマイン
ド

職業紹介等自由化特
区

無料職業紹介を許可制から届
出制へ
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091070
無料職業紹介
事業の届出制
化

職業安定法第３３条第１
項

無料職業紹介事業を行おうとする者
は、事業所ごとに、厚生労働大臣の
許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄー３
Ｅ

Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審議会において
平成１３年８月より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方についての見直
しの中で検討したところであるが、不適格な事業者の参入を排除することにより、事業運
営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、原則として許可制を維持する
ことが必要であるとされたところである。
○　一方、職業紹介事業者が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下で、許可
の単位については、事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置については、届出制
とすることが適当であるとの結論が出され、本年６月これを踏まえた職業安定法の改正が
行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　本規制を特区において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場合、適
切な代替措置を講じることは困難であると考えている。
○　なお、有料職業紹介事業者については、届け出られた手数料表又は法で定められた
上限の範囲内で職業紹介事業を行うこと、例えば、手数料を徴収しないで職業紹介を行
うこと（つまり、無料で職業紹介を行うこと）自体は、特段規制されておらず、実施しても職
業安定法上特段問題は生じない。
○　また、営利法人であっても、社会貢献等の目的から無料職業紹介事業を行うことも想
定され、適格紹介の担保等のための適切な措置が講じられることを条件として、無料職業
紹介事業を行うことが認められており、無料職業紹介事業の許可要件中の「営利法人に
あっては、無料職業紹介事業を本来の営利活動に資する目的で行おうとするものでない
こと」については、実質的に有料職業紹介事業に当たるものを排除する趣旨であり、例え
ば、パソコン教室をおこなう事業者が当該教室で訓練を受けた者の就職の円滑化のため
に無料職業紹介事業を行うことは可能となっている。

5150002
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

無料職業紹介を許可制から
届出制へ

091080
有料職業紹介
事業の届出制
化

職業安定法第３０条第
１、第６３条から第６７条
まで

有料職業紹介事業を行おうとする者
は、事業所ごとに、厚生労働大臣の
許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄ－３

Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審議会に
おいて平成１３年８月より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところであるが、不適格な事業者の参入を排除す
ることにより、事業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、
原則として許可制を維持することが必要であるとされたところである。
○　一方、職業紹介事業者が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下
で、許可の単位については、事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置につ
いては、届出制とすることが適当であるとの結論が出され、本年６月これを踏まえ
た職業安定法の改正が行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰したり、救済策として立替
え払いを行うことでも、求職者保護に欠ける事態を防ぐことはできず、本規制を特
区内において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場合、適切な
代替措置を講ずることは困難であると考えている。
○　また御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセットで行うことを前
提としているが、その救済策として国による立替え払い制度を設けることは、財政
的措置を伴うことなどから、その実現は困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のお考えになる「労働者保護」・「求職者の保護に欠ける事態」と
はそもそも何なのでしょうか。それについて弊社は以下のように考えて
います。すなわち①職業紹介業者が求職者から何らかの方法で金銭
を詐取する、②職業紹介業者が求職者に対して職業紹介をしない、ま
たは悪質な職業紹介をする、③職業紹介業者が求職者の秘密を漏示
する、ということです。①については、金銭の立替により、労働者は
失った分を取り戻せるのですから、十分な代替措置であるといえま
す。次に、②については、罰則の強化によって、職業紹介業者に対し
て、不正を行うインセンティブを失わせることができます。また、届出制
化により、職業紹介業者が増加すると、求職者は多数の業者に登録
でき、それが、求職者にとっては選択肢が増えるだけでなく、悪質な業
者からの自衛手段となるのです。つまり、悪質な業者から職業が紹介
されなくとも、他の業者からの職業紹介で十分に求職者は仕事を得る
ことができますから、求職者にとって被害が大きくなるということは考
えにくいのです。したがって、②はそもそも問題とならないのです。③
については、業者が許可制か届出制かで、求職者の被害の程度は変
わるものではないのですが、届出制化の下で、罰則を強化すること
で、十分な代替手段になるものと考えられます。以上から、弊社の考
える罰則の強化と国の立替払いという手段によって、「求職者の保護
に欠ける事態」に対して適切な代替手段がとれるものと考えられま
す。

　「求職者の保護に欠ける事態」として過去からの実態におい
て、中間搾取、強制労働、虚偽の労働条件明示等の弊害が生じ
ているところであり、これらの弊害が生じることを防止することが
「求職者保護」であると考えている。
　なお、職業紹介事業者については所在地域や取扱職種等につ
いて偏りがみられるところであり、規制を緩和することが、必ずし
も求職者の選択肢の増加にむすびつかず、また、悪質な業者を
選択肢から除外できない場合もあり、労働者保護の観点から十
分な代替措置と考えることは困難である。
　また、罰則を強化しても発生している弊害は、過去にもある通
り、これからも発生しうるものであるから、罰則による事後的規制
のみならず、許可制により事業者の適格性を確保することが被
害の防止の観点から必要である。
　さらに御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセッ
トで行うことを前提としているが、その救済策として国による立替
え払い制度を設けることは、財政的措置を伴うことなどから、そ
の実現は困難である。

3071020
株式会社東京
リーガルマイン
ド

人材派遣・紹介規制緩
和特区

有料職業紹介事業を許可制か
ら届出制へ

091080
有料職業紹介
事業の届出制
化

職業安定法第３０条第
１、第６３条から第６７条
まで

有料職業紹介事業を行おうとする者
は、事業所ごとに、厚生労働大臣の
許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄ－３

Ⅰ

○　職業紹介事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審議会に
おいて平成１３年８月より本年にかけて行った職業紹介事業制度全体の在り方に
ついての見直しの中で検討したところであるが、不適格な事業者の参入を排除す
ることにより、事業運営の適格性を確保し、求職者の利益を保護する観点から、
原則として許可制を維持することが必要であるとされたところである。
○　一方、職業紹介事業者が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下
で、許可の単位については、事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置につ
いては、届出制とすることが適当であるとの結論が出され、本年６月これを踏まえ
た職業安定法の改正が行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰したり、救済策として立替
え払いを行うことでも、求職者保護に欠ける事態を防ぐことはできず、本規制を特
区内において緩和した結果、求職者の保護に欠ける事態が生じた場合、適切な
代替措置を講ずることは困難であると考えている。
○　また御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセットで行うことを前
提としているが、その救済策として国による立替え払い制度を設けることは、財政
的措置を伴うことなどから、その実現は困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のお考えになる「労働者保護」・「求職者の保護に欠ける事態」と
はそもそも何なのでしょうか。それについて弊社は以下のように考えて
います。すなわち①職業紹介業者が求職者から何らかの方法で金銭
を詐取する、②職業紹介業者が求職者に対して職業紹介をしない、ま
たは悪質な職業紹介をする、③職業紹介業者が求職者の秘密を漏示
する、ということです。①については、金銭の立替により、労働者は
失った分を取り戻せるのですから、十分な代替措置であるといえま
す。次に、②については、罰則の強化によって、職業紹介業者に対し
て、不正を行うインセンティブを失わせることができます。また、届出制
化により、職業紹介業者が増加すると、求職者は多数の業者に登録
でき、それが、求職者にとっては選択肢が増えるだけでなく、悪質な業
者からの自衛手段となるのです。つまり、悪質な業者から職業が紹介
されなくとも、他の業者からの職業紹介で十分に求職者は仕事を得る
ことができますから、求職者にとって被害が大きくなるということは考
えにくいのです。したがって、②はそもそも問題とならないのです。③
については、業者が許可制か届出制かで、求職者の被害の程度は変
わるものではないのですが、届出制化の下で、罰則を強化すること
で、十分な代替手段になるものと考えられます。以上から、弊社の考
える罰則の強化と国の立替払いという手段によって、「求職者の保護
に欠ける事態」に対して適切な代替手段がとれるものと考えられま
す。

　「求職者の保護に欠ける事態」として過去からの実態におい
て、中間搾取、強制労働、虚偽の労働条件明示等の弊害が生じ
ているところであり、これらの弊害が生じることを防止することが
「求職者保護」であると考えている。
　なお、職業紹介事業者については所在地域や取扱職種等につ
いて偏りがみられるところであり、規制を緩和することが、必ずし
も求職者の選択肢の増加にむすびつかず、また、悪質な業者を
選択肢から除外できない場合もあり、労働者保護の観点から十
分な代替措置と考えることは困難である。
　また、罰則を強化しても発生している弊害は、過去にもある通
り、これからも発生しうるものであるから、罰則による事後的規制
のみならず、許可制により事業者の適格性を確保することが被
害の防止の観点から必要である。
　さらに御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセッ
トで行うことを前提としているが、その救済策として国による立替
え払い制度を設けることは、財政的措置を伴うことなどから、そ
の実現は困難である。

5150005
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

有料職業紹介事業を許可制
から届出制へ

091090
一般労働者派
遣事業の届出
制化

労働者派遣法第５条第１
項

一般労働者派遣事業を行おうとする
者は、事業所ごとに、厚生労働大臣
の許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄ－３

Ⅰ

○　一般労働者派遣事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審
議会において平成１３年８月より本年にかけて行った労働者派遣事業制度全体の
在り方についての見直しの中で検討したところであるが、労働者派遣事業の適正
な運営の確保を図り、派遣労働者の就業条件を確保するため、派遣元事業主に
一定の能力を担保する必要があることから、許可制を維持することが必要である
とされたところである。
○　一方、派遣元事業主が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下で、
許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置について
は、届出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派
遣法の改正が行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰したり、救済策として立替
え払いを行うことでも、労働者保護に欠ける事態を防ぐことはできず、本規制を特
区内において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生じた場合、適切な
代替措置を講ずることは困難であると考えている。
○　また御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセットで行うことを前
提としているが、その救済策として国による立替え払い制度を設けることは、財政
的措置を伴うことなどから、その実現は困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のお考えになる「労働者保護」・「求職者の保護に欠ける事態」と
はそもそも何なのでしょうか。それについて弊社は以下のように考えて
います。すなわち①労働者派遣元業者が求職者から何らかの方法で
金銭を詐取する、②労働者派遣元業者が求職者に対して派遣先企業
を紹介しない、または悪質な待遇で派遣先に派遣をする、③労働者派
遣元業者が求職者の秘密を漏示する、ということです。①について
は、金銭の立替により、労働者は失った分を取り戻せるのですから、
十分な代替措置であるといえます。次に、②については、罰則の強化
によって、労働者派遣元業者に対して、不正を行うインセンティブを失
わせることができます。また、届出制化により、労働者派遣元業者が
増加すると、求職者は多数の業者に登録でき、それが、求職者にとっ
ては選択肢が増えるだけでなく、悪質な業者からの自衛手段となるの
です。つまり、悪質な業者から職業が紹介されなくとも、他の業者から
の労働者派遣で十分に求職者は仕事を得ることができますから、求
職者にとって被害が大きくなるということは考えにくいのです。したがっ
て、②はそもそも問題とならないのです。③については、業者が許可
制か届出制かで、求職者の被害の程度は変わるものではないのです
が、届出制化の下で、罰則を強化することで、十分な代替手段になる
ものと考えられます。以上から、弊社の考える、罰則の強化と国の立
替払いという手段によって、「求職者の保護に欠ける事態」に対して適
切な代替手段がとれるものと考えられます。

　「労働者の保護に欠ける事態」として過去からの実態におい
て、中間搾取、強制労働、虚偽の労働条件明示、不適切な雇用
管理等の弊害が生じているところであり、これらの弊害が生じる
ことを防止することが「労働者保護」であると考えている。
　なお、派遣元事業主については所在地域や労働者派遣を行う
業務の種類等について偏りがみられるところであり、規制を緩和
することが、必ずしも労働者の選択肢の増加にむすびつかず、
また、悪質な業者を選択肢から除外できない場合もあり、労働者
保護の観点から十分な代替措置と考えることは困難である。
　また、罰則を強化しても発生している弊害は、過去にもある通
り、これからも発生しうるものであるから、罰則による事後的規制
のみならず、許可制により事業者の適格性を確保することが被
害の防止の観点から必要である。
　さらに御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセッ
トで行うことを前提としているが、その救済策として国による立替
え払い制度を設けることは、財政的措置を伴うことなどから、そ
の実現は困難である。

3071010
株式会社東京
リーガルマイン
ド

人材派遣・紹介規制緩
和特区

一般労働者派遣事業を許可制
から届出制へ

091090
一般労働者派
遣事業の届出
制化

労働者派遣法第５条第１
項

一般労働者派遣事業を行おうとする
者は、事業所ごとに、厚生労働大臣
の許可を受けなければならない。

Ｃ
Ｄ－３

Ⅰ

○　一般労働者派遣事業の許可制から届出制への移行については、労働政策審
議会において平成１３年８月より本年にかけて行った労働者派遣事業制度全体の
在り方についての見直しの中で検討したところであるが、労働者派遣事業の適正
な運営の確保を図り、派遣労働者の就業条件を確保するため、派遣元事業主に
一定の能力を担保する必要があることから、許可制を維持することが必要である
とされたところである。
○　一方、派遣元事業主が事業運営を機動的に実施できるよう、許可制の下で、
許可の単位については事業所単位から事業主単位とし、事業所の設置について
は、届出制とすることが適当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派
遣法の改正が行われたところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　なお、罰則を強化し、違法な事業者を事後的に処罰したり、救済策として立替
え払いを行うことでも、労働者保護に欠ける事態を防ぐことはできず、本規制を特
区内において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生じた場合、適切な
代替措置を講ずることは困難であると考えている。
○　また御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセットで行うことを前
提としているが、その救済策として国による立替え払い制度を設けることは、財政
的措置を伴うことなどから、その実現は困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

貴省のお考えになる「労働者保護」・「求職者の保護に欠ける事態」と
はそもそも何なのでしょうか。それについて弊社は以下のように考えて
います。すなわち①労働者派遣元業者が求職者から何らかの方法で
金銭を詐取する、②労働者派遣元業者が求職者に対して派遣先企業
を紹介しない、または悪質な待遇で派遣先に派遣をする、③労働者派
遣元業者が求職者の秘密を漏示する、ということです。①について
は、金銭の立替により、労働者は失った分を取り戻せるのですから、
十分な代替措置であるといえます。次に、②については、罰則の強化
によって、労働者派遣元業者に対して、不正を行うインセンティブを失
わせることができます。また、届出制化により、労働者派遣元業者が
増加すると、求職者は多数の業者に登録でき、それが、求職者にとっ
ては選択肢が増えるだけでなく、悪質な業者からの自衛手段となるの
です。つまり、悪質な業者から職業が紹介されなくとも、他の業者から
の労働者派遣で十分に求職者は仕事を得ることができますから、求
職者にとって被害が大きくなるということは考えにくいのです。したがっ
て、②はそもそも問題とならないのです。③については、業者が許可
制か届出制かで、求職者の被害の程度は変わるものではないのです
が、届出制化の下で、罰則を強化することで、十分な代替手段になる
ものと考えられます。以上から、弊社の考える、罰則の強化と国の立
替払いという手段によって、「求職者の保護に欠ける事態」に対して適
切な代替手段がとれるものと考えられます。

　「労働者の保護に欠ける事態」として過去からの実態におい
て、中間搾取、強制労働、虚偽の労働条件明示、不適切な雇用
管理等の弊害が生じているところであり、これらの弊害が生じる
ことを防止することが「労働者保護」であると考えている。
　なお、派遣元事業主については所在地域や労働者派遣を行う
業務の種類等について偏りがみられるところであり、規制を緩和
することが、必ずしも労働者の選択肢の増加にむすびつかず、
また、悪質な業者を選択肢から除外できない場合もあり、労働者
保護の観点から十分な代替措置と考えることは困難である。
　また、罰則を強化しても発生している弊害は、過去にもある通
り、これからも発生しうるものであるから、罰則による事後的規制
のみならず、許可制により事業者の適格性を確保することが被
害の防止の観点から必要である。
　さらに御提案は、規制緩和により被害を受けた者の救済とセッ
トで行うことを前提としているが、その救済策として国による立替
え払い制度を設けることは、財政的措置を伴うことなどから、そ
の実現は困難である。

5150004
株式会社東京
リーガルマイ
ンド

一般労働者派遣事業を許可
制から届出制へ

091100

建設業社によ
る同業種への
人材派遣の容
認

労働者派遣法第４条第１
項

建設業務については、労働者派遣
事業を行ってはならない。

Ｃ Ⅰ

○　労働者派遣事業の適用対象業務については、労働政策審議会におい
て平成１３年８月より本年にかけて行った労働者派遣事業制度全体の在り
方についての見直しの中で検討したところ、現行制度において労働者派遣
事業の適用除外業務とされている建設業務については、他法において特別
の措置が講じられていること（「建設労働者の雇用管理の改善等に関する
法律」において雇用関係の明確化等の措置が講じられていること）等から、
引き続き適用除外業務とすることが適当とする結論が出されたところであ
り、これを踏まえ、引き続き適用除外業務とされているところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている

提案は、地域の基幹産業である建設業を取
り巻く状況が厳しさを増していることにより、
建設業では従業員の雇用の維持が困難と
なっている現状を踏まえ、建設労働者の雇
用の安定と地域基幹産業の振興を目的とし
たものであるが、このような趣旨を勘案した
上で、提案を実現できないか、検討し回答さ
れたい。併せて、右の提案主体からの意見
も踏まえ、再度検討し回答されたい。

貴省より今回の本村の提案に対し、「他法において特別の措置
が講じられていること等から引き続き、適用除外業務とする」と
の回答をいただきました。
確かに「建設労働者の雇用の改善等に関する法律」においては
「労働者の雇用の改善・能力の開発及び安定に資すること」を目
的とし、本村の提案させていただいた建設労働者の雇用の安定
と技能・技術を生かすという趣旨には十分叶うものであります。
しかし、今回本村の提案させていただいたもう一つの理由である
建設業社が受注できる仕事が無い、そのため十分な雇用が保
てない現状を改善するため迅速に雇用機会の安定拡大を図ると
いう点においては、必ずしも十分な措置が講じられているとは言
えないと考えます。
また、「労働者の保護に欠ける事態が生じた場合。適切な代替
え措置を講じることが困難」とのご指摘ですが、この労働者保護
に欠ける事態とは様々なケースが考えられますが、現在一般の
派遣業が通常行われていることを考えると労働者保護という場
合においては建設業も従来の派遣業種と同じく扱われ、保護さ
れるべきものであると考えます。

　建設業務については、重層的な下請制度が発達していることを前提に、適
正な請負がなされるよう雇用関係の明確化等の措置を、「建設労働者の雇
用の改善等に関する法律」に基づき講じており、別の形態の労働力需給シ
ステムである労働者派遣事業を導入することは、請負関係の混乱を招くなど
雇用の改善の妨げになることや、過去からの実態において悪質ブローカー
が労務供給者として介入し、強制労働、中間搾取等の弊害が生じていた分
野であり、労働者派遣を導入することは労働者保護の観点からも問題が大
きいことから、労動者派遣事業の適用対象業務とすることは適当でないと考
えている。
　以上の問題は、範囲を限定して行う特区においても解決できるものではな
く、また労働者の保護に欠ける事態が発生した場合、適切な代替措置を講
ずることは困難であることから、本規制を特区において緩和することは適切
でないと考えている。
　なお、建設業務に就く職業に無料職業紹介事業を行うことは可能であるこ
とから、小谷村における建設業者が共同で無料職業紹介事業を行う会社を
設立する等により、当該会社において、「職を求める者」の情報と「人材を必
要としている」会社の情報を集め、マッチングすることで、御提案の趣旨であ
る建設労働者の雇用の安定と技能・技術を生かすことが期待できると考えて
いる。
  また、建設業における、事業規模の縮小等による業界再編や経営資源の
新規・成長分野への集中化等の再生に向けた取組みを雇用面から総合的
に支援する施策として、平成16年度から「建設雇用再生トータルプラン（仮
称）」を展開することとしている。同プランにおいては、業界内外への円滑な
労働移動に向け、地域の事業主団体が無料職業紹介事業を実施しようとす
る場合や教育訓練を実施する場合の新たな助成制度を設けるなど各種支
援策の拡充を図ることとしており、これら支援策を有効に活用することによ
り、雇用機会の安定拡大を促進することができると考えている。

1052010 小谷村
建設業社人材派遣特
区

　建設業社が同業種への人材
派遣を行う。
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

091110

地域インストラ
クターの有償
派遣に対する
派遣業法の適
用除外

・　労働者派遣法第２条
第５号、第５条第１項

・　労働者派遣事業と請
負により行われる事業と
の区分に関する基準を
定める告示
（昭和61年労働省告示
第37号）

○　労働者派遣とは、自己の雇用す
る労働者を当該雇用関係の下に、か
つ、他人の指揮命令を受けて、当該
他人のために労働に従事させること
をいう。
○　一般労働者派遣事業を行おうと
する者は、事業所ごとに、厚生労働
大臣の許可を受けなければならな
い。

Ｃ Ⅰ

○　労働者派遣法は、労働力の需給調整を規律するとともに、労働者保護
についても規律するものである。
○　労働者派遣事業の場合、派遣先が労働者を指揮命令することから、本
来使用者が負うべき責任を派遣先に負わせることが適当な場合もあり、例
えば、安全衛生に関する事項については、原則として派遣先が措置義務を
負う。
○　このため、労働者派遣事業であるものを請負事業として扱うこととする
と、例えば、事故防止等について、適切な措置を講じることが可能な実質上
の派遣先が適切な措置を講じる必要がなくなり、逆に適切な措置を講じるこ
とができない場合も多い実質上の派遣元事業主に措置をとる義務が課され
るため、事故防止等について実効ある措置が講じられなくなるおそれがあ
る。
○　このような点も含め、御提案の内容では、本来労働者派遣法により保
護されるべき労働者の保護が行われなくなることから、労働者派遣事業で
あるものを請負により行われる事業として扱うことはできない。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

お忙しい中、回答を頂きまして有り難うございました。今回の提
案内容では請負業としての判断もできないとのことですが、例え
ば自然体験教室などを観光客またはショートスティ学生に対して
企画し、参加者を募集して実施した場合の判断について再回答
を願います。この際、運営スタッフに関しては当組合の組合員ま
たは賛助会員であり（組合構成員）が行うこととなり、このスタッ
フについての事故防止等についての適切な処置並びに通常の
雇用関係で生じる労働者の保護を設けている。体験教室の運
営、企画に関しては法務局への定款（事業）が済んでおり中小
企業等協同組合法の関係上、新潟県知事への事業計画書、収
支予算書を添付して申請し認可をもらっていることを申し添えま
す。

　運営スタッフとなる組合員または賛助会員が、自然体験教室
の参加者等からの指揮命令を受けない形態で行われるものであ
れば、組合員を派遣労働者とする労働者派遣にはあたらないと
考えている。

3093010
企業組合しお
ざわ異業種研
究会

塩沢町体験交流観光
特区

塩沢町体験交流観光特区

091121

物の製造業務
の派遣期間制
限の延長、撤
廃（3年超）

労働者派遣法第４条第３
項、附則第４項

物の製造の業務の一部について
は、当分の間、労働者派遣事業を
行ってはならない。

Ｃ
Ｄ－３

Ⅰ

○　現行の労働者派遣事業が禁止されている業務のうち、「物の製造の業
務」については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところ、製造業における臨時的・一時的な労働力需給を迅速に調整し、円
滑な事業運営が可能となるよう、適用対象業務とすることが適当であるが、
「物の製造」の業務に従事する労働者の就業の実情等を考慮すると、一定
期間、「物の製造」の業務については、派遣期間を１年に制限することが適
当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が行われ
たところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　製造業において請負事業の利用が広く進んでいること、物の製造の業
務には労働者派遣事業の利用が現状では全面的に禁止されていることを
踏まえ、請負業や派遣先に急激な環境の変化をもたらすことなく製造業へ
の労働者派遣事業の円滑な定着を図る上で、一定期間（法施行後３年）１
年の期間制限を設けることが必要である。ただし、一定期間（法施行後３
年）経過後は、他の業務と同様、期間制限は最長３年となるところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

3076040
株式会社東京
総合研究所

い、しょく、じゅう、ゆう、
がく外国人起業家と地
域住民が共生できる特
区（エリア）の創生

労働者派遣業務規制等の緩
和

091121

物の製造業務
の派遣期間制
限の延長、撤
廃（3年超）

労働者派遣法第４条第３
項、附則第４項

物の製造の業務の一部について
は、当分の間、労働者派遣事業を
行ってはならない。

Ｃ
Ｄー３

Ⅰ

○　現行の労働者派遣事業が禁止されている業務のうち、「物の製造の業
務」については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところ、製造業における臨時的・一時的な労働力需給を迅速に調整し、円
滑な事業運営が可能となるよう、適用対象業務とすることが適当であるが、
「物の製造」の業務に従事する労働者の就業の実情等を考慮すると、一定
期間、「物の製造」の業務については、派遣期間を１年に制限することが適
当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が行われ
たところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　製造業において請負事業の利用が広く進んでいること、物の製造の業
務には労働者派遣事業の利用が現状では全面的に禁止されていることを
踏まえ、請負業や派遣先に急激な環境の変化をもたらすことなく製造業へ
の労働者派遣事業の円滑な定着を図る上で、一定期間（法施行後３年）１
年の期間制限を設けることが必要である。ただし、一定期間（法施行後３
年）経過後は、他の業務と同様、期間制限は最長３年となるところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

5077015 任意団体
労働者派遣に関する製造業
務へのの対象の拡大・派遣
期間制限限の撤廃

091122

物の製造業務
の派遣期間制
限の延長（早
期に3年）

労働者派遣法第４０条の
２第２項、附則第５項（改
正後）

物の製造の業務の一部について
は、改正労働者派遣法施行後３年間
は、派遣可能期間は１年とされ、そ
の後は３年となることとされている。
（平成１６年３月１日施行予定）

Ｃ Ⅰ

○　現行の労働者派遣事業が禁止されている業務のうち、「物の製造の業
務」については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところ、製造業における臨時的・一時的な労働力需給を迅速に調整し、円
滑な事業運営が可能となるよう、適用対象業務とすることが適当であるが、
「物の製造」の業務に従事する労働者の就業の実情等を考慮すると、一定
期間、「物の製造」の業務については、派遣期間を１年に制限することが適
当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が行われ
たところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　製造業において請負事業の利用が広く進んでいること、物の製造の業
務には労働者派遣事業の利用が現状では全面的に禁止されていることを
踏まえ、請負業や派遣先に急激な環境の変化をもたらすことなく製造業へ
の労働者派遣事業の円滑な定着を図る上で、一定期間（法施行後３年）１
年の期間制限を設けることが必要である。ただし、一定期間（法施行後３
年）経過後は、他の業務と同様、期間制限は最長３年となるところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

5021002
社団法人日本
経済団体連合
会

派遣対象業務の拡大と派遣
期間制限のさらなる見直し

091122

物の製造業務
の派遣期間制
限の延長（早
期に3年）

労働者派遣法第４０条の
２第２項、附則第５項（改
正後）

物の製造の業務の一部について
は、改正労働者派遣法施行後３年間
は、派遣可能期間は１年とされ、そ
の後は３年となることとされている。
（平成１６年３月１日施行予定）

Ｃ Ⅰ

○　現行の労働者派遣事業が禁止されている業務のうち、「物の製造の業
務」については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところ、製造業における臨時的・一時的な労働力需給を迅速に調整し、円
滑な事業運営が可能となるよう、適用対象業務とすることが適当であるが、
「物の製造」の業務に従事する労働者の就業の実情等を考慮すると、一定
期間、「物の製造」の業務については、派遣期間を１年に制限することが適
当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が行われ
たところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　製造業において請負事業の利用が広く進んでいること、物の製造の業
務には労働者派遣事業の利用が現状では全面的に禁止されていることを
踏まえ、請負業や派遣先に急激な環境の変化をもたらすことなく製造業へ
の労働者派遣事業の円滑な定着を図る上で、一定期間（法施行後３年）１
年の期間制限を設けることが必要である。ただし、一定期間（法施行後３
年）経過後は、他の業務と同様、期間制限は最長３年となるところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

5111005
社団法人日本
自動車工業会

労働者派遣法における派遣
期間制度の見直し（製造
業）
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091123

物の製造業務
の派遣期間制
限の延長（3
年）

労働者派遣法第４０条の
２第２項、附則第５項（改
正後）

物の製造の業務の一部について
は、改正労働者派遣法施行後３年間
は、派遣可能期間は１年とされ、そ
の後は３年となることとされている。
（平成１６年３月１日施行予定）

Ｄ－３ Ⅰ

○　現行の労働者派遣事業が禁止されている業務のうち、「物の製造の業
務」については、労働政策審議会において平成１３年８月より本年にかけて
行った労働者派遣事業制度全体の在り方についての見直しの中で検討し
たところ、製造業における臨時的・一時的な労働力需給を迅速に調整し、円
滑な事業運営が可能となるよう、適用対象業務とすることが適当であるが、
「物の製造」の業務に従事する労働者の就業の実情等を考慮すると、一定
期間、「物の製造」の業務については、派遣期間を１年に制限することが適
当であるとの結論が出され、これを踏まえた労働者派遣法の改正が行われ
たところである（平成１６年３月１日施行予定）。
○　製造業において請負事業の利用が広く進んでいること、物の製造の業
務には労働者派遣事業の利用が現状では全面的に禁止されていることを
踏まえ、請負業や派遣先に急激な環境の変化をもたらすことなく製造業へ
の労働者派遣事業の円滑な定着を図る上で、一定期間（法施行後３年）１
年の期間制限を設けることが必要である。ただし、一定期間（法施行後３
年）経過後は、他の業務と同様、期間制限は最長３年となるところである。
○　本規制を特区において緩和した結果、労働者の保護に欠ける事態が生
じた場合、適切な代替措置を講じることは困難であると考えている。

5078006
東京商工会議
所

労働者派遣法の改正

091131

教育訓練給付
金制度の対象
講座の実施機
関の公的機関
への拡大

雇用保険法第六十条の
二第一項

教育訓練給付制度の講座指定の対
象は民間機関が実施する教育訓練
のみならず公的機関が実施する教
育訓練も指定対象としている。

Ｄ－１
Ｅ

当該制度における教育訓練の指定基準において、講座指定を民間機関が
実施する教育訓練に限定する規定はなく、公的機関が実施する教育訓練
においても講座指定の実績がある。そのため、現行の指定基準に合致する
教育訓練講座であれば対応可能である。（※）H15.10.1現在公的機関（設置
者が国・市区町村である教育訓練施設）が実施する教育訓練給付制度指
定講座　54講座(25施設）

1095181 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区（教育訓練給付金制度の対
象講座の実施機関の公的機
関への拡大）

091132

教育訓練給付
金制度の講座
運営実績の免
除

雇用保険法第六十条の
二第一項

教育訓練給付制度の講座指定に当
たっては、基準として「当該教育訓練
と同じ課程の教育訓練が、原則とし
て、最近の年度において実施された
ことがあるものであること」及び「目
標資格等に係る受験等の状況及び
その結果の実績からみて、当該教育
訓練に十分な効果があると認められ
るものであること」を要している。

Ｃ Ⅳ

教育訓練給付金制度は、労働者の自発的な職業能力開発等の取組を支援
し、その雇用の安定及び就職の促進を図るための制度（雇用保険制度にお
ける給付）である。このため、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練と
しては、当該教育訓練が継続的・安定的に運営されているとともに、その実
績を踏まえた教育訓練の十分な効果（目標資格等の受験実績や合格実績
等）が存在していることが前提となるものである。運営実績のない教育訓練
についても教育訓練給付金の対象とした場合、継続的・安定的に運営され
ない教育訓練、教育訓練効果が認められない教育訓練に対しても教育訓
練給付金の支給を行うこととなるため、当該制度趣旨等を踏まえると、特区
に限りその例外を認めることは困難である。

1095182 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区（教育訓練給付金制度の講
座運営実績の免除）

091140
介護雇用助成
金の支給要件
等の緩和

雇用保険法施行規則第
１１７条第２項

介護人材確保助成金及び介護基盤
人材確保助成金は、介護労働者の
雇用管理の改善等に関する法律に
規定する改善計画の認定を受けた
事業主であって、認定を受けた改善
計画に定められた計画期間内に、介
護関係業務に係るサービスで現に提
供しているものと異なるものの提供
又は介護事業の開始に伴って、新た
に労働者を雇い入れた一定の事業
主に対して支給する

Ｃ Ⅲ

○　介護人材確保助成金及び介護基盤人材確保助成金は、介護労働者の
雇用管理の改善等に関する法律に規定する改善計画の認定を受けた事業
主であって、認定を受けた改善計画に定められた計画期間内に、介護関係
業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護
事業の開始に伴って、新たに労働者を雇い入れた一定の事業主に対して
支給するものであり、助成金の趣旨や予算等を考慮して、要件を定めてい
るところである。その要件を要望のように緩和することは、適正支給や不正
受給防止という観点からも、困難である。
○　また、当該要望を実現するには、新たな財源措置が必要であり、税財
源措置の優遇を求めるものであることから、対応不可。

3020120

社会福祉法人
鞍手会、ケィ・
ティ・エンタープ
ライズ株式会
社、有限会社
かじと、個人

社会福祉施設に特化し
た住みたくなる町づくり
特区構想

介護雇用助成金についての要
件の規制緩和措置

091150

シルバー人材
センターの会
員の対象年齢
制限の緩和

高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律（昭和
４６年法律第６８号）第４
１条
地方分権一括法の施行
に伴う高年齢者雇用安
定法の施行に係る事務
の取扱いについて（平成
１２年４月１日職発第２３
８号）第２の１

　定年退職者その他の高年齢退職
者の希望に応じた臨時的かつ短期
的な就業又はその他の軽易な業務
に係る就業の機会を確保・提供し、
もって高年齢者の福祉の増進に資す
ることを目的として設立された民法
第３４条の法人をシルバー人材セン
ターとして指定し、国及び地方公共
団体において当該団体の育成を図っ
ている。
　なお、定年退職者その他の高年齢
退職者とは、本格的な職業生活から
の引退過程にある、又は引退後の、
おおむね60歳以上の高年齢者であ
り、自営業を営んでいた者や家事に
専念していた者も含まれるものであ
る。

E
当該要望事項を公益法人として独自に実施することについては、高年齢者
等の雇用の安定等に関する法律は何ら規制を行っておらず、同法にかか
わらず実施することができる。

提案内容を指定法人として実施することは
認められないか、検討し回答されたい。

　提案内容については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律（以下「高齢法」という。）において何ら規制しておらず、実質上
何ら支障なく実施できるものであり、指定法人として実施できるこ
ととする意義が乏しい。
　むしろ、提案の業務を指定法人の業務として位置付けずに実
施する方が、高齢法に基づく監督の下で実施する必要が生じな
いため、より行動の自由度が広がるものである。
　また、現在、高齢法第４２条に基づいて行われる指定法人の業
務に対しては、補助金を交付しているところであり、仮に指定法
人として実施することを認めた場合、新たな財政措置が生じるこ
ととなる。
　なお、要望主体（愛知県大口町）に確認したところ、当省からの
回答により、「現状のままで当該要望事項を満たすことができる
ことが理解できた」旨の回答を得たところであり、当方の主張す
る趣旨について理解は得られたものと考えている。

1008010 大口町
おおぐち生き生き働こ
まい特区

シルバー人材センターの会員
の対象年齢の緩和

091160
シルバー人材
センターの就
業形態の拡充

高年齢者等の雇用の安
定等に関する法律（昭和
４６年法律第６８号）第４
２条

　定年退職者その他の高年齢退職
者の希望に応じた臨時的かつ短期
的な就業又はその他の軽易な業務
に係る就業の機会を確保・提供し、
もって高年齢者の福祉の増進に資す
ることを目的として設立された民法
第３４条の法人をシルバー人材セン
ターとして指定し、国及び地方公共
団体において当該団体の育成を図っ
ている。
　なお、定年退職者その他の高年齢
退職者とは、本格的な職業生活から
の引退過程にある、又は引退後の、
おおむね60歳以上の高年齢者であ
り、自営業を営んでいた者や家事に
専念していた者も含まれるものであ
る。

D-1
Ｅ

当該要望事項を公益法人として独自に実施することについては、高年齢者
等の雇用の安定法に関する法律は何ら規制を行っておらず、同法にかか
わらず労働者派遣法に基づき実施することができる。

提案内容を指定法人として実施することは
認められないか、検討し回答されたい。

　提案内容については、高年齢者等の雇用の安定等に関する法
律（以下「高齢法」という。）において何ら規制しておらず、実質上
何ら支障なく実施できるものであり、指定法人として実施できるこ
ととする意義が乏しい。
　むしろ、提案の業務を指定法人の業務として位置付けずに実
施する方が、労働者派遣法に加えて、高齢法に基づく監督の下
で実施する必要が生じないため、より行動の自由度が広がるも
のである。
　また、現在、高齢法第４２条に基づいて行われる指定法人の業
務に対しては、補助金を交付しているところであり、仮に指定法
人として実施することを認めた場合、新たな財政措置が生じるこ
ととなる。
　なお、要望主体（愛知県大口町）に確認したところ、当省からの
回答により、「現状のままで当該要望事項を満たすことができる
ことが理解できた」旨の回答を得たところであり、当方の主張す
る趣旨について理解は得られたものと考えている。

1008020 大口町
おおぐち生き生き働こ
まい特区

シルバー人材センターの就業
形態の緩和
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厚生労働省

管理
コード

規制の特例事
項名

該当法令等 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特

区推進室からの再検討要請
提案主体からの意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造
改革特区推進室からの再々検討要

請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主体名
特区計画・プロジェクト

の名称
規制の特例事項（事項名）

091170

障害者雇用に
おける特例子
会社の認定基
準の緩和

障害者の雇用の促進等
に関する法律第44条第
１項

障害者職業紹介業務取
扱要領（「身体障害者等
職業紹介業務取扱要領
（職業安定行政手引４－
４）の改定について」（平
成２年９月14日付け職発
第493号）別添）

原則個々の企業ごとに課している障
害者の雇用義務について、複数企
業を合わせて障害者雇用率の対象
とすることを可能とする特例子会社
の認定要件については、障害者数
及び障害者雇用割合が一定以上で
あること等の要件に加えて、「雇用さ
れる身体障害者及び知的障害者の
うち重度身体障害者及び知的障害
者の割合が30％以上であること」と
いう要件を課している。

Ｃ Ⅳ

「雇用される身体障害者及び知的障害者のうち重度身体障害者及び知的
障害者の割合が30％以上であること」という要件は、重度障害者の雇用を
促進するという特例子会社の趣旨を踏まえて定められているものである。
現在、求職中の障害者に占める重度身体障害者及び知的障害者の割合は
５割を超えており、また、雇用障害者に占める重度身体障害者及び知的障
害者の割合は４割を超えている状況を考えると、当該要件は過重な要件と
はなっていないと考えられることから、これを緩和又は撤廃することは特例
子会社制度の趣旨に反するため、困難である。
また、特例子会社の認定を受けることにより、障害者の雇用義務が軽減さ
れる企業があるところ、全国すべての事業主に対して等しく一定の障害者
を雇用する義務を課し、納付金等により経済的負担の調整を行っている制
度の基本的な仕組みから見て、企業の雇用負担義務に差が生じることから
も、一部の地域における事業主についてのみその義務を軽減することは適
当ではないことから、特区において対応することは困難である。

右の提案主体からの意見を踏まえ、再度検
討し回答されたい。

　特例子会社制度の趣旨として、重度の身体障害者及び知的障
害者の雇用の促進をはかることは理解できるが、　企業の規模
や、産業の種類によっては、雇用管理上特別な配慮を必要とし、
軽作業を主業務として期待される重度身体障害者及び知的障
害者の雇用が、長引く厳しい経済状況の中、経営上支障をきた
すことがあることも事実である。結果として、多くの障害者の雇用
の機会を放棄することは、「角を矯めて牛を殺す」様なものであ
り、現下の健常者においても厳しい雇用環境の中で、障害者雇
用は一層困難なものになると言わざるを得ない。
　また、「一部の地域の事業主においてのみその義務を軽減す
ることは適当でない」とあるが、納付金制度が適用される300人
以上の事業者がほとんどない本市においては、障害者雇用のた
めのインセンティブ要因を報奨金や特例子会社制度にたよらざ
るを得ないのが現状である。一部の地域の事業主についてのみ
その義務を免除することとなるのは事実であるが、結果的に本
市及び近隣の市町村に在住する障害者の雇用の促進につなが
ると確信しており、全国一律の要領の弾力的運用を提案したも
のである。

　障害者の就業が一般的に困難であると考えられた職種が相当
の割合を占める業種については、雇用義務の軽減措置である除
外率が設定されているところであるが、
①　技術革新等により障害者の職域が拡大していること
②　当該職種について障害者が就業することができないというこ
とを想起させ、ノーマライゼーションの理念から見て適切でないこ
と
などから、当該制度については、廃止に向けて段階的に縮小す
ることとしているものである。このような中、職種に応じて特例子
会社の認定基準を弾力的に運用することは、ある職種について
障害者が就業することが困難であることを想起させるものであ
り、ノーマライゼーションの理念に反するものと言える。
　特例子会社制度は、障害者の雇用に特別な配慮をした子会社
を設立し、雇用管理上特別な配慮を必要とする場合が多い者の
雇用について一定の要件を満たした場合に適用される特別措置
であることから、当該要件を撤廃することは出来ない。
　さらに、当該要件を緩和することは、より就職困難性の高い重
度障害者等の雇用を後退させるおそれがある。
　これらのことから、特例子会社の認定要件を一定地域のみ緩
和し、企業の雇用負担義務に差を生じさせることで当該地域に
おける障害者の雇用の促進を図る方策をとることは適当ではな
い。

1151010 鯖江市
ユニバーサルデザイン
推進特区

障害者雇用における特例子会
社の認定基準の緩和

091181

ファイナン
シャル・プラ
ンニング職種
の技能検定に
おける学科試
験の免除

職業能力開発促進法施
行規則第65条の２

　ファイナンシャル・プランニング職種の学
科試験の免除の基準については、職業能
力開発促進法施行規則第６５条の２第１項
及び第２項の規定に基づき、指定試験機関
が定め、厚生労働大臣の承認を受けなけ
ればならないこととされており、技能検定制
度の公正性を確保する観点から、承認を行
う際の基準については、職業能力開発局長
が次のように定めている。
○　試験の免除の基準の案については、以
下のいずれかの要件を満たし、広く一般に
理解しうるものであること。
（イ）　職業能力開発促進法若しくは他の法
令に規定する試験、又はこれらの試験と同
等であると社会的に認知されているものに
合格していること。
（ロ）　職業能力開発促進法に規定する職
業訓練（事業主等が行うものを含む。）を修
了した後、的確に行われた修了試験（技能
照査等）に合格していること。

Ｄ－１

要望内容にある講座の修了者が、職業能力開発局長が定めた（ロ）の要件
を満たし、学科試験合格者と同等の知識水準にあることが広く一般に理解
しうるものであるならば、指定試験機関（日本ファイナンシャルプランナーズ
協会、金融財政事情研究会）が当該講座の修了者を免除の基準に定め、
厚生労働大臣の承認を受けることにより、要望内容を実施することは可能
である。

1095040 文京区
最先端の生涯学習を
実現する文京区まるご
とキャンパス特区

最先端の生涯学習を実現する
文京区まるごとキャンパス特
区

091182

業界団体等が
開催する講習
会等による技
能検定におけ
る学科試験の
免除

職業能力開発促進法施
行規則第６５条

①　試験の免除を受けることがで
きる者については、職業能力開発
促進法施行規則第６５条において
規定されており、同規則別表第５
に定められた訓練を修了した者は
学科試験の免除を受けることがで
きることとされている。
　当該訓練は、公共職業能力開発
施設において実施されるもののほ
か、事業主等によって認定職業訓
練として実施されるものもあり、
訓練によっては通信制訓練となっ
ているものもある。

Ｄ－１ -
　既に、事業主等が実施している一定の訓練の修了者に対して、同
規則の規定に基づき学科試験の免除を行っているところである。

5021016.1
社団法人日本
経済団体連合
会

技能検定における学科試験
の免除【新規】（業界団体
等が開催する講習会等によ
る技能検定における学科試
験の免除）

091183

工業高校生に
対する3級技
能検定の受検
資格の付与

職業能力開発促進法施
行規則第６４条の４

②　３級技能検定の受検資格につ
いては、職業能力開発促進法施行
規則第６４条の４において規定さ
れているが、これを改正し、平成
１６年４月１日より、検定職種に
関する職業高校、職業能力開発施
設等で教育・訓練中の全ての者に
３級技能検定の受検資格を付与す
ることとしている。

Ｂ Ⅲ
　平成１６年４月１日より、工業高校の１年生、２年生にも３級技
能検定の受検資格を付与することとしている。

5021016.2
社団法人日本
経済団体連合
会

技能検定における学科試験
の免除【新規】（工業高校
生に対する3級技能検定の受
検資格の付与）
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